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す。） 
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－ニア・イズ・ベターのさらなる徹底－（区政編） 

【改革の柱１】地域社会における住民自治の拡充 
 

柱 1-Ⅰ-ア 人と人とのつながりづくり 

目標の達成状況 

目標指標「身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合」 

29 年度目標 

30.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
37.0％ 
40.0％ 35.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
42.0％ 
47.0％ 38.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

福島区 
48.0％ 
51.0％ 45.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
47.0％ 
50.0％ 46.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
38.0％ 
40.0％ 31.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
38.0％ 
41.0％ 34.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

港区 
52.0％ 
55.0％ 53.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

大正区 
49.2％ 
51.7％ 50.9％ 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

天王寺区 
45.0％ 
46.0％ 41.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
36.0％ 
39.0％ 38.6％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西淀川区 
50.0％ 
55.0％ 46.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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29 年度目標 

30.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

淀川区 
45.0％ 
48.0％ 39.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東淀川区 
50.0％ 
53.0％ 45.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
53.6％ 
56.6％ 51.2％ 未達成 

変更なし 
(理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

生野区 
53.0％ 
56.0％ 52.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

旭区 
54.0％ 
56.0％ 51.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には達成していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

城東区 
52.0％ 
55.0％ 49.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

鶴見区 
55.0％ 
57.0％ 51.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

阿倍野区 
50.0％ 
51.8％ 46.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
48.0％ 
51.0％ 46.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住吉区 
50.0％ 
55.0％ 44.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
51.8％ 
54.8％ 47.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

平野区 
48.2％ 
50.2％ 46.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて、引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
49.0％ 
51.0％ 46.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 1-Ⅰ-ア 人と人とのつながりづくり 

取組の実施状況 

取組①「人と人とのつながりづくりのための取組への支援」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・ Ｗ Ｅ Ｂ （ Ｈ Ｐ や
Facebook、instagram な
どのＳＮＳ）やアナログ
（広報紙・掲示板など）
の多様な媒体を活用し
て全世代に訴求するよ
うに地域情報を発信し、
参加を呼びかける。 

・区民カーニバルなどのイ
ベントの場で、北区の地
域活動を紹介したリー
フレットにより情報発
信し、参加を呼びかけ
る。 

・19 地域の防災訓練を支
援し、自助・共助の大切
さを説明していく。 

・９割の世帯が共同住宅居
住であることをふまえ、
マンションを対象に、防
災講座の開催をはじめ、
防災のワークショップ
運営や防災マニュアル
の策定を支援すること
で、マンション内の住民
交流を促進し、コミュニ
ティ形成へと誘導する。
まずは 29 年度送付した
ＤＭの回答があったマ
ンションから重点的に
働きかけを始めていく。 

・ＷＥＢ（ＨＰや Facebook、
instagram などのＳＮＳ）
やアナログ（広報紙・掲示
板など）の多様な媒体を
活用して全世代に訴求す
るように地域情報を発信
し、参加を呼びかけた。 

・区民カーニバルなどのイ
ベントの場で、北区の地
域活動を紹介したリーフ
レットにより情報発信
し、参加を呼びかけた。 

・防災訓練を開催した 14 地
域を支援し、自助・共助の
大切さを説明した。 

・９割の世帯が共同住宅居
住であることをふまえ、
マンションを対象に、29
年度送付したＤＭの回答
があったマンションか
ら、防災講座の開催をは
じ め 、 防 災 の ワ ー ク
ショップ運営や防災マ
ニュアルの策定を支援す
ることで、マンション内
の住民交流を促進し、コ
ミュニティ形成へと誘導
した。 

・マンション居
住者同士の交
流 や 、 マ ン
ションと地域
とのつながり
が不足してい
る。 

・マンション居住者を
対象にした防災講座
や、防災の基本ルー
ルづくり等により、
居住者間や地域との
つながりづくりを支
援する。（通年） 

・区ホームページや広
報紙などのほか、マ
ンション管理業協会
と連携を図りなが
ら、マンション居住
者に向けて、広く情
報発信することで地
域活動等への参加参
画を促進する。（通
年） 

・区民カーニバル等の
イベントの運営にお
いて、より広く多く
の区民に参加しても
らえるように、魅力
的なプログラムや広
報に工夫を凝らす。
（通年） 

都島区 

・防災訓練をはじめ、区の
各事業でつながりの大
切さを啓発する。（防災
訓練 １回、地域主体の
訓練 ９回以上、出前講
座 12 回以上） 

・若い世代を中心に、つな
がりづくりの大切さと
興味を持っていただけ
るイベントづくりや、人
のつながりの大切さの
情報発信を行う。（区民
まつり ９月、成人の日
のつどい １月、生涯学
習フェスティバル ３月 
など） 

・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など様々
なツールで、自治会・町
内会などのつながりづ
くりの活動を発信する。 

・地域、行政、関係機関と連
携した防災訓練 １回 

・地域主体の防災訓練  13
回 

・区民まつり（９月）、成人
の日のつどい（１月）、生
涯学習フェスティバル
（３月） 

・まちづくりセンターが行
うつながりづくりや交流
のためのイベント開催
（４件） 

・出前講座実施（13 種、計
56 回） 

・情報発信（広報誌 33 回、 
Facebook 36 回 、
Twitter14 回）実施 

・各地域活動協議会が行う
活動の紹介（Facebook 95
回、Twitter 47 回） 

・地域活動チラシを転入者
に配付 

・地域活動に関
心を持ってい
た だ け る よ
う、効果的な
情報発信が必
要。 

・区事業につい
ても、地域コ
ミュニティ向
上に向けた取
組をさらに進
める必要があ
る。 

 

・防災訓練をはじめ、区
の各事業でつながり
の大切さを啓発す
る。（通年） 

・区民まつりなどにお
いて、若い世代に、つ
ながりづくりの大切
さを感じていただけ
るような場を提供す
る。（通年） 

・ホームページ、ＳＮ
Ｓ、広報誌、掲示板な
ど様々なツールで、
メディアミックスの
手法を取り入れるな
ど、効果的な情報発
信に取り組む。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

福島区 

防災や福祉といった身近
な課題をきっかけに、日常
から顔見知りになりつな
がっていることの重要性
を認識してもらえるよう
な事業を展開する。（以下
通年） 
・自主防災組織による防災
訓練への支援や中学生
被災地訪問事業など、地
域力の強化による防災・
減災・安全対策の推進 

・地域福祉コーディネー
ターの設置など「福島区
地域福祉ビジョン」の取
組 

・地域活動協議会のＰＲを
行うなど、地域活動協議
会の自律的な活動の促
進 

・自治会・町内会単位のい
わゆる「第一層」の活動
への支援など、継続可能
な地域活動の実現 

・地域の防災意識の向上な
どを目的に区内中学生が
被災地を訪問し、体験学
習を行った。 

・地域福祉コーディネー
ターを区内 10地域に１名
ずつ配置。ふくしま暮ら
し支え合いシステムの実
施により、助け合いので
きる体制を整えた。また、
地域のコミュニティサロ
ンの情報収集のため連絡
会に参加した。 

・区広報紙で毎月、各地域活
動協議会の活動記事を掲
載した。 

・町会加入促進等のため、転
入者に対し、町会（第一
層）加入案内ちらしや地
域活動協議会の案内チラ
シ(集会所の説明を含む)
を配布した。 

・区の広報紙・ホームページ
にて町会加入促進のため
の記事を掲載した。 

・マンションの管理組合に
対し、大阪市のイベント
やお知らせを提供し、コ
ミュニティづくりのきっ
かけとなるよう働きかけ
を行った。 

・子どもの居場所づくりの
一環として地域が自習室
を設置するにあたり、対
象者を絞った効果的な広
報活動など助言・支援を
行った。 

・地域活動協議
会や町会等に
おいて、地域
で取り組まれ
ている活動や
その目的など
を知らない方
も多くいると
思 わ れ る た
め、身近な地
域でのつなが
りの重要性に
関して情報を
広く周知して
いく必要があ
る。 

・イベント等を
開催しても、
日常から顔見
知りになり、
つながってい
ることの重要
性を認識して
もらうまでに
は至っていな
い。また、町
会への加入促
進チラシや地
域活動協議会
の案内チラシ
を配布してい
るが、反応が
乏しいことか
ら、広報活動
を充実する必
要がある。 

・新築マンショ
ンなどの転入
者に地域の活
動 に 興 味 を
もってもらう
必要がある。 

防災や福祉といった身
近な課題をきっかけ
に、日常から顔見知り
になりつながっている
ことの重要性を認識し
てもらえるような事業
を展開する。（以下通
年） 
・自主防災組織による

避難所開設訓練や地
域防災計画策支援、
中学生被災地訪問事
業など、地域力の強
化による防災・減災・
安全対策の推進 

・地域福祉コーディ
ネーターの設置など
「福島区地域福祉ビ
ジョン」の取組 

・広報紙を活用した地
域活動協議会のＰＲ
(年２回以上)など、地
域活動協議会の自律
的な活動の促進 

・町会(第一層)加入促進
チラシの配布をはじ
めとした自治会・町
内会単位のいわゆる
「第一層」の活動へ
の支援など、継続可
能な地域活動の実現 

此花区 

・区民まつり等コミュニ
ティ育成事業などで地
域のつながりづくりが
必要だと感じていただ
けるような情報を発信
していく。 

・区広報紙を活用してコ
ミュニティ育成事業実施
に向けた PR を行うとと
もに、チラシやポスター、
ＳＮＳなどを使った情報
発信も行った。また、各地
域活動協議会の特色ある
活動についても広報紙等
を利用して紹介した。 

・若い世代をは
じめ多くの人
に、つながり
の大切さと興
味を持っても
らえるよう、
情報発信を行
う 必 要 が あ
る。 

・地縁団体や地
域のつながり
の基礎となる
自治会・町内
会などのつな
がりづくりの
ための活動を
支援していく
必要がある。 

・区民まつり等コミュ
ニティ育成事業など
で地域のつながりづ
くりが必要だと感じ
ていただけるような
情報を発信してい
く。（通年） 

・地域担当を通じて、町
内会議や行事等にお
いて地域との関係を
築き、個々の相談等
にも対応していく。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

中央区 

・防災訓練など地域活動の
機会を捉えた啓発を強
化する。 

・区が実施するコミュニ
ティ育成事業（区民まつ
り等）を通じた啓発を強
化する。 

・広報紙や区 Twitter によ
る情報発信を強化する。 

・各地域の防災訓練などに
おいて身近な地域でのつ
ながりづくりの大切さを
啓発した。（区内全地域 
25 地域） 

・１地域においては、地域公
共人材を活用して、80 名
の住民参加のもと防災に
関するワークショップが
行われた。住民間での課
題共有が行われ、身近な
つながりの大切さが確認
された。 

・Twitter による地域情報の
発信（1,519 回） 

・地域のイベントや活動な
どに関する情報を広報紙
に掲載した。（12 回） 

・区民まつりにおいて地域
でのつながりづくりの大
切さについて、チラシ配
布等啓発を行った。 

・若い世代の転
入者や外国に
ルーツを持つ
住民等、幅広
い住民向けた
きめ細かな啓
発が必要。 

・地域活動に参加して
いない住民に対する
参加促進の取組を強
化する。（通年） 

 啓発チラシの配布機
会を増やす。 

 啓発チラシ多言語化
を行う。 

・広報紙において各地
域活動協議会につい
て取材を行い、全地
域活動協議会を紹介
する。その記事内容
を活用し情報発信を
行う。（通年） 

・広報紙による地域情
報の発信を強化し地
域活動への参加を呼
び掛ける。（通年） 

西区 

・マンションに出向き、民
生委員・主任児童委員な
どの地域子育て支援
サークル関係者の協力
を得て、マンションに居
住する親子が集う「にっ
しー広場」を引き続き開
催する。（年間 12 回以
上） 

・子育て支援情報や地域で
の様々な取組を紹介す
る場を創出し、マンショ
ン住民を地域の活動に
つなげる支援を行う。 

・マンションの特性に応じ
た防災対策の講座（年間
５回以上）や訓練を実施
し、マンション住民同士
の交流の機会をつくり、
隣近所のコミュニティ
づくりを支援する。 

・マンション内の自主防災
組織を形成するための
支援を行うとともに、地
域との交流の機会をつ
くり、地域とのコミュニ
ティづくりを支援する。 

・マンションに出向き、民生
委員・主任児童委員など
の地域子育て支援サーク
ル関係者の協力を得て、
マンションに居住する親
子が集う「にっしー広場」
を開催した（22 回） 

・「にっしー広場」において
子育て支援情報や地域で
の取組を紹介し、マン
ション住民を地域の活動
につなげる支援を行っ
た。 

・防災出前講座（６回）や防
災訓練（５回）の際にマン
ションごとの自主防災組
織の形成や平時からの地
域とのコミュニティづく
りの重要性を訴えた。 

・各取組は順調
に推移してい
るものの、急
激な人口の増
加などに伴い
「身近な地域
でのつながり
を肯定的に感
じる区民の割
合」は昨年度
の35.8％に比
べ 34.1％と、
昨年度よりも
減 少 し て い
る。 

・マンションに出向き、
民生委員・主任児童
委員などの地域子育
て支援サークル関係
者の協力を得て、マ
ンションに居住する
親子が集う「にっ
しー広場」を引き続
き開催（年間 12 回以
上）することに加え、
公園において「にっ
しー広場（公園版）」
を開催する。（年間３
回） 

・子育て支援情報や地
域での様々な取組を
紹介する場を創出
し、マンション住民
を地域の活動につな
げる支援を行う。（通
年） 

・マンションの特性に
応じた防災対策の講
座（年間５回以上）や
訓練を実施し、マン
ション住民同士の交
流の機会をつくり、
隣近所のコミュニ
ティづくりを支援す
る。 

・マンション内の自主
防災組織を形成する
ための支援を行うと
ともに、地域との交
流の機会をつくり、
地域とのコミュニ
ティづくりを支援す
る。（通年） 

・介護予防とコミュニ

6 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ティづくりを同時に
実現する「いきいき
百歳体操」の普及を
支援する。（通年） 

港区 

・防災訓練などの機会を捉
えて啓発を行う。 

・多様な世代につながりづ
くりの大切さと地域活
動に興味を持ってもら
える情報発信を行う。 

・地域のつながりの基礎と
なる自治会・町内会への
加入を呼びかける情報
発信を行う。 

 

・防災学習会や避難所開設
訓練、広報みなと（８月特
集号）で共助、近助の重要
性について啓発した。 

・ふれあい喫茶や食事サー
ビス、子育てサロンなど
地域でのつながりづくり
の場への参加について
Twitter 、Facebook を通
じて情報発信した。 

・広報みなと（５,７,２月号）
やＨＰで町会加入案内に
ついて掲載するとともに
区転入者へ町会加入案内
を配布し、区役所内で配
架、掲示した。 

・さまざまな広
報ツールを活
用して幅広く
情報発信する
必要がある。 

・防災訓練などの機会
を捉えて共助、近助
の重要性について啓
発を行う。（通年） 

・多様な世代につなが
りづくりの大切さと
地域活動に興味を
持ってもらえるよう
広報紙やＳＮＳを活
用して情報発信を行
う。（通年） 

・地域のつながりの基
礎となる町会への加
入促進について、広
報紙やＳＮＳを活用
して情報発信を行
う。（通年） 

大正区 

・小学校区を単位とした地
域毎で実施する事業等 

・各地域への見守り推進員
の配置による地域住民
の相談援助や人と人と
のつながりづくり、関係
機関と顔の見える関係
を作り、効果的な連絡調
整等の実施。 

・概ね 65 歳以上のひとり
暮らしまたは高齢者の
世帯のみの方への食事
サービスの実施。 

・「地域における要援護者
の見守りネットワーク
強化事業」との連携業
務。地域で得た要援護者
の情報を見守り相談室
と共有し、地域での見守
りを行う。 

・地域防災リーダーの育成
（装備品の支給、保険加
入、訓練等の実施） 

・小学校区を単位とした地
域毎で実施する事業の履
行確認を行った。 

・見守り相談室にて、区が作
成した要保護者リスト掲
載者への郵送や訪問によ
る同意確認を行うほか、
連絡調整会議を開催し
た。 

・高齢者への食事サービス
を実施した。 

・見守り相談室の見守り推
進員に対する研修会、定
例会を開催し、情報共有
を行った。地域で得た要
援護者の情報を見守り相
談室と共有し、地域での
見守りを行った。 

・地域防災リーダー研修・訓
練を実施し、装備品等の
確認を行った。 

― ・地域コミュニティの
充実に向け、各地域
の幅広い自主的な活
動に対する支援を行
うため、地域活動協
議会補助金制度を創
設する。（４月交付決
定、通年で履行確認） 

・区長認定を受けた各
地域まちづくり実行
委員会が防災訓練や
要援護者見守り活動
などを通じ、地域カ
ルテを活用しながら
「自助・互助・共助」
の取組を支援する。
（通年） 

 

天王寺区 

・市広報板を活用し、地域
の人と人がふれあう活
動紹介を通して、身近な
地域でのつながりの大
切さを伝える。年３回 

・区広報紙を活用して地域
活動協議会の各種活動
を紹介する。10 回 

・避難行動要支援者名簿に
登載されている要援護
者に対して、地域におけ
る平時の見守りと災害
時の避難支援への備え
を強化する。 

・区職員が地域に出向き、

・市広報板を活用した活動
紹介用ポスター掲示を実
施した（年３回８月、10
月、１月） 

・区広報紙を活用し、地域活
動協議会の各種活動を４
月以降毎月紹介、７月号
は、特集を組み、より解り
易く広報を実施した。（11
回） 

・また、ケーブルテレビ
J.com と連携し、地域活動
協議会や同会長会の紹
介、地域の各種イベント
紹介を実施した。（10 回） 

・地域で取り組
まれている交
流づくりや見
守り活動など
つながりづく
りにつながる
地域活動の存
在を知らない
方は、まだま
だ多くいると
思われ、地域
で取り組まれ
ている情報を
伝えていく必
要がある。 

・市広報板を活用し、地
域の人と人がふれあ
う活動紹介を通し
て、身近な地域での
つながりの大切さを
伝える。年３回(通年) 

・区広報紙を活用して
地域活動協議会の各
種活動を紹介する。
10 回（通年） 

・つながりづくりの大
切さや地域の身近な
自治組織の町会加入
をよびかける広報を
行う。 １回以上 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
健康に関する出前講座
を実施する。 

・参加体験型の講座やイベ
ント開催時の即席講座
等、区役所が積極的に地
域に出向く「出前講座」
を実施する。出前講座で
は、東日本大震災、熊本
地震における被災地の
状況も伝えることとし、
災害対策の意識の向上
に取り組む。  
出前講座等の実施 12
回以上 
個々のマンションへ啓
発ポスターの掲出依頼 
100 ヶ所以上 

・天王寺区はマンション等
の集合住宅が非常に多
いという区域特性があ
ることから、専門性をも
つ人材の配置により、
個々のマンションにお
いて自主防災組織の構
築など防災力向上を図
る取組をスピード感を
もって進める。 
マンション防災学習会
の開催 １回 
個々のマンションへの
個別支援 15 件以上 

・29 年度に同意確認・整備
を行った避難行動要支援
者名簿を各地域、民生委
員等に提供し、事業説明
を行った。また、30 年度
の名簿整備にあたり、地
域へ事業内容の周知など
協力依頼を行ったうえ、
30 年度の避難行動要支援
対象者に案内と同意確認
書を送り、新たな見守り
の同意者を加えた名簿を
整備・作成した。 

・健康の保持増進に取り組
む機会を確保するため、
健康に関する出前講座を
実施した。（24 回開催） 

・防災出前講座を実施し、区
民に対して災害対策を呼
びかけるとともに防災意
識の啓発を図った。（出前
講座 33 回、マンション
への啓発ポスター掲出依
頼 105 ヵ所） 

・マンション防災を推進す
る専門職員を配置して、
個々のマンションにおい
て出前講座を実施し、自
主防災組織構築に向けた
取組を進めた。（マンショ
ン防災学習会 １回実
施、個々のマンションへ
の支援実績 33 件） 

 

・避難行動要支援者名
簿に登載されている
要援護者に対して、
地域における平時の
見守りと災害時の避
難支援への備えを強
化する。（通年） 

・区職員が地域に出向
き、健康に関する出
前講座を実施する。
（通年） 

・参加体験型の講座や
イベント開催時の即
席講座等、区役所が
積極的に地域に出向
く「出前講座」を実施
する。出前講座では、
東日本大震災、熊本
地震における被災地
の状況も伝えること
とし、災害対策の意
識の向上に取り組
む。 
出前講座等の実施 
12 回以上 
個々のマンションへ
啓発ポスターの掲出
依頼    
100 ヶ所以上（通年） 

・天王寺区はマンショ
ン等の集合住宅が非
常に多いという区域
特性があることか
ら、専門性をもつ人
材の配置により、
個々のマンションに
おいて自主防災組織
の構築など防災力向
上を図る取組をス
ピード感をもって進
める。 

 マンション防災学習
会の開催 １回 

 個々のマンションへ
の個別支援 15 件以
上（通年） 

浪速区 

・住民異動率が高いことか
ら、転入者に対する転入
時における地域活動参
画促進の取組をさらに
強化する。 

・地域活動への参画を促進
する案内パンフレット
の多言語化を進める。 

・地域に災害時要援護者名
簿を提供し、各地域に応
じた見守り活動を開始
する。 

・地域での食事サービスや
サロンなどの取組を活

・転入時に訪れる住民情報
フロアに地域活動協議会
ブースを新設し、構成団
体の事業やイベントを紹
介するとともに、地域活
動協議会の存在と必要
性、参画メリットをア
ピールした。 

・待合フロアの呼び出しモ
ニターにて「ようこそ浪
速区地活協へ」を趣旨と
した広告映像を流した。 

・案内パンフレットの多言
語化に取り組んだ。 

・区の特性から
も、担い手形
成やコミュニ
ティ醸成に向
けては、より
多様な層の協
働・参画が不
可欠である。 

・食事サービス
やサロンに出
てくることが
できない住民
の状況把握が
必要である。 

・催事（防災訓練等）実
施の告知及び成果・
報告を、区広報紙・
ホームページ・ＳＮ
Ｓ（Twitter・Face 
book）や市民活動総
合ポータルサイトと
いったＩＣＴツール
等様々な広報媒体を
用いて、広く周知し、
つながりの端緒、機
会を広げる。（通年） 

・転入届出時に、住民情
報窓口において、地
域活動協議会の趣旨
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
用するなどして住民同
士のつながりづくりを
進める。 

・見守り活動、つながりづ
くりを進める中で福祉
課題をつかみ、地域福祉
ビジョンの作成につな
げる。 

 

・ＳＮＳ等を活用しての幅
広い層からの参加を募
り、新たなコミュニティ
醸成を目的とした地域清
掃事業を実施し、第１層
に止まらない多数の参加
を得た。 

・要援護者名簿について、区
の連長会議で説明すると
ともに、各地域活動協議
会・連合町会長会議で説
明し、了解を得て地域に
提供した。 

・食事サービスやサロンな
どの取組を活用し住民同
士のつながりづくりを進
めた。 

・３地域で地域見守り会議
を開催し、要援護者情報
を共有するなど、地域に
応じた見守り活動を開始
した。 

・地域福祉コー
ディネーター
の 活 動 等 か
ら、行政が福
祉ビジョンに
つながる体系
的な福祉課題
を把握する必
要がある。 

や目的、また町会へ
の加入を促進する案
内パンフレットを交
付し、地縁による団
体やグループへの加
入促進につなげる。
（通年） 

・転入時に訪れる住民
情報待合フロアに地
域活動協議会コー
ナーを設置し、待合
呼出しモニターにて
地域活動協議会加入
を促進する広告映像
を放映する。（通年） 

・地域に応じた見守り
活動を、新たに３地
域以上で開始する。
（通年） 

・ネットワーク強化事
業と連携して、引き
こもりがちな住民の
状況を把握する。（通
年） 

・地域福祉コーディ
ネーターの活動等か
ら、行政が福祉課題
を把握できるよう、
区社協と協力して取
り組む。（通年） 

西淀川区 

・若い世代をはじめ多くの
人に、つながりづくりの
大切さと興味を持って
もらえるよう、広報紙や
ＳＮＳ等において事例
の共有や取組の情報発
信を行う。 

・地域のつながりの基礎と
なる自治会・町内会への
加入を促進するため、転
入者に対してチラシ等
の配布を行う。 

・各種団体で構成する実行
委員会等を組織して区
民まつりや駅伝大会等
を開催し、スタッフや参
加者が絆を深めること
で地域コミュニティの
活性化を推進する。 

・区民ゲートボール大会や
区民バレーボール大会
等を開催し、区民の健康
増進や区民同士のコ
ミュニティの活性化を
推進する。 

・若い世代をはじめ多くの
人に、つながりづくりの
大切さと興味を持っても
らえるよう、広報紙やＳ
ＮＳ等において事例の共
有や取組の情報発信を
行った。 

・地域のつながりの基礎と
なる自治会・町内会への
加入を促進するため、転
入者に対してチラシ等の
配布を行った。 

・各種団体で構成する実行
委員会等を組織して区民
まつりや駅伝大会等を開
催した。 

・区民ゲートボール大会や
区民バレーボール大会等
を開催し、区民の健康増
進や区民同士のコミュニ
ティの活性化を推進し
た。 

 

・地域活動に関
心を持ってい
た だ け る よ
う、効果的な
情報発信が必
要である。 

・若い世代をはじめ多
くの人に、つながり
づくりの大切さと興
味を持ってもらえる
よう、広報紙やＳＮ
Ｓ等において事例の
共有や取組の情報発
信を行うほか、より
効果的な情報発信を
行う。（通年） 

・地域のつながりの基
礎となる自治会・町
内会への加入を促進
するため、転入者に
対してチラシ等の配
布を行う。（通年） 

・短時間や短期間だけ
活動に参加できるな
ど、誰もが気軽に活
動に参加できるため
の仕組みや工夫に関
する情報を提供す
る。（通年） 

・各種団体で構成する
実行委員会等を組織
して区民まつりや駅
伝大会等を開催し、
スタッフや参加者が
絆を深めることで地
域コミュニティの活
性化を推進する。（通
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
年） 

・区民ゲートボール大
会や区民バレーボー
ル大会等を開催し、
区民の健康増進や区
民同士のコミュニ
ティの活性化を推進
する。（通年） 

淀川区 

・多様な広報媒体を活用
し、地域活動の情報発信
と地域活動参画促進を
行っていく。 

・全 18 地域で実施する地
域防災訓練や避難所開
設・運営訓練を支援す
る。 

・地域防災訓練等の防災講
座で自助・共助の重要性
を周知。 

・区内小学校や子供会のイ
ベントでチラシを配布
する。 

・多様な広報媒体を活用し、
地域活動の情報発信と地
域活動参画促進を行っ
た。 

・地域防災訓練や避難所開
設・運営訓練を実施した。
（全 18 地域実施） 

・地域防災訓練等の防災講
座（47 回）で自助・共助
の重要性を周知した。 

・乳幼児健診や区内小学校
や子ども会等のイベント
でチラシを配布した。（90
回） 

・災害時に備え
た強いまちづ
くりを進める
ためには、平
時からの顔の
見える関係づ
くりが不可欠
である。 

・地域福祉活動
に関心はある
ものの、実際
に活動に参加
している区民
の 割 合 が 低
い。 

・様々な広報媒体を活
用し、地域活動の情
報発信と地域活動参
画促進を行ってい
く。（随時） 

・全 18 地域で実施する
地域防災訓練や避難
所開設・運営訓練を
支援する。（通年） 

・地域防災訓練等の防
災講座で自助・共助
の重要性を周知す
る。（通年） 

・若年層に訴求力の高
い新規防災イベント
を実施し、自助・共助
の重要性を周知す
る。（通年） 

・区内小学校や子供会
のイベントでチラシ
を配布する。（通年） 

東淀川区 

・地域ごとに実施する地域
別保健福祉計画作成の
取組のなかで、福祉や防
災などの地域課題を解
決するためには、日常生
活に密着した身近なつ
ながりづくりが重要で
あることを再確認して
いく。 

・区内 17 地域のうち、３地
域において地域別保健福
祉計画作成の取組のなか
で、福祉や防災などの地
域課題解決に向けた意見
交換等において、つなが
りづくりの重要性を再認
識した。 

・地域での保健
福祉に関する
取組について
は、参加者や
関係機関が固
定化・減少し
ており、取組
が進んでいな
い地域が多く
存 在 し て い
る。 

・地域課題を解消する
ため、福祉計画策定
の場で、つながりづ
くりの重要性や「自
助・共助・公助」の考
え方および役割につ
いて地域住民の理解
を進めていく。（通
年） 

・新たな参加者増につ
ながるよう、区ホー
ムページや毎月開催
している地域連絡会
議において、取組内
容を周知していく。
（通年） 

東成区 

・第一層の活動内容、ニー
ズを把握するため、地域
のイベント等に出向き
情報収集を行い、実現可
能な支援を検討する。
（通年） 

・広報紙に町会加入促進の
記事を載せた・ 

・地域のイベント等をＳＮ
Ｓなどで情報発信を行っ
た。 

・ホームページ
や広報紙での
情 報 発 信 で
は、情報速度
が 限 定 さ れ
る。 

・ホームページや広報
紙の他、LINE も活用
した情報発信の充実
を行う。（通年） 

生野区 

・共助による減災に向けた
地域自主防災活動を支
援するため、以下を実施
する。 
・地域防災訓練の支援 
・地域防災マップ作成支

援（更新） 

・地域防災訓練の支援 
・地域防災マップ作成支援

（更新） ３地域 
・地域防災リーダー研修会

の実施 ６回 

・防災訓練に参
加している参
加者の満足度
の割合は高い
が、若年層の
参加割合が低
い。 

・共助による減災に向
けた地域自主防災活
動を支援するため、
以下を実施する。（通
年） 
・地域防災訓練の支 

援 
・地域防災マップ作
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・地域防災リーダー研修

会の実施 
成支援（更新） 
・地域防災リーダー

研修会の実施 
・土曜授業での防災

訓練実施（学生の
親にも参加を促す
ため） 

旭区 

・地域活動協議会が取り組
む自律的な地域活動を
サポートし、地域社会に
おけるご近助のつなが
りをひろげ、安全・安心
で活力ある地域社会を
つくることを積極的に
支援する。 

・若い世代やマンション住
民などこれまで地域活
動への関わりが薄かっ
た人たちをはじめ、あら
ゆる世代を対象として、
地域活動情報をＳＮＳ
等を利用して積極的に
発信する。 

・区民まつりやスポーツ
フェスティバルなど、コ
ミュニティづくりに資
する各種事業を実施し、
人と人とが出会い、つな
がる機会をつくる。 

・地域担当制を通じて、地
域のつながりの基礎と
なる町内会等とも関係
をつくり、個別の相談に
も対応する。 

・地域活動協議会連絡会議
等で、情報発信及び意見
交換を実施しながら、地
域課題やニーズに対応し
た活動が実施され、地域
社会におけるご近助のつ
ながりがひろがるよう積
極的に支援すると共に、
担い手確保のためのワー
クショップを各校下で開
催しながら、人と人との
つながりづくりのための
支援を行った。 

・あらゆる世代を対象とし
て、地域活動情報を広報
紙及びＳＮＳ等を利用し
て積極的に発信した。 

・区民まつりやスポーツ
フェスティバルを開催
し、人と人とが出会い、つ
ながる機会をつくった。
（８月、11 月） 

・まちづくりセンター機能
（直営）の中で、町内会等
とも関係をつくり、引き
続き個別の相談にも対応
した。 

・これまで地域
活動への関わ
りが薄かった
人たちをはじ
め、あらゆる
世 代 を 対 象
に、地域活動
等への参加を
促す（担い手
の 確 保 を 含
む）ような取
組が必要であ
る。 

・地域活動協議会が取
り組む自律的な地域
活動をサポートし、
地域社会におけるご
近助のつながりをひ
ろげ、安全・安心で活
力ある地域社会をつ
くることを積極的に
支援する。（通年） 

・若い世代やマンショ
ン住民などこれまで
地域活動への関わり
が薄かった人たちを
はじめ、あらゆる世
代を対象として、地
域活動情報をＳＮＳ
等を利用して積極的
に発信する。（通年） 

・「地域カルテ」ワーク
ショップを継続的に
開催する中で、他の
活動主体同士の連
携・協働【外部との連
携・協働】が進むよう
な具体的な取組が生
まれるよう支援す
る。（通年） 

・区民まつりやスポー
ツフェスティバル、
区民スポーツ大会
等、コミュニティづ
くりに資する各種事
業を実施し、人と人
とが出会い、つなが
る機会をつくる。（通
年） 

・地域のつながりの基
礎となる町内会等と
も関係をつくり、個
別の相談にも対応す
る。（通年） 

城東区 

・区広報誌の特集面で、地
域活動協議会など日頃
から地域で活動されて
いる団体を紹介等する。 

・「ウエルカム JOTO」（転
入者への城東区に関す
る情報提供パック）で、
地縁団体等への加入呼
びかけビラを配布する。 

・区広報誌において、地域活
動協議会の活動を紹介す
る特集を掲載した。 

・地域主催の各種行事に参
加し、情報収集と提供を
行った。 

・地域の防災訓練への協力
５回、防災出前講座の実
施２回、地域防災リー
ダー隊長会議の開催１
回。 

・「ウエルカム JOTO」（転入

・新築マンショ
ンなどへの転
入者に地域の
活動に興味を
持ってもらう
必要がある。 

・より多くの区
民に活動紹介
と活動情報を
提供できるよ
う、広報を充
実させる必要
がある。 

・「ウエルカム JOTO」
（転入者への城東区
に関する情報提供
パック）で、地縁団体
等への加入呼びかけ
ビラを配布する。（通
年） 

・各地域の活動紹介や
情報提供を地域の広
報紙やＳＮＳを活用
して積極的に行う。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
者への城東区に関する情
報提供パック）で、地縁団
体への加入呼びかけビラ
を配布し、また「区民情報
コーナー」に配架した。 

・まちづくりセンター作成
の「みんなの地域活動ハ
ンドブック」を配架し、地
域活動への理解促進を
図った。 

 

鶴見区 

・事業の同日開催等、地域
で実施する事業間の連
携を促進させるなど、参
加者の交流を図るとと
もにつながりづくりを
支援する。 

・地域が実施する様々な事
業の開催日とふれあい喫
茶、食事サービスの開催
日をあわせ、双方に参加
できるようにして、相互
交流を図った。（５回） 

・「ツルラボ」（※１）、「つる
ばた会議」（※２）を開催
し、各地域の担い手の交
流を図るとともに、参加
対象を限定せず広く参加
を募り、地域活動に関心
のある住民との交流も
図った。（ツルラボ：５月、
６月、８月、９月、10 月、
11 月、つるばた会議：３
月） 
（※１）地域活動事例の
分析と意見交換の場 

（※２）鶴見区版井戸端
会議 

・事業により多
くの方が参加
するように取
り組む必要が
ある。 

・事業の同日開催等、地
域で実施する事業間
の連携を促進させる
など、参加者の交流
を図るとともに、多
くの方が参加するよ
うに広報に力を入
れ、つながりづくり
を支援する。（通年） 

阿倍野区 

・防災に関する出前講座等
でつながりの大切さを
啓発する。また、阿倍野
区地域福祉計画の推進
に向けて活動主体が連
携できる仕組みづくり
を支援する。 

・小・中学校を対象とした
防災研修でつながりの
大切さを啓発する。ま
た、区ホームページなど
を活用し、若い世代をは
じめ多くの人につなが
りの大切さと興味を
持ってもらえるよう啓
発する。 

・地域で活動している団体
などが主体的に阿倍野
区の魅力を継続して発
信するためのツールＳ
ＮＳ(Facebook、インス
タグラム等)を使用した
ＰＲ事業を行う。 

・市民活動に関する相談窓
口を設置し、情報提供等
を行う。 

・防災関係会議参加者への
啓発：のべ 121 名 

・出前講座での啓発：開催数
５回/156 名 

・地域防災リーダーの訓練・
研修参加者への啓発：の
べ 390 名 

・防災教育等実施学校数：15
校のうち 12 校 

・地域福祉推進会議の開催：
２回（７月・３月） 

・地域福祉ミーティングの
開催：１回（２月） 

・阿倍野区魅力創造事業「あ
べのって」メンバーによ
る阿倍野区の魅力スポッ
トや行事等の情報発信
480 回 

・市民活動に関する相談窓
口を設置し、ホームペー
ジや地域団体の会議等を
活用し情報提供等を行っ
た。（４件） 

・地域活動に関
する啓発・情
報発信をより
幅広く行って
いく必要があ
る。 

・防災に関する出前講
座等でつながりの大
切さを啓発する。（通
年）また、阿倍野区地
域福祉計画の推進に
向けて活動主体が連
携できる仕組みづく
りを支援する。（通
年） 

・小・中学校を対象とし
た防災研修でつなが
りの大切さを啓発す
る。また、区ホーム
ページなどを活用
し、若い世代をはじ
め多くの人につなが
りの大切さと興味を
持ってもらえるよう
啓発する。（通年） 

住之江区 
・地活協が実施するイベン
ト等で、地活協の活動紹
介や町会加入促進にか

・地域の協力を得て、地活協
の活動紹介や町会加入促
進についてのチラシを作

・29 年度結果
（45.4％）に
対し、30 年度

・地活協が実施するイ
ベント等で、地活協
の活動紹介や町会加
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
かる取組が進むよう、中
間支援組織とも連携し
支援を行う。 

・区広報紙、ホームページ、
Facebook で、地域活動
や町会加入促進にかか
る情報発信を行う。 

成し、区民まつりや地域
のイベントで配布した。 

・区広報紙で毎月地域に焦
点をあてた記事を掲載
し 、 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebookで町会加入促進
についてのページを掲載
した。 

（46.0％）と
向上してはい
るものの目標
値には届いて
いない。さら
に多くの方の
目に触れるよ
う情報発信の
場の拡大や内
容の充実を図
る 必 要 が あ
る。 

・区の広報媒体
や区民が多く
参加するイベ
ント等、より
一層多くの機
会で情報発信
す る と と も
に、チラシ等
の発信内容に
ついても工夫
していく。 

入促進にかかる取組
が進むよう、中間支
援組織とも連携し支
援を行う。（通年） 

・区広報紙、ホームペー
ジ、Facebook で、地
域活動や町会加入促
進にかかる情報発信
を行う。（通年） 

 

住吉区 

・近所に住む人同士が日常
生活の中で顔見知りに
なれるよう、地域見守り
支援や町会エリアでの
防災の取組を進める。 

・見守り支援や個別支援プ
ランの作成については、
実施可能な地域を特定
して進めていく。 

・若い世代を含むたくさん
の住民が参加したくな
る活動事例の情報提供
を地域振興会議や区
ホームページで行う。 

・マンション住民向け防災
研修会を実施(５回）し、
防災を通じて、住民同士
のつながりづくり、マン
ションと町会・自治会等
とのつながりづくりを
促進する。 

 

・住吉区総合防災訓練で町
会災害対策本部（一時避
難場所）の訓練を重点的
に実施し、住民同士のつ
ながりづくりを促進し
た。 

・各地域・町会単位で地域見
守り支援の説明会等を実
施し、本取組への協力依
頼を行った。(53 回） 

・見守り支援事務所開設（１
地域） 

・子育てサロンや盆踊り等
の開催について、「広報す
みよし」や区ホームペー
ジ、Twitter、LINE で情
報提供を実施した。 

・マンション住民向け防災
研修会を地域と連携して
実施（４回）し、自助・共
助の取組について啓発を
行った。 

・あいさつ運動を推進した。 
・町会加入促進チラシの転

入パックへの封入、区
ホームページや広報すみ
よしで加入促進の情報の
発信を行った。 

・多くの住民の
訓練・研修会
の参加を促す
こと 

・地域格差があ
ること 

・マンション住
民向け防災研
修 会 に お い
て、多くの住
民の参加を促
すこと 

・若い世代の地
域活動への参
加を促すこと 

 

・近所に住む人同士が
日常生活の中で顔見
知りになれるよう、
引き続き地域見守り
支援や町会エリアで
の防災の取組を進め
る。（通年） 

・マンション住民向け
防災研修会を実施
（７回）し、防災を通
じて、住民同士のつ
ながりづくり、マン
ションと町会・自治
会等とのつながりづ
くりを促進する。不
参加者に対し、ポス
ティング等で研修会
の内容を周知する。
（通年） 

・引き続き、若い世代を
含むたくさんの住民
が参加したくなる活
動事例の情報提供を
地域振興会議や区
ホームページで行
う。（通年） 

・Twitter、LINE など
を活用し、若い世代
を対象とした地域活
動情報の発信を行
う。（通年） 

・人と人とのつながり
を大切にするため、
あいさつ運動を推進
する。（通年） 

・つながりづくりの基
盤となる町会への加
入を促進するため、
町会加入促進のチラ
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
シを転入パックへ封
入、区ホームページ
や広報すみよしで情
報発信を行う。（通
年） 

東住吉区 

・地域活動に関する意識を
向上させる取組 

・広報紙やホームページな
どでの情報発信 

・町会加入促進チラシなど
の作成・配付 

・様々な催し等での啓発 

・各地域の行事予定を広報
紙に掲載した。 

・各地域の活動実施の様子
をＨＰに掲載した。 

・町会加入促進チラシを転
入者に配布した。 

・地域の夏祭り等の機会を
とらえ啓発を行った。 

・区民フェスティバル等の
機会をとらえ啓発を実施
した。 

・高齢者以外の
年齢層に対し
ても地域での
活動の様子や
地域でのつな
がりが伝わる
ような発信の
工夫が必要で
ある。 

・各地域の行事予定を
広報紙に掲載する。
広報紙については区
全体で編集方法を改
める効果的な発信に
取り組む。（通年） 

・各地域の活動実施の
様子をＨＰに掲載す
る。(通年） 

・町会加入促進チラシ
を転入者に配布す
る。(通年） 

・様々な催し等で啓発
する。(随時） 

平野区 

・「広報ひらの」以外にも、
区ホームページやＳＮ
Ｓで町会、自治会の加入
促進を行う。 

・Facebook、ホームページ
で地域の活動を掲載。 

・地域情報 Facebook におい
て、地域の活動の掲載に
あわせて町会・自治会加
入の呼びかけを行った。 

・防災を視点で町会・自治会
加入チラシを作成し、区
ホームページ掲載・転入
者への配布を行なった。 

・防災の視点以
外で町会・自
治会加入や活
動参加のチラ
シを作成し、
様々な視点で
の加入促進が
必要。 

・高齢者見守り等の福
祉の視点及び活動の
呼びかけのチラシを
作成し、町会・自治会
加入促進を行う。(上
半期） 

・地域情報 Facebook、
区ホームページ、広
報ひらのにおいて、
地域の活動の掲載に
あわせて町会・自治
会加入の呼びかけを
行う。（通年） 

西成区 

・地域住民が参加する防災
訓練や防災出前講座な
どを通して、共助の重要
性について啓発を実施
する。 

・地域のつながりづくりの
ために転入者へ町内会
などのチラシを配布し
周知を行う等の支援を
行う。 

・地域住民が参加する防災
訓練（無線交信訓練含む）
を 18 回、防災出前講座を
20 回実施し、共助の重要
性について啓発を実施し
た。 

・転入者へ町内会（第一層）
などのチラシを配布（転
入者パック）し周知する
などの支援を行った。 

・町内会（第一
層）などのチ
ラ シ に つ い
て、地域関係
者以外の参加
者が多い区主
催イベント等
においても配
布するなど、
より多くの区
民に周知して
いく必要があ
る。 

・地域住民が参加する
防災訓練や防災出前
講座などを通して、
共助の重要性につい
て啓発を実施する。
（通年） 

・地域のつながりづく
りのために転入者へ
町内会などのチラシ
を配布し周知を行う
等の支援を行う。（通
年） 

・町内会などのチラシ
を区主催のイベント
等においても配布し
周知を行う等の支援
を行う。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

目標の達成状況 

 

29 年度目標 

自治会・町内会単位の活動への支援策の策定、着手可能なものから実施  
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
61.0％ 
62.0％ 71.4％ 達成 

72.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

都島区 
50.0％ 
51.0％ 62.1％ 達成 

63.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
58.0％ 
59.0％ 69.3％ 達成 

70.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

此花区 
57.0％ 
60.0％ 66.9％ 達成 

69.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

中央区 
65.0％ 
70.0％ 66.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西区 
60.0％ 
61.0％ 61.4％ 達成 

61.4％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

港区 
62.0％ 
63.0％ 72.3％ 達成 

73.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
58.0％ 
59.0％ 78.7％ 達成 

78.7％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

天王寺区 
51.0％ 
54.0％ 63.0％ 達成 

63.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

浪速区 
63.0％ 
64.0％ 74.2％ 達成 

75.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
61.0％ 
62.0％ 65.8％ 達成 

66.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

目標指標①「自治会、町内会単位（第一層）の活動への支援」 

自治会・町内会単位の活動に参加している区民のうち、身自治会・町内会単位の活動に対する市

からの支援が役に立っていると感じている区民の割合」 
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29 年度目標 

自治会・町内会単位の活動への支援策の策定、着手可能なものから実施  
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

淀川区 
62.0％ 
64.0％ 68.2％ 達成 

68.2％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東淀川区 
65.0％ 
68.0％ 66.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東成区 
56.0％ 
57.0％ 70.2％ 達成 

70.2％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
60.0％ 
62.0％ 75.5％ 達成 

76.0％ 
(理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

旭区 
59.0％ 
62.0％ 66.1％ 達成 

67.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

城東区 
60.0％ 
63.0％ 71.1％ 達成 

72.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
56.0％ 
58.0％ 67.6％ 達成 

68.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

阿倍野区 
65.0％ 
68.0％ 67.9％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
60.0％ 
63.0％ 66.3％ 達成 

68.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する 

住吉区 
60.0％ 
65.0％ 64.9％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 53.0％ 
55.0％ 65.3％ 達成 

66.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

平野区 55.0％ 
56.0％ 64.1％ 達成 

64.1％ 
（理由） 
30 年度実績が、元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

西成区 71.0％ 
73.0％ 69.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

目標の達成状況 

目標指標②「地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合」 

29 年度目標 

15.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
20.0％ 
23.0％ 15.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
24.0％ 
25.0％ 23.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

福島区 
25.0％ 
26.0％ 22.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
23.0％ 
25.0％ 23.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
20.0％ 
25.0％ 18.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
20.0％ 
21.0％ 20.3％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

港区 
28.0％ 
30.0％ 26.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

大正区 
22.0％ 
23.0％ 21.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
24.0％ 
25.0％ 22.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
19.0％ 
20.0％ 17.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
30.0％ 
35.0％ 27.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
25.0％ 
27.0％ 20.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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29 年度目標 

15.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
31.0％ 
34.0％ 23.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
28.0％ 
29.0％ 28.2％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

生野区 
29.0％ 
31.0％ 29.6％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

旭区 
25.0％ 
28.0％ 25.9％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

城東区 
31.0％ 
33.0％ 30.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

鶴見区 
30.0％ 
35.0％ 31.2％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

阿倍野区 
30.0％ 
33.0％ 23.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
30.0％ 
31.0％ 26.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住吉区 
25.0％ 
30.0％ 22.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
24.0％ 
25.0％ 23.9％ 未達成 

変更なし 
（理由）30 年度目標には到達していないが、元年
度目標の達成に向けて引き続き取り組んでいく
ため。 

平野区 
26.0％ 
27.0％ 26.1％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西成区 
19.0％ 
20.0％ 19.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

 

29 年度目標 

40.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
45.0％ 
48.0％ 36.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
48.0％ 
49.0％ 49.1％ 達成 

50.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
47.0％ 
48.0％ 45.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
45.0％ 
48.0％ 47.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
40.0％ 
45.0％ 40.5％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西区 
42.0％ 
43.0％ 43.2％ 達成 

43.2％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

港区 
53.0％ 
54.0％ 55.0％ 達成 

55.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
48.0％ 
49.0％ 49.6％ 達成 

49.6％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

天王寺区 
46.0％ 
48.0％ 43.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
40.0％ 
41.0％ 39.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
51.0％ 
52.0％ 54.8％ 達成 

55.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

淀川区 
48.0％ 
50.0％ 47.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

目標の達成状況 

目標指標③「各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感じている区民の割合」 
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29 年度目標 

40.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
54.0％ 
57.0％ 49.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
52.0％ 
53.0％ 54.7％ 達成 

54.7％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
49.0％ 
51.0％ 51.1％ 達成 

52.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

旭区 
49.0％ 
52.0％ 52.5％ 達成 

53.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

城東区 
54.0％ 
55.0％ 57.9％ 達成 

58.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
60.0％ 
65.0％ 58.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

阿倍野区 
50.0％ 
53.0％ 47.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
55.0％ 
57.0％ 54.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住吉区 
45.0％ 
50.0％ 48.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
47.0％ 
48.0％ 49.7％ 達成 

50.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

平野区 
45.0％ 
46.0％ 48.4％ 達成 

48.4％ 
（理由） 
30 年度実績が、元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

西成区 
40.0％ 
44.0％ 38.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組①「自治会・町内会単位（第一層）の活動への支援」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・区内の９割の世帯が
共同住宅居住である
ことをふまえ、マン
ション（366 棟）に、
防災講座の事業案内
をＤＭ送付するとと
もに、広報紙「わがま
ち北区」においても事
業案内を掲載し、マン
ションに呼びかける。 

・29 年度のアンケート
結果を踏まえ、防災に
関心を示されたマン
ションには、積極的に
アプローチを行い、防
災講座の開催をはじ
め、次にマンション住
民 に よ る ワ ー ク
ショップ、さらに防災
マニュアルの策定や
防災訓練の実施を支
援する。こうした支援
を通じて、マンション
住民間での交流を促
進し、コミュニティ形
成へと誘導する。 

・区内の９割の世帯が共同
住宅居住であることをふ
まえ、マンション（366 棟）
に、防災講座の事業案内
をＤＭ送付するととも
に、広報紙「わがまち北
区」においても事業案内
を掲載し、マンションに
呼びかけた。 

・29 年度のアンケート結果
を踏まえ、防災に関心を
示されたマンションに
は、積極的にアプローチ
を行い、防災講座の開催
をはじめ、マンション住
民によるワークショッ
プ、さらに防災マニュア
ルの策定や防災訓練の実
施を支援することで、マ
ンション住民間での交流
を促進し、コミュニティ
形成へと誘導した。 

― ・約９割の世帯がマンショ
ン居住であることを踏ま
え、マンション内のコ
ミュニティ形成を目的と
した防災講座や、防災の
基本ルールづくり等を支
援する。（通年） 

・区ホームページや広報紙
などのほか、マンション
管理業協会と連携を図り
ながら、マンション居住
者に向けて、広く情報発
信することで地域活動等
への参加参画を促進す
る。（通年） 

・防災の取組を契機に育ま
れたマンション内のコ
ミュニティを地域活動へ
の参加参画つながるよう
支援する。（通年） 

都島区 

・防災訓練や子ども・要
援護者の見守り、百歳
体操、まつりなど、地
域活動への支援を行
うとともに、自治会・
町内会、その他各種活
動団体への支援を行
う。 

・出前講座 23 回（防災） 
・活動支援として情報発信

（広報誌 33 回、Face 
book36 回、Twitter14 回） 

・市有財産の使用にかかる
支援（通年） 

・不動産取扱い事業者を通
じた地域活動チラシの配
布（６月～） 

・百歳体操の立ち上げ（32
グループ）・普及のための
健康教育実施（119 回） 

― ・防災訓練や子ども・要援護
者の見守り、百歳体操、ま
つりなど、地域活動への
支援を行うとともに、自
治会・町内会、その他各種
活動団体への支援を行
う。（通年） 

 

福島区 

・定期的に各地域の代
表が集まる会議を開
催し、大阪市の施策や
イベント等の行政情
報の提供を行い、各地
域活動協議会の構成
団体を通じて地域全
体に情報を届けるな
ど、つながりづくりの
基盤となる自治会・町
内会単位のいわゆる
「第一層」の活動への
支援を年間通じて行
う。 

・また、「第一層」単位
で実施する防災訓練
や防犯活動等にも積
極的に支援するほか、

・地域ごとに実施している
歳末夜警の充実を図るた
め、地域別に犯罪発生状
況がわかる地図を作成し
提供した。 

・「第一層」に対して避難所
開設運営訓練実施及び地
域防災計画作成を具体化
するための説明を行っ
た。 

・月１回の開催を基本とす
る行政協力会を含め、各
種団体の会議に参加し、
大阪市や他の行政機関か
らの施策やイベント等の
情報提供を行い、自治会・
町内会のつながりづくり
を支援した。 

― ・定期的に各地域の代表が
集まる会議を開催し、大
阪市の施策やイベント等
の行政情報の提供を行
い、各地域活動協議会の
構成団体を通じて地域全
体に情報を届けるなど、
つながりづくりの基盤と
なる自治会・町内会単位
のいわゆる「第一層」の活
動への支援を年間通じて
行う。（通年） 

・また、「第一層」単位で実
施する防災訓練や防犯活
動等にも積極的に支援す
るほか、各種の「第一層」
単位で様々な活動ができ
るような情報提供を年 1
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
各種の「第一層」単位
で様々な活動ができ
るような情報提供を
年１回以上実施する。 

・町会（第一層）の行事にお
いて、福島区住みます芸
人の派遣を行い、地域で
のつながりづくりの活動
の支援を行った。 

・防災対策（家具等転倒防
止）に各家庭で取り組ん
でもらうため「第一層」を
通じて啓発リーフレット
の配布を行った。 

回以上実施する。（通年） 
 

此花区 

・自治会・町内会単位の
活動への支援策を策
定する。 

・地域活動協議会の主たる
団体でもある町内会への
加入促進のため、転入者
に対しチラシの配布を実
施した。 

― ・転入者に対し、地域活動へ
の参加を促すパンフレッ
トを配付する。（通年） 

・区広報紙などを通じて、地
域活動を紹介するなど情
報発信に努め、加入促進
を図る。（通年） 

中央区 

・市民局において「第一
層の活動への支援の
方向性」が取りまとめ
られたため、支援の基
本的方向性に基づき、
現行業務の延長上で
支援を継続・強化す
る。 

・地域担当者が地域に出向
き、課題やニーズの把握
に努め支援を行った。（随
時） 

・転入者や区民まつり参加
者に対し、チラシ配布等
により地域活動に関する
情報を発信し参加を呼び
掛けた。 

― ・広報紙や区Twitterによる
地域情報の発信を強化し
地域活動への参加を呼び
掛ける。（通年） 

・地域担当制を活用し地域
の実情を把握するなど、
現行業務の延長上で支援
を継続・強化する。（通年） 

西区 

・自治会や町内会、子ど
も会など地縁型団体
の活動状況について、
活動主体と連携して
西区広報紙・ホーム
ページ等を通じて区
民に広報し、活動目的
の周知や活動への参
加を呼び掛ける。（年
間 15 回以上） 

・広報チラシを作成し、
転入者や子育て層に
自治会・町内会活動へ
の参加を呼び掛ける。
（通年） 

・地域活動への参加を呼び
かける冊子（ひととひと）
の配布をはじめ、自治会
や町内会、子ども会など
地縁型団体の活動状況に
ついて、活動主体と連携
して西区広報紙・ホーム
ページ等を通じて区民に
広報し、活動目的の周知
や活動への参加を呼びか
けた（15 回） 

・広報チラシ「くらしと町
会」を作成し、転入者や子
育て層に自治会・町内会
活動への参加を呼び掛け
た。 

― ・自治会や町内会、子ども会
など地縁型団体の活動状
況について、活動主体と
連携して西区広報紙・
ホームページ等を通じて
区民に広報し、活動目的
の周知や活動への参加を
呼び掛ける。（年間 15 回
以上） 

・広報チラシを作成し、転入
者や子育て層に自治会・
町内会活動への参加を呼
び掛ける。（通年） 

 

港区 

・「第一層」単位で実施
する防災訓練や防犯
活動等にも積極的に
支援を行うために、支
援に関しての情報提
供を行う。 

・広報みなと（８月特集号）
で地域の防災活動への参
加について情報発信し
た。 

・マンション管理組合で実
施された防災 学習会へ
参画し資料提供やアドバ
イスを行った（７月）。 

・広報みなと（３月号）で地
域活動への参加呼びかけ
や子ども会の体験イベン
トについて情報発信し
た。 

・地域に身近
な第一層の
活動を把握
し、ニーズ
に合った支
援を行う必
要がある。 

・「第一層」単位で実施する
防災訓練や防犯活動等へ
の支援を行うとともに、
活動に関する情報発信を
行う。（通年） 

大正区 
・自治会・町内会単位の

活動への支援策を策
定・実施する。 

・自治会・町内会への加入を
促進するため、転入者に
対してチラシ等の配布を
行うとともに、事業計画

― ・区内転入者に配布する転
入者パックに町会加入の
しおりを同封するなど、
加入促進にかかる支援を
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
書「大正区まちづくり活
動の強化」の中に位置付
けた。 

行う。（通年） 

天王寺区 

・マンション住民への
防災訓練参加呼びか
け。 

・マンションにおいて出前
講座を実施する際に、地
域で行われる防災訓練へ
の参加を呼びかけた。 

 

・管理組合の
理事の任期
が１～２年
のマンショ
ンが多いた
め、地域と
の連携の核
となる人物
の定着が難
しく、取組
が進みにく
い。新たに
住民となる
方へ、自身
が居住する
地域へ関心
を寄せても
らう必要が
ある。 

・マンション住民への防災
訓練参加呼びかけ時（町
会未加入の場合）、町会活
動案内チラシ配布（通年） 

・転入者の方への、町会活動
案内チラシ配付（通年） 

浪速区 

・地域イベント等への
参加の呼びかけをＩ
ＣＴの活用等により
効果的に行う。 

・転入者に対し、地域活
動参加を促す案内パ
ンフレットを交付す
る。 

・地域担当が町会長会
議や地域イベント等
の地域活動へ参画し
情報収集を行う。 

・学生ボランティアと
のマッチング等、担い
手の拡大に向けた取
組を行う。 

・ＣＢ/ＳＢ化、社会的ビ
ジネス化に向けた支
援を行う。 

・自治会・町会加入勧奨ビラ
（区独自作成）を窓口
ラックに設置した。 

・住民情報待合フロアに地
域活動協議会ブースを開
設した。構成団体の事業
やイベントを紹介し、コ
ミュニティ参画を促し
た。 

・区広報紙への記事掲載 12
回、まちづくりセンター
Facebook 投稿記事 526
件、まちづくりセンター
ブログ投稿記事 330 件
(15,458 アクセス)を行い、
地域行事への参画を促し
た。（３月末現在） 

・地域担当が町会長会議や
地域イベント等の地域活
動へ参画し情報収集を
行った。 

・構成団体及び地域行事（祭
や地域学習支援事業等）
と、地元企業や日本語学
校（留学生）とのマッチン
グを行い、新たな担い手
の拡大や物的支援等につ
なげた。 

・２地域にてコミュニティ
回収が開始された。 

・マンション
住民や転入
者と町会と
のつながり
が希薄であ
り、地域活
動に関する
関心が低い
ことが課題
である。 

・地域イベント等への参加
の呼びかけを、区広報紙、
ＳＮＳ（Twitter・Face 
book）への地域イベント
記事掲載や、まちづくり
センターの Facebook・ブ
ログの活用等により効果
的に行う。（通年） 

・地域担当が町会長会議や
地域イベント等の地域活
動へ参画し情報収集を行
う。（通年） 

・転入届出時に、住民情報窓
口において、転入者全員
へ地域活動協議会の趣旨
や目的、また町会への加
入を促進する案内パンフ
レットを交付し、地縁に
よる団体やグループへの
加入促進につなげる。（通
年） 

・住民情報待合フロアに地
域活動協議会コーナーを
設置し、待合呼出しモニ
ターにて地域活動協議会
加入や町会加入を促進す
る広告映像を放映する。
（通年） 

 

西淀川区 

・地域のつながりの基
礎となる自治会・町内
会への加入を促進す
るため、転入者に対し
てチラシ等の配布を
行う。 

・地域のつながりの基礎と
なる自治会・町内会への
加入を促進するため、転
入者に対してチラシ等の
配布を行った。 

― ・地域のつながりの基礎と
なる自治会・町内会への
加入を促進するため、転
入者に対してチラシ等の
配布を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

淀川区 

・町内会への加入促進
に向けたチラシの作
成を支援する。 

・防災や防犯等の出前
講座により住民間の
交流を図る。 

・各種団体と、地域での
つながりづくりにつ
いての意見交換を行
う。 

・町会加入促進チラシを作
成し、５月の地域振興会
および地活協会長との意
見交換会で配布した。ま
た、12 月にＨＰにも掲載
したほか、区役所住民情
報フロアの「地域情報
コーナー」に設置した。 

・防災、防犯出前講座実施し
た。（防災 47 回、防犯 49
回） 

・各種団体の総会に出席し、
意見交換や団体総会資料
を入手した。（４月～６
月） 

・町会加入促
進チラシの
より一層の
活 用 が 課
題。 

・防災、防犯出
前講座への
取組は順調
に進んでい
る。 

・総会以外の
場での意見
交換の機会
を設ける必
要がある。 

・町内会への加入促進に向
けたチラシのより一層の
活用を支援する。（通年） 

・防災や防犯等の出前講座
により住民間の交流を図
る。（通年） 

・各種団体と、地域でのつな
がりづくりについての意
見交換を行う。（上期） 

 

東淀川区 

①地縁型団体活動への
支援 

・区の広報紙や転入手
続きの際に窓口で配
布している「転入者
パック」を活用して、
地域振興会（町会）な
どの地縁型団体への
加入促進の働きかけ
を行う。 

・マンション建設時に
自治会の組織形成を
支援する。 

・防災訓練等の機会を
通じて自助・共助の意
識を高め、町会加入の
促進を図る。 

②地縁型団体への情報
提供など 

・新たな連携が創出さ
れるよう、先行事例な
どの情報を地縁型団
体に提供し、連携の呼
びかけを行う。 

・29 年度から継続して町会
加入促進のチラシを転入
者パックに入れており、
また区役所ロビーのラッ
クに配架した。 

・東淀川区内各地域で開催
される夏まつりのポス
ターを区役所庁舎内壁面
及び出張所庁舎内にて掲
示した。 

・マンション建設時におけ
る自治会の組織形成支援
については、検討にとど
まったため、取組の再構
築を行い、防災訓練や夏
まつり等の場を活用し、
町会加入促進のチラシ等
を渡すこととした。 

・区内で実施されるイベン
トにおいて防災ブースを
出展し、災害に関する基
礎知識や具体的な災害対
策の手法を周知するとと
もに、町会加入促進のチ
ラシを配布した。 

・毎月開催している地域連
絡会議において、地域活
動や暮らしに役立つ情報
の提供を行った。 

・10 月以降の東淀川区広報
紙に継続的に町会加入促
進の記事を掲載した。 

・マンション
住民と町会
のつながり
が希薄であ
り 、 マ ン
ション住民
の地域活動
に関する関
心が低い。 

・町内会単位
の活動支援
について、
町会加入率
や町会加入
者の減少理
由等の現状
把握と分析
を行う必要
がある。 

・町会が行っ
ていること
の発信が弱
い。 

 

・毎月開催している地域連
絡会議において、地域活
動や暮らしに役立つ情報
の提供を行う。（通年） 

・東淀川区広報紙に継続的
に町会加入促進の記事を
掲載する。（通年） 

・防災訓練等の際に、地域に
対して町会加入促進のチ
ラシ等を渡す。（通年） 

・町会加入率や町会活動を
取り巻く現状について聞
き取りを行う。（通年） 

・各町会の取組の情報発信
について支援を行う。（通
年） 

東成区 

・29 年度に実施した方
法以外に、第一層の活
動内容および活動主
体のニーズを有効か
つ負担少なく把握で
きる方法を検討する。 

 

・来庁する区民に対し、モニ
ター（行政情報広告画面）
を用いて自治会・町内会
への加入を呼びかけた。 

・区広報紙「ひがしなりだよ
り」８月号に自治会・町内
会加入促進の記事を掲載
した。 

・自治会・町内会加入促進啓
発チラシ及び啓発物品を
作成し、転入時に渡す転
入パックに封入した。 

・モニター（行
政情報広告
画面）を用
いるだけで
は、視聴し
た区民等に
印象が薄い
ため、更な
る啓発が必
要である。 

・転入した区民に対し、自治
会・町内会への加入促進
ビラ及び啓発物品の配布
をする。（通年） 

・来庁する区民に対し、モニ
ター（行政情報広告画面）
を用いて自治会・町内会
への加入を呼びかける。
（通年） 

・区が主催するイベント等
でも加入促進を啓発す
る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

生野区 

・連合振興町会長会議
で行政情報の提供を
行う。 

・自治会・町内会への加
入促進チラシの配布。 

 

・連合振興町会長会議で行
政情報を提供した 。（10
回） 

・自治会・町内会への加入促
進チラシを配布した。 
区役所での配布（常時）  
転入者パックでの配布
（全転入世帯に配布） 

― ・連合振興町会長会議で行
政情報の提供を行う。（10
回） 

・自治会・町内会への加入促
進チラシの配布。（通年） 

旭区 

・自治会・町内会、その
他各種グループと
いった活動主体が、自
律的かつ円滑に地域 
での活動を行うこと
ができるよう、活動主
体間の連携促進と
いった支援を行う。 

・活動主体間の連携促進と
いった支援として、町内
会等とも関係をつくり、
個別の相談にも対応し
た。 

・転入者パックにて、町内会
の紹介チラシを配布する
などの取組を行った。 

・自律的かつ
円滑に地域
での活動を
行うことが
できるよう
な具体的な
取 組 が 必
要。 

・自治会・町内会、その他各
種グループといった活動
主体が、自律的かつ円滑
に地域での活動を行うこ
とができるよう、個別相
談に対応すると共に、加
入促進に取り組む。（通
年） 

城東区 

・各地域からの相談内
容等に応じた、支援策
を提供する。 

・まちづくりセンターによ
る相談、支援を行った。 

・区広報誌の「地域活動協議
会だより」のコーナーで
各地域活動協議会活動の
周知を行った。 

・区役所「区民情報コー
ナー」に各地域活動協議
会発行の広報紙を配架し
た。 

・「ウエルカム JOTO」（転入
者への城東区に関する情
報提供パック）で、地域振
興会への加入呼びかけビ
ラを配布し、また「区民情
報コーナー」に配架した。 

・ごみ問題、駐
輪問題など
地域の日常
の諸問題に
対する解決
支援の必要
がある。 

・相談内容を十分把握した
うえでのきめ細かな相談
を行う。（通年） 

・地域振興会への加入呼び
かけの広報を行う。（通
年） 

鶴見区 

・町内会単位で実施す
る防災訓練への支援
を行うとともに、防災
を通じて、地域とのつ
ながりづくりを促進
する。 

・転入者向けリーフ
レットを作成し、町内
会等に関する情報の
提供を行う。 

・各地域活動協議会や町内
会単位で行う防災訓練の
実施手法等のアドバイス
を行うとともに簡易トイ
レ等物品の貸し出しを行
うなど防災を通じて地域
とのつながりづくりを促
進した。（12 か所） 

・転入者向けリーフレット
を作成及び配布し、町内
会等に関する情報の提供
を行った。 

― ・町内会単位で実施する防
災訓練への支援を行うと
ともに、防災を通じて、地
域とのつながりづくりを
促進する。（通年） 

・転入者向けリーフレット
を作成し、町内会等に関
する情報の提供を行う。
（通年） 

阿倍野区 

・自治会・町内会単位の
活動を支援する。 

・広報紙や Twitter など
による周知、講師とし
て職員派遣、大阪市等
の制度紹介などの支
援を行う。 

・区役所 Twitter や、まちセ
ン Facebook 等で事業に
ついて情報発信を行っ
た。 

・自治会・町内会単位の活動
を支援した。 

― ・自治会・町内会単位の活動
を支援する。（通年） 

・広報紙やTwitterなどによ
る周知、講師として職員
派遣、大阪市等の制度紹
介などの支援を行う。（通
年） 

住之江区 

・区広報紙、区ホーム
ページ、区 Facebook
で、町会加入促進にか
かる情報発信を行う。 

・区広報紙で毎月地域に焦
点をあてた記事を掲載
し、区ホームページや区
Facebookで町会加入促進
についてのページを掲載
した。 

・より一層効
果的な支援
とすべく、
さらに多く
の方の目に
触れるよう
情報発信の

・区広報紙、区ホームペー
ジ、区 Facebook で、町会
加入促進にかかる情報発
信を行う。その際には、内
容の充実を図っていく。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
場の拡大や
内容の充実
を図る必要
がある。 

・区の広報媒
体や区民が
多く参加す
るイベント
等、より一
層多くの機
会で情報発
信するとと
もに、チラ
シ等の発信
内容につい
ても工夫し
ていく必要
がある。 

住吉区 

・町会災害対策本部へ
バール・ジャッキ等の
救助資器材が未配備
の所に配備 

・携帯用簡易トイレの
配備（各町会 10 個） 

・水害時避難ビル（市営
住宅など）へ布担架の
配備 

・マンション住民向け
防災研修会を実施（５
回）し、防災を通じて、
住民同士のつながり
づくり、マンションと
町会・自治会等とのつ
ながりづくりを促進
する。 

 

・救助資器材、簡易トイレ、
布担架を配備した。 

・総合防災訓練で救助資器
材等を活用した訓練を各
町会単位で実施した。 

・マンション住民向け防災
研修会を地域と連携して
実施（４回）し、自助・共
助の取組について啓発を
行った。 

・町会加入促進チラシの転
入パックへの封入、区
ホームページや広報すみ
よしで加入促進の情報の
発信を行った。 

・配備した救
助資器材な
どを使いこ
なすことに
より地域防
災力を高め
ること。 

・マンション
住民向け防
災研修会に
おいて、多
くの住民の
参加を得る
こと、及び
不参加の住
民にも情報
を届けるこ
と。 

・町会災害対策本部へ照明
器具等の物資を配備す
る。（下期） 

・救助資器材などを使用し
た住吉区総合防災訓練を
実施する。（年１回） 

・マンション住民向け防災
研修会を実施（７回）し、
防災を通じて、住民同士
のつながりづくり、マン
ションと町会・自治会等
とのつながりづくりを促
進する。不参加者に対し、
ポスティング等で研修会
の内容を周知する。（通
年） 

・つながりづくりの基盤と
なる町会への加入を促進
するため、町会加入促進
チラシの転入パックへの
封入、区ホームページや
広報すみよしで加入促進
の情報発信を行う。（通
年） 

東住吉区 

・地域活動に関する意
識を向上させる取組 

・広報紙やホームペー
ジなどでの情報発信 

・町会加入促進チラシ
などの作成・配付 

・様々な催し等での啓
発 

 

・各地域の行事予定を広報
紙に掲載した。 

・各地域の活動実施の様子
をＨＰに掲載した。 

・町会加入促進チラシを転
入者に配布した。 

・地域の夏祭り等の機会を
とらえ啓発を行った。 

・区民フェスティバル等の
機会をとらえ啓発を実施
した。 

・高齢者以外
の年齢層に
対しても地
域での活動
の様子や地
域でのつな
がりが伝わ
るような発
信の工夫が
必 要 で あ
る。 

・各地域の行事予定を広報
紙に掲載する。広報紙に
ついては区全体で編集方
法を改める効果的な発信
に取り組む。（通年） 

・各地域の活動実施の様子
をＨＰに掲載する。(通年） 

・町会加入促進チラシを転
入者に配布する。(通年） 

・様々な催し等で啓発する。
(随時） 

平野区 

・収集できた自治会、町
内会の情報、課題の共
通事項を分析して支
援方策を検討する。 

・地域振興会等の情報、課題
の収集を進めた。 

・防災に関する啓発を地域
振興会等と協働で検討を
行った。 

・具体的支援として、防災啓

・地域によっ
て課題が違
うので、課
題分析を進
める必要が
ある。 

・全地域共通課題の防災に
ついて、地域とともに取
り組む。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
発を軸に自治会・町内会
の加入につなげていくこ
とを決定した。 

西成区 

・転入者へ町内会（第一
層）などのチラシを配
布し周知する等の支
援を行う。 

・町内会（第一層）など
の活動状況等をＨＰ
へ掲載し周知する等
の支援を行う。 

・転入者へ町内会（第一層）
などのチラシを配布（転
入者パック）し周知する
等の支援を行った。 

・町内会（第一層）などによ
る地域活動状況等につい
て、ＳＮＳの活用により
周知を行った。 

・町内会（第一層）の認知度
向上に向けた取組とし
て、区のＨＰで周知を
行った。 

・より多くの
区民に周知
していくた
め、チラシ
や区のＨＰ
以外にも周
知方法を検
討する必要
がある。 

・転入者へ町内会（第一層）
などのチラシを配布し周
知する等の支援を行う。
（通年） 

・町内会（第一層）などの活
動状況等をＨＰへ掲載し
周知する等の支援を行
う。（通年） 

・区の Facebook における情
報周知等、ＨＰ以外の周
知の機会を増やす取組も
あわせて行う。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組②「地域リーダーの活躍促進」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・活動が形骸化しない
よう、活動の場の提
供や場づくりの支
援を行う。 

・地域活動が形骸化しないよ
う、地域主体によるまちづ
くり勉強会の設置並びに運
営を支援した。 

・マンション居
住者同士の交
流や、マンショ
ンと地域との
つながりがな
いため、地域活
動への理解者
や担い手が不
足している。 

・マンション居住者を対
象にした防災講座や、
防災の基本ルールづく
りの場で地域活動の魅
力を伝え、活動への参
加参画を呼び掛ける。
（通年） 

都島区 
・関係部局と連携し、

本人の意向に基づ
き活躍の場につな
げる。 

・防災リーダー向け新任研
修・アドバンス研修、図上研
修 ４回 

・防災リーダー会議 ６回 

― ・関係部局と連携し、本
人の意向に基づき活躍
の場につなげる。（通
年） 

福島区 

・関係部局等と連携
し、地域リーダーな
どの人材について、
本人の意向に基づ
いた活躍の場につ
なげるよう取り組
む。 

・防災関係の知識や技術の習
得を目的とした、新任の地
域防災リーダーに対する新
任研修や、地域防災リー
ダーへの技術訓練を行っ
た。 

・地域リーダー
の意向を把握
し、活躍の場に
つなげること
が必要である。 

・関係部局等と連携し、
地域リーダーなどの人
材について、本人の意
向に基づいた活躍の場
につなげるよう取り組
む。（通年） 

此花区 

・本人の意向に基づき
活動の場につなぐ
取組を実施する。 

・本人の意向に基づき、必要
な情報を提供した。また、同
じ活動を行う人同士の交流
会を実施した。（11 月、12
月の２回実施） 

― ・本人の意向に基づき活
躍の場につなぐ取組を
実施する。（下期） 

中央区 

・地域リーダーがやり
がいを感じること
ができるよう、ニー
ズや意向を踏まえ
た活動支援を行う。
（通年） 

・地域活動協議会会長会（９
月開催）、地域活動協議会活
性化セミナー（10 月開催）、
補助金説明会（12 月開催）
等において市民活動支援事
業について情報提供を行っ
た。 

― ・地域リーダーがやりが
いを感じることができ
るよう、ニーズや意向
を踏まえた活動支援を
行う。（通年） 

西区 

・防災リーダーの活躍
促進の一環として、
情報共有会等の開
催を通じ、地域にお
ける防災活動の強
化に努める。（年２
回以上開催） 

 

・災害救助部長・地域防災
リーダー隊長会議(２月)に
おける他地域の訓練内容等
の情報共有を図った。 

・地域防災訓練に伴う地域防
災リーダーとのワーク
ショップ(随時)及び通じ、
地域における防災活動の強
化に取り組んだ。 

― ・防災リーダーの活躍促
進の一環として、情報
共有会等の開催を通
じ、地域における防災
活動の強化に取り組
む。（年１回以上開催） 

・地域防災訓練に伴う地
域防災リーダーとの
ワークショップ等にお
ける他地域の訓練内容
等の情報共有を通じ、
地域における防災活動
の強化に取り組むこと
で、地域防災リーダー
の活躍促進につなげ
る。（通年） 

港区 

・地域リーダーの活躍
促進に向けて、現行
の活動に関する意
見等を把握し、各人
の意向に基づいた
活躍の場につなげ
るよう取り組む。 

・新任の地域防災リーダーに
対し、防災関係の知識や技
術の習得を目的とした研修
会（座学・実技）を実施し
た。（７月） 

・地域防災リーダー（新任を
除く）に対し、防災関係の知

・地域リーダー
としてより意
識をもって活
動に関わるこ
とができるよ
う取組を進め
る必要がある。 

・地域リーダーとしてよ
り意識をもって活動が
できるよう各人のニー
ズや意見を踏まえて支
援に取り組む。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
識や技術の習得を目的とし
た研修会（座学・実技）を実
施した。（９、10、２、３月） 

・地域防災リーダーの意向を
確認しながら避難所開設訓
練の支援を行った。 

・グリーンコーディネーター
による相談や講習会を開催
（12 回）するとともに、区
ＨＰ、Twitter で活動内容に
ついて情報発信した。 

大正区 

・地域防災リーダーの
育成（装備品の支
給、保険加入、訓練・
研修会の開催) 

・地域活動への参加・
参画を促すため、事
業の効果的な実施
を支援 

・地域防災リーダー研修・訓
練を実施し、装備品等の確
認を行った。 

・各地域で会計実務者への説
明会を開催した。地域の要
望により支援員を派遣し、
指導・助言を行った。 

・地域防災リー
ダーとして、具
体的に実施す
べき事項を明
確に伝えきれ
ていない。 

・地域防災リーダーの訓
練・研修会の開催（技
術研修、６月～７月等） 

・地域においても健康づ
くり、介護予防活動を
啓発していけるような
人材を育成することを
目的とした講座の開催
（10 月） 

天王寺区 

・本人の意向に基づき
活躍の場につなぐ
取組を実施する。 

・グリーンコーディネーター
を中心に集まる団体（グ
リーナリー天王寺）につい
て、種から育てる花づくり
や季節の花の植え替えなど
活動の場を提供した。 

・天王寺区主催
の緑化ボラン
ティア講習会
などを通じて、
グリーナリー
天王寺への新
規加入者につ
なげているが、
新たな担い手
がまだ十分で
はない。 

・緑化ボランティア講習
会などの場を活用し、
引き続き新たな担い手
確保を図るとともに、
本人の意向に基づき活
躍の場につなぐ取組を
実施する。（通年） 

浪速区 

・役割の理解を深める
取組を実施するこ
とにより、動機付け
ややりがいを創出
し、本人の意向に基
づく活躍を促進す
る。 

 

・区地域防災リーダー設置要
綱及び要領を制定（４月）
し、区長委嘱を交付するこ
とにより、役割について理
解の深化が図れたととも
に、動機付けややりがいを
創出した。 

・グリーンコーディネーター
に対し種花会議を実施し
た。（年６回） 

・また、イベント（Naniwa 
Botanical festa）での講
師活動、保育所、中学校での
植え方指導（随時）を通し役
割についての理解を深め、
やりがいを創出した。 

・地域リーダー
がより活動に
対する意識を
向上させるこ
とができるよ
うな取組が必
要である。 

・役割の理解を深める取
組を実施することによ
り、動機付けややりが
いを創出し、本人の意
向に基づく活躍を促進
していく。（通年） 

・グリーンコーディネー
ターの活躍の場を創出
するため、緑化普及啓
発イベント（下期）や
保育所、中学校での植
え方指導（通年）を実
施する。 

・区役所・建設局・グリー
ンコーディネーターに
よる意見交換会を実施
する。（通年） 

西淀川区 

・地域リーダーの活躍
促進にむけて、本人
の意向に基づき活
躍の場につなぐ取
組を実施する。 

・地域リーダーの活躍促進に
むけて、各種団体・地元企
業・地域住民等が集い、各地
域での取組等について情報
交換を行う交流会を実施し
た。 

・取組内容は継
続することが
必要と考える
が、より効果的
な方法で実施
する必要があ
る。 

・地域リーダーの活躍促
進にむけて、本人の意
向に基づき活躍の場に
つなぐ取組を実施す
る。（通年） 

・効果的な取組について
検討し実施する。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

淀川区 

・関係部局と連携し、
本人の意向に基づ
き活躍の場につな
ぐ取組を実施する。 

地域リーダーの意向を汲んだ
取組を行うことにより活躍の
場につなげた。 
・地域防災リーダー隊長会

議、意見交換会：各１ 回 
・地域防災リーダー技術訓

練：地区別に４回 
・健康づくり推進協議会課員

会議：年 24 回 
・健康づくり推進協議会課員

の健康展、健康フェスタへ
の参加：各年１回 

・食生活改善推進員協議会会
員会議：年 24 回 

・食生活改善推進員協議会会
員実習・打ち合わせ会：年
10 回 

・本人の意向に
沿った活躍の
場を設定でき
るよう、関係部
局と調整が必
要。 

 

・区長会議の支援を受け
ながら、関係局と連携
し、本人の意向に基づ
き活躍の場につなぐ取
組を実施する。（通年） 

東淀川区 

・地域リーダーの意向
に基づき、活躍の場
につなぐ取組を実
施する。 

・地域防災リーダーに対する
研修の実施により知識向上
を図り、学校の出前授業等
で地域防災リーダーの参画
を促した。 

・グリーンコーディネーター
の活躍の場について、区役
所・建設局・グリーンコー
ディネーターによる意見交
換会を実施した。（月１回）
また、花づくり広場や区役
所前の花壇など活動の場を
提供した。 

 

・更なる地域防
災リーダーの
活躍の場が必
要である。ま
た、地域防災
リーダーが高
齢化している
ため、次世代の
リーダー育成
が必要である。 

・グリーンコー
ディネーター
に関心を持っ
てもらえても、
敷居が高く、長
く続けてもら
えない事が何
度かあった。 

・各地域で実施される防
災訓練等において、地
域防災リーダーが、地
域における防災活動の
中核的な存在として活
躍できるよう訓練計画
の策定支援を行う。あ
わせて地域まつり等の
イベントで防災リー
ダーの役割を周知し次
世代の参画に繋げる。
（通年） 

・グリーンコーディネー
ターについて、周知を
進めるとともに、活動
を続けてもらえるよう
に分かりやすく、興味
が湧く活動になるよう
に意見交換をしてい
く。（通年） 

東成区 

・地域リーダーなどの
人材を改めて把握
し、本人の意向に基
づき活躍の場につ
なげる。 

・地域防災リーダー訓
練時等で、地域防災
力向上に関するア
ンケートを実施す
る。 

 

地域リーダーの意向を汲んだ
取組を行う事により活躍の場
につなげた。 
・地域防災リーダー新任研修

開催：１回 
・地域防災リーダー訓練開

催：11 回 
・地域防災リーダー訓練時等

でヒアリングを行い、地域
防災意識の向上を図った。 

・地域リーダー
の活躍推進に
つなげるため
地域リーダー
の意見や認識
等を詳細に把
握する必要が
ある。 

・地域防災リーダーを中
心にヒアリング結果に
基づくリーダーの活躍
につながる実践的な取
組を行う。（通年） 

生野区 
・本人の意向に基づき

活躍の場につなぐ
取組を実施する。 

・地域防災リーダーに対し、
防災関係の知識や技術の習
得を目的とした研修会を実
施した。（６月、２月、３月） 

― ・本人の意向に基づき活
躍の場につなぐ取組を
実施する。（随時） 

旭区 

・本人の意向に基づき
活躍の場につなぐ
取組を実施する。 

・区長会議等での、既存の
リーダー養成の仕組みの形
骸化についての議論を踏ま
え、活動の本来の目的を説
明するなど、本人の意向が
反映するように取り組ん

・地域リーダー
として活躍す
る人材の発掘
が必要。 

・ＳＮＳ等を利用して、
担い手の拡大に向けた
広報などの働きかけを
支援する中で、ボラン
ティアの呼びかけを行
う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
だ。 

・ＳＮＳ等を利用して、担い
手の拡大に向けた広報など
の働きかけを行うよう支援
した。 

城東区 
・本人の意向に基づき

活躍の場につなぐ
取組を実施する。 

・地域防災訓練の内容や進行
について、防災リーダーと
意見調整を行い支援を行っ
た。 

・リーダーの主
体的なアイデ
アを掘り起こ
す必要がある。 

・リーダーのアイデアを
現実化できるよう支援
する。（通年） 

鶴見区 

・区役所・建設局・グ
リ ー ン コ ー デ ィ
ネーターによる意
見交換会を実施し
たり、区ＨＰや広報
紙で活動状況を広
報することにより、
活躍の場の創出・拡
充につなげる。 

・グリーンコーディネーター
の活躍を促進するためＨＰ
や広報紙９月号で活動状況
を掲載した。 

・区役所・建設局・グリーン
コーディネーターによる意
見交換会を実施した。（５
回） 

― ・区役所・建設局・グリー
ンコーディネーターに
よる意見交換会を実施
したり、区ＨＰや広報
紙で活動状況を広報す
ることにより、活躍の
場の創出・拡充につな
げる。（通年） 

阿倍野区 

・本人の意向に基づき
活躍の場につなぐ
取組を実施する。 

・地域防災リーダー新任研修
開催：２回 

・地域防災リーダー訓練開
催：２回 

・防災ジュニアリーダー研修
開催：１回 

・ウォーキングサポータース
キルアップ講座：３回 

・健康づくり展げる講座：１
コース７回（講座プログラ
ムの改正により、修了生の
うち３名がウォーキングサ
ポーターに登録し、６名が
阿倍野区健康づくり推進協
議会「梅の会」に入会した。） 

・本人の意向に
基づき活躍の
場につなぐ取
組を進めてい
く必要がある。 

・本人の意向に基づき活
躍の場につなぐ取組を
実施する。（通年） 

住之江区 

・関係部局等と連携
し、本人の意向に基
づき活躍の場につ
なげるよう取り組
む。 

・地域リーダーが活躍できる
手法等について、課題の洗
い出しと検討を行った。 

・地域リーダー
の高齢化対策
や、長期的な意
欲の持続等の
手法を工夫す
る必要がある。 

・新たな担い手の育成に
向け、関係部局等と連
携し取り組む。（通年） 

住吉区 

・地域リーダー活躍促
進のため、本人の意
向に基づき活躍の
場につなぐ取組を
実施する。 

・地域防災リーダー研修会を
開催（２回）し、役割につい
て説明するとともに、住吉
区総合防災訓練で実施する
町会災害対策本部の訓練に
ついて主体的に参加するよ
うに促した。 

・総合防災訓練に向けた事前
説明会で、女性視点の重要
性について啓発を行い（２
回）、訓練への女性の参画を
促した。 

・町会役員と防
災リーダーと
の連携 

・女性の参画 

・地域防災リーダー研修
会を開催し、役割につ
いて説明するととも
に、住吉区総合防災訓
練で実施する訓練につ
いて主体的に参加する
ように促す。（通年） 

・総合防災訓練に向けた
事前説明会で、女性視
点の重要性について啓
発を行い、訓練への女
性の参画を促す。（年２
回）（下期） 

東住吉区 
・手法の検討にあたり

関係部局と連携す
る。 

・地域リーダーの活躍促進に
繋がるよう関係局との情報
共有や委嘱式開催、事業実
施等での連携を行った。 

・関係局との情
報共有等の連
携を密にする
必要がある。 

・委嘱式開催や事業実施
等の機会をとらえ関係
局との情報共有等の連
携を密に行う。(通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

平野区 

・新任防災リーダーに
対し基礎的な防災
力の取得を目的に、
座学及び技術訓練
を実施する。 

・本人の意向に基づき
活躍の場につなぐ
目的に、消防署と連
携のうえさらに高
い技術の習得を目
指した取組を実施
する。 

・地域防災リーダーの
中から、市大都市防
災 教 育 研 究 セ ン
ターの事業への参
加者を募り、高い防
災力を身につけて
もらう。 

・新任防災リーダーに対し座
学研修を行った。 

・２地域で防災リーダーアド
バンスコースの訓練を行っ
た。 

・市大都市防災教育センター
の防災士養成講座へ地域の
方の参加を決定した。 

・防災士養成講座の参加枠拡
大について、市大の了承を
得た。 

・防災リーダー
ア ド バ ン ス
コースの訓練
の未実施地域
への実施促進
が必要である。 

・市大防災士養
成講座への参
加人数の増が
必要である。 

・消防署と連携し未実施
地域へ実施方法など具
体的提案を行い実施促
進を行う。（通年） 

・市大防災士養成講座へ
の地域参加人数が増え
るように働きかけ、前
年度の実績以上に参加
する。（上半期） 

西成区 

・役割の理解を深める
取組を実施するこ
とにより、動機付け
や遣り甲斐を創出
し、本人の意向に基
づく活躍を促進し
ていく。 

・５月に研修会を開催し、活
動をけん引していく立場で
あることなど、リーダーと
して果たすべき役割や心構
えについて理解を深めた。 

― ・役割の理解を深める取
組を実施することによ
り、動機付けや遣り甲
斐を創出し、本人の意
向に基づく活躍を促進
していく。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組③「気軽に活動に参加できる機会の提供」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・ＷＥＢ（ＨＰ、
Facebook、insta 
gram）やアナログ
（広報紙・リーフ
レット・掲示板）の
多様な媒体を活用
して全世代に訴求
するように地域情
報を発信し、参加
を呼びかける。 

・地域活動協議会が
発行する広報紙で
の活動紹介によ
り、地域住民の地
域活動への参加を
呼びかける。 

・ＷＥＢ（ＨＰ、Facebook、
instagram）やアナログ
（広報紙・リーフレッ
ト・掲示板）の多様な媒
体を活用して全世代に
訴求するように地域情
報を発信し、参加を呼び
かけた。 

・地域活動協議会が発行
する広報紙での活動紹
介により、地域住民の地
域活動への参加を呼び
かけた。 

 

・マンション居住
者 同 士 の 交 流
や、マンション
と地域とのつな
がりが不足して
いる。 

・区ホームページや広報紙
などのほか、マンション
管理業協会と連携を図り
ながら、マンション居住
者に向けて、広く情報発
信することで地域活動等
への参加を促進する。（通
年） 

・各地域活動協議会が発行
する広報紙において地域
活動を紹介するととも
に、地域活動等への参加
を呼びかける。（通年） 

・マンション居住者を対象
にした防災講座や、防災
の基本ルールづくりの場
で地域活動の魅力を伝
え、活動への参加参画を
呼び掛ける。（通年） 

都島区 

・地域活動協議会が
実施している様々
な取組を情報発信
し、市民活動への
参加を呼びかけ
る。 

・まちづくりセン
ターと連携し、誰
もが気軽に参加で
きる地域活動の情
報を収集・発信す
る。（情報発信 30
件） 

 

・各地域活動協議会が行
う活動の周知（Face 
book33 回、Twitter９
回） 

・情報発信（広報誌 33 回、
Facebook36 回、Twitter 
14 回）実施 

・防災訓練などの発信 24
回（ホームページ７回、
Facebook９回、Twitter
８回） 

・区民まつり（９月） 
・まちづくりセンターが

行うつながりづくりや
交流のためのイベント
開催（４件） 

・クリーン作戦の周知 12
回（広報誌、Facebook、
ホームページ、ポス
ター、チラシ、掲示板） 

― ・地域活動協議会が実施し
ている様々な取組を情報
発信し、市民活動への参
加を呼びかける。（通年） 

福島区 

・誰もが気軽に参加
できるイベント等
の情報など、活動
のきっかけとなる
情報を年１回以上
収集・発信し、市民
活動への参加を呼
びかける。 

・区広報紙において
誰もが気軽に参加
できる地域活動の
情報を年３回発信
する。 

 

・区広報紙に地域活動協
議会の活動記事を毎月、
継続して掲載した。 

・区広報紙７月号には盆
踊り、12 月には歳末夜
警をはじめとする地域
イベントを掲載した。 

・子どもの居場所づくり
の一環として地域が自
習室を設置するにあた
り、対象者を絞った効果
的な広報活動など助言・
支援を行った。 

・町会（第一層）の行事に
おいて、福島区住みます
芸人の派遣を行い、地域

・地域で行われて
いる行事がまだ
まだ認知されて
いない。活動の
きっかけとなる
情報などについ
て、引き続き区
広報紙等を通じ
て市民活動への
参加を呼びかけ
る、より効果的
で具体的な広報
活動を行う必要
がある。 

・町会（第一層）の行事にお
いて、引き続き、住みます
芸人の派遣を行い、地域
活動に気軽に参加できる
よう支援を行う。(通年) 

・区広報紙への地域活動協
議会の紹介記事は複数回
の掲載を行う。（通年） 

・盆踊りや歳末夜警など全
地域で行う代表的な地域
活動協議会の記事を掲載
する。(年３回以上) 

・子育てサロンでの子ども
服交換会など、新しい事
業をまちづくりセンター
と連携して積極的に発信
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
活動に気軽に参加でき
る雰囲気づくりの支援
を行った。 

・子育て世代など、若い世
代の人材を地域活動へ
参加・参画するきっかけ
づくりとするべく、子育
てサロンを活用して、子
ども服交換会を実施し
た(２地域)。 

する。（通年） 

此花区 

・地域活動協議会は
じめ他の地縁型団
体が行う活動につ
いて、区広報紙や
ＨＰ等で情報発信
していく。 

・７月から各地域活動協
議会や特色ある取組を
区広報紙で紹介した。 

 

― ・地域活動協議会をはじめ、
他の地縁型団体が行う活
動について、区広報紙や
ＨＰ等で情報発信する。
（通年） 

中央区 

・身近な地域におい
て活動のきっかけ
となる情報を収
集・発信し、地域活
動への参加を呼び
かける。 

 
 
 
 

・転入者や区民まつり参
加者に対し、チラシ配布
等により地域活動に関
する情報を発信し地域
活動への参加を呼び掛
けた。 

・地域のイベントや活動
などについての情報を
広報紙に掲載した。（12
回） 

・Twitter による地域情報
の発信を行った。（1,519
回） 

・地域活動の認知
度を高める取組
が必要である。 

・活動のきっかけ
となる情報の発
信を図る必要が
ある。 

・広報紙や区 Twitter など
様々な手法により地域情
報の発信を強化し地域活
動への参加を呼び掛け
る。（通年） 

西区 

・自治会や町内会、子
ども会など地縁型
団体の活動状況に
ついて、活動主体
と連携して西区広
報紙・ホームペー
ジ等を通じて区民
に広報し、活動目
的の周知や活動へ
の参加を呼び掛け
る。（年 15 回以上） 

・地縁型団体の会議
等で活動目的を改
めて確認する機会
を設け、さらに誰
もが気軽に参加で
きるようにする仕
組みや工夫に関す
る情報提供を行
う。（年６回以上） 

 

・地域活動への参加を呼
びかける冊子（ひととひ
と）の配布をはじめ、自
治会や町内会、子ども会
など地縁型団体の活動
状況について、活動主体
と連携して西区広報紙・
ホームページ等を通じ
て区民に広報し、活動目
的の周知や活動への参
加を呼びかけた。（15
回） 

・地域の祭り運営ボラン
ティア募集により地域
活動に参加するように
なった事例の紹介をは
じめ、地縁型団体の会議
等で活動目的を改めて
確認する機会を設け、さ
らに誰もが気軽に参加
できるようにする仕組
みや工夫に関する情報
提供を行った。（６回） 

― ・自治会や町内会、子ども会
など地縁型団体の活動状
況について、活動主体と
連携して西区広報紙・
ホームページ等を通じて
区民に広報し、活動目的
の周知や活動への参加を
呼び掛ける。（年 15 回以
上） 

・地縁型団体の会議等で活
動目的を改めて確認する
機会を設け、さらに誰も
が気軽に参加できるよう
にする仕組みや工夫に関
する情報提供を行う。（年
６回以上） 

港区 

・保健福祉課と協働
まちづくり推進
課、社協、コミュニ
ティ協会、ならび
に各地域活動協議
会等と連携し多様
な広報ツールを活
用したきめ細かな
市民活動情報の発

・子育て、健康、スポーツ、
文化等の市民活動情報
について、広報紙、ＨＰ
等、多様な広報ツールを
活用してきめ細やかな
情報発信を行った。 

・市民活動情報に
ついて、どこで
得ることができ
るか一部で認知
されていない。 

・全戸配布している広報紙
を活用して市民活動情報
の認知向上に取り組む。
（通年） 

・子育て、健康、スポーツ、
文化等、気軽に参加でき
るイベント等について、
広報紙やＳＮＳを活用し
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
信を行う。 て情報発信を行い参加を

呼びかける。（通年） 

大正区 

・地域の行事や活動
への参加、地域の
担い手へのヒアリ
ング等を行うこと
による地域や地域
活動の現状や課題
を把握及び整理 

・区内の若者をはじ
めとする市民ボラ
ンティアと協働で
T-1 ライブグラン
プリを開催 

・地域担当職員が、各地域
の地域団体の会議に出
席するとともに、地域包
括支援体制の構築に向
けた支援を行うため、説
明会を開催した。 

・イベントの出演者を募
集するほか、ＳＮＳ等で
ボランティアも募集し、
３回あるライブイベン
トを行った。 

 

・各地域活動協議
会において、地
域住民が様々な
形で参画・交流
ができるよう、
既存事業の見直
し及び新規事業
の企画にかかる
支援等が必要。 

・各地域活動協議
会の活動につい
ての更なる情報
発信にかかる支
援等が必要。 

・区内 10 地域から募った市
民ボランティアにより、
季節に応じた各種の花を
種から育ててもらう。（花
壇レイアウト講習会、６
～７月等） 

・区とまちづくりセンター
が連携を図りながら、各
団体の課題に即した支援
を行う。（通年） 

・30 年度から広報紙におい
て各地域活動協議会の活
動報告を掲載している
が、元年度からは広報紙
の増ページでの特集も行
う。（通年） 

天王寺区 

・地域資源等を活用
したイベントの開
催や、気軽に参加
し易い各種地域イ
ベントを区広報紙
等で紹介する事な
どの検討を行い実
施する事で、いま
まで地域に関わり
の少なかった世代
等の地域活動への
参加のきっかけづ
くりとする。 

・地域活動への参加の
きっかけづくりとなる
よう、区広報紙で当該月
に実施される地域活動
を紹介した。また、区
Facebook で気軽に参加
し易い地域イベントの
紹介を実施した。 

・また、ケーブルテレビ
J.com と連携し、地域活
動協議会や同会長会の
紹介、地域の各種イベン
ト紹介を実施した。 

・区広報紙等紙媒
体による情報発
信は行えている
が、ＩＣＴを活
用した情報発信
は、まだ十分で
はない。 

・地域資源等を活用したイ
ベントの開催や、気軽に
参加し易い各種地域イベ
ントを区広報紙等や区
Facebook、Twitter で紹介
し、いままで地域に関わ
りの少なかった世代等の
地域活動への参加のきっ
かけづくりとする。（通
年） 

浪速区 

・各地域の資源や情
報を収集・発信し、
喫茶事業や食事
サービス事業等の
取組を未実施の地
域が他の地域のノ
ウハウを共有・吸
収できるような場
を拡大する。 

・区ホームページや
区広報紙等による
情報発信。 

・区広報紙への記事掲載
12 回、まちづくりセン
ターFacebook 投稿記事
526 件、まちづくりセン
ターブログ投稿記事
330 件 (15,458 アクセ
ス)を行い、地域行事へ
の参画を促した。（３月
末現在） 

・事例やノウハウ支援を
行い、１地域にて新たに
食事サービス事業を立
ち上げた。 

・なにわの日パンフレッ
トへの地域行事を掲載
した。 

・マンション住民
や転入者と町会
とのつながりが
希薄であり、地
域活動に関する
関心が低いこと
が課題である。 

・まちづくりセンター、地域
担当、市民協働担当が、地
域活動協議会議等より各
地域での取組（喫茶事業
や食事サービス事業等）
情報を収集・発信し、参加
を広く呼びかけるととも
に、未実施の地域が、実施
地域のノウハウを共有・
吸収できるような場を設
定し居場所づくりの更な
る拡大を図る。（通年） 

・区広報紙・ホームページ・
ＳＮＳ（Twitter・Face 
book）等による情報発信
を行う。（月１回以上) 

西淀川区 

・誰もが気軽に参加
できる場の情報や
活動のきっかけと
なる情報を収集し
て、区広報紙や
ホームページ、Ｓ
ＮＳ等で発信し、
地域活動への参加
を呼びかける。（情
報発信件数 20 件） 

・地域課題等につい
て参加者が自由に

・区民まつりや地域清掃
活動など、誰もが気軽に
参加できる場や活動の
きっかけとなる情報を、
区広報紙やホームペー
ジ、ＳＮＳ等で発信し、
地域活動への参加を呼
びかけた。（情報発信件
数 20 件） 

・区内で定期的に開催さ
れている「企業、商店、
ＮＰＯ等各団体や活動

・取組内容は継続
することが必要
と考えるが、よ
り効果的な方法
で実施する必要
がある。 

 

・誰もが気軽に参加できる
場の情報や活動のきっか
けとなる情報を収集し
て、区広報紙やホーム
ページ、ＳＮＳ等で発信
し、地域活動への参加を
呼びかける。（情報発信件
数 20 件）（通年） 

・地域課題等について参加
者が自由に意見を述べる
ことができる場等を開催
し、地域に関わりの少な
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
意見を述べること
ができる場等を開
催し、地域に関わ
りの少なかった区
民の地域活動への
参加を支援する。 

・区内の「地域公共人
材」に関する情報
を収集し、地域活
動に取り組む人を
中心に「地域公共
人材」の意義・役割
について周知す
る。 

・各地域での活動の
内容を幅広く広報
するため、中間支
援組織を活用し、
ＳＮＳによる情報
発信を各地域で行
えるよう支援す
る。 

者たちが集まり、情報交
換やマッチングを図る
異業種交流会」につい
て、地域住民及び区内も
のづくり企業へ積極的
に声かけを行う等、区も
連携して周知を行い、拡
大して実施した。 

・１地域、「地域公共人材」
活用の申請の調整を
行った。 

・中間支援組織を活用し、
各地域のＳＮＳによる
情報発信の更新情報等
を確認した。 

 

かった区民の地域活動へ
の参加を支援する。（通
年） 

・区内の「地域公共人材」に
関する情報を収集し、地
域活動に取り組む人を中
心に「地域公共人材」の意
義・役割について周知す
る。（通年） 

・各地域での活動の内容を
幅広く広報するため、中
間支援組織を活用し、Ｓ
ＮＳによる情報発信を各
地域で行えるよう支援す
る。（通年） 

・効果的な取組について検
討し実施する。（通年） 

淀川区 

・区広報誌、ＨＰ、Ｓ
ＮＳ,地域の掲示板
等、あらゆる広報
媒体を活用した情
報発信により、身
近な地域や関心の
あるテーマへの市
民活動への参加を
呼びかける。 

・区役所１階に「地域
情報コーナー」と
いう専用の配架棚
を設け地域行事等
のチラシを随時配
布する。 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ、
地域の掲示板等、あらゆ
る広報媒体を活用した
情報発信により、身近な
地域や関心のあるテー
マへの市民活動への参
加を呼びかけた。 

・区役所１階に「地域情報
コーナー」という専用の
配架棚を設け地域行事
等のチラシを随時配布
した。 

・12 月～３月に広報誌に
て「地活協ってなぁー
に？」の特集を組み、地
域活動の情報発信を
行った。 

・３月に区役所ギャラ
リーコーナーにて「地域
広報見本市」を開催し、
地域活動の情報発信を
行った。 

・中間支援組織が発行す
る「まちセン通信」にて
地域情報を発信した。
（６月・10 月・１月発
行） 

・特に若い世代に
向けた発信の取
組 が 必 要 で あ
る。 

・わかりやすい表現やイラ
ストの活用等、内容を工
夫し、若い世代から高齢
者まで幅広い世代に向け
て地域活動情報を発信す
る。（通年） 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ,地
域の掲示板等、あらゆる
広報媒体を活用した情報
発信により、身近な地域
や関心のあるテーマへの
市民活動への参加を呼び
かける。（通年） 

・区役所１階に「地域情報
コーナー」という専用の
配架棚を設け地域行事等
のチラシを随時配布す
る。（通年） 

 

東淀川区 

・高齢者や子どもの
居場所や人がつな
がる場である「We 
Love 東淀川」な
ど、誰もが気軽に
参加できる場につ
いて情報発信す
る。 

・区ホームページや
広報紙を活用し、
気軽に参加できる
場の情報発信を３

・東淀川区に在住、在勤、
在学であればどなたで
も参加できる東淀川み
らい EXPO（WeLove 東
淀川及び異次元交流ラ
イブの融合イベント）の
実施（年２回・８月 24
日・12 月 21 日済み） 

・区ホームページ、広報紙
を活用し、東淀川みらい
EXPO の情報発信を実
施（７月・11 月ホーム

・イベントについ
て、知らない人
が ま だ ま だ 多
く、参加者申し
込みが少ない。 

・参加者増につなげるため、
過去に同種イベントに参
加した方々へのチラシの
配布や、区掲示板、ＳＮＳ
の活用等による情報発信
を行う。（通年） 

・元年度も引き続き東淀川
区みらい EXPO 実施し、
気軽に活動に参加できる
場を提供していく。（年２
回） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
回以上実施する。 ページ、８月号・12 月

号広報紙掲載） 

東成区 

・地域を担当する職
員が地域行事等に
参加してＳＮＳを
活用して地域情報
を発信、市民活動
参加の呼びかけを
行っていることの
周知を拡充する。 

・地域が主体となり
各地域で実施して
いる「いきいき百
歳体操」や「地域子
育てサークル」な
どの活動を、区広
報紙（ひがしなり
だより）や区ホー
ムページに掲載
し、区民へ紹介す
るとともに参加を
呼びかける。 

・健康講座（保健栄養
コース）や健康づ
くりひろげる講座
の修了者に、地域
の健康づくり活動
への参加を促す。 

 

・８月だけでなく常に地
域を担当する職員が行
事等に参加し、Twitter
を活用して状況を発信
し、市民活動参加の呼び
かけを図った。 

・地域での「いきいき百歳
体操」実施について区民
への紹介、参加勧奨を
行った。 
ホームページ（通年）、
Twitter、健康づくり講
演会（６月）、歯の健康
展（10 月）健康展（１
月）、「地域子育てサーク
ル」の区民への紹介・参
加勧奨 … 広報紙、ホー
ムページ、Facebook、
メールマガジン(毎月)、
イベント会場での紹介
(６月・９月） 

・健康講座（保健栄養コー
ス）の修了者 22 名のう
ち９名、健康づくりやっ
てみよう講座の修了者
17 名のうち６名が、地
域の健康づくり活動を
行っている団体に加入
した。 

・特集記事に掲載
する以外も情報
発信を行い、気
軽に参加できる
情報発信する必
要がある。 

・Twitter や広報紙等を活用
して気軽に参加できる情
報発信を行う。（通年） 

・引き続き、各地域が実施す
る「いきいき百歳体操」や
「地域子育てサークル」
を様々な媒体やイベント
などの機会を通じ紹介す
るとともに、参加を呼び
かける。（通年） 

・健康講座（保健栄養コー
ス）を９月から、健康づく
りやってみよう講座を 10
月から開催し、その参加
者に対し、地域の健康づ
くり活動を紹介するとと
もに、参加を促していく。
（９月～10 月） 

生野区 

・新たな地域コミュ
ニティ支援事業と
して、誰もが参加
できるまちカフェ
を開催する。ＳＮ
Ｓ等を通じて情報
を発信し、市民活
動への参加を呼び
かける。 

・気軽に活動に参加でき
る機会の提供としてま
ちカフェを開催した。
（12 回） 

・Facebook 等を通じて市
民活動への参加を呼び
かけた。 

― ・幅広い世代の住民が地域
活動について興味を持
ち、さらに、地域活動の新
たな担い手へとつながる
よう、誰もが気軽に参加
し、交流できる場を提供
する。（通年） 

・ＳＮＳ等を通じて情報を
発信し、市民活動への参
加を呼びかける。（通年） 

旭区 

・活動のきっかけと
なる情報を含め、
活動への参加を呼
びかけるため、Ｓ
ＮＳ等のＩＣＴを
活用した情報発信
に努める。 

・地域活動情報を広報紙
及びＳＮＳ等を活用し
て、積極的に発信した。 

・ＳＮＳ等を利用して、担
い手の拡大に向けた広
報などの働きかけを行
うよう支援した。 

・活動のきっかけ
に な る 情 報 な
ど、市民活動へ
の参加を呼び掛
ける具体的な発
信が必要。 

・地域活動協議会が取り組
む自律的な地域活動や子
ども食堂等の取組をサ
ポートしつつ、地域活動
情報を広報紙及びＳＮＳ
等を利用して、積極的に
発信する。（通年） 

城東区 

・区広報誌への掲載
に際しては、限ら
れたスペースでは
あるが、参加促進
に繋がるような記
事構成（次回開催
日時等）とする。 

・区広報誌において、地域
活動協議会の活動を紹
介する特集を掲載した。 

・区広報誌の「地域活動協
議会だより」のコーナー
で各地域活動協議会活
動の周知を行った。 

・活動情報の浸透
に向けた広報活
動の充実（ＳＮ
Ｓの定期的更新
と広報紙作成・
配布、ポスター
掲示、チラシ回
覧等） 

・区広報誌の「地域活動協議
会だより」のコーナーを
継続して掲載する。（通
年） 

・各地域の広報担当者向け
に「情報交換会」を開催
し、広報の技術を学ぶ機
会を作る。（下期） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

鶴見区 

・地域活動協議会や
地縁型団体等の活
動を紹介した転入
者向けリーフレッ
トの作成や区広報
紙、ＨＰ等での地
域活動の情報発信
を行う。 

・区広報紙に毎月地域の
イベント日程を、ホーム
ページに随時地域の活
動内容を掲載した。 

・各地域の行事予定を取
りまとめ、地域活動協議
会連絡会で配付した。 

・転入者向けリーフレッ
トを作成及び配布し、地
域活動協議会や地縁型
団体等に関する情報の
提供を行った。 

― ・地域活動協議会や地縁型
団体等の活動を紹介した
転入者向けリーフレット
の内容更新や区広報紙、
ＨＰ等での地域活動の情
報発信を行う。（通年） 

阿倍野区 

・地域のまつり（７～
10 月頃）、まちなか
防災訓練（通年）、
ウォーキング（通
年）、生涯学習（通
年）など地域活動
協議会をはじめさ
まざまな団体が実
施している取組に
ついて情報発信
し、市民活動への
参加を呼びかけ
る。 

・区役所 Twitter や､まち
センFacebook等で事業
について情報発信を
行った。 

・まちなか防災訓練･避難
所開設運営訓練開催に
ついて､ＳＮＳ､広報あ
べの､チラシ掲出等で情
報発信を行った。 

・あべのウォーク年３回
(参加者 629 名)・あべの
ちょこっとウォーキン
グ年６回(参加者582名)
の情報発信として､｢広
報あべの｣に年３回記事
掲載を行ったほか､区役
所窓口や関係機関で
リーフレットの配布､
ウォーキングサポー
ターの口コミにより区
民にウォーキングイベ
ントへの参加を呼びか
けた。 

・区内９小学校で実施す
る生涯学習ルーム事業
など生涯学習の取組に
ついて、区広報紙での特
集記事掲載(年１回)､イ
ベント｢阿倍野区生涯学
習ルーム交流会｣の開催
(年１回)､｢あべの生涯
学習だより｣の発行及び
ホームページへ掲載(月
１回)等により情報発信
を行った。 

・地域活動に関す
る情報発信をよ
り幅広く行うと
ともに、参加に
つながるよう発
信内容の工夫が
必要である。 

・地域のまつり（７～10 月
頃）、まちなか防災訓練
（通年）、ウォーキング
（通年）、生涯学習（通年）
など地域活動協議会をは
じめさまざまな団体が実
施している取組について
情報発信し、市民活動へ
の参加を呼びかける。（通
年） 

 

住之江区 

・区広報紙、区ホーム
ペ ー ジ 、 区
Facebook で、参加
しやすい行事を中
心に情報発信を行
うことで、市民活
動への参加を呼び
かける。 

 

・区広報紙７月号にて地
域のまつり日程を掲載
した。「食事サービス」
「ふれあい喫茶」等の定
例事業については、毎号
紹介記事を掲載した。ま
た、ホームページでは各
地域の行事カレンダー
を作成・公表し、区
Facebook では地域活動
に関する記事を投稿し
た。 

・29 年度（29.6％）
に対し、30 年度
（26.3％）は約
３％減と目標に
達しなかった。
情 報 が 目 に 触
れ、興味を引い
たら参加すると
いった層をター
ゲットに、情報
発信の場の拡大
や内容の充実を
図 る 必 要 が あ
る。 

・区広報紙、区ホームペー
ジ、区 Facebook で、誰も
が気軽に参加できる場の
情報発信を行うことで、
市民活動への参加を呼び
かける。その際には、内容
の充実を図っていく。（通
年） 

38 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住吉区 

・子育てサロン、子ど
も食堂、ふれあい
喫茶など「広報す
みよし」で情報発
信する。  

・地域で行われてい
る様々な活動が、
地域活動協議会に
よって行われてい
ることを広く知っ
てもらうための情
報発信を広報板や
ホームページ、
Twitter を活用し
行う。（全 12 地域
で実施） 

・地域特性に応じた
取組を積極的に情
報発信する。 

・「広報すみよし」におい
て、各地域活動協議会の
活動を紹介した。 

 子育てサロン（６月号）
盆踊り（７月号）いきい
き百歳体操（８月号）ふ
れあい喫茶（９月号）食
事サービス（11 月号）防
災訓練（２月号）など 

・区ホームページによる
発信（全 12 地域） 

・Twitter による発信 416
件 子育てサロン・喫茶
（全 12 地域） 

・LINE による発信 子育
てサロン（３回） 

・住みます芸人を活用し
た地域イベント情報ポ
スターの作成。町会広報
板へ貼付（２回） 

・啓発パネルの作成・掲示
（２回） 

・地域で行われて
いる事業がまだ
まだ認知されて
いない。 

・ターゲットに合
わせた情報発信
手法を活用する
ことが必要。 

 

・地域で行われている様々
な活動が、地域活動協議
会によって行われている
ことを広く知ってもらう
ための情報発信を広報紙
やＨＰ等を活用し行う。
（全 12 地域で実施）（通
年） 

・若年層への区政・地域への
関心喚起のため、ＳＮＳ
（LINE＠・instagram な
ど）を活用した情報発信
を強化する。（通年） 

・地域活動協議会の広報紙
を発行する。（３地域）（通
年） 

東住吉区 

・地域活動に関する
意識を向上させる
取組 

・広報紙やホーム
ページなどでの情
報発信 

・町会加入促進チラ
シなどの作成・配
付) 

・様々な催し等での
啓発 

・「はつらつ脳活性化
元気アップ事業」
での「認知症区民
フォーラム」「はつ
らつ脳活性化元気
アップリーダー養
成講座」「リーダー
が各地域で開催す
る認知症予防の健
康講座」「若いリー
ダーの育成と多世
代交流のための認
知症キッズサポー
ター養成講座」な
どを保健師や地域
のリーダーが区内
の住民にビラを配
布したり、区の広
報紙、ホームペー
ジで情報発信を行
い、市民への参加
を呼びかける。 

・各地域の行事予定を広
報紙に掲載した。 

・各地域の活動実施の様
子をＨＰに掲載した。 

・町会加入促進チラシを
転入者に配布した。 

・各地域のリーダーおよ
び保健師が、各地域での
「はつらつ脳活性化元
気アップ教室」などで
「認知症区民フォーラ
ム」等を周知した。 

 

・高齢者以外の年
齢層に対しても
地域での活動の
様子や地域での
つながりが伝わ
るような発信の
工夫が必要であ
る。 

・各地域の行事予定を広報
紙に掲載する。広報紙で
の発信については区全体
で編集方法を改めるため
効果的な発信に取り組
む。(通年） 

・各地域の活動実施の様子
をＨＰに掲載する。(通年） 

・町会加入促進チラシを転
入者に配布する。(通年） 

・様々な催し等での啓発(随
時） 

・広報紙にて、「認知症区民
フォーラム」「はつらつ脳
活性化元気アップリー
ダー養成講座」を周知す
る。(下期） 

・各地域リーダーが、「はつ
らつ脳活性化元気アップ
リーダー養成講座」の周
知、勧奨などの活動を行
う。(通年） 

・「若いリーダーの育成と多
世代交流のための認知症
キッズサポーター養成講
座」の周知、活動の支援を
行う。(通年） 

平野区 

・地域における広報
紙の作成やＳＮＳ
の活用を支援し、
それらを平野区役
所の広報紙・ホー

・地域情報 Facebook によ
り地域活動の発信を
行った。 

・中間支援組織（まちづく

・各地域の広報紙
の地域住民への
周知を効果的に
実施する必要が

・中間支援組織と連携して、
地域における周知方法を
検討し支援を行う。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ムページや Face 
book などで活動情
報を含めて発信を
行う。 

・平野区内で実施さ
れている「こども
の居場所」の開設・
運営支援や情報提
供行う。また、連絡
会（情報交換の場）
等を開催する。 

・いきいき百歳体操
の実施場所やサ
ポーター養成講
座、交流会の開催
などの情報発信を
行う。 

・認知症予防推進事
業における「平野
区いきいき脳活サ
ポートマニュア
ル」などの情報発
信および取組団体
を発掘する。 

・キッズひらちゃん
子育て応援団への
登録団体や個人ボ
ランティアを募集
する。 

・情報誌「子育てのＷ
Ａ！情報」による
子育て支援活動の
情報発信等を行
う。 

・ 平 野 区 役 所
Facebook「子育て
情報ページ」や区
ホームページによ
る子育て支援活動
やボランティア養
成講座などの情報
発信を行う。 

りセンター）において、
地域の広報を紹介する
サイトの立ち上げを
行った。 

・連絡会を開催した。（６
回） 

・いきいき百歳体操の実
施場所やサポーター養
成講座、交流会の開催な
どの情報発信を行った。
（４回） 

・「平野区いきいき脳活サ
ポートマニュアル」を活
用し、認知症予防推進事
業などの情報発信およ
び取組団体の発掘を
行った。（15 箇所） 

・キッズひらちゃん子育
て応援団への登録団体
や個人ボランティアの
募集（新規 登録団体２
件、個人ボランティア７
人） 

・情報誌「子育てのＷＡ！
情報」による子育て支援
活動の情報発信等を
行った。（乳幼児健診時
で配布中） 

・平野区役所 Facebook
「子育て情報ページ」や
区ホームページによる
子育て支援活動やボラ
ンティア養成講座など
の情報発信を行った。
（86 件） 

ある。 
・今後も、より効率

的な情報発信や
ボランティア募
集などについて
工夫しつつ、継
続していく必要
がある。 

・いきいき百歳体操の実施
場所やサポーター養成講
座、交流会の開催などの
情報発信を行う。（通年） 

・認知症予防推進事業にお
ける「平野区いきいき脳
活サポートマニュアル」
などの情報発信および取
組団体を発掘する。（通
年） 

・キッズひらちゃん子育て
応援団（団体・個人）の登
録依頼を、引き続き、区
ホームページに掲載し、
随時募集する。（通年） 

・情報誌「子育てのＷＡ！情
報」による子育て支援活
動の情報発信等を行う。
（通年） 

・平野区役所フェイスブッ
ク「子育て情報ページ」や
区ホームページによる子
育て支援活動やボラン
ティア養成講座などの情
報発信を行う。（通年） 

西成区 

・区ホームページや
広報紙等による情
報発信等の取組を
より積極的に進め
ていく。 

・各地域にて開催さ
れるイベントや地
域活動などの情報
を広報紙に掲載す
る等市民が地域行
事に参加しやすい
よう情報提供を行
う。 

・区広報紙において、区内
における夏まつり情報
を掲載するなど、情報発
信への取組を行った。 

・各地域において開催さ
れるイベントや地域活
動を区のFacebookに掲
載し、市民が参加しやす
いよう情報提供を行っ
た。 

・夏まつり情報以
外の活動につい
ても掲載を拡充
していく必要が
ある。 

・地域間において
掲載量に差が見
受けられる。 

・区内における夏まつり情
報以外にも、各地域にて
開催されるイベントや地
域活動などの情報を広報
紙に掲載する等、市民が
地域行事に参加しやすい
よう、情報提供を行う。
（通年） 

・より多くの地域イベント
が掲載できるよう、掲載
の協力について、地域活
動協議会補助金説明会等
で周知を行う。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組④「ＩＣＴを活用したきっかけづくり」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動連絡会議
で、Facebook など
に関する情報提供
を行い、Facebook
などのＳＮＳの活
用を促進する。 

・地域活動連絡会議で、
Facebookなどに関する情
報提供を行い、Facebook
などのＳＮＳの活用を促
進した。 

 

・マンション居
住者同士の交
流や、マンショ
ンと地域との
つながり不足
から、地域活動
協議会への認
知度が低いた
め、発信されて
いるＳＮＳ投
稿にも関心が
低い。 

・マンション居住者を対象
にした防災講座や、防災
の基本ルールづくりの
場で地域活動の魅力を
伝え、活動への参加参画
を呼び掛ける。（通年） 

・上記取組と合わせて、
Facebook や Twitter な
どＳＮＳ広報の好事例
を地域に紹介し、地域活
動連絡会におけるＩＣ
Ｔ活用を促進する。（通
年） 

都島区 

・Facebook、Twitter
などＳＮＳを活用
し、若い世代に向け
て地域活動への参
加を呼びかける。 

・市民局と連携し、
Civic Tech 活動を
区民や市民活動団
体に情報提供する。 

・各地域活動協議会が行う
活動の周知（Facebook37
回、Twitter14 回） 

・防災訓練などの発信 24
回（ホームページ７回、
Facebook ９回、Twitter 
８回） 

・区民まつり（９月） 
・クリーン作戦の周知 
 ４回（Facebook、ＨＰ） 
・銭湯データベースの取組

の紹介及び登録呼びかけ
に つ い て の 市 民 局
Facebook 記事のシェア。 

― ・Facebook、Twitter など
ＳＮＳを活用し、若い世
代に向けて地域活動へ
の参加を呼びかける。
（通年） 

 

福島区 

・地縁型団体への参加
が少ない若い世代
に向けて、活動への
参加を呼びかける
ため、他区の取組等
に関する情報収集
を行い、ＳＮＳなど
のＩＣＴを活用し
た、地域住民への情
報発信や対話を進
める取組を進める。 

・他区が実施しているＩＣ
Ｔを活用した取組の情報
収集を行った。 

・ホームページで地域活動
協議会の盆踊りの案内を
掲載した。 

・若い世代に情
報が届くよう
な工夫の検討
が必要。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook において地域
情報を掲載するととも
に、まちづくりセンター
や各地域活動協議会の
ホームページで各種活
動について情報発信を
行う。(通年) 

・各地域活動協議会のホー
ムページ等が更新され
ていないところへの支
援を強化していく。(通
年) 

此花区 

・ＳＮＳを活用しイベ
ント等の情報を紹
介し参加を呼びか
ける。 

・コミュニティ育成事業実
施前に、定期的にＳＮＳ
を更新し、参加を呼びか
けた。 

・地縁型団体へ
の参加が少な
い若い世代に
対し、気軽に活
動に参加でき
るよう情報発
信の仕組みを
工夫していく
必要がある。 

・コミュニティ育成事業に
おいて、若者が活躍でき
るような場をつくると
ともに、若い担い手であ
るＰＴＡなどを巻き込
めるよう働きかける。ま
た、ＳＮＳを活用して気
軽に参加できるよう情
報を発信していく。（通
年） 

中央区 
・ＳＮＳなどのＩＣＴ
を活用した情報発
信を強化する。（通
年） 

・ＩＣＴを活用した地域活
動協議会紹介パンフレッ
トの作成支援を行った。
（５地域） 

・魅力的な情報
発信を図る必
要がある。 

・地域活動の担

・区 Twitter の活用を行
う。 

 地域情報の発信。 
 地域活動協議会が立ち
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・地域活動の担い手の
ＩＣＴスキルの向
上に向け、中間支援
組織（まちづくりセ
ンター）を通じた支
援を強化する。（通
年） 

・ＩＣＴを活用した情報発
信に関する支援の結果、
新たに２地域がホーム
ページを立ちあげた。ま
た、継続して運営のため
の支援を行った。（２地
域） 

・すでにホームページを運
営する地域について、紙
媒体による活用促進等、
継続した支援を行った。 

・Twitter による地域情報の
発信を行った。（1,519 回） 

・民間事業者と連携し、地域
情報の発信に取り組ん
だ。 

い手のＩＣＴ
スキルの向上
に向けた取組
が必要である。 

 

上げたホームページへ
の誘導をするなど地域
活動協議会に関する情
報の発信。（通年） 

・地域活動の担い手のＩＣ
Ｔスキルの向上に向け、
中間支援組織（まちづく
りセンター）を通じ、地
域のニーズに応じた支
援を行う。（通年） 

西区 

・地域団体などの情報
をＳＮＳなどを通
じて情報発信する。 

・区ホームページにおいて
地域団体の情報を掲載す
るとともに、まちづくり
センターの Facebook、地
域団体のホームページな
どにより情報を随時発信
した。 

― ・地域団体などの情報をＳ
ＮＳなどを通じて情報
発信する。（随時） 

港区 

・地域活動への参加の
機会として、「こど
も 110 番の家」への
協力に向けて、ＧＩ
Ｓを活用して、協力
家庭の地図表示に
加え、港区の犯罪発
生情報（安まちメー
ル）を地図上と一覧
表に集約して発信
する。 

・こども 110 番の協力家庭
や犯罪発生情報の集約に
ついてＧＩＳの活用が容
易でないことから見直す
こととし、港区の犯罪情
報 を Ｈ Ｐ や Twitter 、
Facebookで随時情報発信
し防犯意識を高め、安全・
安心に向けた地域活動へ
の参加の機会として「こ
ども 110 番の家」への協
力についてもＩＣＴを活
用して呼びかけた。 

・地域が求める
新たな担い手
について、地域
ニーズを把握
する必要があ
る。 

・地域活動への新たな担い
手の参画を進めるため、
地域ニーズに合わせて
参画しやすい地域行事
などの情報をＳＮＳを
活用して発信する。（通
年） 

大正区 

・T-１ライブグランプ
リの開催にあたり、
区ＨＰ、Facebook、
Twitter に「出演者・
ボランティア募集」
「開催案内・報告」
を行う。 

・イベントの開催に向け、Ｓ
ＮＳ等でイベントに協力
してもらえるボランティ
アの募集を行い、開催案
内・報告を行った。 

・ＳＮＳ等によ
る応募として
は毎年１名程
度の実績はあ
るが、多くの応
募がある状況
とは言えない。 

・T-1 ライブグランプリの
開催にあたり、審査員・
ＰＡエンジニア（音響調
節）以外の業務は、ＳＮ
Ｓや区ＨＰで募集した
職員及びボランティア
の協力のもとで行う。
(６月、９月、12 月） 

天王寺区 

・運用面での負担感が
まだ低いと思われ
る、市民活動総合
ポータルサイトへ
の登録を各地域に
働きかける。 

・また、情報交換会の
場などで、各地域活
動協議会に向けた
CivicTech の概要に
ついて紹介・情報提
供を行う。 

・Facebook を活用した地域
情報発信の方法をまちづ
くりセンターに提案し、
まちづくりセンターと全
地域との共同運営へと移
行した。（12 月） 

・運用面での負担感が比較
的低いと思われる、市民
活動総合ポータルサイト
への登録を各地域に働き
かけ５地域が登録した。 

・CivicTech の概要につい
て、情報交換会で紹介・情
報提供を行った。 

・地域の役員は
高齢者が多い
ことから、ＩＣ
Ｔになじみが
薄い人も少な
く な く 、
CivicTech の内
容が分かりに
くい。 

・運用面の負担が低いと思
われる、市民活動総合
ポータルサイトへの登
録を各地域に働きかけ
る。（通年） 

・まちづくりセンターと全
地 域 と 共 同 運 営 の
Facebook から各地域活
動協議会の情報発信が
行なわれるよう、各地域
に働きかける。（通年） 

・各地域活動協議会に向け
た CivicTech の紹介・情
報提供を行う。（１月） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

浪速区 

・催事の告知等を区広
報紙、ホームペー
ジ 、 Ｓ Ｎ Ｓ
（Twitter・Face 
book）や市民活動総
合ポータルサイト
と い っ た Ｉ Ｃ Ｔ
ツール等様々な広
聴媒体を用いて広
く周知し、つながり
の端緒、機会を広げ
る。 

・区広報紙への記事掲載 12
回、まちづくりセンター
Facebook 投稿記事 526
件、まちづくりセンター
ブログ投稿記事 330 件
(15,458 アクセス)を行い、
地域行事への参画を促し
た。（３月末現在） 

・各地域の情報
発信力を強化
し、安定的かつ
持続可能とす
るための「人材
の育成、スキル
の向上と継承」
の仕組みづく
りが必要であ
る。 

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、区広報紙・ホーム
ページ・ＳＮＳ（Twitter 
・Facebook）や市民活動
総合ポータルサイトと
いったＩＣＴツール等
様々な広報媒体を用い
て、広く周知し、つなが
りの端緒、機会を広げる
（通年）とともに、
「Code for OSAKA」に
よる CivicTech 活動と、
地域課題解決に取り組
む市民や市民活動団体
との橋渡しを行うなど、
新たな担い手づくりの
参画・育成を促す。（通
年） 

西淀川区 

・各地域での活動の内
容を幅広く広報す
るため、中間支援組
織を活用し、ＳＮＳ
による情報発信を
各地域で行えるよ
う支援する。 

 
 

・中間支援組織を活用し、各
地域のＳＮＳによる情報
発信の更新情報等を確認
した。 

・中間支援組織を活用し、Ｓ
ＮＳによる情報発信の方
法を地域役員ができるよ
う支援した。 

・中間支援組織を活用し、地
域イベントの開催情報を
ＳＮＳのイベント機能を
活用して周知した。 

・取組内容は継
続することが
必要と考える
が、より効果的
な方法で実施
する必要があ
る。 

・各地域での活動の内容を
幅広く広報するため、中
間支援組織を活用し、Ｓ
ＮＳによる情報発信を
各地域で行えるよう支
援する。（通年） 

・効果的な取組について検
討し実施する。（通年） 

淀川区 

・ＳＮＳのなどのＩＣ
Ｔを活用した地域
住民への情報発信
や 対 話 を 進 め る
様々な取組を進め、
区民同士または区
民と行政がつなが
り、地域課題を市民
協 働 で 解 決 す る
きっかけづくりを
行うとともに、地域
活動への新たな担
い手の参画につな
ぐ。 

・各課の広報担当者向けに
積極的なＳＮＳの活用に
ついての講座を実施し
た。（８月実施） 

・ＳＮＳの活用 
Twitter 発信数 2,691 件 
Facebook 発信数 113 件 

・Twitter、Facebook のアン
ケート機能を活用し、Ｓ
ＮＳの可能性実験を行っ
た。 
Facebook ８ 月 実 施 、
Twitter12 月実施 

・31 年２月に親しみやすさ
や若年層への発信を意識
し、夢ちゃんブログを立
ち上げた。 

・情報発信は予
定通りに行え
ているが、双方
向性とはして
ないことから
対話を進める
ツ ー ル に は
至っていない。 

・Twitter のフォ
ロワー数 3,802
人（24 区トッ
プ）、Facebook
のフォロワー
数 1,362 人（24
区３位）程度で
あり、伸びては
いるが、ＳＮＳ
がきっかけづ
くりになり得
るようなフォ
ロワー数には
至っていない。 

・実施したアン
ケートの内容
は、回答しやす
いものをテー
マとしたが、回
答者は 20 人～
60 人 に と ど
まった。 

・あらゆるＳＮＳ媒体を活
用することで、区民の目
に触れる機会を増やす
とともに、夢ちゃんブロ
グではコメントのやり
取りなどで双方向性の
実験を行う。（通年） 

・Twitter、Facebook での
アンケート実験は、今後
も継続し、区民からの情
報収集ツールとしての
活用を進めたい。（通年） 

・不特定多数を相手とした
ＳＮＳ発信は継続しつ
つも、地域関係者のみに
よる情報交換ツール的
なＳＮＳ活用法を検討
する（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東淀川区 

・FacebookやTwitter
により若い世代へ
の地域行事の参加
を呼びかけるため、
従来のイベント開
始直前の発信だけ
でなく、事前の開催
予定情報なども知
らせる。 

・豊新地域活動協議会にて、
Facebookページ作成をサ
ポートした。 

・紙媒体でのチラシや広報
紙、データベースとして
のホームページに加え、
Facebookでの情報発信を
始めたことで、タイム
リーなイベント情報を告
知できるようになった。 

・１月に広報学習会（２回・
写真撮影講座とFacebook
講座）を実施した。 

・紙媒体、ホーム
ページ、Face 
book をいかに
連動させ、より
効果的に広報
活動を実施す
るかについて
検討する必要
がある。 

・広報に関する講座を実施
する。（通年） 

・ＳＮＳを利用してイベン
トの事前開催予定を発
信する。（通年） 

東成区 

・Facebook やホーム
ページを活用し、
「まちの魅力」に関
す る 情 報 発 信 を
行っていく。 

・「地域子育てサーク
ル」活動などの子育
て情報の発信を、
Facebook やメール
マガジンを活用し
行っていく。 

・ＳＮＳを活用して地
域福祉活動の情報
発信を行っていく
（６月のほうえい
さんぽや９月の敬
老の集いなど） 

・地域に密着した地域
福祉活動の情報を
収集し、地域福祉活
動 に 参 加 で き る
きっかけとなるよ
う情報発信をして
いく。 

・住みます芸人が区行事や
各地域活動に参加し、区
民 と ふ れ あ う 様 子 を
Facebook等を通じて情報
発信した。（年 10 回） 

・地域で実施している「いき
いき百歳体操」の情報発
信 … ホームページ（通
年）、Twitter（６月） 

・地域子育てサークルの情
報発信  …  ホームペー
ジ、Facebook、メールマガ
ジン（毎月） 

・地域福祉活動の情報や幅
広い年代が参加可能な講
演 会 等 の 情 報 を 発 信
（Twitter 13 回発信） 

・効果測定の工
夫が必要。 

・引き続き、Facebook や
メールマガジン等のＩ
ＣＴを活用し、区行事や
地域の活動の情報発信
を行う際に、アンケート
等での効果測定を行い、
ＰＤＣＡを回していく。
（通年） 

生野区 

・新たな地域コミュニ
ティ支援事業とし
て、誰もが参加でき
るまちカフェを開
催する。ＳＮＳ等を
通じて情報を発信
し、市民活動への参
加を呼びかける。 

・Facebook 等を通じて市
民活動への参加を呼びか
けた。 

・ＩＣＴを活用した市民と
の対話を促進する取組と
して動画配信（まちレク）
を実施した。（50 回） 

・気軽に活動に参加できる
機会の提供としてまちカ
フェを開催した。（12 回） 

― ・ＳＮＳ等を通じて情報を
発信し、市民活動への参
加を呼びかける。（通年） 

・幅広い世代の住民が地域
活動について興味を持
ち、さらに、地域活動の
新たな担い手へとつな
がるよう、誰もが気軽に
参加し、交流できる場を
提供する。（通年） 

旭区 

・活動への参加を呼び
かけるため、ＳＮＳ
などのＩＣＴを活
用した情報発信を
進める。 

・地域活動協議会連絡会議
等で、情報発信及び意見
交換を実施しながら、地
域活動協議会がＩＣＴ等
の新しい技術を活用して
地域課題を解決しようと
するきっかけづくりを
行った。 

・ＳＮＳ等を利用して、担い
手の拡大に向けた広報な
どの働きかけを行うよう
支援した。    

・地域課題解決
に取り組む市
民や市民活動
団体との橋渡
しを行うなど、
地域活動への
新たな担い手
の参画の拡充
が必要。 

・地域へ目を向けてもらう
きっかけづくりのため
に憩の家等の予約状況
の確認などをホーム
ページで可能にしてい
く。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

城東区 

・区ホームページか
ら、全地域活動協議
会のＳＮＳにリン
クしやすいページ
を作成する。 

・区広報誌で地域活動
協議会の特集を行
う際に、地域ごとの
ＳＮＳを紹介する。 

・区ホームページを改良し、
各地域活動協議会のホー
ムページ等へのリンクが
行いやすいようにした。 

・区広報誌に各地域活動協
議会が Facebook を行っ
ている旨を表示した。 

・参加促進のた
めの地域活動
の事前周知 

・更新事務を行
う広報担当者
の人材発掘 

・各地域でＳＮＳ等の活用
促進を進めていただけ
るよう支援を行う。（通
年） 

鶴見区 

・各地域活動協議会に
Civic Tech の理解
を深めてもらうと
ともに事例紹介を
行う。 

 

・各地域活動協議会にＨＰ
やＳＮＳを活用した情報
発信を行うよう支援し
た。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）とＩＣＴ活用
の進め方等について検討
を行った。 

・ YouTube を 活 用 し た
TSURUMIC AWARD 
（コンテスト）を開催し、
地域活動の情報発信を
行った。（１月） 

― ・各地域活動協議会に
Civic Tech の理解を深
めてもらうとともに事
例紹介を行う。（通年） 

阿倍野区 

・地域活動を行ってい
る団体などが、ＳＮ
Ｓを活用して自身
の取組や阿倍野区
の魅力を発信する
た め の プ ラ ッ ト
ホームを構築し、継
続して活動してい
ける組織づくりに
取り組む。 

・地域活動を行っている団
体などへのＳＮＳの運用
支援を行うとともに、パ
ソコン・スマホ講座（３
回）を実施して情報発信
に活用できるスタッフの
育成に努めた。 

・地域活動の発表、意見交換
の 場 と し て 地 域 活 動
フォーラムを開催し、
LINE を活用した地域の
連絡網構築や情報発信に
ついての取組紹介を行っ
た。 

・住民が地域活
動に参加する
きっかけを少
しでも増やす
ために、さまざ
まな世代への
情報発信に優
れたＳＮＳを
活用していく
必要がある。 

・新たな地域コミュニティ
支援事業として、地域団
体や企業等だれもが参
加できる交流会を開催
する。開催についてはＳ
ＮＳ等を通じて情報を
発信し参加を呼びかけ
る。（年４回） 

住之江区 

・区ホームページや
Facebook で様々な
地域課題に対応し
た取組が地域で行
われていることや
「Code for OSAK 
A」による Civic 
Tech 活動の情報発
信を行う。 

・地活協をＰＲする区
民参加型の取組を、
ＩＣＴを活用して
実施する。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebookで様々な地域課
題に対応した取組が地域
で行われていることや
「Code for OSAKA」によ
る CivicTech 活動の情報
発信を行った。 

・住之江ポスター展の開催
を Facebook で周知し、反
響のあった複数の店舗や
駅にポスターを持参して
掲示依頼を行ったことに
より、多くの市民に周知
することができた。 

・若い世代に情
報が届くよう
な工夫を検討
する必要があ
る。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook で様々な地域
課題に対応した取組が
地域で行われているこ
とや「Code for OSAKA」
によるCivicTech活動の
情報発信を行う。（通年） 

・地活協をＰＲする区民参
加型の取組を、ＩＣＴを
活用して実施する。特に
若い世代を意識した内
容の充実を図る。（通年） 

住吉区 

・Twitter アカウント
運用ルール等を見
直し、フォロー等相
互交流ができるよ
うにする。 

 

・Twitter を開設している団
体を把握し、フォローす
る団体に関する基準、リ
ツイートする内容等につ
いてのルールを作成し、
相互交流ができるように
した。 

・新たな区政情報、子育て情
報発信のツールとして
LINE＠を開設、情報発信

・若年層の関心
が低い。 

・若年層への区政・地域へ
の関心喚起のため、ＳＮ
Ｓ（LINE＠・instagram 
・動画など）を活用した
情報発信を強化する。
（通年） 

・地域活動協議会が自らの
活動情報を発信し、地縁
型団体への参加が少な
い世代に向けて活動の
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
を実施した。 

・子育て情報の発信をより
充実させるため LINE＠
を活用したアンケートを
実施（１回）した。 

参加を呼びかけるため
のホームページの作成
を支援する。（通年） 

東住吉区 

・広報紙やイベント等
でLINE＠登録への
周知を実施。 

・毎月の広報紙において、区
公式 LINE＠の周知記事
を掲載するとともに、６
月に開催された親子向け
のイベントにおいて、チ
ラシを配布するなど周知
した。 

・区内の保育園、幼稚園の保
護者に対し、子育て応援
ナビを含む区公式 LINE
＠のチラシを配付し周知
を行った。 

・区内の全ての
子育て世帯に
対してLINE＠
の周知をする
事は困難であ
るため、広く周
知できる機会
が必要である。 

・広報紙や区民が多く参加
するイベント・取組にお
いて、来場者に対し広く
周知する。（通年） 

平野区 

・情報発信の内容を検
討（イベントに参加
を促すような内容
を発信）。 

・平野区役所の地域情
報 Facebook などで
活動情報の発信を
行う。 

・中間支援組織（まち
づくりセンター）の
サイトで通年実施
の活動を紹介する。 

・ 平 野 区 役 所
Facebook「子育て
情報ページ」や区
ホームページによ
る子育て支援活動
やボランティア養
成講座などの情報
発信を行う。 

・地域情報 Facebook により
地域活動の発信を行っ
た。 

・中間支援組織において、地
域の広報を紹介するサイ
トの立ち上げを行った。 

・平野区役所 Facebook「子
育て情報ページ」や区
ホームページによる子育
て支援活動やボランティ
ア養成講座などの情報発
信を行った。（86 件） 

・地域自らが情
報発信ができ
る支援が必要。 

・今後も、より効
率的な情報発
信 や ボ ラ ン
ティア募集な
どについて工
夫しつつ、継続
していく必要
がある。 

・中間支援組織と連携し
て、地域状況に応じた支
援を行う。（通年） 

西成区 

・ＳＮＳなどのＩＣＴ
を活用し、情報発信
や事業の実施（学童
向けプログラミン
グ教室等）を中間支
援組織による支援
を活用しながら、市
民同士または市民
と行政がつながる
ことを促進する。 

・中間支援組織による地域
活動協議会への支援とし
て、ＮＰＯ法人の協力を
得ながら、Facebook を利
用して参加を呼びかける
などし、学童向けプログ
ラミング教室を実施し
た。 

― ・ＳＮＳなどのＩＣＴを活
用し、情報発信や事業の
実施（学童向けプログラ
ミング教室等）を中間支
援組織による支援を活
用しながら、市民同士ま
たは市民と行政がつな
がることを促進する。
（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組⑤「委嘱制度の再検討」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・区役所各部署の委嘱業務担当
者に対し、次期委嘱事務を進
めるにあたり、一人に多くの
委嘱をすることがないよう配
慮するよう周知した。 

・31 年４月１日の委嘱に向けた
委員候補者の推薦依頼等のタ
イミングで、委嘱の趣旨・目的
をしっかり理解していただく
とともに、一人に多くの委嘱
をすることがないよう配慮し
ていただくよう、地域団体の
会議で説明した。 

・マンション居
住者同士の交
流や、マンショ
ンと地域との
つながりがな
いため、地域活
動への理解者
や担い手が不
足している。 

・マンション居住者を
対象にした防災講座
や、防災の基本ルー
ルづくりの場で地域
活動の魅力を伝え、
活動への参加参画を
呼び掛け、地域の担
い手を発掘していく
とともに、一部の方
に負担が偏ることの
ないよう配慮する。
（通年） 

都島区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・委嘱状伝達式における説明（青
少年指導員、青少年福祉委員）
（４月） 

・委嘱書類交付による説明（人権
啓発推進員）（４月～６月） 

・委嘱状伝達による説明（スポー
ツ推進委員）（４月） 

・追加委嘱推薦の手続きと合わ
せて説明（スポーツ推進委員）
（２月） 

・事業説明会の場で説明（生涯学
習推進員、はぐくみネット
コーディネーター）（２月） 

・青少年指導員活動の周知 
Facebook17 回 

― ・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

福島区 

・地域活動に関わる
区民の負担感軽減
を図るため、関係
部局等と連携し、
年１回以上委嘱業
務の見直しを検
討・実施する。 

・関係局との情報共有や委嘱式
開催での連携を行った。 

・スポーツ推進員の委嘱制度に
ついて検討を行った。 

・負担感の解消
に向けて、一人
に多くの委嘱
をすることが
ないような配
慮が必要。 

・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

此花区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的を理解していた
だくための取組を
進める。 

・委嘱式の場を利用して役割や
目的を説明した。 

― ・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

中央区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・地域団体に委嘱者の推薦依頼
を行う際に、委嘱の趣旨・目的
を説明した。 

― ・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西区 

・受嘱者に対し、委嘱
業務の趣旨・目的・
内容等を説明す
る。（理事会等、そ
の都度出席） 
（年 12 回以上） 

・青少年指導員・福祉委員・ス
ポーツ推進委員等の受嘱者の
理事会に都度出席し、委嘱業
務の趣旨・目的・内容の説明、
及び行政からの情報提供等を
行った。（12 回） 

― ・受嘱者に対し、委嘱の
際に委嘱業務の趣
旨・目的・内容等を説
明する。（１回以上） 

港区 

・委嘱をする委員等
に委嘱の趣旨・目
的についてしっか
り理解していただ
く取組を進める。 

・青少年指導員など委嘱をする
委員等に委嘱の趣旨・目的に
ついて説明した。 

 

― ・委員等の役割や活動
内容について理解が
深まるよう委員等と
意見交換を行う。（通
年） 

大正区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・委嘱にあたっては、他部署での
委嘱状況等を踏まえて依頼を
行った。 

― ・区政会議委員改選の
際、委嘱の趣旨・目的
をしっかり理解して
いただくための取組
を進めるとともに、
一人に多くの委嘱を
することがないよう
配慮する。（10 月） 

天王寺区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・委嘱にあたっては、委嘱事業の
趣旨・目的、担うべき役割につ
いて十分説明したうえで委嘱
を行った。 

・一人に多くの
委嘱をするこ
とがないよう
配慮が必要。 

・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

 

浪速区 

・委嘱者に対し、委嘱
業務の趣旨・目的
を説明する機会を
設ける。 

・人権啓発推進員は全体会で６
月に制度変更の説明と研修
を、10月にも研修を実施した。 

・青少年指導員は、役割や動機付
けなどを盛り込んだ研修を実
施した。（７月） 

・委嘱をする委
員等に委嘱の
趣旨・目的につ
いてより理解
を向上させる
取組が必要で
ある。 

・委嘱者に対して、委嘱
業務の趣旨・目的を
説明する機会を設け
る。(通年) 

・委嘱時には、よりわか
りやすい説明等を行
う。（通年） 

西淀川区 

・委嘱制度について、
一人に多くの委嘱
をすることがない
よう配慮する。 

・青少年指導員などを委嘱する
委員の推薦依頼にあたり、地
域からの推薦時期を同時期に
するようにし、一人に多くの
委嘱することが無いよう配慮
した。 

― ・委嘱制度について、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

淀川区 

・関係部局と連携し、
委嘱する区民の方
に委嘱の趣旨、目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないように配
慮する。 

・委嘱にあたっては、委嘱事業の
趣旨・目的、担うべき役割につ
いて十分説明したうえで委嘱
を行った。 

 

・委嘱にあたっ
ては、委嘱事業
の趣旨・目的、
担うべき役割
について理解
していただく
とともに、負担
感の解消に向
けて、一人に多
くの委嘱をす
ることがない
ような配慮が
必要。 

・区長会議の支援を受
けながら、関係局と
連携し、委嘱する区
民の方に委嘱の趣
旨、目的をしっかり
理解していただくた
めの取組を進めると
ともに、一人に多く
の委嘱をすることが
ないように配慮す
る。(通年) 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東淀川区 

・委嘱する区民の方
に、委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・人権啓発推進員・スポーツ推進
委員について、委嘱伝達式及
び総会において、委嘱内容や
活動内容の説明を行った。 

・民生委員について、委嘱状伝達
式終了後、新任委員に対して
活動内容にかかる研修を実施
した。 

・子ども家庭支援員について、
30年度末で任期満了となる受
嘱者に対し更新希望の確認を
行う際に、事業趣旨に理解・賛
同いただいていることを確認
できた。 

・委嘱内容の説
明を行うも、理
解していただ
くのに時間が
かかった。 

・委嘱を受けた
委員の活動が
地域の実情に
合ったもので
あると感じる
区民の割合が
少ない。 

・委嘱の際、委員に対し
て地域の実情などを
含めた研修等を行っ
ていく。（通年） 

東成区 

・委嘱の際に委嘱の
趣旨・目的を改め
て説明し、理解促
進を図る。 

・委嘱にあたっては、
一人に多くの委嘱
をすることがない
よう配慮する。 

・委嘱に際し、趣旨・目的を説明
して理解促進を図った。 

・委嘱に関しては多くの委嘱が
重ならないよう推薦時に説明
を行い配慮した。 

― ・委嘱の際には、趣旨・
目的を分かりやすく
説明し理解促進の充
実を図る。（年度当
初） 

生野区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・青少年指導員委嘱伝達式や青
少年福祉委員連絡協議会定例
会の機会を通じて委嘱の趣
旨、目的等を説明した。 

― ・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

旭区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・改選時期（30 年４～６月）に
おいて、委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的をしっかり
理解していただくために説明
を行うなどの取組を進めると
ともに、一人に多くの委嘱を
することがないよう配慮し
た。  

・ＳＮＳ等を利用して、担い手の
拡大に向けた広報などの働き
かけを行うよう支援した。  

・一人に多くの
委嘱をするこ
とがないよう、
地域活動への
新たな担い手
の確保が必要。 

・委嘱する方に委嘱の
趣旨・目的をしっか
り理解していただく
ための取組を進める
とともに、一人に多
くの委嘱をすること
がないよう配慮す
る。（通年） 

・ＳＮＳ等を利用して、
担い手の拡大に向け
た広報などの働きか
けを支援する中で、
ボランティアの呼び
かけを行う。（通年） 

城東区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・委嘱状伝達式等で委嘱の趣旨・
目的を説明した。また、一人の
人に負担が片寄らないように
一斉改選については、地域か
らの推薦時期をなるべく一時
期にまとめるなどの配慮を
行った。 

― ・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

鶴見区 

・民生委員・児童委員
協議会と連携して
制度の意義や活動
内容について広報
啓発し、委員活動

・広報紙で民生委員児童委員協
議会、青少年指導員連絡協議
会、青少年福祉委員連絡協議
会の制度の意義や活動につい
て啓発した。（４月・６月） 

・民生委員・児童
委員協議会の
制度の意義や
活動内容の周
知が不足して

・民生委員・児童委員協
議会と連携して制度
の意義や活動内容に
ついてＳＮＳを活用
するなど更なる広報
啓発を行い、委員活
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
を支援する。 

・青少年指導員、青少
年福祉委員の団体
と調整し、年間行
事の削減に取り組
む。 

・青少年指導員、青少
年福祉委員の区長
委嘱に関して関係
局に働きかけを行
う。 

 

・ＨＰで民生委員児童委員協議
会の活動紹介等を行った。 

・青少年指導員、青少年福祉委員
の団体と調整し、年間行事を
削減した。（１件） 

・青少年指導員、青少年福祉委員
の区長委嘱に関して関係局に
働きかけを行った。（１回） 

いる。 動を支援する。（通
年） 

阿倍野区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。（通年） 

・委嘱にあたっては、委嘱の趣
旨・目的、担うべき役割につい
て十分説明したうえで委嘱を
行った。 

・委嘱の趣旨・目
的について受
嘱者の理解が
より一層深ま
るよう取組む
必要がある。 

・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。また、青少年
指導員等の次年度の
委嘱にむけ、制度等
の理解がより一層深
まるよう会議等を利
用して説明を行う。
（通年） 

住之江区 

・地域活動に関わる
区民の負担感をで
きるだけ解消する
ため、関係部局等
と連携し、委嘱制
度について検討す
る。 

・複数課で実施している委嘱業
務の整理を行った。 

・委嘱による活
動が地域実情
に即したもの
となるよう検
討が必要であ
る。 

・地域活動に関わる区
民の負担感をできる
だけ解消するため、
関係部局等と連携
し、委嘱制度につい
て地域実情も勘案し
検討する。（通年） 

住吉区 

・委嘱する区民の方
に、委嘱の趣旨・目
的をしっかりと説
明する。 

 

・委嘱状伝達式等の場において、
委嘱の趣旨・目的を説明した。 

・青少年指導員・青少年福祉委員 
・スポーツ推進委員・人権啓発推

進員 
・生涯学習推進員 
・はぐくみコーディネーター・人

権擁護委員 
・統計調査員・知的障がい者相談

員 
 

・負担感の解消
に向け、一人に
多く委嘱する
ことがないよ
う配慮が必要。 

・地域活動協議会等に
対し、委嘱者の推薦
をお願いする際、一
人に多くの委嘱が重
ならないよう依頼す
る。（通年） 

東住吉区 

・委嘱制度の再検討 
・地域活動に関わる

区民の負担感をで
きるだけ解消する
ため、関係部局等
と連携し、委嘱制
度について検討す
る。 

・関係局との情報共有や委嘱式
開催、事業実施等での連携を
行った。また、委嘱制度につい
て検討を行った。 

― ・委嘱式開催や事業実
施等の機会をとらえ
関係局との情報共有
等の連携を行う。（通
年） 

平野区 

・防災リーダーの活
動を紹介する。 

・防災リーダーの制
度について見直し
を検討する。 

・防災リーダーのあり方や位置
づけについて、地域と話し合
いを進めた。 

・ 防 災 リ ー ダ ー の 活 動 を
Facebook で紹介した。 

・活動の担い手
の高齢化等も
進んでいるこ
とから、実際に
活動できる人
の育成が必要

・実際に活躍できる人
がより活動しやすい
ように地域を支援す
る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
 である。 

・コアメンバー
がしっかり取
り組んでもら
える環境の整
備が必要であ
る。 

西成区 

・委嘱する市民の方
に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解
していただくため
の取組を進めると
ともに、一人に多
くの委嘱をするこ
とがないよう配慮
する。 

・連絡会を開催し、各地区の活動
報告を行い、情報共有を図る
とともに委嘱内容の理解を深
めた。 

・活動マニュアルを作成し、委嘱
した市民の方へ説明した。 

・フォーラムや研修会などを開
催し、果たすべき役割や心構
えについて理解を深め、委嘱
者の意識や意欲の向上を図っ
た。 

・次期委嘱に向けての連絡会を
開催し、設置要綱を用い委嘱
について説明した。 

・地域団体の役
員に対する委
嘱については、
役員改選等に
より委嘱者の
交代が生じる
が、役員間の引
き継ぎが行わ
れていないこ
とがある。 

・担い手の高齢
化や担い手の
不足が生じて
いる。 

・委嘱する市民の方に
委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解してい
ただくための取組を
進めるとともに、一
人に多くの委嘱をす
ることがないよう配
慮する。（通年） 

・地域団体の役員に対
する委嘱について
は、担い手の高齢化
等の課題から、若い
世代にも関わりを
持ってもらえるため
の手法を検討してい
く。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組⑥「補助金についての理解促進」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動連絡会議に
おいて、補助金の説
明を時宜に応じて
行う。さらに、日常
的に地域の役員と
の コ ミ ュ ニ ケ ー
ションを図り、補助
金についての理解
促進に努める。 

・地域活動協議会に対
して、補助金執行と
会計事務の円滑化
を図るため、中間決
算の提出を求める。 

・地域活動連絡会議におい
て、補助金の説明を時宜
に応じて行った。さら
に、日常的に地域の役員
とのコミュニケーショ
ンを図り、補助金につい
ての理解促進に努めた。 

・地域活動協議会に対し
て、補助金執行と会計事
務の円滑化を図るため、
中間決算を提出させた。 

・マンション居住
者 同 士 の 交 流
や、マンション
と地域とのつな
がりが不足して
いるため、地域
活動の担い手が
少なく、従事者
が高齢化してい
る。 

・まちづくりセン
ターの支援員一
人ひとりが地域
の実情を的確に
理解した上で、
その地域に合っ
た会計支援がで
きるようスキル
アップを図る必
要がある。 

・マンション居住者を対象
にした防災講座や、防災
の基本ルールづくりの
場で地域活動の魅力を
伝え、活動への参加参画
を呼び掛け、新たな担い
手を発掘する。（通年） 

・地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）への
支援体制見直しにより、
他都市事例収集や研修
等を行い、職員のスキル
アップを図りながら、地
域支援にあたる。（通年） 

・適正な会計事務を遂行す
るため、必要に応じて会
計講座等、勉強会を開催
して、地域活動協議会役
員の理解促進を図る。
（通年） 

都島区 
・運営委員会などの機

会に改めて補助金
の趣旨を説明する。
（９回） 

・運営委員会や役員会の場
で、制度趣旨を説明（４
月～12 月） 18 回 

― ・運営委員会などの機会に
改めて補助金の趣旨を
説明する。（９回 通年） 

福島区 

・地域活動協議会補助
金の趣旨について、
地域活動協議会の
会議の場などで説
明を行う。 

・５月～６月に各地域活動
協議会で補助金決算説
明会をし、11 月～12 月
にかけては補助金予算
説明会を開催し、資料を
確認しながら説明を
行った。 

・１月に各地域活動協議会
の会計担当者向けの補
助金説明会を開催し、補
助金への理解促進に努
めた。 

・地域活動協議会
構成団体のメン
バーに更に理解
促進を図ること
が必要。 

・地域活動協議会補助金の
趣旨について、更に理解
が進んでいくように、地
域活動協議会の会議の
場などで資料をわかり
やすいものにして説明
を行う。（各地域年２
回）。 

・まちづくりセンターと連
携して補助金会計担当
者説明会でも説明して
いく。（年１回以上） 

此花区 

・リーフレットの改善
を行い、会計担当者
新規説明会（６月）
など機会をとらえ
て繰り返し説明し
ていく。 

・説明がわかりやすい内容
に改善し、会計担当者説
明会（７月：４回、２月
４回）や中間決算、予算
説明の各地域活動協議
会運営委員会において
説明した。 

・会計担当者だけ
でなく、各事業
等を行う担当者
が補助金の主旨
を理解してもら
う必要がある。 

・会計担当者説明会や地域
活動協議会運営委員会
など機会をとらえて補
助金の主旨説明を繰り
返し説明していく。（通
年） 

中央区 

・区地域担当職員や中
間支援組織（まちづ
くりセンター）を通
じ、あらゆる機会を
通じて補助金の性
格に関する理解が
促進するよう情報
発信を強化する。 

・地域活動協議会会長会
（９月開催）、地域活動
協議会活性化セミナー
（10 月開催）、補助金説
明会（12 月開催）等にお
いて補助金制度につい
て説明を行った。 

・補助金に関する
事務への理解を
促進するための
情報発信を強化
す る 必 要 が あ
る。 

・区地域担当職員や中間支
援組織（まちづくりセン
ター）を通じ、補助金説
明会だけでなく、あらゆ
る機会を通じて補助金
の性格に関する理解が
促進するよう情報発信
を強化する。（通年） 

西区 
・地域活動協議会補助

金の趣旨について
補助金説明会等に
て役員等に説明す

・29 年度決算状況を踏ま
えた課題を整理し、31年
１月地域活動協議会補
助金説明会を実施した。 

― ・地域活動協議会補助金の
趣旨について補助金説
明会等にて役員等に説
明する。（年１回予定） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
る。（年１回予定） 

港区 

・補助金の活用及び活
動目的に関する説
明等の実施 

・補助金に関する説明会を
開催し、補助金の主旨や
会計処理に関する説明
を行い、理解促進を図っ
た（上期・計３回、下期・
計２回） 

― ・補助金の活用及び活動目
的に関する説明等の実
施（上・下期各１回以上） 

大正区 

・市や区の制度、事業、
予算など、地域の活
動に役立つ情報の
提供 

・地域活動協議会の運
営のための支援の
実施 

・各地域の地域団体の会議
等に出席し、市や区の制
度、事業、予算など、情
報提供を行った。 

・補助金（大正区まちづく
り活動強化推進事業（地
域版））の考え方（趣旨）
について、活動協議会
(地域まちづくり実行委
員会）の会議の場などで
説明を行った。 

― ・補助金交付申請にかかる
説明会を各地域にて行
う。（11 月） 

天王寺区 

・全地域活動協議会が
参加する補助金説
明会を開催し説明
を行う。 

 

・まちづくりセンターを通
じて、各地域への会計支
援実施時に補助金への
理解が図られるよう支
援を行った。 

・担い手の交代は
毎年あり、継続
して理解促進を
図る説明が必要
である。 

・全地域活動協議会が参加
する補助金説明会を開
催し説明を行う。（１月） 

・担い手の交代時には、ま
ちづくりセンターを通
じて補助金会計の説明
を行い、理解促進を図
る。（通年） 

浪速区 

・会計事務について、
決算時期等機会を
とらまえて広く補
助金についての理
解促進を図る。 

・中間や期末の決算期に拠
らない事業完了毎の精
算及び書類提出を求め、
補助金の理解促進を行
うとともに認識の共有
を図った。 

・地域活動の担い
手（スキル）の継
承や事務作業の
分業、分担化が
必要である。 

・まちづくりセンターが、
各地域活動協議会を主
な対象として会計事務
についての講座を開催
する。併せて補助金につ
いての理解促進を図る。
（通年） 

・地域活動協議会の会議の
場にて行われる、補助金
の中間決算や決算総会
に際し、区役所・まちづ
くりセンターの職員が
参加して補助金の使途
が地域の実態に即した
ものとなるよう合意形
成を図る。（通年） 

西淀川区 

・地域活動協議会補助
金の趣旨について、
地域活動協議会の
会議の場などで説
明を行う：３回（上
半期１回、下半期２
回） 

・地域活動協議会に対
して中間支援組織
とともに予算・決算
書の作成方法等の
説明会を行うこと
で透明性のある会
計処理ができるよ

・地域活動協議会補助金の
趣旨について、地域活動
協議会の会計担当者等
が参加する会計検討会
で説明を行った。（２回） 

・地域活動協議会会長会で
地域活動協議会補助金
の趣旨について説明を
行った。（１回） 

・地域活動協議会に対し
て、中間支援組織ととも
に地域に出向き、予算・
決算書の作成方法等の
説明会を行い、透明性の

― ・地域活動協議会補助金の
趣旨について、地域活動
協議会の会議の場など
で説明を行う：３回（上
半期１回、下半期２回） 

・地域活動協議会に対して
中間支援組織とともに
予算・決算書の作成方法
等の説明会を行うこと
で透明性のある会計処
理ができるよう支援す
る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
う支援する。 ある会計処理ができる

よう支援した。 

淀川区 

・中間支援組織（まち
づくりセンター等）
と連携し、地域活動
協議会補助金につ
いて、地域活動協議
会意見交換会等で
説明を行い、理解促
進を図る。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター等）と連携
し、地域活動協議会補助
金について、５月の地活
協会長との意見交換会
および６月～７月の地
活協ブロック別意見交
換会で説明した。 

・地域要望に応じて地域別
に会計出前講座を開催
した。（８地域） 

・会計実務者に地活協補助
金使用時の領収書の取
り方をカードにまとめ
た「会計豆ガイド」を配
布した。（６月） 

・役員だけでなく
実務者レベルの
方々にも補助金
についての理解
促進を図る必要
がある。 

・会計出前講座の開催や専
門用語を使わないわか
りやすい資料作成を行
い、様々な機会を活用し
て、補助金の理解促進を
図る。（通年） 

東淀川区 

・地域活動協議会補助
金の趣旨について、
地域活動協議会の
会議の場などで説
明を行う。 

・各地域の会議や個別相談
に赴いた際に説明した。 

・７月、11 月、２月に開催
した地域活動協議会連
絡会議にて補助金の説
明を行った。 

・普段補助金事務
に関わりのない
地域の方が理解
するのに時間が
かかる。 

・各地域に赴き個別説明を
行う。（通年） 

・地域活動協議会連絡会議
にて補助金の説明を行
う。（通年） 

東成区 

・新役員等を対象に補
助金理解促進を図
るための説明会、交
流会を開催する。 

・７月初旬に補助金説明会
を実施し、理解促進を
図った。 

・29 年度の補助金執行状
況をホームページにて
公表した。 

・12 月に元年度の補助金
説明会を開催し、理解促
進を図った。 

― ・補助金制度の理解促進を
充実させるために地域
活動協議会での説明会・
勉強会を開催する。（年
度当初） 

生野区 

・地域活動協議会に対
し、より民主的で開
かれた組織運営と
会計の透明性の確
保を中心に、自律し
た地域運営ができ
るよう中間支援組
織と連携して支援
する。  

・勉強会（会計、広報
等）を開催する。 

・地域活動協議会間の
情報共有や困り事
相談などを目的と
した事務局会議を
開催する。   

・地域活動協議会の補
助 金 の 使 途 を 区
ホームページにて
公表する。 

・地域活動協議会に向け、
地域活動協議会認定要
件の説明会（１回）、会計
説明会（１回）、広報勉強
会（12 回）、地域活動協
議会の機能についての
説明会（１回）、事務局会
議（概ね毎月）を実施し
た。 

・補助金の使途についてＨ
Ｐで公表した。  

― ・地域活動協議会に対し、
より民主的で開かれた
組織運営と会計の透明
性の確保を中心に、自律
した地域運営ができる
よう中間支援組織と連
携して引き続き支援す
る。（通年）  

・地域活動協議会の補助金
の使途を区ホームペー
ジにて公表する。（６月
頃） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

旭区 

・「地域カルテ」ワーク
ショップを実施し、
理解促進を図る。 

・「地域カルテ」ワーク
ショップを継続的に実
施し、事業の見直し等の
取組についての話し合
いを行う中で、補助金に
ついての理解促進を
図った。 

・地域活動協議会
のメンバーに更
に理解促進を図
ることが必要。 

・補助金の適正かつ効果的
な活用について、各地域
で話し合いを進める中
で、地域活動協議会メン
バーに更に補助金につ
いての理解促進を図る。
（通年） 

城東区 

・30 年度は、地域役員
が交代する年であ
ることから、新たな
役員を中心に説明
し、理解促進を図
る。 

・補助金説明会を２回、会
計担当者情報交換会を
５回、地域個別に出張研
修会を１回、フォロー質
問会を１回実施し、補助
金についての説明を
行った。 

・各地域の事業企画に関す
る相談に際し、説明を
行った。 

・まちづくりセンター作成
の「みんなの地域活動ハ
ンドブック」を地域役員
以外に各地域に配布し、
また区役所「区民情報
コーナー」にも配架して
広く周知した。 

・地域内での役員
交代時の知識継
承 

・地域活動で必要
な物品等の購入
や経費等の支出
を行っている実
務 担 当 者 に ま
で、理解が進ま
ない。 

 

・まちづくりセンターによ
る相談支援に際して、補
助金の制度説明を進め
る。（通年） 

・「みんなの地域活動ハン
ドブック」の抜粋版を活
用し、各事業実施前の打
ち合わせ会議で説明を
行う。（上期） 

鶴見区 

・地域活動協議会の会
議等の場を通して、
新役員を中心に地
域活動協議会補助
金の趣旨について
説明を行う。 

・運営委員が大幅に変更さ
れた地域を中心に、運営
委員会で地域活動のガ
イドブック「鶴本」を活
用して、地域活動協議会
のめざすべき姿や活動
内容等を説明した。 

・各種会議等で地域活動協
議会補助金の趣旨につ
いて説明を行った。 

・補助金申請にかかる担当
者会議を開催し説明を
行った。（12 月） 

・役員等の改選も
あ り 、 地 域 に
よって役員の理
解 度 に 差 が あ
り、会計事務を
担っている役員
以外への理解が
浸 透 し て い な
い。 

・地域活動協議会の会議等
の場を通して地域活動
協議会補助金の趣旨に
ついて説明を行う。（通
年） 

・理解度をより高めるため
地域に対して、まちづく
りセンターを活用し、広
く役員に理解が深まる
よう支援していく。（通
年） 

阿倍野区 

・地域活動協議会補助
金説明会等で理解
促進を図る。（年２
回） 

・各地域活動協議会に補助
金説明会を実施した。
（10 地域各２回） 

・地域活動協議会
における会計事
務担当者のスキ
ル継承が必要で
ある。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）と連携し、
地域活動協議会補助金
説明会等で、理解促進を
図る。（年２回） 

・日常的に地域の役員との
コミュニケーションを
取り、補助金についての
理解促進を図る。（通年） 

住之江区 

・年に最低１度補助金
に関する説明会を
実施するとともに、
地活協会長会、地活
協運営委員会等の
機会をとらまえて、
補助金の制度説明
を行うことで理解
促進を図る。 

・会長会において、通年の
補助金についての説明
を実施した。 

・10 月に補助金に関する
説明会を実施した。 

 

・補助金の趣旨や
活動の目的の理
解は浸透してお
り、地域の特性
や課題解決のた
めの取組も多く
行 わ れ て い る
が、地域によっ
て 温 度 差 が あ
る。 

・地活協会長会や会計説明
会、地活協運営委員会な
どで、補助金の制度説明
を行うことで、補助金の
理解促進を図るととも
に、より地域実情に応じ
た支援を行っていく。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住吉区 

・地域活動協議会の補
助金が、事業間で流
用が可能で、地域課
題に応じて有効活
用できること、仮精
算を実施すること
で、会計担当者の負
担が軽減されるこ
となどをあらため
て説明する。（年２
回） 

・地域活動協議会の会計担
当者への説明会の実施 

・地域ごとの補助金説明会
の実施（住吉地域） 

・仮精算の実施について説
明 

・地域ごとの会計説明会 
・まちづくりセンターによ

る会計支援 

・会計担当者の更
なる負担軽減 

・地域活動協議会の補助金
が、事業間で流用が可能
で、地域課題に応じて有
効活用できること、仮精
算を実施することで、会
計担当者の負担が軽減
されることなどを引き
続き説明する。（年２回）
（通年） 

・会計ソフトの活用を促
す。（通年） 

東住吉区 

・地域連絡会議や各地
域における会議の
場などあらゆる機
会を捉え、理解促進
等を図る。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで
理解促進を行った。また
新会長を集めての説明
会を行った。 

― ・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などの
機会を捉え理解促進を
図る説明を行う。(通年） 

平野区 

・新体制の担当者を対
象とした説明会を
開催する。 

・元年度補助金申請時
期にあわせて、制
度、趣旨の説明会を
行う。 

・29 年度補助金精算に伴
い各地域の状況に合わ
せた説明を中間支援組
織を通じて行った。 

・元年度補助金申請時期に
あわせて、制度、趣旨の
説明会を行った。 

・補助金の理解度
について、地域
の担当者間で差
異 が 大 き い た
め、中間支援組
織（まちづくり
センター）が、初
心者でも過度な
負担とならない
ようなツールを
作 る 必 要 が あ
る。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）が、初心者
でも理解できる制度・趣
旨の説明を行う。（通年） 

西成区 

・地域活動協議会に対
して行う説明会等
において補助金の
趣旨についても説
明を行うことで、地
域活動協議会のメ
ンバーの理解を促
す。 

・地域活動協議会に対して
補助金説明会を実施し、
地域活動協議会のメン
バーの理解促進への取
組を行った。（６月・12月
実施） 

 

・地域活動協議会
に対して行った
補助金説明会へ
の参加者が役員
等であるため、
構成団体の事業
担当者にまで理
解が浸透してい
ない地域が見受
けられる。 

・地域活動協議会に対して
行う説明会等において
補助金の趣旨について
も説明を行うことで、地
域活動協議会の役員・運
営委員のメンバーの他
に、実際に実務を行う事
業担当者まで理解が進
むよう取組を進める。
(６月・12 月) 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組⑦「活動の目的の再確認」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域コミュニティを
テーマに、防災、子
ども、高齢者など
様々な地域活動の
ベストプラクティ
スを題材に「地域活
動連絡会議」を開催
する。 

・地域活動連絡会議に
おいて、地域活動の
目的を時宜に応じ
て説明する。さら
に、日常的に地域の
役員とのコミュニ
ケーションを図り、
地域活動の目的に
ついての理解促進
に努める。 

・区内（５地域）にお
いて、地域主体によ
るまちづくり勉強
会を開催する。 

・地域コミュニティをテー
マに防災活動を題材と
して「地域活動連絡会
議」を開催した。 

・地域活動連絡会議におい
て、地域活動の目的を時
宜に応じて説明した。さ
らに、日常的に地域の役
員とのコミュニケー
ションを図り、地域活動
の目的についての理解
促進に努めた。 

・区内（５地域）において、
地域主体によるまちづ
くり勉強会を開催した。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が地域の実情
を的確に理解
した上で、幅
広い支援がで
きるようスキ
ルアップを図
る 必 要 が あ
る。 

・地域運営アドバイザー（非
常勤嘱託職員）への支援体
制見直しにより、他都市事
例収集や研修等を行い、職
員のスキルアップを図りな
がら、地域支援にあたる。
（通年） 

・地域活動連絡会議をはじ
め、日常的な運営支援の場
において、各活動の趣旨・
目的等を確認し、地域活動
の目的を再確認する。（通
年） 

・地域活動連絡会議をはじ
め、日常的な運営支援の場
において、地域活動の先進
事例を紹介するなど、さら
なる活性化へのきっかけづ
くりを行う。（通年） 

都島区 

・改選時期などに応じ
て、委嘱団体に対
し、活動の趣旨・目
的などを説明する。
（１回） 

・委嘱状伝達式における説
明（青少年指導員、青少
年福祉委員）（４月） 

・委嘱書類交付による説明
（人権啓発推進員）（４
月～６月） 

・委嘱状伝達による説明
（スポーツ推進委員）
（４月） 

・追加委嘱推薦の手続きと
合わせて説明（スポーツ
推進委員）（２月） 

・事業説明会の場で説明
（生涯学習推進員、はぐ
くみネットコーディ
ネーター）（２月） 

― ・改選時期などに応じて、委
嘱団体に対し、活動の趣旨・
目的などを説明する。（１回 
通年） 

福島区 

・各団体に対して、活
動が形骸化するこ
とのないよう、活動
目的を改めて確認
するきっかけとな
る機会を年１回以
上つくる。 

・５月～６月に各地域活動
協議会で補助金決算説
明会、11 月～12 月にか
けては補助金予算説明
会を開催し、資料を確認
しながら説明を行った。 

・地域活動協議
会構成団体の
メンバーに更
に理解促進を
図ることが必
要。 

・各団体に対して、活動が形
骸化することのないよう、
活動目的を改めて確認する
きっかけとなる機会を年１
回以上つくる。（通年） 

・「地域カルテ」のワーク
ショップなどを活用しなが
ら、活動目的を改めて確認
する。（通年） 

此花区 

・地域活動協議会運営
委員会などで活動
目的を確認できる
よう支援する。 

・各地域活動協議会（９地
域）の運営委員会におい
て、リーフレットを配付
し活動目的について繰
り返し説明を行った。 

― ・地域活動協議会などで活動
目的を確認できるよう支援
する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

中央区 

・区地域担当職員や中
間支援組織（まちづ
くりセンター）を通
じ、活動目的を改め
て確認していただ
く機会を提供する
など、活動が形骸化
することのないよ
う支援する。 

・地域活動協議会活性化セ
ミナー（10 月開催）にお
いて活動目的の再確認
のため事業見直しに取
り組んでもらうよう支
援し、元年度の事業実施
につなげた。 

・地域活動協議会活動ヒン
ト集を使用し活動が形
骸化しないよう各地域
に対し支援行った。 

― ・区地域担当職員や中間支援
組織（まちづくりセンター）
を通じ、活動目的を改めて
確認していただく機会を提
供するなど、活動が形骸化
することのないよう支援す
る。（通年） 

 

西区 

・地縁型団体の会議等
において活動目的
を改めて確認する
機会を設ける。（年
度内６回以上） 

・青少年５団体及び体育厚
生協会の総会において
活動目的の確認を行っ
た。（６回実施） 

― ・地縁型団体の会議等におい
て活動目的を改めて確認す
る機会を設ける。（年６回以
上） 

港区 

・まちづくりセンター
と連携し、活動目的
を改めて確認して
いただく機会を提
供するなど、活動が
形骸化することの
ないよう支援する。 

・地域活動協議会の役員等
を対象に地域活動協議
会の活動目的について
説明を行うとともに、地
域課題への取組、つなが
りの拡充、組織運営につ
いて支援を行った。 

― ・まちづくりセンターと連携
し、活動目的を改めて確認
していただく機会を提供す
るなど、活動が形骸化する
ことのないよう支援する。
（通年） 

大正区 

・地域の行事や活動へ
の参加、地域の担い
手へのヒアリング
等を行うことによ
る地域や地域活動
の現状や課題を把
握及び整理を行う。 

・地域担当職員が、各地域
の地域団体の会議に出
席するとともに、地域包
括支援体制の構築に向
けた支援を行うため、説
明会を開催した。 

・地域の行事や活動への参
加、地域の担い手へのヒ
アリング等を行うこと
による地域や地域活動
の現状や課題を把握及
び整理を行った。 

― ・元年度からの地域活動協議
会運営費の補助金化の意義
を説明するとともに、地域
の行事や活動への参加を通
して、補助金化による新た
な問題点の把握と解決を行
う。（通年） 

天王寺区 

・各地域活動協議会の
事業計画・予算（２
月）及び事業報告・
決算報告・決算（６
月）を承認する運営
委員会や役員会の
場に出向き、確認と
説明を行う。 

・５、６月実施の運営委員
会や役員会のほか地域
へ出向いた際に確認や
説明を行った。 

・すでに十分理
解はされてい
るが、引き続
き、機会をと
らえて説明を
行い、理解の
再確認を行う
必要がある。 

・各地域活動協議会の事業計
画・予算（２月）及び事業報
告・決算（６月）を承認する
運営委員会や役員会の場に
出向き確認と事業目的の例
示と併せてわかり易く説明
を行う。（通年） 

浪速区 

・予算検討や中間決
算、分野別・事業別
会議等の機会をと
らえ、地域課題や活
動内容、企画への助
言等をし活動目的
の説明をする。 

・中間や期末の決算期に拠
らない事業完了毎の活
動報告や精算及び書類
提出を求めた。また、各
地域活動協議会の定例
会議へも参画し、これら
の機会を捉えて、活動の
目的の再確認行うとと
もに認識の共有を図っ
た。 

・役員・担い手
の交代は常に
行 わ れ る た
め、地域活動
協議会全体へ
の継続的な趣
旨の浸透を図
る 必 要 が あ
る。 

・各地域活動協議会の会議の
場に、地域担当、まちづく
りセンターが参画し、地域
課題や活動内容、企画への
助言等をし目的の再確認を
共に行う。（通年） 

西淀川区 

・各団体の活動が形骸
化することのない
よう活動目的を改
めて確認するきっ
かけとなる機会を
作る：１回  

・地域活動協議会について
は毎月開催している会
長会や補助金に係る説
明会において、活動目的
を改めて確認した。 

・他団体については定例会

― ・各団体の活動が形骸化する
ことのないよう活動目的を
改めて確認するきっかけと
なる機会を作る：１回  

58 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
や総会等において、活動
目的を改めて確認した。 

淀川区 

・意見交換の場で、活
動目的を改めて確
認する機会を設け
る。 

・６月～７月実施の地活協
ブロック別意見交換会
でわかりやすく工夫し
た資料により説明した。 

・役員だけでな
く実務者レベ
ルの方々にも
活動目的の理
解促進を図る
必要がある。 

・各種地域会議の場での説明
や実務者レベルの方を意識
したわかりやすい説明資料
作成を行い、様々な機会を
活用して、活動目的の理解
促進を図る。（通年） 

東淀川区 

・地域ごとに実施する
地域別保健福祉計
画作成の取組のな
かで、各団体の活動
目的について確認
していく。 

・区内 17 地域のうち、３
地域において地域別保
健福祉計画作成の取組
のなかで、福祉や防災な
どの地域課題解決に向
けた意見交換等におい
て、つながりづくりの重
要性を再認識した。 

・地域別保健福
祉計画作成の
取組について
は、参加者や
関係機関が固
定化・減少し
ており、取組
が進んでいな
い地域が多く
存 在 し て い
る。 

・地域別の保健福祉計画策定
の中で、各活動の目的など
について、再確認していく。
（通年） 

・参加者や関係機関が固定
化・減少しないよう、地域
活動協議会の総会等を活用
して、取組の周知を行い、
参加者増につなげていく。
（通年） 

東成区 

・各団体に対して、活
動が形骸化するこ
とのないよう活動
目的を改めて確認
するきっかけとな
る機会を作る。 

・地域カルテ交流会を開催
し、地域活動協議会の活
動の目的を再確認する
場の機会をつくった。 

・地域カルテは
作成するだけ
でなく、充実
させていく必
要がある。 

・交流会等を通じて活動が形
骸化することのないよう、
地域カルテを活用した取組
を提案するなど、活動目的
を確認する機会をつくる。
（下半期） 

生野区 

・活動内容をまとめた
チラシを作成し、青
少年指導員、青少年
福祉委員への委嘱
伝達式において配
付する。 

・青少年指導員委嘱伝達式
において指導員の手引
きを配付した。 

・青少年福祉委員連絡協議
会定例会において、活動
内容に関するチラシを
配付するともに、新たに
委嘱する青少年福祉委
員にも配付した。 

― ・新たに委嘱する青少年指導
員、青少年福祉委員に活動
内容に関するチラシを配付
する。（随時） 

旭区 

・「地域カルテ」ワーク
ショップを実施し、
活動目的を改めて
確認する機会とす
る。 

・「地域カルテ」ワーク
ショップを継続的に実
施し、理解促進を図っ
た。 

・地域活動協議
会のメンバー
に更に理解促
進を図ること
が必要。 

・「地域カルテ」ワークショッ
プを継続的に実施し、活動
目的を改めて確認する機会
とする。（通年） 

城東区 

・各団体の会合等で活
動目的等を確認す
るなどの支援を行
う。 

・会計情報交換会・補助金
説明会、研修会等におい
て、活動のあり方や目的
を確認した。 

・各地域と区長との意見交
換会を開催して活動目
的等を再確認した。 

・地域内での役
員交代時の知
識継承 

 

・まちづくりセンターによる
事業計画書・報告書作成支
援に際して、活動目的の確
認に加えて事業効果及び検
証内容について確認する。
（通年） 

・予算・決算運営委員会(総会）
の場で、活動目的を再確認
する。（上期・下期） 

・各団体の会合等で活動目的
等を確認するなどの支援を
行う。（通年） 

鶴見区 

・地域活動協議会運営
委員会や部会の場
などを活用し、新役
員を中心に活動目
的を改めて確認す

・運営委員が大幅に変更さ
れた地域を中心に、運営
委員会で地域活動のガ
イドブック「鶴本」を活
用して、地域活動協議会
のめざすべき姿や活動

・各地域役員へ
の理解は進ん
でいるが、地
域によって理
解度に差があ

・運営委員会や部会の場など
を活用し、活動目的を改め
て確認する機会を作る。（通
年） 

・理解度をより高めるため地
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
る機会を作る。 内容等を説明した。 

・各種会議で地域活動協議
会の活動目的について
説明を行った。 

・補助金申請にかかる担当
者会議を活用し活動目
的を改めて説明した。
（12 月） 

る。 域に対して、まちづくりセ
ンターを活用し、広く役員
に理解が深まるよう支援し
ていく。（通年） 

阿倍野区 

・各団体の活動や活動
目的を情報発信す
るなど支援を行う。 

・まちづくりセンターホー
ムページで、各団体の紹
介コーナーを設置し情
報発信を行った。 

・地域活動協議
会のメンバー
に更に理解促
進を図る必要
がある。 

・30 年度に作成した「地域カ
ルテ」を使って各地域で
ワークショップを実施し、
活動目的を改めて確認する
機会とする。（通年） 

住之江区 

・地活協会長会、地活
協運営委員会など
で、長年継続してい
る活動を見直すこ
との必要性を説明
し、中間支援組織を
活用し取組を進め
る。 

・補助金実績の定期確認を
通して、活動内容の確認
を実施した。また、説明
会に向けてマニュアル
等を見直すなど、準備を
行った。 

・補助金の趣旨
や活動の目的
の理解は浸透
しており、地
域の特性や課
題解決のため
の取組も多く
行われている
が 、 地 域 に
よって温度差
がある。 

・地活協会長会、地活協運営
委員会などで、長年継続し
ている活動を見直すことの
必要性を地域実情に沿って
説明し、中間支援組織を活
用し取組を進める。（通年） 

住吉区 

・活動団体と区長の意
見交換会の実施（年
３回）により、活動
の目的の再確認な
ど活動の充実に向
けた支援を行う。 

・活動団体（３団体）を選
定し、意見交換会を実施
した。 

・スポーツ推進委員 
・人権啓発推進員 
・はぐくみネットコーディ

ネーター（日程調整困難
により元年度へ延期と
なった） 

・活動目的を達
成するために
必要な取組や
課題の把握の
早い時期での
実施 

・取組や課題を把握するた
め、団体と区長の意見交換
会を実施する。（年３回）（上
期） 

・把握した課題について、そ
の解決に向けた支援を行
う。（通年） 

東住吉区 

・地域連絡会議や各地
域における会議の
場などあらゆる機
会を捉え、理解促進
等を図る 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで
理解促進を行った。また
新会長を集めての説明
会を行った。 

― ・地域連絡会議や各地域にお
ける会議の場などの機会を
捉え理解促進を図る説明を
行う。(通年） 

平野区 

・各団体の会議におい
て、意義説明を代表
者に促す。 

・地域活動協議会の運営委
員会において、意義説明
を行った。 

・元年度補助金申請時期に
あわせて、制度、趣旨の
説明会を行った。 

・活動目的の認
識が十分でな
いことから、
各団体の構成
員向けに説明
等を行う必要
がある。 

・各団体向けに意義説明のチ
ラシを作成し配布依頼を行
う。（通年） 

西成区 

・中間支援組織を活用
し、各地域活動協議
会の運営委員会等
において活動の趣
旨・目的を確認し、
統一した認識を共
有することが出来
るよう支援を行う。 

・中間支援組織を活用し、
各地域活動協議会の運
営委員会等の開催支援
を行うとともに、運営委
員会の議案等により活
動の目的の再確認を
行った。 

・活動の目的の再確認につ
いて、理解が薄い地域に
ついては、区が個別に確
認するなど支援を行っ
た。 

・地域活動協議
会 に 対 し て
行った補助金
説明会への参
加者が役員等
であるため、
構成団体の事
業担当者にま
で理解が浸透
していない地
域が見受けら
れる。 

・中間支援組織を活用し、各
地域活動協議会の運営委員
会等において活動の趣旨・
目的を確認し、統一した認
識を共有することが出来る
よう支援を行う。（通年） 

・地域間格差の解消に向け
て、統一した認識を共有の
基準（どの担当者まで等）
を示す取組を進める。（通
年） 

 

60 
 

柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組⑧「市民活動総合ポータルサイトの充実」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動連絡会議や地
域での会合において、
市民活動総合ポータル
サイトの周知を行い、
サイトへの登録を促
す。 

・地域活動連絡会議や地域
での会合において、市民
活動総合ポータルサイ
トの周知を行い、サイト
への登録を促した。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が地域の実情
を的確に理解
した上で、幅
広い支援がで
きるようスキ
ルアップを図
る 必 要 が あ
る。 

・地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）への
支援体制見直しにより、
他都市事例収集や研修
等を行い、職員のスキル
アップを図りながら、地
域支援にあたる。（通年） 

・上記取組と合わせて、地
域活動連絡会議や地域
との会合において、市民
活動総合ポータルサイ
トの周知を行い、サイト
への登録を促す。（通年） 

都島区 

・市民活動支援情報窓口
において、区内の各団
体に「市民活動総合
ポータルサイト」の活
用を促す。 

・市民活動総合ポータルサ
イトについてのリーフ
レットの配架により周
知した。 

・地域活動団体の役員等に
対し市民活動総合ポー
タルサイトの制度説明
を行った。 

・活動団体からの相談に応
じた市民活動総合ポー
タルサイトの利用案内
を行った。 

― ・市民活動支援情報窓口に
おいて、区内の各団体に
「市民活動総合ポータ
ルサイト」の活用を促
す。（通年） 

福島区 

・身近な地域課題に取り
組む団体などの運営に
関する情報を一元的に
発信する「市民活動総
合ポータルサイト」に、
各団体の登録及び積極
的な活用を年１回以上
促す。 

・５月～６月及び 11 月～
12 月に各地域活動協議
会で補助金説明会を開
催し、資料を確認しなが
らサイトの紹介も行っ
た。 

 

・説明はしてい
るが、地域の
関心が薄い。 

・地域での必要
性を感じても
らえない。 

・「市民活動総合ポータル
サイト」に、各団体の登
録を促すだけでは関心
を持ってもらえないた
め、登録することでのメ
リットや意義を地域活
動協議会の補助金説明
会の場などを活用し説
明する。（通年） 

・ＮＰＯ法人やボランティ
ア団体などの様々なノ
ウハウや情報を持つま
ちづくりセンターを通
じ、地域状況に合わせた
市民活動総合ポータル
サイトの活用を地域へ
促していく。（通年） 

此花区 

・地域活動協議会運営委
員会などで「市民活動
ポータルサイト」を周
知する。 

・各地域活動協議会（９地
域）の運営委員会におい
て、チラシ配付による周
知活動を行った。 

― ・地域活動協議会運営委員
会など機会をとらえて
「市民活動総合ポータ
ルサイト」を周知する。
（通年） 

中央区 

・様々な機会を捉え、市民
活動総合ポータルサイ
トの有益性について説
明するとともに各団体
の登録及びその積極的
な活用を促す。 

・地域活動協議会会長会
（９月開催）や地域活動
協議会活性化セミナー
（10月開催）などの機会
を捉え「市民活動ポータ
ルサイト」の有益性につ
いて説明を行った。 

・中央区内地域活動協議会

・市民活動総合
ポータルサイ
ト登録の有効
性についての
理解が促進す
るよう説明を
行う必要があ
る。 

・様々な機会を捉え、市民
活動総合ポータルサイ
トの有益性について説
明するとともに、市民活
動総合ポータルサイト
に登録済の地域活動協
議会に対して内容の拡
充支援を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
に対しサイトへの登録
支援を行い、登録に結び
ついた。（２地域） 

西区 

・地縁型団体の会議や、ま
ちづくりセンターの支
援時において、ポータ
ルサイトの紹介、活用
について説明する。 

・青少年指導員理事会等に
おいてポータルサイト
の紹介・説明を行った。 

― ・地縁型団体の会議やまち
づくりセンターの支援
時において、ポータルサ
イトの紹介・活用につい
て説明する。（通年） 

港区 

・地縁系団体等へポータ
ルサイトへの登録を働
きかける。 

・合同地域会長会でポータ
ルサイトへの登録を働
きかけた。 

・ポータルサイトについ
て、区ＨＰ、Twitter、
Facebook 、広報みなと
で周知した。 

・テーマ型団体へポータル
サイトへの登録を働き
かけた。 

― ・地縁系団体等へポータル
サイトへの登録を働き
かける。（通年） 

大正区 

・市民活動総合ポータル
サイトへの登録につい
ては、有効性について
各地域活動協議会の運
営委員会において周知
を行う。 

・市民活動総合ポータルサ
イトについて、地域活動
協議会（地域まちづくり
実行委員会）の会議の場
などで説明を行った。 

― ・まちづくりセンターを通
じて、各団体へ市民活動
ポータルサイトの積極
的・効果的な利用を促
す。（通年） 

天王寺区 

・まちづくりセンターの
活用や意見交換の場な
どで運用面の負担感が
比較的少ない状況を説
明し「市民活動総合
ポータルサイト」を紹
介していく。 

・市民活動団体支援相談窓
口やまちづくりセン
ターを通じて「市民活動
総合ポータルサイト」を
各地域に紹介し５地域
が「同サイト」に登録し
た。 

・９地域中４地
域はまだ登録
しておらず、
「市民活動総
合ポータルサ
イ ト 」 の メ
リットを伝え
ていく必要が
ある。 

・未登録４地域のうち、
ネット環境を活用する
予定の２地域での登録
をまちづくりセンター
を活用して働きかける。
（通年） 

浪速区 

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、市民活動ポータル
サイトに掲載し、つな
がりの端緒、機会を広
げる。 

・新たに市民活動ポータル
サイトへの登録、掲載を
行った。（５件） 

・市民活動ポータルサイト
を活用し掲載したボラ
ンティア募集により、地
域主催の学習支援事業
の充実が図られた。 

・制度の更なる
周知及びサイ
トの充実が必
要である。 

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、区広報紙・ホーム
ペ ー ジ ・ Ｓ Ｎ Ｓ
（Twitter・Facebook）や
市民活動総合ポータル
サイトといったＩＣＴ
ツール等様々な広報媒
体を用いて、広く周知
し、つながりの端緒、機
会を広げる。（通年） 

西淀川区 
・「市民活動総合ポータル

サイト」への登録及び
積極的な活用を促し、
１件以上登録する。 

・「市民活動総合ポータル
サイト」への登録及び積
極的な活用を促し、１件
登録した。 

― ・「市民活動総合ポータル
サイト」への登録及び積
極的な活用を促し、１件
以上登録する。（通年） 

淀川区 

・市民活動総合ポータル
サイトの利用呼びかけ
や団体登録の周知をす
る。 

・５月の地活協会長との意
見交換会および６月～
７月の地活協ブロック
別意見交換会で周知し
た。 

・12 月に相談窓口を案内
するＨＰを作成し、周知
を図った。 

・役員だけでな
く実務者レベ
ルの方々にも
市民活動総合
ポータルサイ
トの活用促進
を図る必要が
ある。 

・様々な機会を活用して、
活用促進を図る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東淀川区 

・市民活動総合ポータル
サイトへの各団体の登
録を増やすよう、地域
活動協議会連絡会議等
で働きかける。 

・区内の地域活動協議会の
取組について、「イケて
る市民活動★ミニレ
ポート」への掲載の承諾
を３地域より得た。 

・地域活動協議会連絡会議
にて当サイトの周知及
び個別相談について説
明を行った。 

・当区の事業やイベントに
ついて、当サイトを活用
した。 

・市民活動総合
ポータルサイ
トに地域活動
協議会が登録
することのメ
リットが打ち
出されていな
いため、理解
してもらうこ
とが難しい。 

・地域活動協議会連絡会議
にて当サイトの周知及
び個別相談について説
明を行う。（通年） 

・当区の事業やイベントに
ついて、当サイトを活用
する。（通年） 

東成区 

・広報紙での地域活動協
議会の取組特集号発行
時に、ポータルサイト
の活用方法について掲
載し、登録件数の増加
につなげる。 

・７月及び 12 月の地域活
動協議会の説明会の場
で市民活動総合ポータ
ルサイトの活用を促し
た。 

・広報紙 10 月号にポータ
ルサイトの活用記事を
記載した。 

・説明会の場で
活用を促した
が、登録件数
の増加につな
がらない。 

・説明会や交流会の場で市
民活動ポータルサイト
の具体的な活用事例等
を紹介し、登録件数の増
加につなげる。（通年） 

生野区 

・青少年指導員連絡協議
会などの活動団体の理
事会において、市民活
動総合ポータルサイト
を紹介し、各団体に登
録、活用を促す。   

・各団体の定例会におい
て、市民活動総合ポータ
ルサイトに関するチラ
シを配付し、登録活用を
促した。 

― ・各団体の定例会におい
て、市民活動総合ポータ
ルサイトに関するチラ
シを配付し、登録活用を
促す。（通年） 

旭区 

・地域活動協議会連絡会
議等で情報発信を行う
ことで、登録及び積極
的な活用を促す。 

・地活協向けポータルサイ
ト登録の手引きの配布
や地域活動協議会連絡
会議等で継続的に情報
発信を行うことで、登録
及び積極的な活用を促
した。 

・ポータルサイト登録済団
体の事例等を共有しな
がら、地域活動協議会連
絡会議等で継続的に情
報発信を行うことで、登
録及び積極的な活用を
促した。 

・各団体に、登
録することの
メリット及び
意義の理解を
深めることが
必要。 

・地活協向けポータルサイ
ト登録の手引きの配布
や地域活動協議会連絡
会議等で継続的に情報
発信を行うことでメ
リット及び意義の理解
を深め、登録及び積極的
な活用を促す。（通年） 

城東区 

・ポータルサイトの活用
及び登録について周知
を行う。 

・地域活動協議会の連絡会
議において、ポータルサ
イトの周知を行った。 

・活動視察時、ポータルサ
イトへの活動掲載を推
奨した。 

・当該サイトの
各地域活動協
議会における
認知度および
必要性認識の
差異 

・ポータルサイトの活用及
び登録について周知を
行うとともに、「地域活
動協議会情報交換会」の
場を活用し、パソコン画
面で説明を行い、必要性
を周知する。（通年） 

鶴見区 

・鶴見区地域活動協議会
連絡会や地域活動協議
会の会議の場におい
て、市民活動総合ポー
タルサイトを紹介する
とともに登録の促進を
行う。 

・各地域活動協議会へ市民
活動総合ポータルサイ
トのイベント情報を
メールで情報提供する
とともにポータルサイ
トを紹介した。（随時） 

・各地域活動協議会で、市
民活動総合ポータルサ
イトの説明を行い、登録
促進を行った。（９月） 

・ＩＣＴを活用
し た 情 報 発
信・収集の取
組や認知度に
地 域 差 が あ
る。 

・鶴見区地域活動協議会連
絡会や地域活動協議会
の会議の場において、市
民活動総合ポータルサ
イトを紹介するととも
に、各地域の広報担当へ
のＩＣＴを活用した情
報発信・収集の周知等を
図り、登録の促進を行
う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

阿倍野区 

・市民活動総合ポータル
サイトを積極的に周知
し、各団体の登録及び
積極的な活動を促進す
る。 

・ホームページや地域団体
の会議を通じて市民活
動総合ポータルサイト
を周知し、各団体の登録
及び積極的な活動の促
進に努めた。 

・市民活動総合
ポータルサイ
トについて、
区民や区内各
種団体へより
一層の認知を
図る必要があ
る。 

・市民活動総合ポータルサ
イトを積極的に周知し、
各団体の登録及び積極
的な活動を促進する。ま
た、各種団体の会議等で
も周知の機会を確保す
る。（通年） 

住之江区 

・地活協会長会、地活協運
営委員会などで、ポー
タルサイトの効果的な
活用方法等を周知し、
積極的な活用を促す。 

・８月 29 日開催の企業・
ＮＰＯ・学校・地域交流
会において周知を行っ
た。 

・地活協会長会においても
周知を行った。 

・市民活動総合
ポータルサイ
トの有効性・
有益性に対す
る理解が深ま
るよう工夫が
必要。 

・地活協会長会、地活協運
営委員会などで、ポータ
ルサイトの効果的な活
用方法等を周知、事例を
共有するなど積極的な
活用を促す。（通年） 

住吉区 

・身近な地域課題に取り
組む団体の情報を一元
的に発信する「市民活
動総合ポータルサイ
ト」を紹介し、登録を促
進する。（新規登録件数
３件） 

・おりおの地活協、長居地
域活動協議会、苅田地域
活動協議会、東粉浜連合
振興町会が新規に登録
（計８地域登録済み） 

・地域でのネッ
ト環境の整備 

・「 市 民 活 動
ポータルサイ
ト」の有効活
用 

・身近な地域課題に取り組
む団体の情報を一元的
に発信する「市民活動総
合ポータルサイト」を紹
介し、引き続き登録を促
進するとともに活用を
促す。（新規登録件数３
件）（通年） 

・ネット環境未整備の地域
については整備を働き
かける。（通年） 

東住吉区 

・地域連絡会議や各地域
における会議の場など
あらゆる機会を捉え、
理解促進等を図る。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで
理解促進を行った。また
新会長を集めての説明
会を行った。 

― ・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などの
機会を捉え理解促進を
図る説明を行う。(通年） 

平野区 

・チラシ等により、運営委
員会等の場で周知す
る。 

・中間支援組織を通じ、各
地域協運営委員会にお
いて周知した。 

・ポータルサイ
トの認知度が
低いため、登
録することに
よるメリット
を含めて周知
をする必要が
ある。 

・チラシ等を活用して掲載
のメリットを明示し、複
数件の登録をする（30年
度実績：１件）。（通年） 

西成区 

・「市民活動総合ポータル
サイト」についての情
報提供を行い、各団体
の登録及び活用への支
援を行う。 

・地域活動協議会の補助金
説明会での全体周知の
ほか、活用に興味を示す
地域への個別支援を通
じて、１地域での「市民
活動総合ポータルサイ
ト」への登録に繋げた。 

・「市民活動総
合ポータルサ
イト」につい
て、活用の段
階に至るまで
には目的・効
果といった理
解の促進を進
める必要があ
る。 

・「市民活動総合ポータル
サイト」についての情報
提供を行い、各団体の登
録及び活用への支援を
行う。（通年） 

・「市民活動総合ポータル
サイト」への登録を行っ
た団体については、活用
にあたっての目的・効果
に特化した説明を行う
などの取組を進める。
（通年） 
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柱 1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

取組の実施状況 

取組⑨「活動への参加促進」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・区のＨＰ、Facebook、
instagram や広報紙
など広報媒体を駆使
して地域活動を紹介
し、広く区民が参加で
きる情報提供を行う。 

・地域と企業・学校など
との交流イベント「異
次元交流ライブ」を開
催し、地域活動の参加
を呼びかける。 

・区のＨＰ、Facebook、
instagram や広報紙な
ど広報媒体を駆使して
地域活動を紹介し、広く
区民が参加できる情報
提供を行った。 

・地域と企業・学校などと
の交流イベントを開催
し、地域活動の参加を呼
びかけた。 

・マンション居
住者同士の交
流 や 、 マ ン
ションと地域
とのつながり
が不足してい
る。 

・区ホームページや広報紙
などのほか、マンション
管理業協会と連携を図り
ながら、マンション居住
者に向けて、広く情報発
信することで地域活動等
への参加を促進する。（通
年） 

・マンション居住者を対象
にした防災講座や、防災
の基本ルールづくりの場
で地域活動の魅力を伝
え、活動への参加参画を
呼び掛ける。（通年） 

都島区 

・まちづくりセンター
と連携し、周知方法の
工夫など、誰もが気軽
に参加できる情報発
信を支援する。 

・まちづくりセンターとの
連携による地域活動情
報の発信 (Facebook10
回) 

― ・周知方法の工夫など、誰も
が気軽に参加できる情報
発信を支援する。（通年） 

福島区 

・各団体の活動が持続
的なものとなるよう、
誰もが気軽に参加（短
時間や短期間だけ活
動に参加）できるため
の仕組みや工夫に関
する情報を年１回以
上提供するなどの支
援を行う。 

・広報紙において、地域活
動協議会の活動紹介記
事を継続掲載した（10回
実施）。 

・区役所にまちづくりセン
ター専用の棚を設けて、
まちづくり情報のチラ
シを随時配架した。 

・誰もが気軽に
参加できるた
めの仕組みや
工夫に関して
具体的な事例
の 検 討 が 必
要。 

・誰もが気軽に
参加できるよ
う、地域活動
協議会の取組
をさらにわか
りやすく周知
する必要があ
る。 

・各団体の活動が持続的な
ものとなるよう、誰もが
気軽に参加（短時間や短
期間だけ活動に参加）で
きるための仕組みや工夫
に関する情報を年１回以
上提供するなどの支援を
行う。（通年） 

・区役所内に地活協用の棚
を設置し、地域活動協議
会のチラシを配架する。
（通年） 

此花区 

・誰もが気軽に参加で
きるための仕組みや
工夫に関する情報を
提供する。 

・広報紙において地域活動
協議会の活動紹介をす
るとともに区役所や区
民ホールに地域活動協
議会の紹介壁新聞を掲
示し情報を提供した。 

― ・誰もが気軽に参加できる
ための仕組みや工夫に関
する情報を提供する。（通
年） 

中央区 

・誰もが気軽に参加で
きるイベントの情報
など、身近な地域にお
いて活動のきっかけ
となる情報を収集・発
信し、地域活動への参
加を呼びかける。 

・若い世代に地域活動
への参加を呼びかけ
るため、ＳＮＳなどの
ＩＣＴを活用した情
報発信に取り組む。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）作成の活動
ヒント集を使い、地域の
実情に応じた新たな取
組例「頑張ってます！！
地域活動協議会（チカツ
キョウ）」を広報紙に掲
載した。（10 回） 

・地域のイベントや活動な
どに関する情報を広報
紙に掲載した。（12 回） 

・Twitter による地域情報
の発信を行った。（1,519
回） 

・民間事業者と連携し、地

・活動の担い手
の固定化と高
齢化の解消に
向けた取組が
必要である。 

 

・誰もが気軽に参加できる
イベントの情報など、身
近な地域において活動の
きっかけとなる情報を収
集・発信し、地域活動への
参加を呼びかける。（通
年） 

・区地域担当職員や中間支
援組織（まちづくりセン
ター）を通じ、誰もが気軽
に参加できるイベントの
実施に向けた支援を行
う。（通年） 

・若い世代に地域活動への
参加を呼びかけるため、
ＳＮＳなどのＩＣＴを活
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
域情報発信に継続して
取り組んだ。 

用した情報発信に取り組
む。（通年） 

西区 

・誰もが気軽に地域活
動に参加できるよう
にする仕組みや工夫
に関する情報提供を
行う。（６回以上） 

・地域の祭り運営ボラン
ティア募集により地域
活動に参加するように
なった事例の紹介をは
じめ、地縁型団体の会議
等で誰もが気軽に参加
できるようにする仕組
みや工夫に関する情報
提供を行った。（６回実
施） 

― ・誰もが気軽に地域活動に
参加できるようにする仕
組みや工夫に関する情報
提供を行う。（年６回以
上） 

港区 

・各団体に対し、短時間
や短期間だけ活動に
参加できるなど、誰も
が気軽に活動に参加
できるための仕組み
や工夫に関する事例
を収集し情報提供を
行う。 

・各団体に対して活動内容
に関する情報収集や意
見交換を行い、広報みな
と（８月号）や区ＨＰで
気軽に参加できる見守
り活動について情報発
信を行った。 

・負担にならず
に参加できる
地域活動に関
して情報を把
握する必要が
ある。 

・誰もが気軽に参加できる
地域活動について、地域
ニーズを把握しながらＳ
ＮＳなどを活用し情報発
信する。（通年） 

大正区 

・各団体へ各種情報提
供を行う。 

・誰もが気軽に参加できる
ための仕組みや工夫に
関する情報を、地域活動
協議会（地域まちづくり
実行委員会）の会議の場
などで説明を行った。 

― ・まちづくりセンターを通
じて、各団体へ各種情報
提供を行う。(通年） 

天王寺区 

・地域からの情報収集、
ニーズ把握を行い、活
動への参加促進につ
ながる広報支援を行
う。 

・７月号広報で、地域活動
協議会主催イベント「聖
和サマーフェスタ」の紹
介頁や地域活動協議会
の特集頁を組み、活動へ
の気軽な参加を呼びか
けた。 

・８月号も連続して複数頁
で気軽な参加を呼びか
けた。 

・地域の意向も
踏まえ、参加
者が気軽に参
加できると感
じる働きかけ
が 必 要 で あ
る。 

・地域からの情報収集、ニー
ズ把握を行い、区広報紙
などを活用し、活動への
参加促進につながる広報
支援を行う。（通年） 

浪速区 

・「分野別部会制度」等
の好事例を他地域で
も展開することによ
り、「負担の分散・軽
減」を図り「担い手の
発掘・育成」につなげ
る。 

・催事（防災訓練等）実
施の告知及び成果・報
告を、区広報紙や区
ホームページ、ＳＮＳ
（Twitter・Faceboo 
k）や市民活動ポータ
ルサイトといったＩ
ＣＴツール等様々な
広報媒体を用いて広
く周知し、つながりの
端緒、機会を広げる。 

・「地域カルテ」を活用し、
「負担の分散・軽減」な
ど好事例の共有を図り、
「担い手」の参加促進を
図った。 

・区広報紙への記事掲載
12 回、まちづくりセン
ターFacebook 投稿記事
526 件、まちづくりセン
ターブログ投稿記事330
件(15,458 アクセス)、各
地域が発信したイベン
ト情報等のブログ数計
518 件 を行い、地域行
事への参画を促した。
（３月末現在） 

・各地域におけ
る担い手（ス
キル）の継承
が 必 要 で あ
る。 

・各地域の情報
発信力を強化
し、安定的か
つ持続可能と
す る た め の
「 人 材 の 育
成、スキルの
向上と継承」
の仕組みづく
りが必要であ
る。 

・地域情報を拡
散 → 地 域 コ
ミュニティ参
画→地域の新
たな担い手候
補へ、とつな
がる導線作り
が 課 題 で あ

・短時間や短期間だけ活動
に参加できるなど、誰も
が気軽に活動に参加でき
るための仕組みや工夫に
関する情報を提供する。
（通年） 

・若い世代から高齢者まで
幅広い世代に向けて地域
活動情報を発信する。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
る。 

西淀川区 

・短時間や短期間だけ
活動に参加できるな
ど、誰もが気軽に活動
に参加できるための
仕組みや工夫に関す
る情報を提供する：１
回 

・短時間や短期間だけ活動
に参加できるなど、誰も
が気軽に活動に参加で
きる地域清掃活動の情
報を提供した： ５回 

― ・短時間や短期間だけ活動
に参加できるなど、誰も
が気軽に活動に参加でき
るための仕組みや工夫に
関する情報を提供する：
１回 

淀川区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター等）と連
携し、先行事例の情報
提供等の活動支援を
行う。 

・区役所１階に「地域情
報コーナー」という専
用の配架棚を設け地
域行事等のチラシを
随時配布する。 

 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ、
地域の掲示板等、あらゆ
る広報媒体を活用した
情報発信により、身近な
地域や関心のあるテー
マへの市民活動への参
加を呼びかけた。 

・区役所１階に「地域情報
コーナー」という専用の
配架棚を設け地域行事
等のチラシを随時配布
した。 

・12 月～３月に広報誌に
て「地活協ってなぁー
に？」の特集を組み、地
域活動の情報発信を
行った。 

・３月に区役所ギャラリー
コーナーにて「地域広報
見本市」を開催し、地域
活動の情報発信を行っ
た。 

・中間支援組織が発行する
「まちセン通信」にて地
域情報を発信した。（６
月・10 月・１月発行） 

・特に若い世代
に向けた発信
の取組が必要
である。 

・わかりやすい表現やイラ
ストの活用等、内容を工
夫し、若い世代から高齢
者まで幅広い世代に向け
て地域活動情報を発信す
る。（通年） 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ,地
域の掲示板等、あらゆる
広報媒体を活用した情報
発信により、身近な地域
や関心のあるテーマへの
市民活動への参加を呼び
かける。（通年） 

・区役所１階に「地域情報
コーナー」という専用の
配架棚を設け地域行事等
のチラシを随時配布す
る。（通年） 

 

東淀川区 

・各団体に対し、短時間
や短期間だけ活動に
参加できるなど、誰も
が気軽に活動に参加
できるための仕組み
や工夫に関する事例
を収集し情報提供す
る。 

・地域活動協議会連絡会議
において、地域保健福祉
計画策定に取り組んだ
地域の事例発表として、
これまで地域活動に関
わりの薄かった方との
繋がりが生まれ、できる
範囲で活動に関わって
くれたことを他地域と
共有した。 

・地域活動協議
会連絡会議に
て取組を周知
するも、理解
してもらうこ
とが難しい。 

・各団体から聞き取りなど
を行い、先行的な取組事
例の情報収集及び提供を
行い、活動参加につなげ
ていく。（通年） 

東成区 

・各団体に対し、短時間
や短期間だけ活動に
参加できるなど、誰も
が気軽に活動に参加
できるための仕組み
や工夫に関する情報
を提供する。（広報紙
での特集号の発行：８
月） 

・参加しやすい活動の紹介
を広報紙で特集し掲載
した。 

・Twitter 等の広報媒体を
活用して気軽に参加で
きる情報発信を行った。 

・参加する人の
固定化などが
み ら れ る た
め、新たな参
加 者 へ の ア
ピールが必要
である。 

・新たな参加者の発掘につ
なぐため、ＳＮＳなど多
様な広報媒体を活用し、
誰もが気軽に活動に参加
できるための情報提供を
行う。（通年） 

 

生野区 

・中間支援組織と連携
して市民活動総合
ポータルサイトへの
団体登録にかかる支
援等を行う 

・中間支援組織と連携し、
市民活動総合ポータル
サイトへの団体登録に
かかる支援を実施した。
（３団体） 

― ・市民活動総合ポータルサ
イトを区ホームページな
どで紹介し、広く周知す
る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・市民活動総合ポータ

ルサイトを区ホーム
ページなどで紹介し、
広く周知する。 

・市民活動総合ポータルサ
イトを地域活動協議会
の事務局担当者が集ま
る会議の場において紹
介した。 

・市民活動総合ポータルサ
イトを区ホームページ
で周知した。 

旭区 

・活動への参加を呼び
かけるため、ＳＮＳな
どを活用した情報発
信を進めると共に、各
地域の先行的な取組
事例及び他区の取組
事例を共有する場を
提供する。 

・地域活動協議会連絡会議
等で説明を継続的に行
うことで、ＳＮＳなどを
活用した情報発信を進
める支援を行った。 

・他区の取組事例を共有す
る場を提供した。（１月） 

・ＳＮＳ等を利用して、担
い手の拡大に 向けた
広報などの働きかけを
行うよう支援した。  

・活動のきっか
けになる情報
など、市民活
動への参加を
呼び掛ける場
の提供及び具
体的な発信が
必要。 

・活動への参加を呼びかけ
るため、ＳＮＳなどを活
用した情報発信を進める
と共に、各地域の先行的
な取組事例及び他区の取
組事例を共有する場を提
供する。（通年） 

・ＳＮＳ等を利用して、担い
手の拡大に向けた広報な
どの働きかけを支援する
中で、ボランティアの呼
びかけを行う。（通年） 

城東区 

・地域が必要としてい
る担い手と、ボラン
ティアとして地域で
活動したといった情
報の交換を行う。 

・子どもの居場所事業への
連携を検討されている
高校生ボランティアと
の意見交換を行った。 

・区広報紙で各地域の「地
域夏祭・盆踊り」「成人つ
どい」「子育てサロン」な
どの活動紹介記事を掲
載した。 

・メンバーの高
齢化と担い手
不足 

・まちづくりセンターと「区
ボランティア・市民活動
センター」とが連携し、活
動の意向を持ったボラン
ティアの掘り起しを行
う。（通年） 

鶴見区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）とも連
携し、地域活動に気軽
に参加できる取組事
例について発表する
機会を設け、各地域で
の活動の参考にして
もらうとともに情報
交換する場の提供を
行う。 

・「ツルラボ」、「つるばた会
議」を開催し、各地域の
担い手のほか、参加対象
を限定せず広く参加を
募って、地域活動に関心
のある住民との交流も
図った。また取組につい
て意見交換した。（ツル
ラボ：５月、６月、８月、
９月、10 月、11 月、つ
るばた会議：３月） 

・事業により多
くの方が参加
するように取
り組む必要が
ある。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）とも連携し、地
域活動に気軽に参加でき
る取組事例について発表
する機会を設け、各地域
での活動の参考にしても
らうとともに情報交換す
る場の提供を行う。（通
年） 

・中間支援組織（まちづくり
センター）と連携し、区広
報紙やＳＮＳを活用し、
ツルラボ等イベントへの
参加を呼びかけていく。
（通年） 

阿倍野区 

・各団体の活動に誰も
が気軽に参加できる
よう、周知方法の工夫
など情報提供を行い
支援する。 

・区役所ツイッターや、ま
ちセン Facebook 等で事
業について情報発信を
行った。 

・各団体の活動への参加を
促進するため、ホーム
ページや広報紙、イベン
トの開催等により周知
した。 

・各団体の活動
への参加促進
につながるよ
う、さらに支
援を進めてい
く 必 要 が あ
る。 

・まちづくりセンターと連
携し、地域からの情報収
集、ニーズ把握を行い、周
知方法の工夫など、誰も
が気軽に参加できる情報
発信を支援する。（通年） 

住之江区 

・地活協会長会、地活協
運営委員会などで、効
果的なボランティア
募集方法の事例紹介
や募集する際の注意
点を周知する。 

・運営委員会等で、ボラン
ティア募集に関する方
法などの紹介を行った。 

・希望のあった地域に、区
内にある有償ボラン
ティア団体の紹介を

・短時間や短期
間だけの活動
など、気軽に
参加できる仕
組みづくりや
工夫点につい
て情報発信が

・地活協会長会、地活協運営
委員会などで、効果的な
ボランティア募集方法の
事例紹介や募集する際の
注意点を周知する。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
行った。 必要。 ・区広報紙や区ホームペー

ジ、区 Facebook で、誰も
が気軽に参加できる場の
情報発信を行うことで、
市民活動への参加を呼び
かける。（通年） 

住吉区 

・子育てサロンや食事
サービス、ふれあい喫
茶などの参加者が増
えた事例を地域活動
協議会会長会で共有
する。（年３回） 

・活動の参加を呼びか
ける区ホームページ
を作成する。 

・地域活動協議会会長会で
「いきいき百歳体操」
「地活協通信」「マン
ション防災」の取組事例
を紹介 

・区ホームページにイベン
ト情報のページを作成 

・参加したいと
思うような事
業の実施。 

・地域活動に関
する楽しさや
意義について
広く区民に周
知すること。 

・子育てサロンや食事サー
ビス、ふれあい喫茶など
の参加者が増えた事例、
参加したいと思うような
事業の取組事例を地域活
動協議会会長会で共有す
る。（年３回）（通年） 

東住吉区 

・地域連絡会議や各地
域における会議の場
などあらゆる機会を
捉え、理解促進等を図
る。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで
理解促進を行った。また
新会長を集めての説明
会を行った。 

― ・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などの機
会を捉え理解促進を図る
説明を行う。(通年） 

平野区 

・新たな参加を促す呼
びかけの具体的な方
法を検討する。 

・具体的な呼びかけ手法と
して、中間支援組織の
ポータルサイトで各支
援員が活動紹介を行っ
た。 

・紹介はしたも
のの、活動へ
の参加にはつ
ながっておら
ず、地域へ提
案する具体的
手法の検討が
必要である。 

・地域に対し、中間支援組織
（まちづくりセンター）
を活用し活動時間の短
縮・役割細分化などの参
加しやすくなる案の検討
を促す。（通年） 

西成区 

・中間支援組織を活用
し、地域活動に関する
相談会を実施する等
各団体への情報提供
を行える機会を設け
支援を行う。 

・地域活動協議会運営委員
会等により、活動が持続
的なものとなるように
事業の進め方などの確
認を行った。 

・誰もが参加しやすい仕組
みの創出について、中間
支援組織を活用した事
例の情報提供が行える
よう、取組を進めた。 

 

・活動の情報共
有等を進めて
いるが、具体
的な参加への
呼びかけ方法
などの提案・
実現には至っ
ていない。 

・中間支援組織を活用し、地
域活動に関する相談会を
実施する等各団体への情
報提供を行える機会を設
けるなど、継続した支援
を行う。（通年） 

・中間支援組織を通じて、活
動への参加促進に向けた
具体的な呼びかけ方法を
地域の実状に即して提案
していく。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-イ 地域を限定しない活動の活性化（テーマ型団体） 

目標の達成状況 

目標指標「各区の市民活動支援情報提供窓口への問合せ件数」 

29 年度目標 

各区における窓口の設置 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
４件 
５件 ３件 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
６件 
７件 ６件 達成 

変更なし 
(理由) 
予定通りに取組が進捗しているため。 

福島区 
３件 
４件 ５件 達成 

６件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

此花区 
１件 
２件 １件 達成 

変更なし 
(理由) 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
３件 
４件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西区 
７件 
８件 ７件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

港区 
13 件 
15 件 13 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

大正区 
１件 
２件 ５件 達成 

６件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

天王寺区 
８件 
９件 ８件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

浪速区 
２件 
３件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西淀川区 
１件 
２件 ５件 達成 

６件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

淀川区 
７件 
８件 10 件 達成 

11 件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

東淀川区 
24 件 
27 件 10 件 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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29 年度目標 

各区における窓口の設置 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東成区 
10 件 
11 件 47 件 達成 

52 件 
(理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

生野区 
３件 
４件 ４件 達成 

５件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標以上となったため、30
年度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

旭区 
３件 
５件 ０件 未達成 

変更なし 
(理由） 
30 年度目標には達成していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

城東区 
６件 
７件 ８件 達成 

９件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

鶴見区 
８件 
９件 15 件 達成 

17 件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

阿倍野区 
３件 
４件 ４件 達成 

５件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標以上となったため、30
年度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

住之江区 
３件 
４件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗してしるため。 

住吉区 
３件 
４件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
１件 
２件 ２件 達成 

３件 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標以上となったため、30
年度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

平野区 
１件 
２件 ２件 達成 

３件 
（理由） 
30 年度実績が、元年度目標以上となったため、30
年度実績を基に元年度目標を上方修正する。 

西成区 
３件 
４件 ２件 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

 

  



71 
 

柱 1-Ⅱ-イ 地域を限定しない活動の活性化（テーマ型団体） 

取組の実施状況 

取組①「各区におけるテーマ型団体への支援窓口の設置」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・窓口設置にかかるＨＰ、
ＳＮＳ等による継続し
た周知活動。 

・窓口設置にかかるＨＰ、
ＳＮＳ等による継続し
た周知活動を行った。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が地域の実情
を的確に理解
した上で、幅
広い支援がで
きるようスキ
ルアップを図
る 必 要 が あ
る。 

・地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）への
支援体制見直しにより、
他都市事例収集や研修
等を行い、職員のスキル
アップを図りながら、地
域支援にあたる。（通年） 

・上記取組と合わせて、区
広報紙や、ＨＰ、ＳＮＳ
を活用した支援窓口を
周知する。（通年） 

都島区 

・「市民活動総合ポータル
サイト」を活用した講
座や助成金など支援メ
ニュー情報を提供す
る。 

・市民活動総合ポータルサ
イトについてのリーフ
レットの配架による情
報提供を行った。 

・活動団体からの相談に応
じた市民活動総合ポー
タルサイトの利用案内
を行った。 

― ・「市民活動総合ポータル
サイト」を活用した講座
や助成金など支援メ
ニュー情報を提供する。
（通年） 

福島区 

・活動圏域を限定せず、地
域社会の課題に取り組
むテーマ型団体に対し
ては、「市民活動総合
ポータルサイト」の活
用など支援メニューの
情報を年１回以上提供
することで、活動の活
性化の支援を行う。 

・ＮＰＯ法人・団体等から
事業連携の相談があり、
事業にかかる情報提供
や事業者の紹介などの
支援を行った（５件）。 

・テーマ型団体
とのつながり
づくりが必要 

 

・ＮＰＯ法人やボランティ
ア団体などとの交流や
情報を持つまちづくり
センターと連携し、市民
総合相談窓口を拡充す
る。（通年） 

・ホームページやＳＮＳな
ど多様な広報ツールを
活用し窓口の周知を行
う。(通年） 

此花区 
・窓口設置についてのＰ

Ｒを行う。 
・区ホームページで窓口設
置のＰＲをおこなった。 

・実施状況：相談件数１件 

・窓口設置の周
知が必要。 

・支援窓口の認知度向上を
図るため、区ホームペー
ジで窓口設置のＰＲを
繰り返し行う。（通年） 

中央区 

・多様な活動主体間の交
流の場への参画などに
より、テーマ型団体と
のつながりをつくると
ともに、「市民活動総合
ポータルサイト」の活
用などにより、テーマ
型団体も対象とした支
援情報の提供に取り組
む。 

・テーマ型団体とのつなが
りをつくるため「市民活
動ポータルサイト」の活
用に取り組んだ。 

・地域活動協議会会長会
（９月開催）や地域活動
協議会活性化セミナー
（10月開催）などの機会
を捉え「市民活動ポータ
ルサイト」の有益性につ
いて説明を行った。 

・中央区役所市民協働課、
中央区中間支援組織（ま
ちづくりセンター）が
「市民活動総合ポータ
ルサイト」に登録した。 

・中央区内地域活動協議会
に対しサイトへの登録
支援を行い、登録に結び
ついた。（２地域） 

― ・多様な活動主体間の交流
の場への参画などによ
り、テーマ型団体とのつ
ながりをつくるととも
に、「市民活動総合ポー
タルサイト」の活用など
により、テーマ型団体も
対象とした支援情報の
提供に取り組む。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西区 

・相談内容に応じ、市民活
動団体の情報や市民活
動 に 役 立 つ 支 援 メ
ニュー等の情報を提供
する「大阪市市民活動
総合ポータルサイト」
を案内するなど、活動
の活性化の支援を行う
ための窓口を継続して
設置し、認知度を高め
るため周知を行う。（通
年） 

・ホームページを活用し
テーマ型団体に向けて、
区の支援窓口の周知を
図った。 

・相談内容に応じた支援メ
ニューに関する情報提
供を行うとともに、「大
阪市市民活動総合ポー
タルサイト」を案内し
た。 

― ・相談内容に応じ、市民活
動団体の情報や市民活
動 に 役 立 つ 支 援 メ
ニュー等の情報を提供
する「大阪市市民活動総
合ポータルサイト」を案
内するなど、活動の活性
化の支援を行うための
窓口を継続して設置し、
認知度を高めるため引
き続き周知を行う。（通
年） 

港区 

・市民活動支援情報提供
窓口について、ＳＮＳ
などのＩＣＴを活用
し、区ＨＰ、Facebook 
などにより周知する 

・市民活動支援情報提供窓
口について、区ＨＰ、
Twitter、Facebook 、広
報みなとにより周知し
た。 

― ・市民活動支援情報提供窓
口について、ＳＮＳなど
のＩＣＴを活用し、区Ｈ
Ｐ、Facebook などによ
り周知する。（通年） 

大正区 

・支援窓口の活用を推進
する。 

・テーマ型団体の支援につ
いて、市民活動総合ポー
タルサイトなどを活用
し、支援情報の提供を
行った。 

― ・まちづくりセンターなど
を通じて、支援窓口の活
用を推進する。（通年） 

天王寺区 
・支援窓口を設置し、支援

情報の提供を行う。 
・市民活動団体支援相談窓
口受付件数（３月まで）
８件 

― ・支援窓口を設置し、支援
情報の提供を行う。（通
年） 

浪速区 

・支援窓口を区ホーム
ペ ー ジ や Ｓ Ｎ Ｓ
（Twitter・Facebook）、
市民活動総合ポータル
サイトといったＩＣＴ
ツール等様々な広報媒
体を用いて、広く支援
情報の提供を行う。 

・案内チラシを配架し情報
提供を行っている他、支
援窓口設置について
様々な広報媒体を用い
て周知した。 

・「なにわコ・ワーキング事
業補助金交付事業」を開
始した。 

― ・区ホームページやＳＮＳ
（Twitter・Facebook）、
市民活動総合ポータル
サイトといったＩＣＴ
ツール等様々な広報媒
体を用いて、広く支援情
報の提供を行う。（通年） 

西淀川区 

・大阪市の総合相談窓口
と連携し、「市民活動総
合ポータルサイト」を
活用するなど支援メ
ニュー情報を提供す
る。 

・ホームページで「市民活
動総合ポータルサイト」
の情報を提供した。 

― ・大阪市の総合相談窓口と
連携し、「市民活動総合
ポータルサイト」を活用
するなど支援メニュー
情報を提供する。（通年） 

淀川区 

・地域活動協議会意見交
換会等を活用した、市
民活動総合ポータルサ
イトの広報を行い、活
用を促進する。 

・支援窓口を通じて「地域
課題すっきり解決活動
支援事業補助金」の案
内を行う。 

・５月の地活協会長との意
見交換会および６月～
７月の地活協ブロック
別意見交換会で周知し
た。 

・「地域課題すっきり解決
活動支援事業補助金」の
募集を行い、テーマ型団
体から応募を受け付け
た。（４団体） 

― ・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ,
地域の掲示板等、あらゆ
る広報媒体を活用して
支援窓口の広報を行う。
（通年） 

東淀川区 

・市民活動に関する支援
窓口において、支援情
報を提供する。 

・地域活動協議会連絡会
議において周知を行
う。 

・異次元交流ライブ等の
イベントにおいて周知

・区ホームページにて市民
活動総合相談窓口およ
び市民活動総合ポータ
ルサイトの周知を行っ
た。 

・東淀川みらい EXPO
（WeLove東淀川及び異
次元交流ライブの融合
イベント）において周知

・支援窓口の認
知度が低い。 

・イベントにつ
いて、知らな
い人がまだま
だ多く、参加
者が少ない。 

・地域活動協議会連絡会議
にて市民活動総合相談
窓口および市民活動総
合ポータルサイトの周
知を行う。（通年） 

・イベントの参加者増につ
なげるため、過去に同種
イベントに参加した
方々へのチラシの配布
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
を行う。 した。（８月 24 日・12 月

21 日実施済み） 
・当区の事業やイベントに
ついて、当サイトを活用
した。 

や、区掲示板やＳＮＳの
活用等周知方法につい
て検討していく。（通年） 

東成区 

・新たな地域コミュニ
ティ支援事業に合わせ
て総合的に相談事業を
実施する。 

 

・区役所１階に総合相談窓
口を設置した。 

・区広報紙でもそのことを
記事掲載して、気軽に相
談できるよう工夫した。 

― ・新たな地域コミュニティ
支援事業に合わせて総
合的に市民活動団体か
らの相談員を常駐する
ことで迅速に対応する。
（通年） 

生野区 

・区広報紙、区ホームペー
ジやＳＮＳを活用した
支援窓口の周知 

・区ホームページにて周知
した。 

・区ホームページへの掲載
で、目標の相談件数を上
回ったため区ホーム
ページのみの周知と
なった。 

・区ホームペー
ジ だ け で な
く、あらゆる
広報媒体を活
用し周知が必
要。 

・区広報紙、区ホームペー
ジやＳＮＳを活用した
支援窓口の周知（通年） 

旭区 

・多様な活動主体間の交
流の場への参画を促
す。 

・テーマ型団体とのつなが
りづくりのきっかけと
なるよう、ワークショッ
プの開催などを通じて、
多様な活動主体間の交
流の場への参画を促し
た。 

・テーマ型団体
とつながりを
つくることが
必要。 

・「地域カルテ」ワーク
ショップの開催などを
通じて、テーマ型団体を
含めた多様な活動主体
間の交流の場への参画
を促す。（通年） 

城東区 
・定期的な広報の実施。 ・市民活動支援情報提供窓

口の設置について、広報
誌７月号及び３月号で
周知を行った。 

― ・定期的な広報の実施。（通
年） 

鶴見区 

・テーマ型団体への支援
窓口の周知及び支援情
報の提供を行う。 

・庁内案内やホームページ
で担当窓口の周知及び
来所相談に応じた。 

・テーマ型団体からの支援
相談等に対して、ポータ
ルサイトの紹介を行う
など支援情報の提供を
行った。（４回） 

― ・テーマ型団体への支援窓
口の周知及び支援情報
の提供を行う。（通年） 

阿倍野区 

・テーマ型団体も対象と
した支援情報の提供が
できる窓口を設置し、
多様な活動主体間の交
流の場への参画などに
より、テーマ型団体と
のつながりをつくると
ともに、「市民活動総合
ポータルサイト」の活
用などにより支援を行
う。 

・ホームページや地域団体
の会議を通じて「市民活
動総合ポータルサイト」
を周知し、主体間交流の
促進に努めた。また、市
民活動に関する相談窓
口を阿倍野区ホーム
ページ掲載により周知
のうえ、区民からの問い
合わせに対し情報提供
を行った。（４件） 

― ・テーマ型団体も対象とし
た支援情報の提供がで
きる窓口を設置し、多様
な活動主体間の交流の
場への参画などにより、
テーマ型団体とのつな
がりをつくるとともに、
「市民活動総合ポータ
ルサイト」の活用などに
より支援を行う。（通年） 

住之江区 

・区広報紙や区ホーム
ページで利用方法や相
談事例を紹介し、窓口
の利用促進を図る。 

・ホームページで窓口の利
用方法を掲載した。【30
年度実績３件】 

・多様な交流主
体間の交流の
場への参画を
促す必要があ
る。 

・テーマ型団体
の活動がより
一層活発化す
るよう、区Ｈ
Ｐ等で、市民
活動支援情報

・区広報紙、区ホームペー
ジ、区 Facebook で支援
窓口の活用方法や相談
事例を紹介する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
相談窓口の利
用方法や相談
事 例 を 紹 介
し、さらに利
用促進を図っ
ていく。 

住吉区 

・企業やＮＰＯなどの団
体を対象に、区内地域
活動協議会や各種地縁
型団体などとの連携や
情報収集にかかる相談
を受け付け、団体間の
橋渡しを行う。 

・相談窓口設置の周知を
「広報すみよし」（年１
回）や Twitter を活用
して行う。 

 

・市民活動相談受付（３件） 
・企業・ＮＰＯと地域活動
協議会の連携を促進。 
ＮＰＯと長居地域活動
協議会（盆踊り） 
企業とイベント連携（南
住吉） 
こども食堂に食材提供
（山之内） 

 商店街とイベント連携
（清水丘） 

 こども銭湯広報の連携
（南住吉） 

 防災訓練で企業と連携
（９地域 12 事業所） 

・「交流ライブ」を実施（３
回）し、地活協と企業等
とのつなぎを行った。
（５件） 

・相談窓口の設置につい
て、「広報すみよし」、区
ホームページや Twitter
で周知。 

・区役所への相
談は少ない。 

・地域との交流
を コ ー デ ィ
ネートするた
めの区内のＮ
ＰＯやボラン
ティアグルー
プの情報が不
足している。 

・企業やＮＰＯなどの団体
を対象に、区内地域活動
協議会や各種地縁型団
体などとの連携や情報
収集にかかる相談を受
け付け、団体間の橋渡し
を行う。（通年） 

・相談窓口設置の周知を
「広報すみよし」（年１
回）や Twitter を活用し
て行う。（通年） 

東住吉区 

・需要の有無から確認を
行っていく。 

・空き家の管理・活用を促
進する団体の支援（当区
の取組との連携）を実
施。 

・事業に関連し
た相談はある
が、基本的に
需要が少なく
支援窓口を介
しての相談が
ない。 

・関連する事業からのアプ
ローチで団体の支援と
適切な連携を行ってい
く。（随時） 

平野区 
・Facebook、Twitter でも

周知する。 
・Facebook、Twitter での
周知を行った。 

・相談窓口の利
用が少ない。 

・相談窓口の認知度向上の
ため定期的に周知を行
う。（通年） 

西成区 

・テーマ型団体との連携
を希望する地域団体に
対し中間支援組織も活
用しながら、連携に向
けた支援を実施する。
また、「市民活動総合
ポータルサイト」の周
知を行い、テーマ型団
体との連携にかかる地
域団体の関心・理解を
促進する。 

・「市民活動総合ポータル
サイト」について、地域
活動協議会の補助金説
明会において周知を行
い、また、活用に興味を
示す地域に対して個別
にサイトへの登録・活用
の支援を行った。 

・テーマ型団体
との連携にか
かる地域団体
の関心・理解
の促進の取組
を検討する必
要がある。 

・テーマ型団体との連携を
希望する地域団体に対
し中間支援組織も活用
しながら、連携に向けた
支援を実施する。（通年） 

・「市民活動総合ポータル
サイト」の周知を行い、
テーマ型団体との連携
にかかる地域団体の関
心・理解を促進するた
め、地域活動協議会補助
金説明会等の機会を利
用するなど、説明の機会
を増やす。（通年） 
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柱 1-Ⅱ-イ 地域を限定しない活動の活性化（テーマ型団体） 

取組の実施状況 

取組②「ＩＣＴ利活用による市民協働のきっかけづくり（Ⅱ-アの取組④の再掲）」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動連絡会議
で、Facebook など
に関する情報提供
を行い、Facebook
などのＳＮＳの活
用を促進する。 

・地域活動連絡会議で、
Facebook などに関する
情 報 提 供 を 行 い 、
Facebook などのＳＮＳ
の活用を促進した。 

・マンション居
住者同士の交
流 や 、 マ ン
ションと地域
とのつながり
がないため、
地域活動協議
会の認知度が
低く、発信さ
れているＳＮ
Ｓ投稿にも関
心が低い。 

・マンション居住者を対象に
した防災講座や、防災の基
本ルールづくりの場で地域
活動の魅力を伝え、活動へ
の参加参画を呼び掛ける。
（通年） 

・上記取組と合わせて、
Facebook や Twitter など
ＳＮＳ広報の好事例を地域
に紹介し、地域活動連絡会
におけるＩＣＴ活用を促進
する。（通年） 

都島区 

・Facebook、Twitter
などＳＮＳを活用
し、若い世代に向け
て地域活動への参
加を呼びかける。 

・各地域活動協議会が行う
活動の周知（Facebook 
37 回、Twitter13 回） 

― ・Facebook、Twitter などＳ
ＮＳを活用し、若い世代に
向けて地域活動への参加を
呼びかける。（通年） 

・市民局と連携し、CivicTech
活動を区民や市民活動団体
に情報提供する。（通年） 

福島区 

・地縁型団体への参加
が少ない若い世代
に向けて、活動への
参加を呼びかける
ため、他区の取組等
に関する情報収集
を行い、ＳＮＳなど
のＩＣＴを活用し
た、地域住民への情
報発信や対話を進
める取組を進める。 

・他区が実施しているＩＣ
Ｔを活用した取組の情
報収集を行った。 

・ホームページで地域活動
協議会の盆踊りの案内
を掲載した。 

 

・若い世代に情
報が届くよう
な工夫の検討
が必要。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook において地域情
報を掲載するとともに、ま
ちづくりセンターや各地域
活動協議会のホームページ
で各種活動について情報発
信を行う。（通年) 

・各地域活動協議会のホーム
ページ等が更新されていな
いところへの支援を強化し
ていく。(通年) 

此花区 

・ＳＮＳを活用しイベ
ント等の情報を紹
介し参加を呼びか
ける。 

・Facebook や Twitter に
より、地域のイベント等
の情報を発信するとと
もに広報紙の周知記事
内にＱＲコードを記載
した。 

― ・ＳＮＳを活用し、イベント
等の情報を紹介して参加を
呼びかける。（通年） 

中央区 

・ＳＮＳなどのＩＣＴ
を活用した情報発
信を強化する。（通
年） 

・地域活動の担い手の
ＩＣＴスキルの向
上に向け、中間支援
組織（まちづくりセ
ンター）を通じた支
援を強化する。 

・ＩＣＴを活用した地域活
動協議会紹介パンフ
レットの作成支援を
行った。（５地域） 

・ＩＣＴを活用した情報発
信に関する支援の結果、
新たに２地域がホーム
ページを立ちあげた。ま
た、継続して運営のため
の支援を行った。（２地
域） 

・すでにホームページを運
営する地域について、紙
媒体による活用促進等、
継続した支援を行った。 

・Twitter による地域情報
の発信を行った。（1,519
回） 

・民間事業者と連携し、地

― ・ＳＮＳなどのＩＣＴを活用
した情報発信を強化する。
（通年） 

・地域活動の担い手のＩＣＴ
スキルの向上に向け、中間
支援組織（まちづくりセン
ター）を通じた支援を強化
する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
域情報の発信に取り組
んだ。 

西区 

・地域団体などの情報
をＳＮＳなどを通
じて情報発信する。
（随時） 

・区ホームページにおいて
地域団体の情報を掲載
するとともに、まちづく
り セ ン タ ー の
Facebook、地域団体の
ホームページなどによ
り情報を随時発信した。 

― ・地域団体などの情報をＳＮ
Ｓなどを通じて情報発信す
る。（随時） 

港区 

・地域活動への参加の
機会として、「こど
も 110 番の家」への
協力に向けて、ＧＩ
Ｓを活用して、協力
家庭の地図表示に
加え、港区の犯罪発
生情報（安まちメー
ル）を地図上と一覧
表に集約して発信
する。 

・こども 110 番の協力家庭
や犯罪発生情報の集約
についてＧＩＳの活用
が容易でないことから
見直すこととし、港区の
犯 罪 情 報 を Ｈ Ｐ や
Twitter、Facebook で随
時情報発信し防犯意識
を高め、安全・安心に向
けた地域活動への参加
の機会として「こども
110 番の家」への協力に
ついてもＩＣＴを活用
して呼びかけた。 

・地域が求める
新たな担い手
について、地
域ニーズを把
握する必要が
ある。 

・新たな担い手の地域活動へ
の参画を進めるため、地域
ニーズを把握しながらＳＮ
Ｓを活用して参画できる地
域のイベント情報等を発信
する。（通年） 

大正区 

・T-1 ライブグランプ
リの開催にあたり、
区ＨＰ、Facebook、
Twitter に「出演者・
ボランティア募集」
「開催案内・報告」
を行う。 

・イベントの開催に向け、
ＳＮＳ等でイベントに
協力してもらえるボラ
ンティアの募集を行い、
１名の応募・参加があっ
た。 

― ・T-1 ライブグランプリの開
催にあたり、審査員・ＰＡ
エンジニア（音響調節）以
外の業務は、ＳＮＳやＨＰ
で募集した職員及びボラン
ティアの協力のもとで行
う。（６月、９月、12 月） 

天王寺区 

・運用面での負担感が
まだ低いと思われ
る、市民活動総合
ポータルサイトへ
の登録を各地域に
働きかける。 

・また、情報交換会の
場などで、各地域活
動協議会に向けた
CivicTech の概要に
ついて紹介・情報提
供を行う。 

・Facebook を活用した地
域情報発信の方法をま
ちづくりセンターに提
案しまちづくりセン
ターと全地域との共同
運営へと移行した。（12
月） 

・運用面での負担感が比較
的低いと思われる、市民
活動総合ポータルサイ
トへの登録を各地域に
働きかけ５地域が登録
した。 

・CivicTech の概要につい
て、情報交換会で紹介・
情報提供を行った。 

・地域の役員は
高齢者が多い
ことから、Ｉ
ＣＴになじみ
が薄い人も少
な く な く 、
CivicTech の
内容が分かり
にくい。 

・運用面の負担が低いと思わ
れる、市民活動総合ポータ
ルサイトへの登録を各地域
に働きかける。（通年） 

・まちづくりセンターと全地
域と共同運営の Facebook
から各地域活動協議会の情
報発信が行なわれるよう、
各地域に働きかける。（通
年） 

・各地域活動協議会に向けた
CivicTechの紹介・情報提供
を行う。（１月） 

浪速区 

・催事の告知等を区広
報紙、ホームページ
やＳＮＳ（Twitter・
Facebook）や市民
活動総合ポータル
サイトといったＩ
ＣＴツール等様々
な広聴媒体を用い
て広く周知し、つな
がりの端緒、機会を
広げる。 

・区広報紙への記事掲載
12 回、まちづくりセン
ターFacebook 投稿記事
526 件、まちづくりセン
ターブログ投稿記事330
件(15,458 アクセス)を
行い、地域行事への参画
を促した。（３月末現在） 

 

・各地域の情報
発信力を強化
し、安定的か
つ持続可能と
す る た め の
「 人 材 の 育
成、スキルの
向上と継承」
の仕組みづく
りが必要であ
る。 

・催事（防災訓練等）実施の告
知及び成果・報告を、区広
報紙・ホームページ・ＳＮ
Ｓ（Twitter・Facebook）や
市民活動総合ポータルサイ
トといったＩＣＴツール等
様々な広報媒体を用いて、
広く周知し、つながりの端
緒、機会を広げる（通年）と
ともに、「Code for OSAKA」
による CivicTech 活動と、
地域課題解決に取り組む市
民や市民活動団体との橋渡
しを行うなど、新たな担い
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
手づくりの参画・育成を促
す。（通年） 

西淀川区 

・各地域での活動の内
容を幅広く広報す
るため、中間支援組
織を活用し、ＳＮＳ
による情報発信を
各地域で行えるよ
う支援する。（通年） 

・ＩＣＴを活用して地
域課題解決に取り
組 む 「 Code for 
OSAKA 」 に よ る
CivicTech 活動と、
地域課題解決に取
り組む区民や地域
活動団体との橋渡
しを行うなど、地域
活動への新たな担
い手の参画につな
ぐ。 

・中間支援組織を活用し、
各地域のＳＮＳによる
情報発信の更新情報を
確認した。 

・中間支援組織を活用し、
ＳＮＳによる情報発信
の方法を地域役員がで
きるよう支援した。 

・中間支援組織を活用し、
地域イベントの開催情
報をＳＮＳのイベント
機能を活用して周知し
た。 

― ・各地域での活動の内容を幅
広く広報するため、中間支
援組織を活用し、ＳＮＳに
よる情報発信を各地域で行
えるよう支援する。（通年） 

・ＩＣＴを活用して地域課題
解決に取り組む「Code for 
OSAKA」による CivicTech
活動と、地域課題解決に取
り組む区民や地域活動団体
との橋渡しを行うなど、地
域活動への新たな担い手の
参画につなぐ。（通年） 

淀川区 

・ＳＮＳのなどのＩＣ
Ｔを活用した地域
住民への情報発信
や 対 話 を 進 め る
様々な取組を進め、
区民同士または区
民と行政がつなが
り、地域課題を市民
協 働 で 解 決 す る
きっかけづくりを
行うとともに、地域
活動への新たな担
い手の参画につな
ぐ。 

・各課の広報担当者向けに
積極的なＳＮＳの活用
についての講座を実施
した。（８月実施） 

・ＳＮＳの活用 
Twitter 発信数 2,691 件 
Facebook発信数 113件 

・Twitter、Facebook のア
ンケート機能を活用し、
ＳＮＳの可能性実験を
行った。 
Facebook ８ 月 実 施 、
Twitter12 月実施 

・31 年２月に親しみやす
さや若年層への発信を
意識し、夢ちゃんブログ
を立ち上げた。 

 

・情報発信は予
定通りに行え
ているが、双
方向性とはし
てないことか
ら対話を進め
るツールには
至 っ て い な
い。 

・Twitte のフォ
ロ ワ ー 数
3,802 人（24
区トップ）、
Facebook の
フォロワー数
1,362 人（24
区３位）程度
であり、伸び
てはいるが、
ＳＮＳがきっ
かけづくりに
なり得るよう
なフォロワー
数には至って
いない。 

・実施したアン
ケートの内容
は、回答しや
す い も の を
テーマとした
が、回答者は
20 人～60 人
に と ど ま っ
た。 

・あらゆるＳＮＳ媒体を活用
することで、区民の目に触
れる機会を増やすととも
に、夢ちゃんブログではコ
メントのやり取りなどで双
方向性の実験を行う。（通
年） 

・Twitter、Facebook でのア
ンケート実験は、今後も継
続し、区民からの情報収集
ツールとしての活用を進め
たい。（通年） 

・不特定多数を相手としたＳ
ＮＳ発信は継続しつつも、
地域関係者のみによる情報
交換ツール的なＳＮＳ活用
法を検討する（通年） 

東淀川区 

・FacebookやTwitter
により若い世代へ
の地域行事の参加
を呼びかけるため、
従来のイベント開
始直前の発信だけ

・東淀川みらい EXPO に
つ い て 、 LINE や
Facebook で事前に開催
周知を行った。 

・LINE や Face 
book および、
紙媒体、ホー
ムページをい
か に 連 動 さ
せ、より効果

・各種イベントなどを通じ
て、ＳＮＳによる情報発信
に取り組んでいく。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
でなく、事前の開催
予定情報なども知
らせる。 

的に広報活動
を実施するか
について検討
する必要があ
る。 

東成区 

・Facebook やホーム
ページを活用し、
「まちの魅力」に関
す る 情 報 発 信 を
行っていく。 

・「地域子育てサーク
ル」活動などの子育
て情報の発信を、
Facebook やメール
マガジンを活用し
行っていく。 

・ＳＮＳを活用して地
域福祉活動の情報
発信を行っていく
（６月のほうえい
さんぽや９月の敬
老の集いなど） 

・地域に密着した地域
福祉活動の情報を
収集し、地域福祉活
動 に 参 加 で き る
きっかけとなるよ
う情報発信をして
いく。 

・住みます芸人が区行事や
各地域活動に参加し、区
民とふれあう様子を
Facebook 等を通じて情
報発信した。（年 10 回） 

・地域で実施している「い
きいき百歳体操」の情報
発信  …  ホームページ
（通年）、Twitter（６月） 

・地域子育てサークルの情
報発信 … ホームペー
ジ、Facebook、メールマ
ガジン(毎月) 

・地域福祉活動の情報や幅
広い年代が参加可能な
講演会等の情報を発信
（ Twitter 13 回発信） 

・効果測定の工
夫が必要。 

・引き続き、Facebook やメー
ルマガジン等のＩＣＴを活
用し、区行事や地域の活動
の情報発信を行うととも
に、アンケート等での効果
測定を行い、ＰＤＣＡを回
していく。（通年） 

生野区 

・新たな地域コミュニ
ティ支援事業とし
て、まちカフェの開
催 

・Facebook 等を通じて市
民活動への参加を呼び
かけた。 

・ＩＣＴを活用した市民と
の対話を促進する取組
として動画配信（まちレ
ク）を実施した。（50 回） 

・気軽に活動に参加できる
機会の提供としてまち
カフェを開催した。（12
回） 

― ・幅広い世代の住民が地域活
動について興味を持ち、さ
らに、地域活動の新たな担
い手へとつながるよう、誰
もが気軽に参加し、交流で
きる場を提供する。（通年） 

旭区 

・活動への参加を呼び
かけるため、ＳＮＳ
などのＩＣＴを活
用した情報発信を
進める。 

・地域活動協議会連絡会議
等で、情報発信及び意見
交換を実施しながら、地
域活動協議会がＩＣＴ
等の新しい技術を活用
して地域課題を解決し
ようとするきっかけづ
くりを行った。 

・ＳＮＳ等を利用して、担
い手の拡大に向けた広
報などの働きかけを行
うよう支援した。       

・地域課題解決
に取り組む市
民や市民活動
団体との橋渡
し を 行 う な
ど、地域活動
への新たな担
い手の参画の
拡充が必要。 

・地域へ目を向けてもらう
きっかけづくりのために憩
の家等の予約状況の確認な
どをホームページで可能に
していく。（通年） 

 

城東区 

・区ホームページか
ら、全地域活動協議
会のＳＮＳにリン
クしやすいページ
を作成する。 

・区広報誌で地域活動
協議会の特集を行
う際に、地域ごとの

・区ホームページを改良
し、各地域活動協議会の
ホームページ等へのリ
ンクが行いやすいよう
にした。 

・区広報誌に各地域活動協
議会が Facebook を行っ

・よりタイム
リーな地域活
動の周知 

・各地域でＳＮＳ等の活用促
進を進めていただけるよう
支援を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ＳＮＳを紹介する。 ている旨を表示した。 

鶴見区 

・各地域活動協議会に
Civic Tech の理解
を深めてもらうと
ともに事例紹介を
行う。 

・各地域活動協議会にＨＰ
やＳＮＳを活用した情
報発信を行うよう支援
した。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）とＩＣＴ活
用の進め方等について
検討を行った。 

・ YouTube を活用した
TSURUMIC  AWARD
（コンテスト）を開催
し、地域活動の情報発信
を行った。（１月） 

― ・各地域活動協議会に Civic 
Tech の理解を深めてもら
うとともに事例紹介を行
う。（通年） 

阿倍野区 

・地域活動を行ってい
る団体などが、ＳＮ
Ｓを活用して自身
の取組や阿倍野区
の魅力を発信する
た め の プ ラ ッ ト
ホームを構築し、継
続して活動してい
ける組織づくりに
取り組む。 

・地域活動を行っている団
体などへのＳＮＳの運
用支援を行うとともに、
パソコン・スマホ講座
（３回）を実施して情報
発信に活用できるス
タッフの育成に努めた。 

・地域活動の発表、意見交
換の場として地域活動
フォーラムを開催し、
LINE を活用した地域の
連絡網構築や情報発信
についての取組紹介を
行った。 

― ・地域活動を行っている団体
などが、ＳＮＳを活用して
自身の取組や阿倍野区の魅
力を発信するためのプラッ
トホームを構築し、継続し
て活動していける組織づく
りに取り組む。（通年） 

住之江区 

・区ホームページや
Facebook で様々な
地域課題に対応し
た取組が地域で行
われていることや
「 Code for 
OSAKA 」 に よ る
CivicTech 活動の情
報発信を行う。 

・地活協をＰＲする区
民参加型の取組を、
ＩＣＴを活用して
実施する。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook で様々な地域
課題に対応した取組が
地域で行われているこ
とや「Code for OSAKA」
によるCivicTech活動の
情報発信を行った。 

・住之江ポスター展の開催
を Facebook で周知し、
反響のあった複数の店
舗や駅にポスターを持
参して掲示依頼を行っ
たことにより、多くの市
民に周知することがで
きた。 

・若い世代に情
報が届くよう
な工夫を検討
する必要があ
る。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook 等若い世代が利
用する媒体を活用し、様々
な地域課題に対応した取組
が地域で行われていること
や「Code for OSAKA」によ
る CivicTech 活動の情報発
信を行う。（通年） 

・地活協をＰＲする区民参加
型の取組を、ＩＣＴを活用
して実施する。（通年） 

住吉区 

・Twitter アカウント
運用ルール等を見
直し、フォロー等相
互交流ができるよ
うにする。 

・Twitter を開設している
団体を把握し、フォロー
する団体に関する基準、
リツイートする内容等
についてのルールを作
成し、相互交流ができる
ようにした。 

・新たな区政情報、子育て
情報発信のツールとし
て LINE＠を開設、情報
発信を実施した。 

・子育て情報の発信をより
充実させるためLINE＠
を活用したアンケート
を実施（１回）した 

・若年層の関心
が低い。 

・若年層への区政・地域への
関心喚起のため、LINE＠・
ＳＮＳの instagram などを
活用した情報発信を強化す
る。（通年） 

・地域活動協議会が自らの活
動情報を発信し、地縁型団
体への参加が少ない世代に
向けて活動の参加を呼びか
けるためのホームページの
作成を支援する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東住吉区 

・広報紙やイベント等
でLINE＠登録への
周知を実施。 

・毎月の広報紙において、
区公式LINE＠の周知記
事を掲載するともとに、
６月に開催された親子
向けのイベントにおい
て、チラシを配布するな
ど周知した。 

・区内の保育園、幼稚園の
保護者に対し、子育て応
援ナビを含む区公式
LINE＠のチラシを配付
し周知を行った。 

・区内の全ての
子育て世帯に
対して LINE
＠の周知をす
る事は困難で
あるため、広
く周知できる
機会が必要で
ある。 

・広報紙や区民が多く参加す
るイベント・取組において、
来場者に対し広く周知す
る。（通年） 

平野区 

・情報発信の内容を検
討。（イベントに参
加を促すような内
容を発信） 

・中間支援組織のサイ
トで通年実施の活
動を紹介する。 

・地域情報 Facebook によ
り地域活動の発信を
行った。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）において、
地域の広報を紹介する
サイトの立ち上げを
行った。 

・地域自らが情
報発信ができ
る 支 援 が 必
要。 

・中間支援組織と連携して、
地域状況に応じた支援を行
う。（通年） 

西成区 

・ＳＮＳなどのＩＣＴ
を活用し、情報発信
や事業の実施（学童
向けプログラミン
グ教室等）を中間支
援組織による支援
を活用しながら、市
民同士または市民
と行政がつながる
ことを促進する。 

・中間支援組織による地域
活動協議会への支援と
して、ＮＰＯ法人の協力
を得ながら、Facebook
を利用して参加を呼び
かけるなどし、学童向け
プログラミング教室を
実施した。 

・中間支援組織
による支援を
必要とせず学
童向けプログ
ラミング教室
を開催できた
地 域 は 少 な
く、持続的に
活動できるた
めの支援の構
築や他の地域
への応用が必
要である。 

・市民活動総合
ポータルサイ
トの活用も含
めた取組も必
要である。 

・ＳＮＳなどのＩＣＴを活用
し、情報発信や事業の実施
（学童向けプログラミング
教室等）を中間支援組織に
よる支援を活用しながら、
市民同士または市民と行政
がつながることを促進す
る。（通年） 

・プログラミング教室の開催
にあたっての効果を分析し
つつ、他地域での応用が可
能な場合はその分析結果を
もとに情報提供するなど、
継続して支援を行ってい
く。（通年） 

・多様なＩＣＴ（市民活動総
合ポータルサイトを含む。）
の活用促進に向けて、情報
提供を行っていく。（通年） 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

① 活動の活性化に向けた支援 

目標の達成状況 

目標指標①「地域活動協議会の構成団体が自分の地域に即した支援を受けることができていると感じた割合」 

29 年度目標 

80.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
91.0％ 
92.0％ 91.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

都島区 
81.0％ 
82.0％ 84.9％ 達成 

85.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
94.0％ 
95.0％ 74.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
94.0％ 
95.0％ 92.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
93.0％ 
95.0％ 88.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
80.0％ 
81.0％ 80.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

港区 
90.0％ 
91.0％ 92.4％ 達成 

93.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
83.0％ 
84.0％ 80.9％ 未達成 

変更なし 
(理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
84.0％ 
85.0％ 82.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
86.0％ 
87.0％ 93.7％ 達成 

94.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
80.0％ 
81.0％ 73.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
87.0％ 
89.0％ 84.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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29 年度目標 

80.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
72.0％ 
80.0％ 62.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
85.0％ 
86.0％ 86.5％ 達成 

86.5％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
80.0％ 
83.0％ 80.1％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

旭区 
80.0％ 
83.0％ 81.2％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

城東区 
80.0％ 
82.0％ 84.7％ 達成 

85.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
82.0％ 
85.0％ 87.2％ 達成 

88.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

阿倍野区 
85.0％ 
88.0％ 85.5％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
88.0％ 
90.0％ 89.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗してしるため。 

住吉区 
80.0％ 
85.0％ 76.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
80.0％ 
81.0％ 75.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

平野区 
82.0％ 
83.0％ 77.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて、引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
90.0％ 
91.0％ 81.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

① 活動の活性化に向けた支援 

目標の達成状況 

目標指標②「地域活動協議会を知っている区民の割合」 

29 年度目標 

30.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
35.0％ 
40.0％ 28.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標
の達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
35.0％ 
40.0％ 36.7％ 達成 

変更なし 
(理由) 
予定通りに取組が進捗しているため。 

福島区 
35.0％ 
40.0％ 36.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

此花区 
35.0％ 
40.0％ 37.6％ 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
35.0％ 
40.0％ 29.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標
の達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
35.0％ 
40.0％ 33.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標
の達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

港区 
35.0％ 
40.0％ 44.4％ 達成 

45.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

大正区 
35.0％ 
40.0％ 42.7％ 達成 

42.7％ 
(理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

天王寺区 
35.0％ 
40.0％ 38.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

浪速区 
35.0％ 
40.0％ 31.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標
の達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
35.0％ 
40.0％ 41.5％ 達成 

42％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

淀川区 
35.0％ 
40.0％ 34.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標
の達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

84 
 

29 年度目標 

30.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
35.0％ 
40.0％ 35.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東成区 
35.0％ 
40.0％ 45.0％ 達成 

45.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

生野区 
35.0％ 
40.0％ 43.1％ 達成 

44.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

旭区 
35.0％ 
40.0％ 43.2％ 達成 

44.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

城東区 
35.0％ 
40.0％ 43.0％ 達成 

44.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

鶴見区 
35.0％ 
40.0％ 50.1％ 達成 

51.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

阿倍野区 
35.0％ 
40.0％ 38.9％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
35.0％ 
40.0％ 44.5％ 達成 

46.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する 

住吉区 
35.0％ 
40.0％ 37.3％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
35.0％ 
40.0％ 40.6％ 達成 

41.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

平野区 
35.0％ 
40.0％ 39.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西成区 
35.0％ 
40.0％ 37.2％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

① 活動の活性化に向けた支援 

目標の達成状況 

目標指標③「地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会に求められている準行政的機能を認識している割

合」 

29 年度目標 

80.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
80.0％ 
81.0％ 62.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
81.0％ 
82.0％ 81.0％ 達成 

変更なし 
(理由) 
予定通りに取組が進捗しているため。 

福島区 
80.0％ 
81.0％ 41.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
80.0％ 
81.0％ 46.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
96.0％ 
97.0％ 58.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
80.0％ 
81.0％ 71.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

港区 
80.0％ 
81.0％ 60.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

大正区 
70.0％ 
80.0％ 45.2％ 未達成 

変更なし 
(理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
80.0％ 
81.0％ 49.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
80.0％ 
81.0％ 69.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
80.0％ 
81.0％ 92.8％ 達成 

93.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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29 年度目標 

80.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

淀川区 
80.0％ 
81.0％ 67.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東淀川区 
75.0％ 
80.0％ 81.3％ 達成 

85.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東成区 
88.0％ 
89.0％ 42.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

生野区 
65.0％ 
80.0％ 84.9％ 達成 

85.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

旭区 
80.0％ 
83.0％ 83.6％ 達成 

84.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

城東区 
80.0％ 
82.0％ 61.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

鶴見区 
60.0％ 
80.0％ 57.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

阿倍野区 
80.0％ 
83.0％ 68.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
80.0％ 
82.0％ 83.0％ 達成 

86.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する 

住吉区 
80.0％ 
85.0％ 70.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
80.0％ 
81.0％ 68.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

平野区 
80.0％ 
83.0％ 51.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて、引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
65.0％ 
80.0％ 58.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

① 活動の活性化に向けた支援 

取組の実施状況 

取組①「地域実情に応じたきめ細かな支援」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・区役所組織を横断
した「情報共有会
議」での会議内容
を記録し、区役所
内での情報共有を
図りながら、地域
特性に応じた支援
に取り組む。 

・区役所組織を横断した「情報
共有会議」で、防災をテーマ
に防災担当の観点、福祉担当
の観点、避難所に派遣する職
員の観点など、それぞれの担
当課の立場から意見交換を
行い、情報共有を図りなが
ら、地域特性に応じた支援に
取り組んだ。 

― ・区役所内において、組織
横断的な連携が図れる
よう、情報共有会議を開
催するとともに、その会
議録を周知し、職員全体
で地域特性に応じた支
援に取り組む。（通年） 

都島区 
・地域状況や課題を

共有し、地域活動
協議会が必要とす
る支援に繋げる。 

・地域カルテの作成支援 地
域カルテの活用にかかる説
明を行った。（９地域） 

― ・地域状況や課題を共有
し、地域活動協議会が必
要とする支援に繋げる。
（通年） 

福島区 

・地域活動協議会に
対し、地域ごとの
特性や地域課題を
把握したうえで、
地域実情に応じ、
活動の活性化に向
けて支援を実施す
る。具体的な取組
としては、地域が
活動に際して必要
としている支援内
容に留意して効果
的な支援を行うと
ともに、アンケー
トにより年１回以
上その評価を受
け、改善につなげ
る。 

・29 年度のアンケート結果等
を基に、地域活動の活性化等
に向けてきめ細かな支援を
行った。 

・地域ごとの成
熟度に差があ
る。 

・これまで地域
活動への関わ
りが薄かった
人たちをはじ
め、あらゆる
世 代 を 対 象
に、地域活動
等への参加を
促すような取
組が必要。 

・地域活動協議会に対し、
地域ごとの特性や地域
課題をより詳細に把握
したうえで、地域実情に
応じ、活動の活性化に向
けて効果的な支援を実
施する。具体的な取組と
しては、地域が活動に際
して必要としている支
援内容に留意して効果
的な支援を行うととも
に、アンケートにより年
１回以上その評価を受
け、改善につなげる。（通
年） 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook において地域
情報を掲載するととも
に、まちづくりセンター
や各地域活動協議会の
ホームページで各種活
動について情報発信を
行う。（通年） 

此花区 

・地域カルテを充実
させ、地域活動協
議会と認識共有す
る。 

・各地域における課
題の抽出、その解
決方法をまとめ、
30 年度版の作成に
向けて支援してい
く。 

・29 年度版の更新のため、地
域のニーズに合った形での
作成支援できるよう、行政側
から提供するデータ等の入
手を行った。 

・各地域の課題抽出並びに対
応状況をまとめ、30 年度版
の地域カルテを作成した。 

・地域担当、ま
ちづくりセン
ターとも連携
しながら、各
地域における
課題の洗い出
しや、その解
決に向けた話
し合いが行わ
れるよう支援
する必要があ
る。 

・地域カルテの更新を支援
し、地域活動協議会と認
識共有する。（通年） 

中央区 

・年度前半にはカル
テを完成させ各地
域と地域課題の共
有を行う。 

・共有後は、定期的に
共有情報の更新に

・作成した地域カルテにより、
地域を担当する職員や中間
支援組織（まちづくりセン
ター）等との情報の共有を行
い各地域に応じた支援を
行った。また、内容について
順次更新した。（随時） 

・作成した地域
カルテの活用
を行う必要が
ある。 

・地域カルテの内容を適宜
更新し、地域情報の把握
を行い、区役所内で共有
し支援に向けて活用す
る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
取り組む。 

・一括補助金の交付、
中間支援組織（ま
ち づ く り セ ン
ター）による中間
支援などにより、
地域活動協議会の
自律的な活動と運
営を支援する。 

・一括補助金の交付、中間支援
組織（まちづくりセンター）
による中間支援などにより、
地域活動協議会の自律的な
活動と運営を支援した（全
20 地域）。 

西区 

・地域活動協議会の
認知度を測定し、
各地域、まちづく
りセンターと連携
して課題を抽出し
て地域カルテを更
新していく。（通
年） 

・ＮＰＯ、企業等との
連携促進に向けた
支援策の提供を進
めるとともに、地
域の実情や特性に
応じた支援を実施
する。（通年） 

・まちづくりセンターとの定
例会議などを通じ課題の抽
出を行い、随時地域カルテの
更新を行った。 

・区からの広報・紹介等により
地域活動の情報を得られた
企業より申し出があり、５月
千代崎ふれあい運動会、８月
17・18 日日吉こどもまつり、
江戸堀納涼盆踊り大会、12
月１日江戸堀地域防災訓練
で新たな企業連携に繋がっ
た。 

― ・地域活動協議会の認知度
を測定し、各地域、まち
づくりセンターと連携
して課題を抽出して地
域カルテを更新してい
く。（通年） 

・ＮＰＯ、企業等との連携
促進に向けた支援策の
提供を進めるとともに、
地域の実情や特性に応
じた支援を実施する。
（通年） 

港区 

・地域レポートを活
用して地域特性や
地域課題、地域活
動協議会の活動状
況や運営上の課題
などについて、客
観化・明確化し、地
域ごとの支援計画
を策定する。 

・支援計画をもとに
地域の意見を聞き
ながら、地域実情
に応じた支援策で
それぞれの地域課
題の解決に取り組
む。 

・地域担当職員によ
る地域実情に応じ
た支援を行う。 

・各地域活動協議会の活動や
運営の状況を把握するとと
もにそれぞれの課題を整理
し、その課題解決に向けた地
域ごとの支援計画を策定し
た。 

・支援計画をもとに地域の意
見を聞きながら、地域実情に
応じた支援を行い地域課題
の解決に取り組んだ。 

・地域担当職員を設置し、地域
ニーズの把握や必要な支援
を行った。 

・地域実情を分
析し、より効
果的な支援策
について検討
する必要があ
る。 

・地域レポートを活用して
地域特性や地域課題、地
域活動協議会の活動状
況や運営上の課題など
について、客観化・明確
化し、地域ごとの支援計
画を策定する（上期）と
ともに、まちづくりセン
ターと連携しながら地
域実情に応じたきめ細
やかな支援を行う。（通
年） 

大正区 

地域活動協議会の自
律運営にかかる積極
的支援 
・地域団体間の連携・

協働に向けた支援
や、開かれた組織
運営、会計等の透
明性確保に向けた
助言・指導  

・地域における担い
手確保や人材育成
等への助言・指導 

・幅広い世代の住民
の地域活動への参
加・参画を促すた
め、事業の効果的
な実施を支援 

・各地域活動協議会の自律運
営に向け、適宜情報提供や地
域の要望により支援員派遣
を行い指導・助言するほか、
職員による行事や会議出席
により情報把握に努め、必要
な情報提供を行った。また、
会計実務者説明会の開催や
各会議で、補助金や活動の担
い手募集に関する事項の情
報提供を行った。 

・地域団体間の連携・協働に向
けた支援や、開かれた組織運
営、会計等の透明性確保に向
けた助言・指導を行った。 

・地域における担い手確保や
人材育成等への助言・指導を

・各地域活動協
議会の状況の
変化や、ニー
ズなどの機敏
な把握。 

・地域ごとの課題や活動状
況を 30 年度にまとめた
「地域カルテ」を活用
し、各地域活動協議会が
その地域特性に即した
地域課題の解決に向け
た取組を自律的に進め
られるために必要な支
援を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・多様な地域活動と

の連携・協働に向
けたネットワーク
づくりへの助言・
指導 

・自主財源の獲得に
向けた情報提供や
申請等手続きの助
言・指導   

・地域の行事や活動
への参加、地域の
担い手へのヒアリ
ング等を行うこと
による地域や地域
活動の現状や課題
を把握及び整理 

・市や区の制度、事
業、予算など、地域
の活動に役立つ情
報の提供 

・地域の主体的な連
携・協働の取組に
必要な支援の実施 

・地域活動協議会の
運営のための支援
の実施 

・地域だけでは解決
できない課題につ
いて、その課題解
決に向けての地域
と協働した取組 

・各地域担当間、各課
を横断した情報共
有及び課題解決方
策の検討を行うた
めの地域情報連絡
会の開催 

行った。 
・幅広い世代の住民の地域活

動への参加・参画を促すた
め、事業の効果的な実施を支
援した。 

・多様な地域活動との連携・協
働に向けたネットワークづ
くりへの助言・指導を行っ
た。 

・自主財源の獲得に向けた情
報提供や申請等手続きの助
言・指導を行った。 

・市や区の制度、事業、予算な
ど、地域の活動に役立つ情報
を提供した。 

・地域の主体的な連携・協働の
取組に必要な支援を実施し
た。 

・地域活動協議会の運営のた
めの支援を実施した。 

・地域だけでは解決できない
課題について、その課題解決
に向けての地域と協働した
取組を行った。 

・各地域担当間、各課を横断し
た情報共有及び課題解決方
策の検討を行うための地域
情報連絡会を開催した。 

天王寺区 

・まちづくりセン
ターを活用して地
域カルテの更新を
支援し、地域の実
情に応じたきめ細
かな支援を行う。 

・地域カルテ(ひな形案)を各地
域に提供するなど、地域内で
の地域カルテ作成に向けた
支援を行うとともに人口動
向など統計情報等のデータ
整理を行った。また地域意見
を反映した地域カルテを基
にコミュニティ回収実施の
業者選定や契約手続き支援
などを行った。 全９地域 

・地域カルテを
活用しようと
いう地域内で
の意識醸成を
高め、地域実
情に応じた支
援につなげて
いく必要があ
る。 

・まちづくりセンターを活
用して、各地域内での地
域カルテの情報共有内
容の浸透を図るととも
に、地域意向を踏まえた
支援を行う。（通年） 

浪速区 

・「地域カルテ」を活
用し、地域課題に
即した支援を行う
とともに、地域よ
りの評価を得なが
ら効果測定する。 

 

・「地域カルテ」を活用し、各
地域課題に応じた方策を検
討し、取組支援や企業や学生
ボランティアとのマッチン
グにつなげた。 

・社会的課題の解決に取り組
んでいる地域に「ＣＳＯア
ワード」へのエントリーを紹
介・支援した。受賞したこと
で「担い手」のモチベーショ
ン向上にもつながった。 

・「地域カルテ」を共有・活用
する過程において、支援・取

・地域課題と地
域ニーズの的
確な把握と効
果的な支援が
必要である。 

・各地域活動協議会の会議
の場に、地域担当・まち
づくりセンターが参画
し、必要に応じて人口動
態など統計データ等を
用いて作成した「地域カ
ルテ」を活用しての、新
たな社会資源の掘り起
こしとその活用など、各
地域の特性や課題、実情
を踏まえた、きめ細やか
な支援を行う。併せて、
「地域カルテ」及び支援
内容に対する評価を各
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
組効果の検証を各地域にて
行った。 

 

地域活動協議会より受
け、評価に基づくＰＤＣ
Ａサイクルにて効果測
定を行う。（通年 11 地
域で実施） 

西淀川区 

・統計データも活用
して、地域ごとに、
人口動態などの地
域特性や地域課
題、地域活動協議
会の活動状況や運
営上の課題などに
ついて、客観化・明
確化するための
「地域カルテ」の
作成を支援し、各
地域活動協議会と
の間で認識共有す
る。（「地域カルテ」
の作成：14 地域） 

・中間支援組織を活用して統
計データを収集し、地域カル
テをバージョンアップした。 

・各地域活動協議会との間で、
認識共有を図った。 

・認識共有から
一歩進めた取
組が必要であ
る。 

・統計データも活用して、
地域ごとに、人口動態な
どの地域特性や地域課
題、地域活動協議会の活
動状況や運営上の課題
などについて、客観化・
明確化するための「地域
カルテ」のさらなるバー
ジョンアップを支援し、
各地域活動協議会との
間で認識共有するとと
もに、課題の解決に向け
取り組む。（「地域カル
テ」の作成：14 地域）（通
年） 

淀川区 

・中間支援組織（まち
づくりセンター
等）や区社協と連
携し、地域の活動
に役立つ情報の収
集と提供を行う。 

・地域カルテの内容
充実と更新支援を
行う。 

・中間支援組織（まちづくりセ
ンター等）や区社協と連携
し、地域の活動に役立つ情報
の収集と提供を実施した。 

・５月の地活協会長との意見
交換会および６月～７月の
地活協ブロック別意見交換
会で地域カルテの内容充実
と更新の支援を実施した。 

・区社協と連携し、福祉に関す
る情報も加え、地域カルテの
内容充実を図った。（３月） 

・地域カルテの
意義や活用方
法について、
地域に十分説
明する必要が
ある。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター等）や区社協
等各種関係機関と連携
し、地域カルテ更新作業
を通じて地域実情に応
じたきめ細やかな支援
を継続する。（通年） 

・区社協等関係機関と連携
し、「地域カルテ」の更新
支援を通じて、地域実情
に応じたきめ細かな支
援を行う。（通年） 

東淀川区 

（地域活動協議会を
中心とした地域活
動への支援） 

・地域活動協議会を
中心とした各種の
地域活動に対して
の財政的支援と、
民主性・透明性を
確保し自律した運
営が行えるよう支
援する。 

・地域別保健福祉計
画の説明などの
際、統計データの
分析を行い、各地
域活動協議会に分
析結果を伝える。 

・地域活動協議会の
機能や役割(総意形
成機能等）の周知
普及を補助金の趣
旨説明の際に実施
する。 

・地域づくりアドバ
イザーによる支援
が、地域活動協議
会の自立運営に向
けた支援へと転換
していくよう、支

・地域活動協議会の認定要件
チェックシートを用いなが
ら、民主的な運営・透明性の
ある会計を確保した自律運
営を継続していけるよう意
見交換を行った。 

・地域別保健福祉計画を策定
した地域の事例を共有した。
その際に、総意形成機能や新
たな人材の掘り起こしに繋
がっていることを共有した。 

・地域担当制については、災害
時における地域との連携に
ついて重点的にかかわるこ
とに方針を変更し、スムーズ
な避難所運営や危険個所等
の把握について平時から連
携を行った。 

・これまで職員が作成してき
た地域支援用資料（地域カル
テ）を地域と共有したうえで
セルフチェックを行っても
らい活動内容の見直しにつ
なげた（３地域と打合せ開始
済み）。 

 

・地域によって
は、地域活動
協議会の構成
団体が集まる
機会が少ない
ことや、設立
時点で十分な
説明ができて
いなかったこ
とから地域活
動協議会の設
立の趣旨や期
待されている
機能について
は、一部の役
員の理解にと
ど ま っ て い
る。そのよう
な状況が続い
ているため、
総 意 形 成 機
能・準行政的
機能が浸透し
ていない。 

・地域活動協議
会の構成団体
向けアンケー
トにより、地
域よって求め

・地域活動協議会に求めら
れている機能について、
補助金説明会や運営委
員会の場で説明を行い
広く構成団体の認識を
深める。（通年） 

・地域担当が担当地域の災
害時における体制等の
現状と課題を把握し、い
ざという時にスムーズ
な避難所運営が行える
ように平時の訓練や
ワークショップに関
わっていく。（通年） 

・これまで職員が作成して
きた地域支援用資料を
地域と共有したうえで、
セルフチェックを行っ
てもらい、地域が地域カ
ルテを作成し課題に対
する解決策を主体的に
考えてもらえるように
提案していく。（通年） 



91 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
援内容の見直しを
検討し、地域の実
情に即した支援を
行う。（講座や研
修、ＣＢ/ＳＢ化、社
会的ビジネス化の
助言・指導、ＮＰＯ
等法人化に向けた
申請手続の助言な
ど） 

 
（地域担当制による

協働のまちづく
り） 

・東淀川区地域保健
福祉計画を指針と
した地域での取組
について、地域担
当職員が地域活動
協議会を中心とし
た地域住民と協働
して自助・共助を
意識したより良い
地域づくりに必要
な具体的取組を進
める。 

・「地域カルテ」を作
成し、各地域活動
協議会との間で認
識共有する。 

・各地域で得た課題
や情報の共有化を
図るため地域担当
連絡会議を毎月開
催し、意見交換を
行うことで、地域
力の向上に繋がる
情報を発信する。 

る支援に違い
があることを
地域活動協議
会へ説明した
が、課題共有
が十分ではな
かった。 

東成区 

・地域ニーズの把握
による地域カルテ
項目精査の支援を
行う。 

・地域ニーズの把握を行い、地
域カルテの項目精査を行っ
た。 

・地域カルテ交流会を実施し
た。 

・地域カルテは
作成するだけ
でなく、充実
していく必要
があることを
地域に理解し
てもらう必要
がある。 

・地域のニーズに応じた地
域カルテの充実を図る。
（下半期） 

生野区 

・職員による地域担
当制を設け、地域
活動に関する情報
や行政が行う支援
情報などを区役所
内で共有し、各地
域に応じた対応策
を検討し、支援を
行う。 

・地域担当職員と中
間支援組織との
ミーティングを定
期的に開催し、各
地域別の課題や
ニーズに即した支

・地域活動協議会の事務局担
当者が集まる会議に地域担
当職員が出席し、地域活動に
関する情報や行政が行う支
援情報を共有した。：概ね毎
月 

・地域担当職員（ブロックリー
ダー）、中間支援組織による
情報共有会議を開催し、各地
域の課題やニーズを共有し、
支援内容を検討した。：10 回 

 

― ・地域カルテを作成し、地
域実情に応じた支援を
行うために、地域活動協
議会のあり方や、地域内
での課題などについて
話し合いを進める会議
を開催する。（通年） 

・地域担当職員（ブロック
リーダー）、中間支援組
織による情報共有会議
を開催（月１回） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
援内容を検討す
る。 

旭区 

・課題認識を踏まえ、
各地域の先行的な
取組事例及び他区
の取組事例を共有
する場を提供し、
地域課題やニーズ
に対応した活動
が、地域自らの企
画の中で実施でき
るよう支援する。 

・「地域カルテ」作成
支援のためのワー
クショップを開催
する中で、他の活
動主体同士の連
携・協働【外部との
連携・協働】が進む
ような具体的な取
組が生まれるよう
支援する。 

・全地域に支援メニューアン
ケートを実施し、ニーズを把
握した。 

・総会での説明及び地活協ガ
イドブックの配布等を通じ
て、「自律的な地域運営の意
義」「準行政的機能の趣旨」
「総意形成機能の趣旨」につ
いての理解促進を図った。 

・「地域カルテ」作成支援のた
めのワークショップを継続
的に開催する中で、他の活動
主体同士の連携・協働【外部
との連携・協働】が進むよう
な具体的な取組が生まれる
ようその必要性と有効性を
訴え、その中で意識を向上さ
せた。 

・他区の取組事例を共有する
場を提供した。 

・広報紙特集号の活用など、積
極的に情報発信を行った。
（11 月） 

・地域毎に成熟
度 に 差 が あ
る。 

・地域活動協議
会の認知度が
低い。 

・若い世代やマ
ンション住民
などこれまで
地域活動への
関 わ り が 薄
かった人たち
をはじめ、あ
らゆる世代を
対象に、地域
活動等への参
加を促す（担
い手の確保を
含む）ような
取組が必要。 

・地域課題やニーズに対応
した活動が、地域自らの
企画の中で実施できる
よう支援する。（通年） 

・「地域カルテ」ワーク
ショップを継続的に開
催する中で、他の活動主
体同士の連携・協働【外
部との連携・協働】が進
むような具体的な取組
が生まれるよう支援す
る。（通年） 

・課題認識を踏まえ、各地
域の先行的な取組事例
及び他区の取組事例を
共有する場を提供する。
（通年） 

城東区 

・「地域カルテ」を作
成完了させ、地域
との間で、情報や
認識の共有を図
り、地域実情に応
じた対応策等の検
討を行う。 

・「地域カルテ」のブ
ラッシュアップを
行う。 

・地域福祉アクションプラン
の一環として作成された地
域白書のデータをもとに、各
地域の現状を反映した資料
を作成した。 

・年代ごとの人口増減率など
を反映した。 

・地域が求めて
いるデータの
把握 

・30 年度作成の「地域カル
テ」から明らかになった
地域ごとの現状に対し
て、中間支援組織・当区
地域担当職員とも連携
し、各地域課題の把握と
共有を行い、課題解決に
向けた取組方法の主体
的構築につながる支援
を行う。（通年） 

鶴見区 

・前年度の地域カル
テを基に、地域・区
役所・中間支援組
織（まちづくりセ
ンター）が課題等
を共有する場を設
け、地域カルテの
内容を更新すると
ともに地域の実情
に応じたきめ細や
かな支援を行う。 

・「地域カルテ」に「地域福祉
カルテ」の内容を加味し、地
域・区役所・区社協で共有、
活用できるよう検討した。 

・地域カルテの必要性を説明
し、更新を働きかけた。 

・地域カルテに基づき地域の
特性に応じた支援を行った。 

― ・前年度の地域カルテを基
に、地域・区役所・中間
支援組織・区社協・包括
支援センターが課題等
を共有しつつ、地域カル
テの内容を更新すると
ともに地域の実情に応
じたきめ細やかな支援
を行う。（通年） 

阿倍野区 

・各地域活動協議会
が地域カルテを作
成できるよう支援
し、各地域活動協
議会と認識共有
し、各地域活動協
議会の実情に応じ
たきめ細やかな支
援を行う。 

・広く住民の声を集めるため、
多くの住民が参加する事業
において「地域の好きなとこ
ろ」や「どんな地域になって
ほしい？」といった声をアン
ケートで収集・検証（10 地
区/10 地区）し、地域へフィー
ドバック（10 地区/10 地区）
した。 

― ・30 年度に各地域活動協
議会が作成した地域カ
ルテを活用して各地域
の課題等を共有し、実情
に応じたきめ細やかな
支援を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住之江区 

・作成した地域カル
テの内容を、区と
地活協との間で共
有し、中間支援組
織と連携しながら
地域実情に応じた
支援を行ってい
く。 

・地域活動協議会が作成した
地域カルテの内容を、区と地
活協との間で共有し、中間支
援組織と連携しながら地域
実情に応じた支援を行った。 

 

・取組が進んで
い る 地 域 に
は、より自立
に向けた支援
を、取組を促
進する必要が
あ る 地 域 に
は、より実情
に応じた支援
をする必要が
ある。 

・地域カルテを
十 分 に 活 用
し、地域と十
分なコミュニ
ケーションを
図りながら支
援していく。 

・地域活動協議会が作成し
た地域カルテの内容を、
区と地域活動協議会と
の間で共有し、中間支援
組織と連携しながら地
域実情に応じた支援を
行っていく。（通年） 

住吉区 

・地域カルテの作成
（全 12 地域） 

・地域ごとの支援計
画の作成・実施 

・区社会福祉協議会が作成し
た地域台帳を参考に地域カ
ルテを作成したが、１地域に
とどまった。 

・地域課題と地
域ニーズの的
確な把握 

 

・地域カルテを作成する。
（11 地域）（通年） 

・各地域と地域課題の共有
を行う。（通年） 

・地域ごとの支援計画を作
成・実施する。（通年） 

東住吉区 

・各構成団体が地域
に即した支援を受
けることができて
いると感じるよ
う、実情に応じた
支援等を行う。 

・各地域毎の現況や課題を洗
い出せるよう国勢調査デー
タ等の資料を提供した。 

・地域ごとの特
性や課題を地
活協の各構成
団体にまで周
知し、共有を
深める必要が
ある。 

・各地域毎の現況や課題を
洗い出せるようデータ
資料を提供し、説明を行
う。(通年） 

 

平野区 

・新たな役員に向け
て、地活協の意義
などの説明を行
い、課題解決の必
要性を説明する。 

 

・地域活動協議会の運営委員
会において、意義説明を行っ
た。 

・元年度補助金申請時期にあ
わせて、制度、趣旨の説明会
を行った。 

・地域公共人材を活用して、役
員による課題認識や解決の
話し合いを促進した。（１地
域） 

・課題認識や解
決の話し合い
が十分ではな
い。 

 

・課題解決に向けて、昨年
度実績以上の地域で地
域公共人材を活用する。
（通年） 

西成区 

・地域毎の「地域カル
テ」の作成に向け
た取組を進め、各
地域活動協議会が
必要としている支
援につなげる。 

・「地域カルテ」の作成につい
て、各地域活動協議会の役員
への説明及び作成支援を行
い、16 地域の全ての地域に
おいて共有がなされ、そのう
ち 12 地域については「地域
カルテ」の添付資料「分野別
事業計画予算書」により、元
年度の補助事業の計画構築
に活用した。 

・「地域カルテ」
の活用支援を
進める上で、
その内容がよ
り地域の実状
に応じたもの
となるよう、
精査していく
必要がある。 

・地域毎の「地域カルテ」
が地域の特性・課題に応
じた活用がなされるよ
う、中間支援組織を通じ
て支援を行う。（通年） 

・「地域カルテ」の内容がよ
り充実していくよう、中
間支援組織を活用しな
がら、地域のもつ資源や
抱える課題について話
し合う機会を増やす。
（通年） 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

① 地域の活性化に向けた支援 

取組の実施状況 

取組②「地域活動協議会の認知度向上に向けた支援」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・通年、区のＨＰや
Facebook を は じ
め、広報紙や地域活
動紹介したリーフ
レットなどの広報
媒体を駆使して、地
域活動の紹介を行
う。 

・地域活動協議会の広
報板に、地域活動を
紹介したチラシ・ポ
スターを掲示し、地
域情報を発信する。 

・９割の世帯が共同住
宅居住であること
をふまえ、マンショ
ンを対象に、防災講
座の開催をはじめ、
防 災 の ワ ー ク
ショップ運営や防
災マニュアルの策
定を支援すること
で、マンション内の
住民交流を促進し、
コミュニティ形成
へと誘導するとと
もに、地域活動協議
会を紹介する。 

・区のＨＰや Facebook をは
じめ、広報紙や地域活動紹
介したリーフレットなどの
広報媒体を駆使して、地域
活動の紹介を行った。 

・地域活動協議会の広報板
に、地域活動を紹介したチ
ラシ・ポスターを掲示し、地
域情報を発信した。 

・９割の世帯が共同住宅居住
であることをふまえ、マン
ションを対象に、防災講座
の開催をはじめ、防災の
ワークショップ運営や防災
マニュアルの策定を支援す
ることで、マンション内の
住民交流を促進し、コミュ
ニティ形成へと誘導するた
め、まずは 29 年度送付した
ＤＭの回答があったマン
ションから重点的に働きか
けを始めた。また、マンショ
ン住民全体に分かりやすい
事業チラシを作成し、マン
ション防災支援のきっかけ
作りを行った。 

 

・マンション居
住者同士の交
流や、マンショ
ンと地域との
つながりが不
足している。 

・区ホームページや広報
紙などのほか、マン
ション管理業協会と連
携を図りながら、マン
ション居住者に向け
て、広く情報発信する
ことで地域活動等への
参加を促進する。（通
年） 

・各地域活動協議会が発
行する広報紙や、地域
の広報板、マンション
の掲示板において、地
域活動協議会の取組を
紹介するとともに、地
域活動等への参加を呼
びかける。（通年） 

・マンション居住者を対
象にした防災講座や、
防災の基本ルールづく
りの場で地域活動の魅
力を伝え、活動への参
加参画を呼び掛ける。
（通年） 

都島区 

・ホームページ、ＳＮ
Ｓ、広報誌、掲示板
など様々なツール
で、地域活動協議会
の活動を情報発信
する。 

・まちづくりセンター
と連携し、地域活動
協議会の認知度向
上に効果的な発信
に取り組む。 

・各地域活動協議会が行う活
動の紹介（Facebook95 回、
Twitter47 回） 

・地域活動チラシを転入者に
配付 

・不動産取扱い事業者を通じ
た地域活動チラシの配布 

・まちづくりセンターとの連
携による地域活動情報の発
信 (Facebook12 回)  

― ・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など
様々なツールで、地域
活動協議会の活動を情
報発信する。（通年） 

福島区 

・マンションに住む単
身世帯などの住民
にも「地域活動協議
会」の認知度向上を
図るため、区のホー
ムページや広報紙
で年２回以上ＰＲ
を行う。 

・区広報紙で毎月、各地活協
の活動記事を掲載した。 

・区ホームページからも各地
活協のホームページへのリ
ンクを更新した。 

・全転入者に対して、地域活
動協議会の案内チラシを配
布した。 

・住民異動の多い３月から１
階待合ロビーで地域活動協
議会の活動紹介動画を放映
した。（～翌年度４月末ま
で） 

・マンションに
住む単身世帯
など地域活動
に関心が薄い
住民が一定数
いるため、効果
的な広報活動
の検討が必要。 

・マンションに住む単身
世帯などの住民にも
「地域活動協議会」の
認知度向上を図るた
め、区のホームページ
や広報紙で年２回以上
ＰＲを行う。（通年） 

・地域活動協議会の紹介
動画を区役所１階ロ
ビーで放映していく。
（年１回以上） 

・地域活動協議会が開設
してきたホームページ
などが頻繁に更新され
るように取り組む。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

此花区 

・地域活動協議会の活
動を広報紙で紹介
し認知度向上につ
なげる。 

・各地域活動協議会の主な活
動内容を区広報紙で紹介し
た。 

・各地域活動協
議会の活動を
広く知っても
らう必要があ
る。 

・地域活動協議会の活動
を広報紙で紹介すると
ともに、リーフレット
を区民まつり等で配付
するなど認知度向上に
つなげる。（通年） 

・区役所の１階や区民
ホールに地域情報コー
ナーを設け、地域行事
等のチラシを配架す
る。（通年） 

中央区 

・地域活動情報を収集
し、「地域活動協議
会」という名称を前
面に出した形で区
広報紙や区ホーム
ページ、Twitter 等
で情報発信を行う。 

・地域で作成している
地域活動協議会紹
介パンフレットの
各地域行事での配
布や、ホームページ
や Facebook などＩ
ＣＴを活用した情
報発信について、中
間支援組織（まちづ
くりセンター）を通
じて引き続き各地
域活動協議会に対
し助言する。 

・「地域活動協議会」の名称が
区民に認知してもらえるよ
う、「頑張ってます！！地域
活動協議会（チカツキョ
ウ）」のキャッチフレーズを
使用した地域情報を広報紙
に掲載した。(10 回) 

・Twitter による地域情報の
発信を行った。（1,519 回） 

・地域を担当する職員全員に
ｅラーニングを実施し、改
めて地域活動協議会に対す
る職員の理解を促進した。 

・地域で作成している地域活
動協議会紹介パンフレット
の各地域行事での配布や、
ホームページや Facebook
などＩＣＴを活用した情報
発信について、中間支援組
織（まちづくりセンター）を
通じて各地域活動協議会に
対し助言を行った。 

・「地域活動協議
会」という名称
の周知を図る
取組が必要で
ある。 

・広報紙において各地域
活動協議会について取
材を行い、全地域活動
協議会を紹介する。そ
の記事内容を活用し区
広報紙や区ホームペー
ジ、Twitter 等で情報発
信を行う。（通年） 

・地域で作成している地
域活動協議会紹介パン
フレットの各地域行事
での配布や、ホーム
ページや Facebook な
どＩＣＴを活用した情
報発信について、中間
支援組織（まちづくり
センター）を通じて引
き続き各地域活動協議
会に対し助言する。（通
年） 

西区 

・地域活動協議会の認
知度を測定し、各地
域、まちづくりセン
ターと連携して課
題を抽出して地域
カルテを更新して
いく。 

・地域活動協議会の認
知度が低い原因を
分析し、地域広報紙
の作成、ホームペー
ジや Facebook の活
用等広報活動への
支援を行うなど、区
広報媒体と並行し
て認知度向上を図
る。 

・まちづくりセンターとの定
例会議などを通じ課題の抽
出を行い、随時地域カルテ
の更新を行った。 

・まちづくりセンターを通じ
て、地域における広報紙・
ホームページ等作成支援お
よび「まちづくりセンター
だより」を発行し地域活動
協議会の認知度の向上を
図った。 

・取組は順調に
推移しており、
「地域活動協
議会を知って
いる区民の割
合」は昨年度の
17.9 ％ か ら
33.5 ％へと大
幅に増加した
ものの、目標値
をわずかに下
回った。 

・各地域活動協
議会の活動を
広く知っても
らう必要があ
る。 

・地域活動協議会の認知
度を測定し、各地域、
まちづくりセンターと
連携して課題を抽出し
て地域カルテを更新し
ていく。（通年） 

・地域活動協議会の認知
度が低い原因を分析
し、地域広報紙の作成、
ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook の活用等広
報活動への支援を行う
など、区広報媒体と並
行して認知度向上を図
る。（通年） 

港区 

・まちづくりセンター
と連携し、各地活協
広報部会の意見交
換、広報研修会を開
催し、広報の重要性
の理解促進を図り
地活協紹介リーフ
レットを作成する。 

・各地活協広報担当者等を対
象に、地域公共人材を活用
して広報研修会を開催した
（３回）。各担当者による意
見交換を行うとともに、専
門的な観点から効果的な広
報のノウハウ、リーフレッ
ト作成にあたってのアドバ
イスを行った（３回）。 

・各地活協でオリジナルの

・地活協を知ら
ない区民への
広報手段につ
いて検討する
必要がある。 

・各地域において 30 年
度に作成した広報用
リーフレットの活用を
促すとともに、広報み
なとやＳＮＳでの情報
発信、区内転入者への
紹介チラシの配布な
ど、さまざまな広報
ツールを活用して認知
度の向上に取り組む。
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
リーフレットを作成し、各
地域内で配布するなど、認
知度向上に取り組んだ。 

（通年） 

大正区 

・地域活動協議会の自
律運営にかかる積
極的支援 

・地域団体間の連携・
協働に向けた支援
や、開かれた組織運
営、会計等の透明性
確保に向けた助言・
指導 

・地域における担い手
確保や人材育成等
への助言・指導 

・幅広い世代の住民の
地域活動への参加・
参画を促すため、事
業の効果的な実施
を支援 

・多様な地域活動との
連携・協働に向けた
ネットワークづく
りへの助言・指導 

・会計実務者説明会を開催
し、開かれた組織運営、会計
等の透明性確保に向けた助
言・指導を行った。 

・地域での会合や行事に職員
が参加し、担い手確保や人
材育成等への助言・指導を
行った。 

・幅広い世代の住民の地域活
動への参加・参画を促すた
め、区が後援となり地域の
イベントを広報するほか、
地域イベントへ住みます芸
人を派遣する等若者が参加
しやすい告知を行った。 

・地域活動協議会の取組を広
く知ってもらうため、７ 月
から広報紙で活動報告を行
い、大正区全 10 地域の記
事を掲載した。 

・多様な地域活動との連携・
協働に向けたネットワーク
づくりへの助言・指導を
行った。 

－ ・30 年度において、地域
ごとの課題や活動状況
をまとめた「地域カル
テ」を活用し、各地域
活動協議会ごとに必要
な支援を行う。 

・地域コミュニティの情
報発信を強化するた
め、広報紙にて、各地
域活動協議会について
の事業報告・記事を掲
載する。 

（以上通年） 

天王寺区 

・区広報紙を活用して
地域活動協議会の
各種活動を紹介す
る。 10 回 

・区ホームページに、
地域活動協議会に
交付する公金の使
途を掲載する。 公
金の使途公表１回 

・概ね小学校前に設置
されているまちか
ど情報板での地域
活動協議会事業の
掲示が促進される
よう働きかける。 

・地域活動協議会が実
施する事業につい
て小学校を通じた
周知が行われるよ
う働きかける。 

・地域活動協議会にお
いて、より一層民主
的で開かれた組織
運営と会計の透明
性が確保されるよ
う、まちづくりセン
ターを活用した啓
発・支援を行う。 
会計説明会 １回 

・地域活動協議会が独
自で行う情報発信
の取組を、まちづく

・区広報紙を活用し、地域活
動協議会の各種活動を４月
以降毎月紹介、７月号は、特
集を組み、より解り易く広
報を実施した。（11 回） 

・区ホームページで地域活動
協議会に交付する公金の使
途を掲載し(７月）、また、区
広報紙７月号でも総額を掲
載した。 

・市広報板を活用したポス
ター掲示や地域活動協議会
主催のふれあい祭りなど多
数の参加が見込まれる事業
で地域活動協議会名を入れ
たのぼりを会場に設置し
た。 

・概ね小学校前に設置されて
いるまちかど情報板での地
域活動協議会事業の掲示が
促進されるよう働きかけ
た。 

・地域活動協議会が実施する
事業について小学校を通じ
た周知が行われるよう働き
かけた。 

・地域活動協議会において、
より一層民主的で開かれた
組織運営と会計の透明性が
確保されるよう、まちづく
りセンターを活用した啓
発・支援を行うとともに会

・地域活動協議
会の活動が、よ
り身近な場所
で、解り易く目
に入り易い形
で認知される
ような紹介や、
地域、事業単位
の地域活動の
掲示板への広
報の充実支援
を行う必要が
ある。 

 

・区広報紙を活用して地
域活動協議会の各種活
動を紹介する。10 回
（通年） 

・区ホームページに、地
域活動協議会に交付す
る公金の使途を掲載す
る。公金の使途公表 
１回（７月） 

・概ね小学校前に設置さ
れているまちかど情報
板での地域活動協議会
事業の掲示が促進され
るよう働きかける。（通
年） 

・地域活動協議会が実施
する事業について小学
校を通じた周知が行わ
れるよう働きかける。
（通年） 

・地域活動協議会におい
て、より一層民主的で
開かれた組織運営と会
計の透明性が確保され
るよう、まちづくりセ
ンターを活用した啓
発・支援を行う。（通年）
会計説明会 １回（１
月） 

・地域活動協議会が独自
で行う情報発信の取組
を、まちづくりセン
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りセンターを活用
して支援する。  
情報発信支援 ９
地域 

計説明会を開催した。（４月
以降随時実施） 

・地域活動協議会が独自で行
う情報発信の取組を、まち
づくりセンターを活用して
支援した。ポスター作成支
援や Facebook による情報
発信支援 ９地域 

・また、ケーブルテレビ J.com
と連携し、地域活動協議会
や同会長会の紹介、地域の
各種イベント紹介を実施し
た。（10 回） 

ターを活用して支援す
る。（通年） 

・市広報板を活用したポ
スター掲示や地域活動
協議会主催のふれあい
祭りなど多数の参加が
見込まれる事業で地域
活動協議会名を入れた
のぼりを会場に設置す
る。（通年） 

浪速区 

・広報媒体を有効に活
用するとともに、対
象を転入者に絞り
込む等、効率的・効
果的な周知の仕組
み作りと、コミュニ
ティ参画へつなが
る仕掛け作りを検
討し実行する。 

・住民情報待合フロアに地域
活動協議会ブースを開設し
た。構成団体の事業やイベ
ントを紹介するとともに、
地域活動協議会の存在と必
要性、参画メリットをア
ピールした。 

・待合呼び出しモニターにて
「ようこそ浪速区地活協
へ」を趣旨とした広告映像
を流した。 

・区広報紙への記事掲載 12
回、まちづくりセンター
Facebook 投稿記事 526 件、
まちづくりセンターブログ
投稿記事 330 件(15,458 ア
クセス)を行い、地域行事へ
の参画を促した。（３月末現
在）。 

・マンション住
民や新規転入
者と町会との
つながりが希
薄であり、マン
ション住民の
地域活動に関
する関心も低
いことが課題
である。 

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、区広報紙（地域活
動紹介コラム等）や、
まちづくりセンター
ホームページ等のＩＣ
Ｔツールをはじめ様々
な広報媒体を用いて、
広く周知し、つながり
の端緒、機会を広げる。
（随時） 

・転入届出時に、住民情
報窓口において、転入
者全員へ地域活動協議
会の趣旨や目的、また
町会への加入を促進す
る案内パンフレットを
交付し、地縁による団
体やグループへの加入
促進につなげる。（通
年） 

・住民情報待合フロアに
地域活動協議会コー
ナーを設置するととも
に、待合呼出しモニ
ターにて地域活動協議
会加入や町会加入を促
進する広告映像を放映
する。（通年） 

西淀川区 

・地域活動協議会の認
知度が低い原因を
分析したうえで課
題を抽出し、地域カ
ルテに記録すると
ともに、認知度向上
に向けてＳＮＳ等
の立ち上げなど効
果的な支援を行う。 

・地域活動協議会の認知度が
低い原因を分析したうえで
課題を抽出した。 

・区広報紙に地域活動協議会
の記事を掲載するととも
に、中間支援組織を活用し
地域広報紙の作成やＳＮＳ
などの活用により認知度向
上に努めた。 

― ・課題を地域カルテに記
録するとともに、認知
度向上に向けた取組と
して、中間支援組織を
活用し地域広報紙の発
行やＳＮＳ等の活用な
ど効果的な支援を行
う。（通年） 

淀川区 

・区民だより「よどマ
ガ！」や区役所Ｈ
Ｐ、ＳＮＳ、地域の
掲示板等、あらゆる
広報媒体を活用し、
情報発信を行うこ
とにより、身近な地
域で行われている
地域活動への参加
を呼びかけるとと

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ、地
域の掲示板等、あらゆる広
報媒体を活用した情報発信
により、身近な地域や関心
のあるテーマへの市民活動
への参加を呼びかけた。 

・区役所１階に「地域情報
コーナー」という専用の配
架棚を設け地域行事等のチ

・特に若い世代
に向けた発信
の取組が必要
である。 

・わかりやすい表現やイ
ラストの活用等、内容
を工夫し、若い世代か
ら高齢者まで幅広い世
代に向けて地域活動情
報を発信する。（通年） 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮ
Ｓ,地域の掲示板等、あ
らゆる広報媒体を活用
した情報発信により、
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もに理解促進を図
る。 

・区役所１階に「地域
情報コーナー」とい
う専用の配架棚を
設け地域行事等の
チラシを随時配布
する。 

ラシを随時配布した。 
・12 月～３月に広報誌にて

「地活協ってなぁーに？」
の特集を組み、地域活動の
情報発信を行った。 

・３月に区役所ギャラリー
コーナーにて「地域広報見
本市」を開催し、地域活動の
情報発信を行った。 

・中間支援組織が発行する
「まちセン通信」にて地域
情報を発信した。（６月・10
月・１月発行） 

身近な地域や関心のあ
るテーマへの市民活動
への参加を呼びかけ
る。（通年） 

・区役所１階に「地域情
報コーナー」という専
用の配架棚を設け地域
行事等のチラシを随時
配布する。（通年） 

東淀川区 

・身近な繋がりづくり
も地域活動である
ことや、もたらされ
るメリットをこれ
まで以上にわかり
やすく伝えていく。 

・地域活動協議会の活
動を各種媒体によ
り広報し、地域活動
協議会の活動に参
加していない住民
や団体、区外からの
転入者に対し、活動
の参加を呼びかけ
る。（広報紙、区ホー
ム ペ ー ジ ト ッ プ
ページと地域活動
協議会ホームペー
ジ の リ ン ク 、
Facebook、地域活動
協議会パンフレッ
トの転入者パック
封入等） 

・地域活動協議会ごとに地域
状況は異なるため、地域の
実情に即した広報活動を
行った。 

・紙媒体、ホームページ、
Facebook など、地域のニー
ズに応じた支援を実施し
た。 

・区ホームページ、Facebook
及び Twitter により東淀川
区内各地域で開催される夏
まつり情報の周知を行っ
た。 

・東淀川区内各地域で開催さ
れる夏まつりのポスターを
区役所庁舎内壁面及び出張
所庁舎内にて掲示した。 

・小松地域：ホームページ作
成のための勉強会開催（４
月） 

・豊新地域：Facebook ページ
作成支援（７月） 

・広報講座の実施による広報
力の強化（１月） 

・豊新地域：ロゴマーク作成
（公共人材活用） 

・広報手段を増
やすことは、活
動従事者の作
業量の増加に
つながりかね
ない。地域課題
や人材の有無、
タイミングな
どを考慮し、継
続可能な取組
になるような
支援が必要で
ある。 

・公共人材を活用するな
ど、専門家の力を借り
ながら、従事者の「作
業量を減らす」、「同じ
作業量で効果を増や
す」ことができるよう
な支援の仕方を検討す
る。（通年） 

・地域活動協議会の活動
を各種媒体により広報
し、地域活動協議会の
活動に参加していない
住民や団体、区外から
の転入者に対し、活動
の参加を呼びかける。
（広報紙、区ホーム
ページトップページと
地域活動協議会ホーム
ペ ー ジ の リ ン ク 、
Facebook、地域活動協
議会パンフレットの転
入者パック封入等）（通
年） 

・区庁舎を活用し、動画
等を用いて地域活動の
内容を発信する。（通
年） 

・広報講座を実施し、広
報担当者のスキルアッ
プに繋げる。（通年） 

東成区 

・地域活動協議会の認
知度向上に向けて、
広報媒体を利用し
情報発信する。また
各地域自ら情報発
信する支援を行う。
（通年） 

・支援により地域広報紙を作
成する地域がでてきた。 

・地域活動協議会の認知度向
上に向けて、地域自らが毎
月区広報紙に「地域からの
お知らせコーナー」を掲載
し活動内容の情報発信を
行った。 

・Twitter 等の広報媒体を活
用して地域活動協議会の活
動を情報発信した。 

・地域活動協議
会の認知度向
上に向けての
情報発信を更
に行う必要が
ある。 

・引き続き地域活動協議
会の認知度向上に向け
て、様々な広報媒体を
活用して活動内容を情
報発信する。（通年） 

生野区 

・中間支援組織と連携
し、各地域活動協議
会において、認知度
向上のための広報
紙、広報ポスター、
広報動画などの作

・区広報紙により地活協の活
動紹介記事を掲載した。 

・中間支援組織と連携し、広
報紙、広報ポスター、広報動
画の作成を支援した。 

― ・地域カルテを作成し、
地域事情に応じた支援
を行うために、地域活
動協議会のあり方や、
地域内での課題などに
ついて話し合いを進め
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
成支援を行う。 

・ホームページやＳＮ
Ｓにより効果的に
情報発信する。 

・中間支援組織と連携
して、各地域活動協
議会において広報
に関する勉強会を
開催するなど地域
活動協議会の認知
度向上に向け情報
発信力を強化して
いく。 

・中間支援組織の Facebook
を通じて、各地域活動協議
会の取組の紹介等を行っ
た。 

・中間支援組織と連携し、
ホームページ開設に関する
広報会議に参加するなど、
地域の実情に応じた支援を
行った。 

る会議を開催する。（通
年） 

・ホームページやＳＮＳ
により効果的に情報発
信する。（通年） 

旭区 

・広報紙特集号の活用
など、積極的に情報
発信を行う。 

・区内官公署施設を活
用し、区民の方の目
に触れる場所に情
報発信コーナー等
を設置する。 

・区内広報板なども活
用する。 

・区内官公署施設を活用し、
区民の方の目に触れる場所
に情報発信コーナー等を設
置した。 

・広報紙特集号の活用など、
積極的に情報発信を行っ
た。（11 月） 

・区内広報板などを、地域が
活用できる仕組みを構築し
周知した。 

・地活協ガイドブックを作成
し、会議及びイベント等で
説明・配布を行った。 

・様々なイベン
ト及び活動の
主体が、「地域
活動協議会」で
あるとの認知
度が低い。 

・広報紙特集号の活用な
ど、積極的に情報発信
を行う。（10 月） 

・区内官公署施設を活用
し、区民の方の目に触
れる場所に情報発信
コーナー等を設置す
る。（通年） 

・区内広報板なども活用
する。（通年） 

・地活協ガイドブックを
作成し、会議及びイベ
ント等で説明・配布を
行う。（通年） 

城東区 

・「地域カルテ」の作成
過程において、地域
ごとの認知度が低
い原因等を分析し、
認知度向上に繋が
るよう情報交換等
を行う。 

・区広報誌において、地域活
動協議会の活動を紹介する
特集を掲載した。 

・地域主催の各種行事に参加
し、情報収集と提供を行っ
た。 

・地域の防災訓練 23 回への
協力、防災出前講座８回の
実施、地域防災リーダー隊
長会議の開催１回。 

・区長と各地域活動協議会の
意見交換会を進めており、
認知度向上につながる情報
交換を行った。 

・まちづくりセンター作成
「みんなの地域活動ハンド
ブック」の配架。 

・活動情報の浸
透 

・「地域活動協議会だよ
り」のコーナーで継続
して掲載する。（通年） 

・各地域行事における配
布物（チラシ、パンフ
レット、啓発物品や出
演記念品など）に地域
活動協議会名称を入れ
て配布する。（通年） 

鶴見区 

・地域が行うイベント
に出向き、地域活動
協議会の活動紹介 

・TSURUMIC AWA 
RD の開催 

 

・地域活動協議会の活動内容
を紹介するチラシを作成し
盆踊りなど人が集まる場所
を中心に配布した。（８月） 

・転入者向けリーフレットを
作成及び配布し、町内会等
に関する情報の提供を行っ
た。 

・TSURUMIC AWARD（コ
ンテスト）を開催した。（１
月） 

― ・区内で開催されるイベ
ントに出向き、地域活
動協議会の活動紹介を
行う。 
ま た 、 TSURUMIC 
AWARD を開催するな
ど地域活動協議会の認
知度向上に向けた取組
を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

阿倍野区 

・地域活動協議会の認
知度向上に向けた
支援 

・地域活動協議会の認
知度向上に向け、区
が原因分析及び課
題抽出を行い地域
カルテに記録し、地
域と情報共有を行
う。 

・各地域の課題に応
じ、区広報紙や区
ホームページによ
る情報発信を行う。
また、地域活動協議
会に向けてＩＣＴ
の活用にかかる勉
強会を実施し、効果
的に周知活動が実
施できるよう支援
する。 

・地域活動協議会の認知度向
上に向け、区が原因分析及
び課題抽出を行い地域カル
テに記録し、地域と情報共
有を行った。 

・区広報紙やまちセン広報
紙、区民向け事業などの場
を使って、地域活動協議会
のアピールを行った。 

・地域活動を行っている団体
などへのＳＮＳの運用支援
を行うとともに、パソコン・
スマホ講座（３回）を実施し
て情報発信に活用できるス
タッフの育成に努めた。 

・地域活動の発表、意見交換
の場として地域活動フォー
ラムを開催し、LINE を活
用した地域の連絡網構築や
情報発信についての取組紹
介を行った。 

― ・地域活動協議会の認知
度向上に向け、区が原
因分析及び課題抽出を
行い地域カルテに記録
し、地域と情報共有を
行う。（通年） 

・各地域の課題に応じ、
区広報紙や区ホーム
ページによる情報発信
を行う。また、地域活
動協議会に向けてＩＣ
Ｔの活用にかかる勉強
会を実施し、効果的に
周知活動が実施できる
よう支援する。（通年） 

住之江区 

・区広報紙、ホーム
ページ、Facebook、
ポスター等で、地域
活動協議会の活動
内容を周知し知名
度向上に向けた取
組を行う。 

・各地域活動協議会で
ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook の開設な
どＩＣＴを活用し
た取組が進むよう、
中間支援組織を活
用した支援を行う。 

・地域活動協議会が実
施するイベント等
で、中間支援組織と
連携し地域活動協
議会の活動紹介を
実施する。 

・区広報紙、ホームページ、
Facebook に地域活動協議
会の活動内容を掲載してい
る。また、港南造形高校及び
電通と連携し、各地域活動
協議会のポスターを作成し
た。 

・区民まつりや地域活動協議
会実施のイベントで、中間
支援組織と連携し地域活動
協議会の活動紹介チラシの
配布を行った。 

・各地域活動協議会でホーム
ページ、Facebook の開設な
どＩＣＴを活用した取組が
進むよう、中間支援組織を
活用した支援を行った。 

 

・地域活動協議
会の認知度を
さらに向上さ
せ、新たな担い
手層となって
いただける層
の参加促進に
つなげていく
必要がある。 

・各地域の地域
活動協議会の
活動内容がよ
り伝わり、イベ
ント等への参
加者が増える
よう、区の広報
媒体での情報
発信を充実さ
せていくとと
もに、地域の情
報発信充実の
支援を行う。 

・区広報紙、区ホーム
ページ、区Facebookポ
スター等で、地域活動
協議会の活動内容を周
知し、知名度向上に向
けた取組を行う。（通
年） 

・各地域活動協議会で
ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook の開設など
ＩＣＴを活用した取組
が進むよう、中間支援
組織を活用した支援を
行う。（通年） 

・地域活動協議会が実施
するイベント等で、中
間支援組織と連携し地
域活動協議会の活動紹
介を実施する。（通年） 

住吉区 

・地域活動協議会の認
知度向上に向け、
「広報すみよし」に
おいて、各地域活動
協議会の紹介を掲
載する。 

・広報板や区のホーム
ページ、Twitter、住
みます芸人を活用
し、各地域活動協議
会の活動を情報発
信する。（各地域月
１回） 

・地域活動協議会ＨＰ
の管理・運営を通じ
て若手人材を増や
し、地域発信の情報
発信を強化する。 

・「広報すみよし」において地
域活動協議会の取組紹介
（毎月） 

・区ホームページの充実（全
地域） 

・Twitter・LINE を活用した
子育てサロン情報の提供 

・住みます芸人を活用した地
域イベント情報ポスターの
作成。町会広報板へ貼付（２
回） 

・区役所待合のモニターを活
用したＰＲ 

・区役所待合番号札の裏面を
活用したＰＲ 

・区庁舎内に地域活動協議会

・様々な手法に
よる情報発信 

・地域内部での
情報発信強化 

 

・地域活動協議会の認知
度向上に向け、「広報す
みよし」において、各
地域活動協議会の紹介
を掲載する。（毎月） 

・広報板や区のホーム
ページ、ＳＮＳを活用
し、各地域活動協議会
の活動を情報発信す
る。（各地域月１回） 

・地域活動協議会の広報
紙を発行する。（３地
域）（通年） 



101 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
パネル設置（12 月～１月） 

・地域活動協議会紹介チラシ
全戸配布（３地域） 

・地域活動協議会ＨＰの作成
支援（５地域、合計９地域で
作成完了） 

東住吉区 

・区広報紙、ＨＰなど
で、活動の紹介等は
行ってきたが、行事
の開催案内も含め
発信し、地活協の活
動ごとの広報支援
を打っていくなど
の工夫が必要であ
る。 

・各地域の区民が参加できる
よう行事予定を広報紙やＨ
Ｐに掲載した。 

・「地域活動協議
会」の認知度は
低い。地域活動
への関心が低
く、あまり関わ
ることが少な
い区民への地
域活動の発信
に加えて、地活
協の認知度向
上の取組が必
要。 

・認知度の向上に資する
よう、行事予定や開催
の様子を広報紙やＨＰ
に掲載する。（通年） 

 

平野区 

・まちづくりセンター
の支援において、広
報研修の実施や手
法の提案を行い、地
域による広報の充
実を図る。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）において、地域の
広報を紹介するサイトの立
ち上げを行った。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）において、「ＳＮ
Ｓ活用講座」を開催した。 

・各地域で継続
的な広報の実
施が必要であ
る。 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連携
して、地域状況に応じ
た効果的な広報手法を
支援する。（通年） 

 

西成区 

・地域活動協議会の取
組を周知する機会
を増やし、ＳＮＳ等
のＩＣＴの活用に
ついても、中間支援
組織を活用しなが
ら支援を実施する。 

・地域活動協議会の取
組について、区の広
報紙やホームペー
ジ等において紹介
するなど、区民の目
に触れる機会を増
やす。 

・地域活動協議会の広報紙の
作成支援を進めるととも
に、各地域活動協議会の
Facebook の管理について、
中間支援組織を活用した支
援を実施した。 

・西成区役所 Facebook にて、
地域活動協議会の取組に関
する記事を投稿した。 

 

― ・地域活動協議会の取組
を周知する機会を増や
し、ＳＮＳ等のＩＣＴ
の活用についても、中
間支援組織を活用しな
がら支援を実施する。
（通年） 

・地域活動協議会の取組
について、区の広報紙
やホームページ等にお
いて紹介するなど、区
民の目に触れる機会を
増やす。（通年） 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

① 地域の活性化に向けた支援 

取組の実施状況 

取組③「地域活動協議会に期待する準行政的機能の趣旨についての理解度向上」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・各地域活動協議会との
ミーティングや会議の
場を通して、求められ
る役割について説明
し、活動の自立を促し
ていく。 

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。 

・各地域活動協議会との
ミーティングや会議の
場を通して、求められる
役割について説明し、活
動の自立を促した。 

・地域を担当する職員全員
に準行政的機能の趣旨
についてのｅラーニン
グを実施し、改めて職員
の理解を促進した。 

・地域課内でのミーティン
グを管理職会議時にも
合わせて実施し、回数を
増やすことで、課内連携
を強化し、職員の理解度
を高めた。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が準行政機能
の趣旨を正し
く理解した上
で地域支援に
あたる必要が
ある。 

・地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）へ
の支援体制見直しによ
り、準行政機能の趣旨
等に関する研修の実施
やｅラーニングの受講
で資質の向上を図り、
地域支援にあたる。（通
年） 

都島区 

・地域を担当する職員全
員が、地域活動協議会
についてのｅラーニン
グを受講する。（年１
回） 

・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など
様々なツールで地域活
動協議会の役割につい
て情報発信する。 

・地域活動協議会について
のｅラーニング研修（地
域担当職員全員、７～８
月） 

・各地域活動協議会が行う
活動の紹介（Facebook 
89 回、Twitter42 回） 

・地域活動チラシを転入者
に配付 

― ・地域を担当する職員全
員が、地域活動協議会
についてのｅラーニン
グを受講する。（年１
回） 

・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など
様々なツールで地域活
動協議会の役割につい
て情報発信する。（通
年） 

福島区 

・地域を担当する職員全
員が、地域活動協議会
に期待される「準行政
機能」の理解を深める
ため、年１回以上ｅ
ラーニングを受講す
る。 

・今後も会計説明会等の
機会を活用し、粘り強
く周知に努める。 

・地域を担当する職員全員
が地域活動協議会に期
待される「準行政機能」
の理解を深めるため、ｅ
ラーニングを受講した。 

・５月～６月及び 11 月～
12 月に各地域活動協議
会で補助金説明会を開
催し、資料を確認しなが
ら説明を行った。 

・「準行政的機
能」の趣旨につ
いて理解して
もらうために
工夫が必要で
ある。 

・地域を担当する職員全
員が、地域活動協議会
に期待される「準行政
機能」の理解を深める
ため、関連資料を適宜
提供するとともに、年
１回以上ｅラーニング
を受講させる。（通年） 

・地域活動協議会の補助
金説明会等の場を活用
し、わかりやすい説明
資料で地域の一層の理
解促進を図る。（各地域
年１回以上） 

此花区 

・地域活動協議会運営委
員会で準行政的機能に
ついて説明する。 

・地域活動協議会に期待
されている準行政的機
能について区広報紙や
ＨＰで周知していく。 

・補助金等、会計説明会（７
月、２月に各４回実施）
や各地域活動協議会運
営委員会において準行
政的機能について説明
した。 

・準行政的機能について、
区広報紙やＨＰで周知
した。 

・理解度向上の
ためには、繰り
返し機会をと
らえて説明す
る必要がある。 

・地域活動協議会運営委
員会で準行政的機能に
ついて説明する。（通
年） 

・地域活動協議会に期待
されている準行政的機
能について、区広報紙
やＨＰで周知してい
く。（通年） 

・地域を担当する職員全
員がｅラーニングを受
講し、理解度を高める。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

中央区 

・地域活動協議会に期待
する準行政的機能につ
いて、地域活動協議会
の役員や構成団体の方
をはじめ地域住民の理
解が深まるよう機会あ
るごとに積極的に発信
する。 

・地域を担当する職員全
員に準行政的機能の趣
旨についてのｅラーニ
ングを実施するなど、
改めて職員の理解を促
進する。 

・地域活動協議会会長会
（９月開催）、地域活動
協議会活性化セミナー
（10 月開催）、補助金説
明会（12 月開催）等にお
いて準行政的機能の趣
旨について説明を行っ
た。 

・地域を担当する職員全員
に準行政的機能の趣旨
についてのｅラーニン
グを実施し、改めて職員
の理解を促進した。 

・30 年度に趣旨
について理解
度の向上に向
けた説明に取
り組んだ結果、
29年度に「無回
答」と回答した
人が「知らな
い」と回答した
と分析される。
結果として実
績値が大きく
下がったが、理
解度向上に向
けた取組の対
象が明らかと
なった。依然と
して、理解度は
十分とは言え
ないため、引き
続き「準行政的
機能」の趣旨に
ついて、理解を
促進する必要
がある。 

・具体的な活動事例を挙
げながら、準行政的機
能について、地域活動
協議会の役員や構成団
体の方をはじめ地域住
民に対して説明を行
う。（通年） 

・新たに地域を担当する
職員に対して、「地域活
動協議会に期待する準
行政的機能」の趣旨に
ついて理解を促進す
る。（通年） 

 

西区 

・地域活動協議会の準行
政的機能や要件につい
て、地域担当職員にｅ
ラーニングを実施す
る。 

・地域活動協議会に期待
する準行政的機能につ
いて、地域活動協議会
会長連絡会の場で説明
する。（上期、下期１回
ずつ） 

・地域活動協議会の準行政
的機能及び総意形成機
能について地域担当職
員にｅラーニングを実
施した。 

・地域活動協議会に期待す
る準行政的機能につい
て、９月・３月開催の地
域活動協議会会長連絡
会で説明を行った。 

・ｅラーニング
について、結果
は全体の平均
点では 95.6 点
となっている
ものの、全員全
問正解となっ
ていない。 

・準行政的機能
を認識してい
る構成団体の
割合は 29 年
度：59.1％、30
年度：71.8％と
増加している
ものの、目標に
達しなかった。 

・理解度向上の
ためには、繰り
返し機会をと
らえて説明す
る必要がある。 

・地域活動協議会の準行
政的機能や要件につい
て、地域担当職員にｅ
ラーニングを実施す
る。（上期） 

・地域活動協議会に期待
する準行政的機能につ
いて、地域活動協議会
会長連絡会の場で説明
する。（上期、下期１回
ずつ） 

・期待される「準行政的
機能」について、まち
づくりセンターも活用
し説明を行う。（通年） 

港区 

・地域を担当する職員が
地域レポートを活用し
て地域への理解を深め
るとともに  ｅラーニ
ングを受験し理解度を
高める。（95 点以上） 

・地域担当職員等が参加
する地域情報連絡会を
通じて、地域への理解
を深めるとともに地域
活動協議会が果たす役
割について意識共有す
る。 

・地域担当職員に、地域レ
ポート、30 年度市民協
働職員研修資料（地域活
動協議会について）、29 
年度のｅラーニングを
配布し、自己学習やｅ
ラーニングの受験を通
じて理解度を高めた。 

・地域情報連絡会を定期的
に開催し、地域担当職員
間で地域活動協議会の
活動状況や課題等につ
いて情報共有した。 

・理解がより深
まるよう資料
等を工夫する
必要がある。 

・地域活動協議会に期待
する準行政機能の趣旨
について、地域担当職
員へは市民協働職員研
修資料（地域活動協議
会について）や地域活
動協議会の準行政機能
の趣旨を解説した資料
を活用した自己学習、
及びｅラーニングを実
施するとともに、地域
活動協議会の役員等へ
は補助金に関する説明
会において説明し理解
度を高める。（上期） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

大正区 

・地域の行事や活動への
参加、地域の担い手へ
のヒアリング等を行う
ことによる地域や地域
活動の現状や課題を把
握及び整理 

・地域活動協議会の運営
のための支援の実施 

・大正区地域まちづくり
実行委員会委員長会設
置運営要綱を基に位置
づけを明確にしたうえ
で、区施策への意見等
や、地域が抱える課題
や問題についてオフィ
シャルな協議・議論の
場をしながら、地域の
課題解決やまちづくり
を推進していく。地域
まちづくり実行委員会
委員長会で審議・協議
を行う中で、各地域ま
ちづくり実行委員会が
取り組んでいる好事例
を紹介することで、他
の地域まちづくり実行
委員会の活動が活発に
なるよう促していく。 

・地域包括支援プロジェク
トチームを立ち上げ、地
域での会合や行事に職
員が参加し、地域活動協
議会の準行政的機能の
理解を深めるよう説明
を行った。地域課題の解
決策について助言・指導
を行った。 

・地域活動協議会（地域ま
ちづくり実行委員会）の
運営のため、必要な支
援・助言を行った。 

・大正区地域まちづくり実
行委員会委員長会を開
催し、区役所からの報告
や協力依頼を行うとと
もに、地域相互の情報交
換や情報共有を行った。 

・人事異動等で地域課へ配
属された職員や地域担
当職員が、地域活動協議
会の準行政的機能の理
解を深めるよう、取組を
行った。 

・人事異動や昇
任により、地域
担当が代わる
ので、一時的に
理解度が達成
しても、理解を
深める取組は
必要。 

・地域活動協議
会を含む住民
に対しても、役
員の交代等で、
認知が風化し
ないよう、継続
的に説明を行
う必要がある。 

・地域まちづくり実行委
員会委員長会の開催に
併せ、地域活動協議会
の準行政機能について
の説明を行う。（４、９、
11、１月） 

・地域活動協議会に期待
する準行政機能につい
て、ｅラーニングの実
施などにより改めて職
員の理解を促進する。
（１回） 

天王寺区 

・地域を担当する職員全
員を対象にｅラーニン
グを実施し、職員の理
解を促進する。 １回 

・全地域活動協議会を対
象に「準行政的機能」が
求められることの理解
が得られるよう説明の
場を設ける。 

・まちづくりセンターも
活用し、「準行政的機
能」が求められること
の説明を行う。 

・地域を担当する職員全員
がｅラーニングを実施
した。（７月・４名） 

・５、６月及び２月実施の
運営委員会や役員会の
ほか地域へ出向いた際
に説明を行った。 

・情報交換会の場で説明を
行った。（12 月） 

・全９地域の会長、副会長
会の集いで趣旨説明を
行った。（３月） 

・「準行政的機
能」の意味が理
解しづらく、伝
え方の工夫が
必要である。 

・地域を担当する職員全
員を対象にｅラーニン
グを実施し、職員の理
解を促進する。１回（上
期） 

・全地域活動協議会を対
象に「準行政的機能」
が求められることの理
解が得られるようパ
ワーポイントを使用
し、視覚的に解り易く
言葉の意味理解が得ら
れるよう、説明の場を
設ける。（６月、12 月） 

・まちづくりセンターも
活用し、「準行政的機
能」が求められること
の説明を行う。（通年） 

浪速区 

・地域を担当する職員へ
の理解度の深化に努め
る。 

・とりわけ地域の方に対
しては、具体例を示し
た理解が深まるような
説明に努めるなど、き
め細やかな働きかけを
行う。 

・「地域カルテ」を共有・活
用する過程において、本
旨理解度の向上を図っ
た。 

・「浪速区役所地域担当職
員設置要綱」を制定（４
月）、また「地域担当制の
手引き」を作成（４月）
し、当該職員を対象に説
明会を開催して、本旨理
解の深化を図った。 

・地域を担当する職員全員
を対象にｅラーニング
を実施した。 

・地域活動協議会の役員や

・準行政的機能
の趣旨につい
ての理解度の
向上が必要。 

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。（年１回以
上）また、関連する勉
強会や民間機関への派
遣研修等へ積極的に参
加する。（随時） 

・地域活動協議会の役員
や構成団体の方を対象
に開催する講演会・勉
強会等の場で、地域活
動協議会に求められて
いる準行政的機能に関
する説明を行う。（年３
回以上）  
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
構成団体の方をはじめ
地域住民の理解が深ま
るよう引き続き機会あ
るごとに積極的に発信
した。 

西淀川区 

・地域活動協議会会長会
や各種団体の会合、広
報紙等を活用し積極的
に発信 

・地域活動協議会へのヒ
アリングを実施 

・地域を担当する職員全
員を対象にｅラーニン
グを実施 

・地域活動協議会会長会や
各種団体の会合、広報紙
等を活用し積極的に発
信した。 

・地域活動協議会へのヒア
リングを実施した。 

・地域を担当する職員全員
を対象にｅラーニング
を実施した。 

― ・地域活動協議会会長会
や各種団体の会合、広
報紙等を活用し積極的
に発信。（通年） 

・地域を担当する職員全
員を対象にｅラーニン
グを実施。（下半期） 

淀川区 

・地域活動協議会意見交
換会等様々な機会を活
用し、地活協の構成団
体に対して解かりやす
く説明しながら理解度
が向上するよう情報発
信する。 

・５月の地活協会長との意
見交換会および６月～
７月実施地活協ブロッ
ク別意見交換会で説明
した。 

・12 月の会計説明会で実
務者に対して説明を
行った。 

・実務者レベル
での理解度向
上が必要であ
る。 

・各種地域会議の場での
説明や実務者レベルの
方を意識したわかりや
すい説明資料作成を行
い、様々な機会を活用
して、活動目的の理解
促進を図る。（通年） 

東淀川区 

・地域担当連絡会議、地域
活動協議会意見交換会
等、様々な機会を活用
し、具体的な事例を交
えて解りやすく説明し
ながら理解度が向上す
るよう情報発信する。 

・地域担当職員に対して、
防災面、地域活動協議会
の成り立ちと機能につ
いて学習会を実施した。 

・地域活動協議会連絡会議
と地域活動協議会構成
団体へのアンケートの
依頼の際に、地域活動協
議会に求められている
機能について説明を
行った。 

・準行政的機能
の趣旨につい
て理解しても
らうために工
夫が必要であ
る。 

・地域活動協議会に求め
られている機能につい
て、現在の取組との比
較や、住民にわかりや
すい言葉を用い、補助
金説明会等の場で説明
を行い認識を深める。
（下半期） 

東成区 

・地域担当職員が、毎月開
催される地域活動協議
会等の会議に出席し、
理解度向上に努めると
ともに、担当職員同士
での情報共有を行い、
理解度促進につなげ
る。 

・地域担当職員が、毎月開
催される地域活動協議
会等の会議に出席し、情
報発信を行った。 

・地域担当職員にｅラーニ
ングを受講するよう周
知徹底を図った。また理
解度が全員 95 点以上と
なるよう事前に勉強会
資料を配付した。 

・地域担当者会議の場でも
理解促進を図った。 

・地域担当職員
でも理解度に
温度差がある。 

・地域を担当する職員で
毎月、情報交換・意見
交換を行う会議を実施
し、各地域の状況につ
いての理解を深め、効
果的な広報や情報発信
につなげる。（通年） 

・地域を担当する職員
に、ｅラーニングを受
講させ、理解を促す。
（下半期） 

生野区 

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。（通年） 

・ｅラーニングの受講等
を通じて、地域を担当
する職員全員が、地域
活動協議会の持つ準行
政的機能の趣旨およ
び、期待される総意形
成機能の趣旨について
の理解を深める。 

・人事異動などにより
キャリアの短い職員に
対して、地域活動協議

・地域を担当する職員全員
がｅラーニングを受講
し、地域活動協議会の持
つ機能の趣意について
理解を深めた。 

・地域を担当する職員に対
して、地域活動協議会が
持つ準行政的機能、期待
される総意形成機能の
趣旨を記載している資
料を配布した。 

・地域活動協議
会の持つ準行
政的機能の趣
旨および、期待
される総意形
成機能の趣旨
についての職
員の理解度が
低い。 

・地域を担当する職員に
マニュアルを配布す
る。（６月） 

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。（年１回） 

・ｅラーニングの受講等
を通じて、地域を担当
する職員全員が、地域
活動協議会の持つ準行
政的機能の趣旨およ
び、期待される総意形
成機能の趣旨について
の理解を深める。（通
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
会についてのマニュア
ル等を活用し、地域活
動協議会にかかる理解
度を深める。 

年） 

旭区 

・地域活動協議会連絡会
議、意見交換会及び取
組事例共有会等で説明
を行うことで理解促進
を図る。 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受講
し理解を深めた。 

・地域活動協議会総会及び
ワークショップ等で説
明を継続的に行うこと
で理解促進を図った。 

・地活協ガイドブックを作
成し、会議及びイベント
等で説明・配布を行っ
た。 

・取組事例共有会議等で説
明を継続的に行うこと
で理解促進を図った。
（１月） 

・準行政的機能
の趣旨につい
てのより一層
の理解促進を
図ることが必
要。 

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。（９月） 

・地域活動協議会連絡会
議及びワークショップ
等で説明を継続的に行
うことで理解促進を図
る。（通年） 

城東区 

・職員については、ｅラー
ニングの取組を行うと
ともに、会計情報交換
会の資料内容等を共有
する。 

・地域活動協議会の行事
や会議等で準行政的機
能の理解が深まるよう
機会あるごとに積極的
に発信する。 

・地域を担当する職員がｅ
ラーニングを受講した。 

・会計情報交換会におい
て、準行政的機能の説明
を行った。 

・30 年度、まちづくりセン
ターが作成した「みんな
の地域活動ハンドブッ
ク」を使用し準行政的機
能の説明を行った。 

・地域内での役
員交代時の知
識継承 

・まちづくりセンターに
よる相談支援時や役員
交代時、また「地域活
動協議会連絡会」「地域
活動協議会情報交換
会」の場で、まちづく
りセンター作成「みん
なの地域活動ハンド
ブック」による説明を
行う。（通年） 

鶴見区 

・各種会議において準行
政的機能の理解促進を
図るためチラシを作成
し、周知する。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）を通じて、
「準行政的機能」が求め
られることを説明した。 

・準行政的機能の理解促進
を図るためチラシを作
成し、地域活動協議会連
絡会で周知した。（３月） 

・新役員等を中
心に、準行政的
機能の認知度
や理解の向上
が必要である。 

・地域活動協議会につい
てのｅラーニングを地
域を担当する職員に実
施する。（上期） 

・新役員等に対して各地
域の運営会議などで準
行政的機能について説
明する。（通年） 

・補助金説明会等の場を
活用し準行政的機能の
理解促進を図る。（下
期） 

阿倍野区 

・地域活動協会議に期待
する準行政的機能につ
いて、地域を担当する
職員全員が、ｅラーニ
ングを受講し、理解を
深める。 

・地域活動協会議補助金
説明会等の機会に、準
行政機能について役員
や構成団体の方をはじ
めとする地域住民の理
解を深めるよう積極的
に情報発信する。（年２
回） 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受講
し、地域活動協会議に期
待する準行政的機能に
ついて理解を深めた。 

・地域活動協議会補助金説
明会開催時に、準行政的
機能の趣旨について役
員や構成団体の方をは
じめとする地域住民の
理解を深めるよう制度
紹介冊子により説明を
実施し積極的に情報発
信を行った。（各地域２
回） 

・地域活動協議
会に期待され
る準行政的機
能について、理
解が深まるよ
う機会あるご
とに積極的に
情報発信する
必要がある。 

・地域活動協議会に期待
する準行政的機能につ
いて、地域を担当する
職員全員が、地域レ
ポートを活用して地域
への理解を深めるとと
もに ｅラーニングを
受験し理解度を高め
る。（前期） 

・地域活動協議会補助金
説明会や地域連絡会議
等の機会を活用し、地
活協の構成団体に対し
て解かりやすく説明し
ながら理解度が向上す
るよう情報発信する。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住之江区 

・地域担当職員全員がｅ
ラーニングを受講す
る。 

・地活協会長会、地活協運
営委員会などで、準行
政的機能について説明
し、地域住民の理解度
向上を図る。 

・ｅラーニングについて
は、全職員受講済。 

・会計説明会、地活協運営
委員会などで地域活動
協議会に期待する準行
政的機能について説明
を行った。 

・理解度をより
向上させるた
め、構成団体へ
のアンケート
の自由記述な
どを参考にし
ながら、より丁
寧 な 説 明 を
行っていく必
要がある。 

・地域を担当する職員全
員がｅラーニングを実
施する。（下期） 

・地活協会長会や会計説
明会、地活協運営委員
会などで地域活動協議
会に期待する準行政的
機能について説明を行
い、地域住民の理解度
向上を図る。（下期） 

住吉区 

・地域活動協議会の準行
政的機能・総意形成機
能についての説明を補
助金説明会と合わせて
実施する。（年２回） 

・青少年指導員やＰＴＡ
などの会議の場におい
て説明する。 

・地域活動協議会に期待
する準行政的機能・総
意形成機能についての
ｅラーニングを地域を
担当する職員に実施す
る。（受験率 100％かつ
理解度全員 95 点以上） 

・地域を担当する職員へ
準行政的機能・総意形
成機能について説明を
行う。 

・補助金説明会において説
明 

・各地活協運営会議で説明 
・区青少年指導員理事会で
説明 

・ｅラーニングの実施 
・職員への勉強会の実施 

・各地域構成団
体の長や地域
を担当する職
員に対して繰
り返し説明が
必要。 

・地域活動協議会の準行
政的機能・総意形成機
能、備えておくべき要
件についての説明を補
助金説明会（年１回）
や各地活協運営会議
（各地域１回）であわ
せて実施する。（通年） 

・地域活動協議会に期待
する準行政的機能・総
意形成機能についての
ｅラーニングを地域を
担当する職員に実施す
る。（受験率 100％かつ
理解度全員 95 点以上）
（上期） 

東住吉区 

・各構成団体が地域に即
した支援を受けること
ができていると感じる
よう、実情に応じた支
援等を行う。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで
理解促進を行った。また
新会長を集めて理解促
進を行った。 

・地活協の各構
成団体にまで
特性や課題の
共有を深める
必要がある。 

・地域ごとの特
性や課題を地
活協の各構成
団体にまで周
知し、共有を深
める必要があ
る。 

・地域連絡会議や各地域
における会議の場など
の機会を捉え理解促進
を図る説明を行う。（通
年） 

 

平野区 

・地活協運営委員会等の
機会に地活協の意義・
趣旨の説明を行う。 

・地域活動協議会の運営委
員会において、意義説明
を行った。 

・元年度補助金申請時期に
あわせて、制度、趣旨の
説明会を行った。 

・地域を担当する職員を対
象にｅラーニングを実
施した。 

・地域公共人材を活用し
て、役員による課題認識
や解決の話し合いを促
進した。（１地域） 

・地域を担当す
る職員の知識
の向上が必要
である。 

・ｅラーニングの解説編
による学習を受講者向
けに案内し、知識向上
を図るとともに、構成
団体向けにチラシ等を
作成し、地活協に求め
られている機能につい
て周知する。（通年） 

西成区 

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。 

・地域活動協議会の役員
や構成団体の方をはじ

・地域を担当する職員がｅ
ラーニングを受講した。
（７～８月） 

・中間支援組織も活用しな
がら、各地域活動協議会

・準行政的機能
にかかる理解
促進のため、必
要とする地域
へは個別に支

・地域を担当する職員全
員が、ｅラーニングを
受講する。（下期） 

・地域活動協議会の役員
や構成団体の方をはじ
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
め地域住民が出席する
地域活動協議会運営委
員会や区役所が実施す
る説明会等において、
準行政的機能に関する
説明を行うなど、より
理解を得やすい説明を
行う等の取組を進めて
いく。（年２回） 

の役員や構成団体の方
を対象に、運営委員会等
の場において準行政的
機能に関する説明を実
施した。 

・12 月開催の補助金説明
会において、地域活動協
議会として具備すべき
要件のうち、「準行政的
機能」も含めて、中間支
援組織を通じて周知す
るなど、取組を進めた。 

援を行ってき
たが、区内全体
での認識共有
に繋げていく
必要がある。 

め地域住民が出席する
地域活動協議会運営委
員会や区役所が実施す
る説明会等において、
準行政的機能に関する
説明を行うなど、より
理解を得やすい説明を
行う等の取組を進めて
いく。（年２回） 

・中間支援組織も活用し
ながら、日常支援の中
で準行政的機能に関す
る理解の確認と説明を
適宜行う。（通年） 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

       ② 総意形成機能の充実 

目標の達成状況 

目標指標「総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合」 

29 年度目標 

各地域活動協議会からの推薦を受けた区政会議の委員を選定している区の数 20 区（28 年度実績 17 区）  
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
67.0％ 
68.0％ 59.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
71.0％ 
72.0％ 81.4％ 達成 

82.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
48.0％ 
49.0％ 39.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
57.0％ 
60.0％ 48.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
60.0％ 
65.0％ 56.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
80.0％ 
81.0％ 64.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

港区 
78.0％ 
79.0％ 66.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

大正区 
61.0％ 
62.0％ 53.8％ 未達成 

変更なし 
(理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
57.0％ 
60.0％ 49.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
72.0％ 
73.0％ 70.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
70.0％ 
71.0％ 30.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
60.0％ 
62.0％ 68.0％ 達成 

68.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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29 年度目標 

各地域活動協議会からの推薦を受けた区政会議の委員を選定している区の数 20 区（28 年度実績 17 区）  
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
68.0％ 
71.0％ 74.6％ 達成 

75.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東成区 
80.0％ 
81.0％ 45.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

生野区 
56.0％ 
57.0％ 68.2％ 達成 

69.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

旭区 
50.0％ 
60.0％ 77.0％ 達成 

78.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

城東区 
55.0％ 
60.0％ 71.9％ 達成 

72.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
55.0％ 
60.0％ 61.9％ 達成 

62.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

阿倍野区 
65.0％ 
68.0％ 65.6％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
65.0％ 
68.0％ 85.1％ 達成 

86.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住吉区 
80.0％ 
85.0％ 70.9％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
50.0％ 
60.0％ 55.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

平野区 
63.0％ 
64.0％ 54.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて、引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
57.0％ 
58.0％ 60.6％ 達成 

61.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

       ② 総意形成機能の充実 

取組の実施状況 

取組①「地域活動協議会の認知度向上に向けた支援（Ⅲ-ア-①（取組②）の再掲）」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・通年、区のＨＰや
Facebook をはじめ、
広報紙や地域活動紹
介したリーフレット
などの広報媒体を駆
使して、地域活動の紹
介を行う。 

・地域活動協議会の広
報板に、地域活動を紹
介したチラシ・ポス
ターを掲示し、地域情
報を発信する。 

・９割の世帯が共同住
宅居住であることを
ふまえ、マンションを
対象に、防災講座の開
催をはじめ、防災の
ワークショップ運営
や防災マニュアルの
策定を支援すること
で、マンション内の住
民交流を促進し、コ
ミュニティ形成へと
誘導するとともに、地
域活動協議会を紹介
する。 

・区のＨＰや Facebook をは
じめ、広報紙や地域活動
紹介したリーフレットな
どの広報媒体を駆使し
て、地域活動の紹介を
行った。 

・地域活動協議会の広報板
に、地域活動を紹介した
チラシ・ポスターを掲示
し、地域情報を発信した。 

・９割の世帯が共同住宅居
住であることをふまえ、
マンションを対象に、防
災講座の開催をはじめ、
防災のワークショップ運
営や防災マニュアルの策
定を支援することで、マ
ンション内の住民交流を
促進し、コミュニティ形
成へと誘導するため、ま
ずは 29年度送付したＤＭ
の回答があったマンショ
ンから重点的に働きかけ
を始めた。 

・マンション居
住者同士の交
流や、マンショ
ンと地域との
つながりが不
足している。 

・区ホームページや広報
紙などのほか、マン
ション管理業協会と連
携を図りながら、マン
ション居住者に向け
て、広く情報発信する
ことで地域活動等への
参加を促進する。（通
年） 

・各地域活動協議会が発
行する広報紙や、地域
の広報板、マンション
の掲示板において、地
域活動協議会の取組を
紹介するとともに、地
域活動等への参加を呼
びかける。（通年） 

・マンション居住者を対
象にした防災講座や、
防災の基本ルールづく
りの場で地域活動の魅
力を伝え、活動への参
加参画を呼び掛ける。
（通年） 

都島区 

・ホームページ、ＳＮ
Ｓ、広報誌、掲示板な
ど様々なツールで、地
域活動協議会の活動
を情報発信する。 

・まちづくりセンター
と連携し、地域活動協
議会の認知度向上に
効果的な発信に取り
組む。 

・各地域活動協議会が行う
活動の紹介（Facebook89
回、Twitter42 回） 

・地域活動チラシを転入者
に配布 

・不動産取扱い事業者を通
じた地域活動チラシの配
布（６月～） 

― ・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など
様々なツールで、地域
活動協議会の活動を情
報発信する。（通年） 

福島区 

・マンションに住む単
身世帯などの住民に
も「地域活動協議会」
の認知度向上を図る
ため、区のホームペー
ジや広報紙で年２回
以上ＰＲを行う。 

 

・区広報紙で毎月、各地活協
の活動記事を掲載した。 

・区ホームページからも各
地活協のホームページへ
のリンクを更新した。 

・全転入者に対して、地域活
動協議会の案内チラシを
配布した。 

・住民異動の多い３月から
１階待合ロビーで地域活
動協議会の活動紹介動画
を放映した。（～翌年度４
月末まで） 

・様々なイベン
ト及び活動の
主体において
「地域活動協
議会」の認知度
がまだまだ低
い状況である。 

・各地域での課
題や解決手法
を話し合う必
要がある。 

・マンションに住む単身
世帯などの住民にも
「地域活動協議会」の
認知度向上を図るた
め、区のホームページ
や広報紙で年２回以上
ＰＲを行う。（通年） 

・地域活動協議会の紹介
動画を区役所１階待合
ロビーで放映する。(年
１回以上) 

・中間支援組織と連携し
て、地域状況に応じた
効果的な広報手法を支
援するとともに、地域
活動協議会が開設した
ホームページなどが頻
繁に更新されるように
取り組む。(通年) 
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此花区 

・地域活動協議会の活
動を広報紙で紹介し
認知度向上につなげ
る。 

・各地域活動協議会の主な
活動内容を区広報紙で紹
介した。 

・各地域活動協
議会の活動を
広く知っても
らう必要があ
る。 

・地域活動協議会の活動
を広報紙で紹介すると
ともに、リーフレット
を区民まつり等で配付
するなど認知度向上に
つなげる。（通年） 

・区役所の１階や区民
ホールに地域情報コー
ナーを設け、地域行事
等のチラシを配架す
る。（通年） 

中央区 

・地域活動情報を収集
し、「地域活動協議会」
という名称を前面に
出した形で区広報紙
や区ホームページ、
Twitter等で情報発信
を行う。 

・地域で作成している
地域活動協議会紹介
パンフレットの各地
域行事での配布や、
ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook などＩＣＴ
を活用した情報発信
について、中間支援組
織（まちづくりセン
ター）を通じて引き続
き各地域活動協議会
に対し助言する。 

・「地域活動協議会」の名称
が区民に認知してもらえ
るよう、「頑張ってま
す！！地域活動協議会
（チカツキョウ）」の
キャッチフレーズを使用
した地域情報を広報紙に
掲載した。(10 回) 

・Twitter による地域情報の
発信を行った。（1,519 回） 

・地域を担当する職員全員
にｅラーニングを実施
し、改めて地域活動協議
会に対する職員の理解を
促進した。 

・地域で作成している地域
活動協議会紹介パンフ
レットの各地域行事での
配布や、ホームページや
FacebookなどＩＣＴを活
用した情報発信につい
て、中間支援組織（まちづ
くりセンター）を通じて
各地域活動協議会に対し
助言を行った。 

・「地域活動協議
会」という名称
の周知を図る
取組が必要で
ある。 

・広報紙において各地域
活動協議会について取
材を行い、全地域活動
協議会を紹介する。そ
の記事内容を活用し情
報発信を行う。（通年） 

・地域で作成している地
域活動協議会紹介パン
フレットの各地域行事
での配布や、ＩＣＴを
活用した情報発信につ
いて、中間支援組織（ま
ちづくりセンター）を
通じて引き続き各地域
活動協議会に対し助言
する。（通年） 

西区 

・地域活動協議会の認
知度を測定し、各地
域、まちづくりセン
ターと連携して課題
を抽出して地域カル
テを更新していく。 

・地域活動協議会の認
知度が低い原因を分
析し、地域広報紙の作
成、ホームページや
Facebook の活用等広
報活動への支援を行
うなど、区広報媒体と
並行して認知度向上
を図る。 

・まちづくりセンターとの
定例会議などを通じ課題
の抽出を行い、随時地域
カルテの更新を行った。 

・まちづくりセンターを通
じて、地域における広報
紙・ホームページ等作成
支援および「まちづくり
センターだより」を発行
し準行政機能の趣旨の認
知度の向上を図った。 

・取組は順調に
推移しており、
「地域活動協
議会を知って
いる区民の割
合」は昨年度の
17.9 ％ か ら
33.5 ％へと大
幅に増加した
ものの、目標値
をわずかに下
回った。 

・各地域活動協
議会の活動を
広く知っても
らう必要があ
る。 

・地域活動協議会の認知
度を測定し、各地域、
まちづくりセンターと
連携して課題を抽出し
て地域カルテを更新し
ていく。（通年） 

・地域活動協議会の認知
度が低い原因を分析
し、地域広報紙の作成、
ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook の活用等広
報活動への支援を行う
など、区広報媒体と並
行して認知度向上を図
る。（通年） 

・区役所１階の地域情報
コーナーにおいて地域
行事等のチラシを随時
配布する。（通年） 

港区 

・まちづくりセンター
と連携し、地域活動協
議会の認知度が低い
原因を分析したうえ
で、地域実情にあった

・各地域活動協議会ごとに
その地域で一番必要と思
われる情報を掲載した広
報用リーフレットの作成
を支援した。 

・地活協を知ら
ない区民への
広報手段につ
いて検討する
必要がある。 

・各地域において 30 年
度に作成した広報用
リーフレットの活用を
促すとともに、広報み
なとやＳＮＳでの情報
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手法を検討し、認知度
向上のための方策を
支援する。 

・広報みなと（５,７,９,12,
１,２月号）で地域活動協
議会紹介記事を掲載し
た。 

・地域活動協議会紹介チラ
シを作成し、イベントで
配布するとともに、庁舎
内や関係各所へ配架、掲
示した。また区内転入者
へ配布した。 

・Twitter、Facebook で各
地域活動協議会に関する
情報を提供した。 

発信や区内転入者への
紹介チラシの配布な
ど、さまざまな広報
ツールを活用して認知
度の向上に取り組む。
（通年） 

大正区 

・地域活動協議会の自
律運営にかかる積極
的支援 

・地域団体間の連携・協
働に向けた支援や、開
かれた組織運営、会計
等の透明性確保に向
けた助言・指導 

・地域における担い手
確保や人材育成等へ
の助言・指導 

・幅広い世代の住民の
地域活動への参加・参
画を促すため、事業の
効果的な実施を支援 

・多様な地域活動との
連携・協働に向けた
ネットワークづくり
への助言・指導 

・会計実務者説明会を開催
し、開かれた組織運営、会
計等の透明性確保に向け
た助言・指導を行うとと
もに、自立運営にかかる
意義の説明を行った。 

・地域での会合や行事に職
員が参加し、担い手確保
や人材育成等への助言・
指導を行った。 

・幅広い世代の住民の地域
活動への参加・参画を促
すため、区が後援となり
地域のイベントを広報す
るほか、地域イベントへ
住みます芸人を派遣する
等若者が参加しやすい告
知を行った。 

・地域活動協議会の取組を
広く知ってもらうため、
７  月から広報紙で活動
報告を行い、大正区全 10 
地域の記事を掲載した。 

・多様な地域活動との連携・
協働に向けたネットワー
クづくりへの助言・指導
を行った。 

・地域活動協議
会が地域の活
動を担う団体、
場であるとい
う認識がまだ
十分に浸透し
ていない。 

・30 年度において、地域
ごとの課題や活動状況
をまとめた「地域カル
テ」を活用し、各地域
活動協議会ごとに必要
な支援を行う。 

・地域コミュニティの情
報発信を強化するた
め、広報紙にて、各地
域活動協議会について
の事業報告・記事を掲
載する。 

（以上通年） 

天王寺区 

・区広報紙を活用して
地域活動協議会の各
種活動を紹介する。
10 回 

・区広報紙を活用し、地域活
動協議会の各種活動を４
月以降毎月紹介、７月号
は、特集を組み、より解り
易く広報を実施した。（11
回） 

・また、ケーブルテレビ
J.com と連携し、地域活動
協議会や同会長会の紹
介、地域の各種イベント
紹介を実施した。（10 回） 

・地域活動協議
会の活動が、よ
り身近な場所
で、解り易く目
に入り易い形
で認知される
ような紹介や、
地域、事業単位
の地域活動の
掲示板への広
報の充実支援
を行う必要が
ある。 

・区広報紙を活用して地
域活動協議会の各種活
動を紹介する。10 回
（通年） 

・市広報板を活用したポ
スター掲示や地域活動
協議会主催のふれあい
祭りなど多数の参加が
見込まれる事業で地域
活動協議会名を入れた
のぼりを会場に設置す
る。（通年） 

 

浪速区 

・広報媒体を有効に活
用するとともに、対象
を転入者に絞り込む
等、効率的・効果的な
周知の仕組み作りと、
コミュニティ参画へ
つながる仕掛け作り

・住民情報待合フロアに地
活協ブースを開設した。
構成団体の事業やイベン
トを紹介するとともに、
地域活動協議会の存在と
必要性、参画メリットを
アピールした。 

・マンション住
民や新規転入
者と町会との
つながりが希
薄であり、マン
ション住民の
地域活動に関

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、区広報紙（地域活
動紹介コラム等）や、
まちづくりセンター
ホームページ等のＩＣ
Ｔツールをはじめ様々
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
を検討し、実行する。 ・待合呼び出しモニターに

て「ようこそ 浪速区地
活協へ」を趣旨とした広
告映像を流した。 

・区広報紙への記事掲載 12
回、まちづくりセンター
Facebook 投稿記事 526
件、まちづくりセンター
ブログ投稿記事 330 件
(15,458 アクセス)を行い、
地域行事への参画を促し
た。（３月末現在） 

する関心も低
いことが課題
である。 

な広報媒体を用いて、
広く周知し、つながり
の端緒、機会を広げる。
（随時） 

・転入届出時に、住民情
報窓口において、転入
者全員へ地域活動協議
会の趣旨や目的、また
町会への加入を促進す
る案内パンフレットを
交付し、地縁による団
体やグループへの加入
促進につなげる。（通
年） 

・住民情報待合フロアに
地域活動協議会コー
ナーを設置するととも
に、待合呼出しモニ
ターにて地域活動協議
会加入や町会加入を促
進する広告映像を放映
する。（通年） 

西淀川区 

・地域活動協議会の認
知度が低い原因を分
析したうえで課題を
抽出し、地域カルテに
記録するとともに、認
知度向上に向けてＳ
ＮＳ等の立ち上げな
ど効果的な支援を行
う。 

・地域活動協議会の認知度
が低い原因を分析したう
えで課題を抽出した。 

・区広報紙に地域活動協議
会の記事を掲載するとと
もに、中間支援組織を活
用し地域広報紙の作成や
ＳＮＳなどの活用により
認知度向上に努めた。 

・地域活動協議
会の認知度は
目標を達して
いるので、総意
形成機能につ
いて、特に伝え
ることが必要
である。 

・課題を地域カルテに記
録するとともに、認知
度向上に向けた取組と
して、中間支援組織を
活用し地域広報紙の発
行やＳＮＳ等の活用な
ど効果的な支援を行う
とともに、総意形成機
能について特に情報発
信する。（通年） 

淀川区 

・地域活動協議会の意
義や活動内容につい
て、区広報誌やＨＰ、
地域の広報紙や地域
ＦＢ等、多様な広報媒
体を活用し、情報発信
を行う。 

・区役所１階に「地域情
報コーナー」という専
用の配架棚を設け地
域行事等のチラシを
随時配布する。 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮＳ、
地域の掲示板等、あらゆ
る広報媒体を活用した情
報発信により、身近な地
域や関心のあるテーマへ
の市民活動への参加を呼
びかけた。 

・区役所１階に「地域情報
コーナー」という専用の
配架棚を設け地域行事等
のチラシを随時配布し
た。 

・12 月～３月に広報誌にて
「 地 活 協 っ て な ぁ ー
に？」の特集を組み、地域
活動の情報発信を行っ
た。 

・３月に区役所ギャラリー
コーナーにて「地域広報
見本市」を開催し、地域活
動の情報発信を行った。 

・中間支援組織が発行する
「まちセン通信」にて地
域情報を発信した。（６
月・10 月・１月発行） 

・特に若い世代
に向けた発信
の取組が必要
である。 

・わかりやすい表現やイ
ラストの活用等、内容
を工夫し、若い世代か
ら高齢者まで幅広い世
代に向けて地域活動情
報を発信する。（通年） 

・区広報誌、ＨＰ、ＳＮ
Ｓ,地域の掲示板等、あ
らゆる広報媒体を活用
した情報発信により、
身近な地域や関心のあ
るテーマへの市民活動
への参加を呼びかけ
る。（通年） 

・区役所１階に「地域情
報コーナー」という専
用の配架棚を設け地域
行事等のチラシを随時
配布する。（通年） 

・地域による情報発信の
促進と担い手の育成を
図る。（通年） 
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東淀川区 

・地域活動協議会の活
動を各種媒体により
広報し、地域活動協議
会の活動に参加して
いない住民や団体、区
外からの転入者に対
し、活動の参加を呼び
かける。（広報紙、区
ホームページトップ
ページと地域活動協
議会ホームページの
リンク、Facebook、地
域活動協議会パンフ
レットの転入者パッ
ク封入等） 

・認知度向上に有効な
手法分析のためのア
ンケートの実施。 

・地域活動協議会ごとに地
域状況は異なるため、地
域の実情に即した広報活
動を行った。 

・紙媒体、ホームページ、
Facebook など、地域の
ニーズに応じた支援を実
施した。 

・ 区 ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook 及び Twitter に
より東淀川区内各地域で
開催される夏まつり情報
の周知を行った。 

・東淀川区内各地域で開催
される夏まつりのポス
ターを区役所庁舎内壁面
及び出張所庁舎内にて掲
示した。 

・小松地域：ホームページ作
成のための勉強会開催
（４月） 

・豊新地域：Facebook ペー
ジ作成支援（７月） 

・広報講座の実施による広
報力の強化（１月） 

・豊新地域：ロゴマーク作成
（公共人材活用） 

・地域活動協議会の構成団
体向けに認知度向上に有
効な手法分析のためのア
ンケートを実施し、アン
ケート結果について地域
と共有した。 

・広報手段を増
やすことは、活
動従事者の作
業量の増加に
つながりかね
ない。地域課題
や人材の有無、
タイミングな
どを考慮し、継
続可能な取組
になるような
支援が必要で
ある。 

・公共人材を活用するな
ど、専門家の力を借り
ながら、幅広い世代、
ターゲットを絞り多様
な主体に届く広報を複
数考えると共に、従事
者の「作業量を減ら
す」、「同じ作業量で効
果を増やす」ことがで
きるような、支援の仕
方を検討する。（通年） 

・広報講座を実施し、広
報担当者のスキルアッ
プに繋げる。（通年） 

・各地域活動協議会のＩ
ＣＴによる広報の支
援。（通年） 

東成区 

・各地域自らが情報発
信できるよう支援を
行う。 

・地域活動協議会の認
知度向上に向けて、広
報媒体を利用し情報
発信する。 

・支援により地域広報紙を
作成する地域がでてき
た。 

・地域活動協議会の認知度
向上に向けて、地域自ら
が毎月区広報紙に「地域
か ら の お 知 ら せ コ ー
ナー」を掲載し活動内容
の情報発信を行った。 

・更にTwitter等の広報媒体
を活用して地域活動協議
会の活動を情報発信し
た。 

・地域を担当す
る職員でも、各
地域の状況に
ついての理解
度に温度差が
ある。 

・地域を担当する職員で
毎月、情報交換・意見
交換を行う会議を実施
し、各地域の状況につ
いての理解を深め効果
的な広報や情報発信に
つなげる。（通年） 

生野区 

・中間支援組織と連携
し、各地域活動協議会
において、認知度向上
のための広報紙、広報
ポスター、広報動画な
どの作成支援を行う。 

・ホームページやＳＮ
Ｓにより効果的に情
報発信する。 

・区広報紙により地域活動
協議会の活動紹介記事を
掲載した。 

・中間支援組織と連携し、広
報紙、広報ポスター、広報
動画の作成を支援した。 

・中間支援組織の Facebook
を通じて、各地域活動協
議会の取組の紹介等を
行った。 

・中間支援組織と連携し、
ホームページ開設に関す
る広報会議に参加するな

― ・地域カルテを作成し、
地域事情に応じた支援
を行うために、地域活
動協議会のあり方や、
地域内での課題などに
ついて話し合いを進め
る会議を開催する。（通
年） 

・ホームページやＳＮＳ
により効果的に情報発
信する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ど、地域の実情に応じた
支援を行った。 

旭区 

・広報紙特集号の活用
など、積極的に情報発
信を行う。 

・区内官公署施設を活
用し、区民の方の目に
触れる場所に情報発
信コーナー等を設置
する。 

・区内広報板なども活
用する。 

・区内官公署施設を活用し、
区民の方の目に触れる場
所に情報発信コーナー等
を設置し、かわら版等を
掲示した。 

・広報紙特集号の活用など、
積極的に情報発信を行っ
た。（11 月） 

・区内広報板などを、地域が
利用できる仕組みを構築
し、地域の活用に繋げた。 

・地活協ガイドブックを作
成し、会議及びイベント
等で説明・配布を行った。 

・様々なイベン
ト及び活動の
主体が、「地域
活動協議会」で
あるとの認知
度が低い。 

・広報紙特集号の活用な
ど、積極的に情報発信
を行う。（10 月） 

・区内官公署施設を活用
し、区民の方の目に触
れる場所に情報発信
コーナー等を設置す
る。（通年） 

・区内広報板なども活用
する。（通年） 

・地活協ガイドブックを
作成し、会議及びイベ
ント等で説明・配布を
行う。（通年） 

城東区 

・「地域カルテ」の作成
過程において、地域ご
との認知度が低い原
因等を分析し、認知度
向上に繋がるよう情
報交換等を行う。 

・区広報誌において、地域活
動協議会の活動を紹介す
る特集を掲載した。 

・地域主催の各種行事に参
加し、情報収集と提供を
行った。 

・地域の防災訓練 23 回への
協力、防災出前講座８回
の実施、地域防災リー
ダー隊長会議の開催１
回。 

・区長と各地域活動協議会
の意見交換会を進めてお
り、認知度向上につなが
る情報交換を行った。 

・まちづくりセンター作成
「みんなの地域活動ハン
ドブック」の配架 

・活動情報の浸
透 

・「地域活動協議会だよ
り」のコーナーで継続
して掲載する。（通年） 

・各地域行事における配
布物（チラシ、パンフ
レット、啓発物品や出
演記念品など）に地域
活動協議会名称を入れ
て配布する。（通年） 

鶴見区 

・地域が行うイベント
に出向き、地域活動協
議会の活動紹介 

・TSURUMIC AWARD
の開催 

・地域活動協議会の活動内
容を紹介するチラシを作
成し盆踊りなど人が集ま
る場所を中心に配布し
た。（８月） 

・転入者向けリーフレット
を作成及び配布し、町内
会等に関する情報の提供
を行った。 

・TSURUMIC AWARD（コ
ンテスト）を開催した。
（１月） 

― ・区内で開催されるイベ
ントに出向き、地域活
動協議会の活動紹介を
行う。 
ま た 、 TSURUMIC 
AWARD を開催するな
ど地域活動協議会の認
知度向上に向けた取組
を行う。（通年） 

阿倍野区 

・地域活動協議会の認
知度向上に向けた支
援 

・地域活動協議会の認
知度向上に向け、区が
原因分析及び課題抽
出を行い地域カルテ
に記録し、地域と情報
共有を行う。 

・各地域の課題に応じ、
区広報紙や区ホーム
ページによる情報発

・地域活動協議会の認知度
向上に向け、区が原因分
析及び課題抽出を行い地
域カルテに記録し、地域
と情報共有を行った。 

・区広報紙やまちセン広報
紙、区民向け事業などの
場を使って、地域活動協
議会のアピールを行っ
た。 

・地域活動を行っている団
体などへのＳＮＳの運用

― ・地域活動協議会の認知
度向上に向け、区が原
因分析及び課題抽出を
行い地域カルテに記録
し、地域と情報共有を
行う。（通年） 

・各地域の課題に応じ、
区広報紙や区ホーム
ページによる情報発信
を行う。また、地域活
動協議会に向けてＩＣ
Ｔの活用にかかる勉強
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
信を行う。また、地域
活動協議会に向けて
ＩＣＴの活用にかか
る勉強会を実施し、効
果的に周知活動が実
施できるよう支援す
る。 

支援を行うとともに、パ
ソコン・スマホ講座（３
回）を実施して情報発信
に活用できるスタッフの
育成に努めた。 

・地域活動の発表、意見交換
の 場 と し て 地 域 活 動
フォーラムを開催し、
LINE を活用した地域の
連絡網構築や情報発信に
ついての取組紹介を行っ
た。 

会を実施し、効果的に
周知活動が実施できる
よう支援する。（通年） 

住之江区 

・区広報紙、区ホーム
ページ、区 Facebook、
ポスター等で、地域活
動協議会の活動内容
を周知し知名度向上
に向けた取組を行う。 

・各地域活動協議会で
ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook の開設など
ＩＣＴを活用した取
組が進むよう、中間支
援組織を活用した支
援を行う。 

・地域活動協議会が実
施するイベント等で、
中間支援組織と連携
し地域活動協議会の
活動紹介を実施する。 

・区広報紙、区ホームペー
ジ、区 Facebook に地域活
動協議会の活動内容を掲
載した。また、港南造形高
校及び電通と連携し、各
地域活動協議会のポス
ターを作成した。 

・区民まつりや地域活動協
議会実施のイベントで、
中間支援組織と連携し地
域活動協議会の活動紹介
チラシの配布を行った。 

・各地域活動協議会でホー
ムページ、Facebook の開
設などＩＣＴを活用した
取組が進むよう、中間支
援組織を活用した支援を
行った。 

・地域活動協議
会の認知度を
さらに向上さ
せ、新たな担い
手層となって
いただける層
の参加促進に
つなげていく
必要がある。 

・各地域の地域
活動協議会の
活動内容がよ
り伝わり、イベ
ント等への参
加者が増える
よう、区の広報
媒体での情報
発信を充実さ
せていくとと
もに、地域の情
報発信充実の
支援を行う。 

・区広報紙、区ホーム
ページ、区Facebookポ
スター等で、地域活動
協議会の活動内容を周
知し、知名度向上に向
けた取組を行う。（通
年） 

・各地域活動協議会で
ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook の開設など
ＩＣＴを活用した取組
が進むよう、中間支援
組織を活用した支援を
行う。（通年） 

・地域活動協議会が実施
するイベント等で、中
間支援組織と連携し地
域活動協議会の活動紹
介を実施する。（通年） 

住吉区 

・地域活動協議会の認
知度向上に向け、「広
報すみよし」におい
て、各地域活動協議会
の紹介を掲載する。 

・広報板や区のホーム
ページ、Twitter、住み
ます芸人を活用し、各
地域活動協議会の活
動を情報発信する。
（各地域月１回） 

・地域活動協議会ＨＰ
の管理・運営を通じて
若手人材を増やし、地
域発信の情報発信を
強化する。 

・「広報すみよし」において
地域活動協議会の取組紹
介（毎月） 

・区ホームページの充実（全
地域） 

・Twitter・LINE を活用し
子育てサロン情報の提供 

・住みます芸人を活用した
地域イベント情報ポス
ターの作成。町会広報板
へ貼付（２回） 

・区役所待合のモニターを
活用したＰＲ 

・区役所待合番号札の裏面
を活用したＰＲ 

・区庁舎内に地域活動協議
会パネル設置（12 月～１
月） 

・地域活動協議会紹介チラ
シ全戸配布（３地域） 

・地域活動協議会ＨＰの作
成支援（５地域、合計９地
域で作成完了） 

・様々な手法に
よる情報発信 

・地域内部での
情報発信強化 

 

・地域活動協議会の認知
度向上に向け、「広報す
みよし」において、各
地域活動協議会の紹介
を掲載する。（毎月） 

・広報板や区のホーム
ページ、ＳＮＳを活用
し、各地域活動協議会
の活動を情報発信す
る。（各地域月１回） 

・地域活動協議会の広報
紙を発行する。（３地
域）（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東住吉区 

・区広報紙、ＨＰなど
で、活動の紹介等は
行ってきたが、行事の
開催案内も含め発信
し、地活協の活動ごと
の広報支援を打って
いくなどの工夫が必
要である。 

・各地域の区民が参加でき
るよう行事予定を広報紙
やＨＰに掲載した。 

・「地域活動協議
会」の認知度は
低い。地域活動
への関心が低
く、あまり関わ
ることが少な
い区民への地
域活動の発信
に加えて、地活
協の認知度向
上の取組が必
要。 

・認知度の向上に資する
よう、行事予定や開催
の様子を広報紙やＨＰ
に掲載する。（通年） 

平野区 

・まちづくりセンター
の支援において、広報
研修の実施や手法の
提案を行い、地域によ
る広報の充実を図る。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）において、地域
の広報を紹介するサイト
の立ち上げを行った。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）において、「Ｓ
ＮＳ活用講座」を開催し
た。 

・各地域で継続
的な広報の実
施が必要であ
る。 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連携
して、地域状況に応じ
た効果的な広報手法を
支援する。（通年） 

西成区 

・地域活動協議会の取
組を周知する機会を
増やし、ＳＮＳ等のＩ
ＣＴの活用について
も、中間支援組織を活
用しながら支援を実
施する。 

・地域活動協議会の取
組について、区の広報
紙やホームページ等
において紹介するな
ど、区民の目に触れる
機会を増やす。 

・地域活動協議会の広報紙
の作成支援を進めるとと
もに、各地域活動協議会
の Facebook の管理につ
いて、中間支援組織を活
用した支援を実施した。 

・西成区 Facebook にて、地
域活動協議会の取組に関
する記事を投稿した。 

― ・地域活動協議会の取組
を周知する機会を増や
し、ＳＮＳ等のＩＣＴ
の活用についても、中
間支援組織を活用しな
がら支援を実施する。
（通年） 

・地域活動協議会の取組
について、区の広報紙
やホームページ等にお
いて紹介するなど、区
民の目に触れる機会を
増やす。（通年） 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

② 総意形成機能の充実 

取組の実施状況 

取組②「地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨についての理解度向上」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動協議会に期
待する総意形成機能
の趣旨についての理
解度向上に向け、携わ
る職員の資質向上の
ためｅラーニング実
施する。 

・地域課内でのミー
ティングの回数を増
やすことで、課内連携
を強化し、職員の理解
度を高める。 

・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能の趣旨に
ついての理解度向上に向
け、携わる職員の資質向
上のためｅラーニング実
施した。 

・地域課内でのミーティン
グの回数を増やすこと
で、課内連携を強化し、職
員の理解度を高めた。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が総意形成機
能の趣旨を正
しく理解した
上で地域支援
にあたる必要
がある。 

・地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）への
支援体制見直しにより、
総意形成機能の趣旨等
に関する研修の実施や
ｅラーニングの受講で
資質の向上を図り、地域
支援にあたる。（通年） 

・地域活動の場において、
地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）から
地域住民に対して、地域
活動協議会に期待する
総意形成機能の趣旨を
説明し、その理解を求め
る。（通年） 

都島区 

・地域活動協議会の総
意形成機能や要件に
ついて、地域担当職員
にｅラーニングを実
施する。（年１回） 

・ホームページ、ＳＮ
Ｓ、広報誌、掲示板な
ど様々なツールで、地
域住民に情報発信す
る。 

・地域活動協議会について
のｅラーニング研修（地
域担当職員全員、７～８
月） 

・各地域活動協議会が行う
活動の紹介（Facebook89
回、Twitter42 回） 

・地域活動チラシを転入者
に配布 

― ・地域活動協議会の総意形
成機能や要件について、
地域担当職員にｅラー
ニングを実施する。（年
１回） 

・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など様々
なツールで、地域住民に
情報発信する。（通年） 

福島区 

地域活動協議会に期待
する総意形成機能の趣
旨についての理解度向
上等のため、以下につい
て取り組む。 
・地域を担当する職員

全員が、年１回以上ｅ
ラーニングを受講す
る。 

・地域活動協議会に期
待する総意形成機能
について、年１回以上
地域に情報発信する。 

・地域を担当する職員全員
が地域活動協議会に期待
する総意形成機能の趣旨
についての理解度を向上
させるため、ｅラーニン
グを受講した。 

・５月～６月及び 11 月～12
月に各地域活動協議会で
補助金説明会を開催し、
資料を確認しながら説明
を行った。 

・地域活動協議
会メンバー全
員の理解まで
には至ってい
ない。 

 

地域活動協議会に期待す
る総意形成機能の趣旨に
ついての理解度向上等の
ため、以下について取り組
む。 
・地域を担当する職員全員

に総意形成機能の趣旨
について説明するとと
もに、ｅラーニングを受
講させる。(年１回以上) 

・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能につい
て、わかりやすい説明資
料で地域に情報発信す
る。(各地域年１回以上) 

此花区 

・地域活動協議会運営
委員会で総意形成機
能について説明する。 

・地域活動協議会に期
待されている総意形
成機能について、区広
報紙やＨＰで周知し
ていく。 

・各地域活動協議会運営委
員会において総意形成機
能について説明した。 

・補助金等、会計説明会にお
いても説明を行った（７
月、２月に各４回実施）。 

・総意形成機能について、区
広報紙やＨＰで周知し
た。 

・理解度向上の
ためには、繰
り返し機会を
とらえて説明
する必要があ
る。 

・地域活動協議会運営委員
会で総意形成機能につ
いて説明する。（通年） 

・地域活動協議会に期待さ
れている総意形成機能
について、区広報紙やＨ
Ｐで周知していく。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

中央区 

・地域活動協議会に期
待する総意形成機能
について、地域活動協
議会の役員や構成団
体の方をはじめ地域
住民の理解が深まる
よう機会あるごとに
積極的に発信する。 

・地域を担当する職員
全員に総意形成機能
の趣旨についてのｅ
ラーニングを実施す
るなど、改めて職員の
理解を促進する。 

・地域活動協議会会長会（９
月開催）、地域活動協議会
活性化セミナー（10 月開
催）、補助金説明会（12 月
開催）等において総意形
成機能について説明を
行った。 

・地域を担当する職員全員
に総意形成機能の趣旨に
ついてのｅラーニングを
実施し、改めて職員の理
解を促進した。 

― ・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能につい
て、地域活動協議会の役
員や構成団体の方をは
じめ地域住民の理解が
深まるよう機会あるご
とに積極的に発信する。
（通年） 

・地域を担当する職員全員
に総意形成機能の趣旨
についてのｅラーニン
グを実施するなど、改め
て職員の理解を促進す
る。（通年） 

西区 

・地域活動協議会の総
意形成機能や要件に
ついて、地域担当職員
にｅラーニングを実
施する。 

・地域活動協議会に期
待する総意形成機能
について、地域活動協
議会会長連絡会の場
で説明する。（上期、
下期１回ずつ） 

・地域活動協議会の準行政
的機能及び総意形成機能
について地域担当職員に
ｅラーニングを実施し
た。 

・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能につい
て、９月・３月に地域活動
協議会会長連絡会で説明
した。 

・ｅラーニング
について、結
果は全体の平
均点では94.9
点となってい
るものの、全
員全問正解と
な っ て い な
い。 

・理解度向上の
ためには、繰
り返し機会を
とらえて説明
する必要があ
る。 

・地域活動協議会の総意形
成機能や要件について、
地域担当職員にｅラー
ニングを実施する。（上
期） 

・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能につい
て、地域活動協議会会長
連絡会の場で説明する。
（上期、下期１回ずつ） 

・期待される「総意形成機
能」について、まちづく
りセンターも活用し説
明を行う。（通年） 

港区 

・地域を担当する職員
が地域レポートを活
用して地域への理解
を深めるとともに ｅ
ラーニングを受験し
理解度を高める。（95
点以上） 

・地域担当職員等が参
加する地域情報連絡
会を通じて、地域への
理解を深めるととも
に地域活動協議会が
果たす役割について
意識共有する。 

・地域担当職員に、地域レ
ポート、30 年度 市民協
働職員研修資料（地域活
動協議会について）、29 
年度のｅラーニングを配
布し、自己学習やｅラー
ニングの受験を通じて理
解度を高めた。 

・地域情報連絡会を定期的
に開催し、地域担当職員
間で地域活動協議会の活
動状況や課題等について
情報共有した。 

・理解がより深
まるよう資料
等を工夫する
必要がある。 

・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能の趣旨
について、地域担当職員
へは市民協働職員研修
資料（地域活動協議会に
ついて）や地域活動協議
会の総意形成機能の趣
旨を解説した資料を活
用した自己学習、及びｅ
ラーニングを実施する
とともに、地域活動協議
会の役員等へは補助金
に関する説明会におい
て説明し理解度を高め
る。（上期） 

大正区 

・地域の行事や活動へ
の参加、地域の担い手
へのヒアリング等を
行うことによる地域
や地域活動の現状や
課題を把握及び整理 

・地域の主体的な連携・
協働の取組に必要な
支援の実施 

・地域活動協議会の運
営のための支援の実
施 

・地域だけでは解決で
きない課題について、
その課題解決に向け
ての地域と協働した

・地域包括支援プロジェク
トチームを立ち上げ、地
域の会議や行事へ参加し
た際に、課題等の把握に
努めた。そのほか、地域活
動協議会（地域まちづく
り実行委員会）の役割と
して総意形成機能の説明
を行った。 

・地域の行事や活動への参
加、地域の担い手へのヒ
アリング等を行うことに
よる地域や地域活動の現
状や課題を把握及び整理
した。 

・地域の主体的な取組に対
して広報等の支援を行っ

・補助金化を契
機とした、各
地域活動協議
会の位置づけ
及び機能につ
いての認識・
理解の更なる
促進。 

・地域を担当する職員全員
を対象とするｅラーニ
ングの実施などにより
改めて職員の理解を促
進する。(１回） 

・地域まちづくり実行委員
会委員長会において、総
意形成機能の理解が深
まるよう説明を行う。
（４、９、11、１月） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
取組 た。 

・地域活動協議会の運営の
補助金化のための支援を
実施した。 

・把握した地域の問題につ
いてともに取組を考え、
実施した。 

天王寺区 

・地域を担当する職員
全員を対象にｅラー
ニングを実施し、職員
の理解を促進する。１
回 

・全地域活動協議会を
対象に「総意形成機
能」が期待されている
ことの理解が得られ
るよう説明の場を設
ける。 

・まちづくりセンター
も活用し、「総意形成
機能」が期待されてい
ることの説明を行う。 

・地域を担当する職員全員
がｅラーニングを実施し
た。（７月・４名） 

・全９地域の運営委員会や
役員会等で地域活動協議
会が「総意形成機能」を期
待されていることの説明
を行った（４～７月及び
２月） 

・情報交換会の場で説明を
行った。（12 月） 

・全９地域の会長、副会長会
の集いで趣旨説明を行っ
た。（３月） 

・「総意形成機
能」の意味が
理 解 し づ ら
く、伝え方の
工夫が必要で
ある。 

・区広報紙を活用して地域
活動協議会の各種活動
を紹介する。 10 回（通
年） 

・地域を担当する職員全員
を対象にｅラーニング
を実施し、職員の理解を
促進する。１回（上期） 

・全地域活動協議会を対象
に「総意形成機能」が期
待されていることの理
解が得られるよう説明
の場を設ける。（６月、２
月） 

・まちづくりセンターも活
用し、「総意形成機能」が
期待されていることの
説明を行う。（通年） 

浪速区 

・地域活動協議会の役
員や構成団体の方を
はじめ地域住民の理
解が深まるよう機会
をとらまえて積極的
に情報発信する。 

・地域を担当する職員
全員を対象にｅラー
ニングを実施する。 

・「地域カルテ」を共有・活
用する過程において、本
旨理解度の向上を図っ
た。 

・「浪速区役所地域担当職員
設置要綱」を制定（４月）、
また「地域担当制の手引
き」を作成（４月）し、当
該職員を対象に説明会を
開催して、本旨理解の深
化を図った。 

・地域を担当する職員全員
を対象にｅラーニングを
実施した。 

・地域活動協議会の役員や
構成団体の方をはじめ地
域住民の理解が深まるよ
う機会あるごとに積極的
に発信した。 

・総意形成機能
の趣旨につい
ての理解度の
向上が必要で
ある。 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受験
する（受験率 100％かつ 
理解度全員 95 点以上）。
また、関連する勉強会や
民間機関への派遣研修
等へ積極的に参加する。
（通年） 

・地域活動協議会コーナー
への啓発ビラ配布（通
年）、区ホームページや
区広報紙にての発信（年
１回）や地域会議等にて
趣旨説明や要件の確認
（１回）など、地域活動
協議会の役員や構成団
体の方をはじめ地域住
民の理解が深まるよう
引き続き機会あるごと
に積極的に発信する。
（通年） 

西淀川区 

・地域活動協議会会長
会や各種団体の会合、
広報紙等を活用し積
極的に発信 

・地域活動協議会への
ヒアリングを実施 

・地域を担当する職員
全員を対象にｅラー
ニングを実施 

・地域活動協議会会長会や
各種団体の会合、広報紙
等を活用し積極的に発信
した。 

・地域活動協議会へのヒア
リングを実施した。 

・地域を担当する職員全員
を対象にｅラーニングを
実施した。 

・ヒアリングの
結果、地域の
方々まで伝達
されていない
と考えられた
ため、地域に
出向いて発信
することが必
要。 

・地域活動協議会会長会や
各種団体の会合、広報紙
等を活用し積極的に発
信。（通年） 

・中間支援組織等が、補助
金予算・決算などの時期
に各地域の地域活動協
議会の運営委員会に出
席し、総意形成機能の趣
旨について情報発信。
（通年） 

・地域を担当する職員全員
を対象にｅラーニング
を実施。（下半期） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

淀川区 

・地域担当職員全員が
ｅラーニングを受講
する。 

・地域事業や地活協意
見交換会などの機会
を活用し、役員をはじ
め地域住民の理解が
深まるよう、積極的に
情報発信する。 

・地域担当職員全員がｅ
ラーニングを受講した。 

・５月の地活協会長との意
見交換会および６月～７
月実施地活協ブロック別
意見交換会で総意形成機
能の趣旨について説明し
た。 

・12 月の会計説明会で実務
者に対して説明を行っ
た。 

・人事異動や役
員交代等に対
応する知識の
継承と全体の
理解度向上が
必要である。 

・年に１回以上は地域活動
協議会の会議で説明す
るほか、職員の人事異動
や地域役員交代があっ
た場合でも新任者がス
ムーズに理解できるよ
う、職員向け地域担当者
説明会実施や、地域向け
説明資料を工夫する。
（通年） 

東淀川区 

（地域活動協議会を中
心とした地域活動への
支援） 
・地域活動協議会の機

能や役割(総意形成機
能等）の周知普及を補
助金の趣旨説明の際
に実施する。 

（地域担当制による協
働のまちづくり） 
・地域を担当する職員

全員が、地域活動協議
会の機能・役割(総意
形成機能等）について
のｅラーニングを受
講するほか、地域担当
連絡会議の際にも趣
旨を説明し、理解を促
進する。 

・地域担当職員全員がｅ
ラーニングを受講した。 

・地域担当職員に対して、防
災面、地域活動協議会の
成り立ちと機能について
学習会を実施した。 

・補助金説明のために 11 月
に開催した地域活動協議
会連絡会議と地域活動協
議会構成団体へのアン
ケートの依頼の際に、地
域活動協議会に求められ
ている機能について説明
を行った。 

・総意形成機能
の趣旨につい
て理解しても
らうために工
夫が必要であ
る。 

・地域活動協議会に求めら
れている機能について、
現在の取組との比較や、
住民にわかりやすい言
葉を用い、補助金説明会
等の場で説明を行い認
識を深める。（下半期） 

東成区 

・地域を担当する職員
で、情報共有を行い、
理解度促進につなげ
る。 

 

・毎月、地域を担当する職員
で情報共有の場を設け理
解促進を図った。 

・地域担当職員にｅラーニ
ングを受講するよう周知
徹底を図った。また理解
度が全員 95点以上となる
よう事前に勉強会資料を
配付した。 

・地域担当者会議の場で総
意形成機能の理解度が促
進するよう意識共有を
図った。 

・地域を担当す
る職員でも、
各地域の取組
状況について
の理解度に温
度差がある。 

・地域を担当する職員に、
ｅラーニングを受講さ
せ、理解を促す。（下半
期） 

 

生野区 

・地域活動協議会につ
いてのマニュアル等
を活用し、各職員の地
域活動協議会にかか
る理解度を深める。 

・地域を担当する職員
全員が、ｅラーニング
を受講する。 

・ｅラーニングの受講
等を通じて、地域を担
当する職員全員が、地
域活動協議会の持つ
準行政的機能の趣旨
および、期待される総
意形成機能の趣旨に
ついての理解を深め
る。 

・地域を担当する職員に対
して、地活協が持つ準行
政的機能、期待される総
意形成機能の趣旨を記載
している資料を配布し理
解度を深めた。 

・地域を担当する職員全員
がｅラーニングを受講
し、地域活動協議会の持
つ機能の趣意について理
解を深めた。 

・地域活動協議
会の持つ準行
政的機能の趣
旨および、期
待される総意
形成機能の趣
旨についての
職員の理解度
が低い。 

・地域を担当する職員にマ
ニュアルを配布する。
（６月） 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受講
する。（年１回） 

・ｅラーニングの受講等を
通じて、地域を担当する
職員全員が、地域活動協
議会の持つ準行政的機
能の趣旨および、期待さ
れる総意形成機能の趣
旨についての理解を深
める。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

旭区 

・地域活動協議会連絡
会議、意見交換会及び
取組事例共有会等で
説明を行うことで理
解促進を図る。 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受講
し理解を深めた。 

・地域活動協議会総会及び
ワークショップ等で説明
を継続的に行うことで理
解促進を図った。 

・地活協ガイドブックを作
成し、会議及びイベント
等で説明・配布を行った。 

・取組事例共有会議等で説
明を継続的に行うことで
理解促進を図った。（１
月）  

・総意形成機能
の趣旨につい
てのより一層
の理解促進を
図ることが必
要。 

・地域活動協議会連絡会議
及びワークショップ等
で説明を継続的に行う
ことで理解促進を図る。
（通年） 

城東区 

・職員については、ｅ
ラーニングの取組を
行う。 

・地域活動協議会の行
事や会議等で総意形
成機能の理解が深ま
るよう機会あるごと
に積極的に発信する。 

・地域を担当する職員がｅ
ラーニングを受講した。 

・会計情報交換会において、
総意形成機能の説明を
行った。 

・30 年度、まちづくりセン
ターが作成した「みんな
の地域活動ハンドブッ
ク」を使用し準行政的機
能の説明を行った。 

・地域内での役
員交代時の知
識継承 

・まちづくりセンターによ
る相談支援時や役員交
代時、また「地域活動協
議会連絡会」「地域活動
協議会情報交換会」の場
で、まちづくりセンター
作成「みんなの地域活動
ハンドブック」による説
明を行う。（通年） 

鶴見区 

・各種会議において総
意形成機能の理解促
進を図るためチラシ
を作成し、周知する。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）を通じて、「総
意形成機能」が求められ
ることを説明した。 

・総意形成機能の理解促進
を図るためチラシを作成
し、地域活動協議会連絡
会で周知した。（３月） 

― ・地域活動協議会について
のｅラーニングを地域
を担当する職員に実施
する。（上期） 

・補助金説明会等の場を活
用し総意形成機能の理
解促進を図る。（下期） 

阿倍野区 

・地域活動協会議に期
待する総意形成機能
について、地域を担当
する職員全員が、ｅ
ラーニングを受講し、
理解を深める。 

・地域活動協会議補助
金説明会等の機会に、
総意形成機能の趣旨
について役員や構成
団体の方をはじめと
する地域住民の理解
を深めるよう積極的
に情報発信する。 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受講
し、地域活動協会議に期
待する総意形成機能につ
いて理解を深めた。 

・地域活動協議会補助金説
明会及び会計説明会開催
時に、総意形成機能の趣
旨について役員や構成団
体の方をはじめとする地
域住民の理解を深めるよ
う積極的に情報発信を
行った。（各地域２回） 

― ・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能につい
て、地域を担当する職員
全員が、ｅラーニングを
受講し、理解を深める。
（下期） 

・地域活動協議会補助金説
明会等の機会に、総意形
成機能の趣旨について
役員や構成団体の方を
はじめとする地域住民
の理解を深めるよう積
極的に情報発信する。
（通年） 

住之江区 

・地域担当職員全員が
ｅラーニングを受講
する。 

・地活協会長会、地活協
運営委員会などで、総
意形成機能について
説明し、地域住民の理
解度向上を図る。 

・ｅラーニングについては、
全職員受講済。 

・会計説明会、地活協運営委
員会などで地域活動協議
会に期待する総意形成機
能について説明を行っ
た。 

・総意形成機能
の理解度をよ
り向上させる
ため、構成団
体 へ の ア ン
ケートの自由
記述などを参
考 に し な が
ら、より丁寧
な説明を行っ
ていく必要が
ある。 

・地域を担当する職員全員
がｅラーニングを実施
する。（通年） 

・地活協会長会や会計説明
会、地活協運営委員会な
どで地域活動協議会に
期待する総意形成機能
について説明を行い、地
域住民の理解度向上を
図る。（下期） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住吉区 

・地域活動協議会に期
待する準行政的機能・
総意形成機能につい
てのｅラーニングを
地域を担当する職員
に実施する。（受験率
100％かつ理解度全
員 95 点以上） 

・職員への勉強会の実施 
・ｅラーニングの実施 
・地域役員説明の際に職員

にも説明 
・補助金説明会において説

明（年１回） 
・各地活協運営委員会で説

明（各地域１回） 
・区青少年指導員理事会で

説明（１回） 

・総意形成機能
の趣旨につい
ての理解度の
向上が必要で
ある。 

・地域活動協議会に期待す
る準行政的機能・総意形
成機能についてのｅ
ラーニングを地域を担
当する職員に実施する。
（受験率100％かつ理解
度全員 95 点以上）（上
期） 

・地域活動協議会の準行政
的機能・総意形成機能、
備えておくべき要件に
ついての説明を補助金
説明会（年１回）や各地
活協運営会議（各地域１
回）であわせて実施す
る。（通年） 

東住吉区 

・地域を担当する職員
全員が、ｅラーニング
を受講する。 

・地域連絡会議や各地
域における会議の場
などあらゆる機会を
捉え、理解促進等を図
る。 

・地域担当職員へのｅラー
ニングを実施した。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などの機
会を捉え理解促進を図る
説明を行った。 

― ・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などの
機会を捉え理解促進を
図る説明を行う。(通年） 

平野区 

・地活協運営委員会等
の機会に地活協の意
義・趣旨の説明を行
う。 

・地域活動協議会の運営委
員会において、意義説明
を行った。 

・元年度補助金申請時期に
あわせて、制度、趣旨の説
明会を行った。 

・地域を担当する職員を対
象にｅラーニングを実施
した。 

・地域公共人材を活用して、
役員による課題認識や解
決の話し合いを促進し
た。（１地域） 

・地域を担当す
る職員の知識
の向上が必要
である。 

・ｅラーニングの解説編に
よる学習を受講者向け
に案内し、知識向上を図
るとともに、構成団体向
けにチラシ等を作成し、
地活協に求められてい
る機能について周知す
る。（通年） 

西成区 

・地域活動協議会への
総意形成機能につい
ての理解度を向上さ
せるため、説明会等に
おいてより理解を得
やすい説明を行う。 

・地域を担当する職員
全員が、ｅラーニング
を受講する。 

・地域活動協議会の役員や
構成団体の方を対象に、
総意形成機能に関する説
明を実施した。 

・地域を担当する職員がｅ
ラーニングを受講した。
（７～８月） 

・12 月開催の補助金説明会
において、地域活動協議
会として具備すべき要件
について、「総意形成機
能」も含めて、中間支援組
織を通じて周知するな
ど、取組を進めた。 

・総意形成機能
について、地
域を担当する
職員の理解が
十分でない。 

・地域活動協議会への総意
形成機能についての理
解度を向上させるため、
説明会等においてより
理解を得やすい説明を
行う。（年２回） 

・地域を担当する職員全員
が、ｅラーニングを受講
する。（下期） 

・地域を担当する職員が総
意形成機能についての
理解を深めるため、分か
りやすい研修資料を用
いた研修等を行う。（年
１回） 
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柱 1-Ⅲ-ア 地域活動協議会への支援 

② 総意形成機能の充実 

取組の実施状況 

取組③「総意形成機能を発揮するために備えておくべき要件の確認など」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地活協認定要綱や補助
金要綱を定期的に見直
し、必要に応じて改正
を行う。 

・補助金要綱の一部改正を
行った。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が総意形成機
能の趣旨を正
しく理解した
上で地域支援
にあたる必要
がある。 

・地域運営アドバイザー
（非常勤嘱託職員）へ
の支援体制見直しによ
り、総意形成機能の趣
旨等に関する研修の実
施やｅラーニングの受
講で資質の向上を図
り、地域支援にあたる。
（通年） 

・上記取組と合わせて、
地域活動協議会認定や
補助金等の勉強会を実
施し、地域に応じて、
要綱等、定期的な見直
しを実施する。（通年） 

都島区 

・地域活動協議会運営委
員会などにおいて、用
件を満たしているかの
確認を定期的に行うと
ともに、必要に応じて
助言・指導を行う。（９
地域） 

・認定要件を満たすための
助言・指導 ９地域 

― ・地域活動協議会運営委
員会などにおいて、用
件を満たしているかの
確認を定期的に行うと
ともに、必要に応じて
助言・指導を行う。（９
地域）（通年） 

福島区 

・地域活動協議会が総意
形成機能を発揮するた
めに備えておくべき要
件について年１回以上
確認する。 

・５月～６月及び 11 月～
12 月に各地域活動協議
会で補助金説明会を開
催し、資料を確認しなが
ら説明を行った。 

・地域活動協議
会メンバー全
員の理解まで
には至ってい
ない。 

・地域活動協議会が総意
形成機能を発揮するた
めに備えておくべき要
件について、地域活動
協議会の補助金説明会
等の場を活用して確認
する。（各地域年１回以
上） 

此花区 

・地域担当職員が地域活
動協議会に出席し、総
意形成機能を発揮する
ために必要な要件を満
たしているか確認す
る。 

・各地域活動協議会運営委
員会において総意形成
機能について説明した。 

・補助金等、会計説明会に
おいても説明を行った
（７月、２月に各４回実
施）。 

・総意形成機能について、
区広報紙やＨＰで周知
した。 

・総意形成機能
を発揮するた
めには、まず理
解度を向上さ
せる必要があ
り、運営委員会
など繰り返し
機会をとらえ
て説明する必
要がある。 

・地域活動協議会運営委
員会で総意形成機能に
ついて説明する。（通
年） 

・地域活動協議会に期待
されている総意形成機
能について、区広報紙
やＨＰで周知してい
く。（通年） 

中央区 

・必要な要件について、各
地活協役員会や運営委
員会、地活協会長会や
補助金説明会等の機会
を通じて周知徹底を図
り、補助金申請時や実
績報告時等に確認を行
う。 

・各地活協役員会や運営委
員会おいて必要な要件
について説明を行った。 

・地域活動協議会活性化セ
ミナー（10 月開催）や補
助金説明会（12 月開催）
等において総意形成機
能を発揮するために備
えておくべき要件につ
いて説明を行った。 

・補助金申請時や実績報告
時に必要な要件につい
て確認を行った。 

― ・必要な要件について、
各地活協役員会や運営
委員会、地活協会長会
や補助金説明会等の機
会を通じて周知徹底を
図り、補助金申請時や
実績報告時等に確認を
行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西区 

・地域活動協議会の総意
形成機能や要件につい
て、地域担当職員にｅ
ラーニングを実施す
る。 

・地域活動協議会に期待
する総意形成機能につ
いて、地域活動協議会
会長連絡会の場で説明
する。（上期、下期１回
ずつ） 

・地域活動協議会の準行政
的機能及び総意形成機
能について地域担当職
員にｅラーニングを実
施した。 

・地域活動協議会に期待す
る総意形成機能につい
て、９月・３月に地域活
動協議会会長連絡会で
説明した。 

・ｅラーニング
について、結果
は全体の平均
点では 94.9 点
となっている
ものの、全員全
問正解となっ
ていない。 

・理解度向上の
ためには、繰り
返し機会をと
らえて説明す
る必要がある。 

・地域活動協議会に期待
する総意形成機能につ
いて、地域活動協議会
会長連絡会の場で説明
する。（上期、下期１回
ずつ） 

・期待される「総意形成
機能」について、まち
づくりセンターも活用
し説明を行う。（通年） 

港区 

・地域を担当する職員が、
地域活動協議会の役員
や構成団体に総意形成
機能を期待されている
ことの説明を行い、そ
の機能を発揮するため
に備えておくべき要件
の確認を行う。 

・地域活動協議会の役員等
を対象に地域活動協議
会の総意形成機能の説
明を行い、その機能を発
揮するために備えてお
くべき要件の確認を
行った。 
（上期・計３回、下期・
計２回） 

― ・地域を担当する職員
が、地域活動協議会の
役員や構成団体に総意
形成機能を期待されて
いることの説明を行
い、その機能を発揮す
るために備えておくべ
き要件の確認を行う。
（通年） 

大正区 

・市や区の制度、事業、予
算など、地域の活動に
役立つ情報の提供 

・地域の主体的な連携・協
働の取組に必要な支援
の実施 

・地域活動協議会の運営
のための支援の実施 

・地域だけでは解決でき
ない課題について、そ
の課題解決に向けての
地域と協働した取組 

・各地域担当間、各課を横
断した情報共有及び課
題解決方策の検討を行
うための地域情報連絡
会を定期的に開催す
る。併せて、地域の意見
集約の機会や地域への
情報提供の頻度につい
ても確認を行う。 

・地域包括支援プロジェク
トチームを立ち上げ、情
報共有及び課題解決方
策の検討を行うほか、地
域の意見集約の機会や
地域への情報提供の頻
度についても確認を
行った。 

・地域の主体的なイベント
等の取組に対して広報
等の支援を行った。 

・地域活動協議会の運営の
補助金化のための支援
を実施した。 

・市や区の制度、事業、予
算など、地域の活動に役
立つ情報を提供した。 

・地域活動協議会の委員長
会議を開催し、地域間で
の情報共有や意見交換
を行った。 

・各地域におい
ても、地域活動
協議会の意義
に対する意識
の違いがある。 

・まちづくりセンター等
を通じて、地域団体間
の連携・協働に向けた
支援や、開かれた組織
運営、会計等の透明性
確保に向けた助言・指
導などを定期的に行
う。（通年） 

・委員長会議を通じて、
総意形成機能について
の要件が満たされてい
るかの確認を行う。（通
年） 

天王寺区 

・総意形成機能を発揮す
るために備えておくべ
き要件を満たしている
か確認を行う。 

・総意形成機能を発揮する
ために備えておくべき
要件を満たしている事
を全９地域の運営委員
会に参加し確認した。
（５、６月） 

・運営委員や役
員の交代もあ
る事から、継続
した確認が必
要である。 

・総意形成機能を発揮す
るために備えておくべ
き要件を満たしている
かの確認を行う。（６
月、２月） 

浪速区 

・各地域活動協議会が、総
意形成機能を発揮する
ために備えておくべき
要件を満たしているか
を「地域カルテ」等を用
いて定期的に確認・検
証し、必要に応じて関
係規定の整備などを行
う。 

・「浪速区役所地域担当職
員設置要綱」を制定（４
月）、また「地域担当制の
手引き」を作成（４月）
した。当該職員を対象に
説明会を開催し、本旨理
解の深化を図った。 

・「地域カルテ」を共有・活
用する過程において、本
旨理解度の向上を図っ
た。 

・人事異動や役
員交代等に対
応する知識の
継承と全体の
理解度向上が
必要である。 

・地域担当による地域会
議等への出席を通じ
て、継続した地域情報
収集を行う。（通年） 

・「地域カルテ」を共有・
活用する過程におい
て、要件の確認・検証
を促し、必要に応じた
助言・指導を行う。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西淀川区 

・地域活動協議会へのヒ
アリングを実施。 

・地域活動協議会へのヒア
リングを実施した。 

・ヒアリングの
結果、地域の
方々まで伝達
されていない
と考えられた
ため、地域に出
向いて発信す
ることが必要。 

・中間支援組織等が、補
助金予算・決算などの
時期に各地域の地域活
動協議会の運営委員会
に出席し、備えていく
べき要件を確認する。
（通年） 

淀川区 

・地域会議で住民同士が
意見を調整し、総意と
して意思決定が行わ
れ、決定内容が責任を
もって周知されている
か、地域担当が情報収
集を継続して行う。 

・４月～７月に開催された
地活協総会に地域担当
者が出席し、総会資料を
確認することで情報を
収集した。 

・９月～１月に全 18 地域
に対して認定要件の確
認を行い、総意形成機能
等の説明と助言・指導を
行った。 

・人事異動や役
員交代等に対
応する知識の
継承と全体の
理解度向上が
必要である。 

・地域担当による地域会
議等への出席を通じ
て、継続した地域情報
収集を行う。（通年） 

・認定要件の確認を促
し、必要に応じた助言・
指導を行う。（上期） 

東淀川区 

・地域活動協議会が開催
する運営委員会などに
職員が参加し、備えて
おくべき要件について
確認する。 

・各地域の会議に赴いた際
や個別に説明し、順次確
認を行った。 

・11 月に開催した地域活
動協議会連絡会議にて、
補助金に係る説明と合
わせ、認定要件チェック
シートによる確認や包
括外部監査に係る指摘
事項の共有等を行った。 

・総意形成機能
を発揮するた
めに備えてお
くべき要件に
は補助金事務
の理解が不可
欠だが、普段補
助金事務に関
わりのない地
域の方が理解
するのに時間
がかかる。 

・地域活動協議会の役員
からしっかりと周知し
ていただけるよう、
様々な機会をとらえて
十分説明を行う。（通
年） 

東成区 

・地域担当職員の住民へ
の情報発信力を高める
ことができるよう、地
域担当職員への定期的
な情報提供を行う。（毎
月） 

・地域担当職員同士で、情
報共有を行うとともに
地域活動協議会への理
解促進を促す資料を共
有した。 

・次年度の補助金申請説明
会開催時に、地域活動協
議会が総意形成機能を
発揮するために備えて
おくべき要件を確認し
た。 

・地域を担当す
る職員でも、各
地域の取組状
況についての
理解度に温度
差がある。 

・地域を担当する職員で
毎月、情報交換・意見
交換を行う会議を実施
し、各地域の状況につ
いての理解を深めると
ともに、地域を担当す
る職員が地域活動協議
会等の会議に出席し、
総意形成機能を発揮す
るために備えておくべ
き要件を確認する。（通
年） 

生野区 

・地域活動協議会に対し、
より民主的で開かれた
組織運営と会計の透明
性の確保を中心に、自
律した地域運営ができ
るよう中間支援組織と
連携して支援する。  

・中間支援組織と連携し、
自律した地域運営が出
来るよう勉強会を開催
したり、地域活動協議
会の認知度向上や担い
手育成を目的とした動
画を放送するなどして
理解度を深めてもら
う。 

・地域活動協議会に向け、
地域活動協議会認定要
件の説明会（１回）、会計
説明会（１回）、地域活動
協議会の機能について
の説明会（１回）、事務局
会議（概ね毎月）を実施
した。 

・補助金の使途についてＨ
Ｐで公表した。  

・担い手育成を目的とした
動画配信（まちレク）を
実施した。（50 回） 

― ・地域活動協議会に対
し、より民主的で開か
れた組織運営と会計の
透明性の確保を中心
に、自律した地域運営
ができるよう中間支援
組織と連携して引き続
き支援する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

旭区 

・必要な要件について理
解促進が図れるよう、
地域活動協議会連絡会
議、意見交換会及び取
組事例共有会等で説明
を行う。 

・地域活動協議会総会及び
ワークショップ等で説
明を継続的に行うこと
で理解促進を図った。 

・地活協ガイドブックを作
成し、会議及びイベント
等で説明・配布を行っ
た。 

・取組事例共有会議等で説
明を継続的に行うこと
で理解促進を図った。
（１月）  

・総意形成機能
を発揮するた
めに備えてお
くべき要件に
ついての理解
度が低い。 

・総意形成機能要件の確
認手法を活用して、
ワークショップや会計
説明会などの機会を捉
え、地活協に期待され
る総意形成機能とその
要件などについての説
明をし、理解を深める。
（通年） 

城東区 

・認定要件等について確
認を行い、理解の相違
が生じないような対応
を行う。 

・地域担当職員が各地域活
動協議会の取組や会議
に参加し、要件の確認を
行った。 

・会計情報交換会におい
て、活動のあり方や目的
を確認した。 

・全 16 地域における広報
紙の発行。 

・30 年度、まちづくりセン
ターが作成した「みんな
の地域活動ハンドブッ
ク」を使用し準行政的機
能の説明を行った。 

・地域内での役
員交代時の知
識継承 

・まちづくりセンターに
よる相談支援時や役員
交代時、また「地域活
動協議会連絡会」「地域
活動協議会情報交換
会」の場で、にまちづ
くりセンター作成「み
んなの地域活動ハンド
ブック」による説明を
行う。（通年） 

鶴見区 

・各種会議において要件
の確認の重要性の理解
促進を図るためチラシ
を作成し、周知する。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）を通じて、
「総意形成機能」が求め
られることを説明した。 

・総意形成機能の理解促進
を図るためチラシを作
成し、地域活動協議会連
絡会で周知した。（３月） 

― ・運営委員会において定
期的な確認および助
言、指導を行う。（通年） 

阿倍野区 

・各地域活動協議会に対
して要件の確認を行
う。 

・関係規定の整備など必
要に応じて支援を行
う。 

・地域活動協議会補助金説
明会において、備えてお
くべき要件やその確認
を行うための書類等に
ついて、情報提供を行っ
た。（各地域１回 計 10
回） 

― ・各地域活動協議会に対
して要件の確認を行
う。（下期） 

・関係規定の整備など必
要に応じて支援を行
う。（通年） 

住之江区 

・地活協認定要件確認時
に合わせて、総意形成
機能を発揮するために
備えておくべき要件を
満たしているか確認す
る。 

・また、地活協が意思決定
した内容・経緯等につ
いて、地活協の広報紙・
ホームページ、市民活
動ポータルサイトなど
で公開できるよう、中
間支援組織と連携し支
援を行う。 

・認定要件チェックシート
に基づき、各地域活動協
議会の状況確認を行っ
た。 

・各地活協の予算決算情報
について、中間支援組織
と連携を行い、各地活協
の広報紙に掲載するこ
とにより、順次、住民へ
周知を実施した。 

・構成団体の役
員改選等があ
るため、要件確
認の認識向上
に向けた継続
した取組が必
要。 

・地活協認定要件確認時
に合わせて、総意形成
機能を発揮するために
備えておくべき要件を
満たしているかを確認
する。（上期） 

・地活協が意思決定した
内容・経緯等について、
地活協の広報紙・ホー
ムページ、市民活動
ポータルサイトなどで
公開できるよう、中間
支援組織と連携し支援
を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住吉区 

・地域活動協議会の準行
政的機能・総意形成機
能、備えておくべき要
件についての説明を補
助金説明会と合わせて
実施する。（年２回） 

・補助金説明会において説
明 

・各地活協運営会議で説明 
・区青少年指導員理事会で
説明 

・地域活動協議
会に対して繰
り返しの説明
が必要。 

・地域活動協議会の準行
政的機能・総意形成機
能、備えておくべき要
件についての説明を補
助金説明会（年１回）
や各地活協運営会議
（各地域１回）であわ
せて実施する。（通年） 

東住吉区 
・各地域への訪問・ヒアリ

ングによる「地域カル
テ」の作成支援及び認
識共有化 

・各地域毎の現況や課題を
洗い出せるよう国勢調
査データ等の資料を提
供した。 

― ・各地域毎の現況や課題
を洗い出せるようデー
タ資料を提供し説明を
行う。（通年） 

平野区 

・運営委員会への参加等
により状況確認を行い
ながら、要件などの周
知を行う。 

・地域担当を編成し、各地
域活動協議会の運営委
員会に参加をした。 

・元年度補助金申請時期に
あわせて、制度、趣旨の
説明会を行った。 

・構成団体の役
員改選等によ
る代表者変更
に伴う理解度
低下に対して、
継続的な周知
が必要。 

・地活協認定要件確認時
に合わせて、総意形成
機能を発揮するために
備えておくべき要件を
満たしているかを確認
し、地域活動協議会の
意思決定事項の周知を
支援する。（下半期） 

西成区 

・各地域活動協議会の規
約に基づき、運営委員
会等において総意形成
を行っているかを行政
として議事録等により
確認を行い、必要に応
じて、各地域活動協議
会へ支援を行う。 

・各地域活動協議会が実施
した運営委員会の議事
録について、区への提出
を求め、規約に基づいた
総意形成が行われてい
るか等に関し、区による
確認を行った。 

・補助金説明会を通じて区
内全体での総意形成機
能にかかる理解の促進
を図った。 

― ・各地域活動協議会の規
約に基づき、運営委員
会等において総意形成
を行っているかを行政
として議事録等により
確認を行い、必要に応
じて、各地域活動協議
会へ支援を行う。（通
年） 
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柱 1-Ⅲ-イ 多様な主体のネットワーク拡充への支援 

目標の達成状況 

目標指標「各区において、新たに地域活動協議会とＮＰＯ及び企業等とが連携した取組を行った件数」  

29 年度目標 

各区５件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
５件 
５件 ７件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

都島区 
５件 
５件 11 件 達成 

変更なし 
(理由) 
予定通りに取組が進捗しているため。 

福島区 
５件 
５件 ７件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

此花区 
５件 
５件 ７件 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
５件 
５件 10 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西区 
５件 
５件 ５件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

港区 
５件 
５件 ７件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

大正区 
５件 
５件 ５件 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

天王寺区 
５件 
５件 ５件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

浪速区 
５件 
５件 ８件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西淀川区 
５件 
５件 19 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

淀川区 
５件 
５件 12 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東淀川区 
５件 
５件 10 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東成区 
５件 
５件 5 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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29 年度目標 

各区５件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

生野区 
５件 
５件 13 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

旭区 
５件 
５件 ６件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

城東区 
５件 
５件 10 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

鶴見区 
５件 
５件 ７件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

阿倍野区 
５件 
５件 ８件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
５件 
５件 17 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗してしるため。 

住吉区 
５件 
５件 17 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
５件 
５件 ５件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

平野区 
５件 
５件 11 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西成区 
５件 
５件 ５件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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柱 1-Ⅲ-イ 多様な主体のネットワーク拡充への支援 

取組の実施状況 

取組①「様々な活動主体の情報収集」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動連絡会議や地
域での会合において、
市民活動総合ポータル
サイトの周知を行い、
サイトへの登録を促
す。 

・地域活動連絡会議や地域
での会合において、市民
活動総合ポータルサイト
の周知を行い、サイトへ
の登録を促した。 

― ・地域と企業や学校など
が交流する異業種交流
イベントを開催し、連
携協働の動きを促進す
る。（下期） 

都島区 

・支援情報提供窓口でＮ
ＰＯ等市民活動団体へ
ポータルサイトの活用
を促す。 

・市民活動総合ポータルサ
イトについてのリーフ
レットを配架により周知
した。 

― ・市民活動支援情報窓口
において、ＮＰＯ等市
民活動団体へ「市民活
動総合ポータルサイ
ト」の活用を促す。（通
年） 

福島区 

・「市民活動総合ポータル
サイト」への各団体の
登録及び積極的な活用
を年１回以上促す。 

・５月～６月及び 11 月～12
月に各地域活動協議会で
補助金説明会を開催し、
資料を確認しながらサイ
トの紹介も行った。 

・説明はしてい
るが、地域の
関心が薄い。 

・地域での必要
性を感じても
らえない。 

・地域活動協議会の補助
金説明会等の場を活用
して、わかりやすい説
明資料で「市民活動総
合ポータルサイト」へ
の各団体の登録及び積
極的な活用を年１回以
上促す。（各地域年１回
以上） 

此花区 

・地域活動協議会運営委
員会や窓口に来られた
テーマ型団体などに
「市民活動ポータルサ
イト」を周知する。 

・各地域活動協議会の運営
委員会においてポータル
サイトを周知した。 

― ・地域活動協議会運営委
員会や窓口に来られた
テーマ型団体などに
「市民活動ポータルサ
イト」を周知する。（通
年） 

中央区 

・様々な活動主体との連
携協働の意義を啓発す
るとともに、「市民活動
総合ポータルサイト」
の積極的な活用を促
す。 

・中央区役所市民協働課、中
央区中間支援組織（まち
づくりセンター）が「市民
活動総合ポータルサイ
ト」に登録し、各地域に向
けその有益性を説明し
た。 

・中央区内地域活動協議会
に対しサイトへの登録支
援を行い、登録に結びつ
いた。（２地域） 

― ・様々な活動主体との連
携協働の意義を啓発す
るとともに、情報収集
のために「市民活動総
合ポータルサイト」の
積極的な活用を促す。
（通年） 

西区 

・地縁型団体の会議や、ま
ちづくりセンターの支
援時において、ポータ
ルサイトの紹介、活用
について説明する。 

・青少年指導員理事会等に
おいてポータルサイトの
紹介・説明を行った。 

― ・地縁型団体の会議や、
まちづくりセンターの
支援時において、ポー
タルサイトの紹介、活
用について説明する。
（通年） 

港区 

・市民活動総合ポータル
サイトの広報周知と登
録への働きかけを実
施。 

・合同地域会長会でポータ
ルサイトの周知と登録を
働きかけた。 

・ポータルサイトについて、
区 Ｈ Ｐ 、 Twitter 、
Facebook 、広報みなとで
周知した。 

・テーマ型団体へポータル
サイトへの登録を働きか
けた。 

― ・市民活動総合ポータル
サイトの広報周知と登
録への働きかけを実
施。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

大正区 

・市民からの問合せに対
して、ポータルサイト
の掲載情報を案内し、
活動主体の事業の理解
を深める。 

・ポータルサイトの案内
チラシを相談窓口やま
ちづくりセンターに配
置し、また地域の会合
でも配布するなど、積
極的に周知を図る。 

・ポータルサイトの案内チ
ラシを相談窓口やまちづ
くりセンターに配置し、
また地域の会合でも配布
し、周知を行った。 

・市民からの問合せに対し
て、ポータルサイトの掲
載情報を案内した。 

・ポータルサイ
トに有益な情
報が掲載され
ているという
認知が低い。 

・各団体が連携協働がで
きるよう、連携協働に
至るプロセスやメリッ
トを発信できるよう成
功事例の情報収集を行
う。(通年） 

天王寺区 

・市民活動総合ポータル
サイトの情報も活用し
地域に情報提供を行
う。 

・市民活動団体支援相談窓
口での紹介やまちづくり
センターを通じて「市民
活動総合ポータルサイ
ト」を各地域に紹介した。 

・「市民活動総
合ポータルサ
イト」掲載の
助成金情報な
ど有益な情報
が提供されて
いることを浸
透させていく
必要がある。 

・市民活動総合ポータル
サイトの助成金など有
益な情報更新内容の確
認を随時行い、地域に
情報提供を行う。（通
年） 

浪速区 

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、市民活動ポータル
サイトに掲載し、つな
がりの端緒、機会を広
げる。 

・催事（防災訓練等）実施の
告知及び成果・報告を、市
民活動ポータルサイトに
掲載し、つながりの端緒、
機会を広げた。 

・ボランティアを求める地
域に、ポータルサイトへ
の登録と活用を促した。 

・ポータルサイ
トの効果的な
活用方法を周
知する必要が
ある。 

・催事（防災訓練等）実施
の告知及び成果・報告
を、区広報紙・ホーム
ページ・ＳＮＳ（Twit 
ter・Facebook）や市民
活動総合ポータルサイ
トといったＩＣＴツー
ル等様々な広報媒体を
用いて、広く周知し、
つながりの端緒、機会
を広げる。（通年） 

西淀川区 

・ボランティア募集に関
連する区事業をポータ
ルサイトに登録。 

・案内チラシの窓口配架
や区ホームページへの
掲載に加え、地縁型団
体の会議等で周知。 

・ボランティア募集に関連
する区事業をポータルサ
イトに登録した。 

・案内チラシの窓口配架や
区ホームページへの掲載
に加え、地縁型団体の会
議等で周知した。 

― ・ボランティア募集に関
連する区事業をポータ
ルサイトに登録。（通
年） 

・案内チラシの窓口配架
や区ホームページへの
掲載に加え、地縁型団
体の会議等で周知。（通
年） 

淀川区 

・中間支援組織（まちづく
りセンター等） と連
携して、地域やボラン
ティア活動に役立つ情
報提供を行い、活動支
援を行う。 

・５月の地活協会長との意
見交換会で説明した。 

・中間支援組織（まちづくり
センター等）と連携して、
まちセン通信発行等を通
じて地域やボランティア
活動に役立つ情報提供を
行い、活動の支援を実施
した。（６月・10 月・１月
発行） 

・市民活動ポー
タルサイトが
十分に活用さ
れていない。 

・今後も中間支援組織
（まちづくりセンター
等）と連携して、地域
やボランティア活動に
役立つ情報提供を行
い、活動支援を行う。
（通年） 

・市民活動ポータルサイ
トの活用方法について
の周知を継続して行
う。（通年） 

東淀川区 

・市民活動総合ポータル
サイトへの各団体の情
報の活用について、地
域活動協議会連絡会議
等で働きかける。 

・区内の地域活動協議会の
取組について、「イケてる
市民活動★ミニレポー
ト」への掲載の承諾を３
地域より得た。 

・地域活動協議会連絡会議
において、区内他地域の
活動について意見交換の
場を設けた。 

・市民活動総合
ポータルサイ
トに地域活動
協議会が登録
することのメ
リットが打ち
出されていな
いため、理解
してもらうこ

・「イケてる市民活動★
ミニレポート」掲載を
きっかけに、情報発信・
収集のために登録を働
きかける。（通年） 

・市民活動総合ポータル
サイトへの各団体の情
報の活用について、地
域活動協議会連絡会議
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
 とが難しい。 等で働きかける。（通

年） 
・地域活動協議会連絡会

議において、他地域の
活動について意見交換
の場を継続的に設け
る。（通年） 

東成区 

・ポータルサイトの活用
方法について、交流会
等で説明を行う。 

・７月の補助金説明会の場
でポータルサイトの活用
方法について説明を行っ
た。 

・更に 12 月に開催した補助
金説明会の場でもポータ
ルサイトの活用方法につ
いて説明を行った。 

・説明会の場で
活用を促した
が、登録件数
の増加につな
がらない。 

・様々な機会で
情報発信する
がポータルサ
イ ト の 地 域
ニーズがあま
りない。 

・地域活動協議会の説明
会・交流会の場で市民
活動ポータルサイトの
活用を促す。（年度当
初） 

生野区 

・会議やイベント等で、市
民活動総合ポータルサ
イトの周知を行う。 

・地域活動協議会の事務局
担当者が集まる会議の場
において紹介した。 
周知内容と趣旨にあうイ
ベントがなかったためイ
ベント等での周知は行わ
なかった。 

・イベントの趣
旨と、市民活
動総合ポータ
ルサイトを周
知することが
合わず、きっ
かけがなかっ
た。 

・地域の会議や区ホーム
ページで、市民活動総
合ポータルサイトの周
知を行う。（通年） 

旭区 

・地縁団体とＮＰＯ/企業
等との連携事例を収集
し、地域活動協議会連
絡会議、意見交換会及
び取組事例共有会等で
情報発信を行うことで
理解促進を図る。 

・地縁団体とＮＰＯ/企業等
との連携事例を収集し、
地域活動協議会連絡会議
等で情報発信を継続的に
行うことで理解促進を
図った。 

・意義等につい
て、より一層
の理解促進を
図ることが必
要。 

・イベント等において地
域活動協議会の活動例
等の情報発信をするこ
とで、その意義等につ
いて理解促進を図る。
（通年） 

城東区 

・ポータルサイトの活用
及び登録について周知
を行う。 

・地域活動協議会の連絡会
議において、ポータルサ
イトの周知を行った。 

・地域活動協議
会以外の団体
の活動情報収
集 

・地域活動協議会に対
し、連絡会議の場等に
おいてポータルサイト
を活用した情報収集を
勧める。（通年） 

・併せて、中間支援組織
により年度中３回開催
予定の「企業･ＮＰＯ･
学校･地域交流会」の場
で、同ポータルサイト
について周知のうえ登
録と活用を推奨し、地
域活動協議会以外の団
体の活動情報発信につ
いても促す。（５・９・
翌２月） 

鶴見区 

・地縁型団体、ＮＰＯ等の
市民活動団体等からの
問合せに対して、ポー
タルサイト（の掲載情
報）を案内するなどの
取組を行う。 

 

・ポータルサイトを活用し
て市民活動団体の登録に
関する情報を収集した。 

・市民活動団体から大阪府
北部地震や西日本豪雨の
被災者に対して、空き家
を利用して被災者支援で
きる事業を企画し支援活
動したいと相談があり、
ポータルサイト、ボラン
ティア・市民活動セン
ターを紹介した。（１回） 

― ・地縁型団体、ＮＰＯ等
の市民活動団体等に対
して、ポータルサイト
の活用及び登録につい
て周知を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

阿倍野区 

・「市民活動総合ポータル
サイト」の活用促進の
ため地域活動協議会を
はじめとする各団体に
情報提供を行う。 

・ホームページや地域団体
の会議を通じて市民活動
総合ポータルサイトを周
知し、情報提供を行った。 

― ・「市民活動総合ポータ
ルサイト」の活用促進
のため地域活動協議会
をはじめとする各団体
に情報提供を行う。（通
年） 

住之江区 

・地活協会長会や運営委
員会などで、ポータル
サイトの効果的な活用
方法を周知する。 

・８月 29 日・12 月 10 日開
催 企業・ＮＰＯ・学校・
地域交流会において周知
を行った。 

・ポータルサイ
トの効果的な
活用方法を周
知する必要が
ある。 

・地活協会長会、地活協
運営委員会などで、
ポータルサイトの効果
的な活用方法等を周知
し、積極的な活用を促
す。（通年） 

住吉区 

・区に設置した市民活動
相談窓口を活用し、Ｎ
ＰＯや企業等と地域活
動協議会やその他地縁
型団体とのつなぎを行
う。 

 

・地域座談会を地域活動協
議会以外の団体も交えて
開催した。（３地域、各２
回） 

・災害時協力事業所への防
災訓練参加を促した。（12
事業所） 

・「交流ライブ」を実施（３
回）し、地活協と企業等と
のつなぎを行った。（５
件） 

・地域内での幅
広いつながり
づくりのため
に、地活協会
長等との慎重
な出席者選定
が 必 要 で あ
る。 

・継続的な開催
のため、出席
者へ座談会開
催主旨、目的
の説明を繰り
返すことが必
要である。 

・地域座談会を 30 年度
開催地域に加えて新た
に３地域で開催する
（計６地域）（通年） 

・区に設置した市民活動
相談窓口を活用し、Ｎ
ＰＯや企業等と地域活
動協議会やその他地縁
型団体とのつなぎを行
う。（通年） 

 

東住吉区 

・機会（地域連絡会議や各
地域における会議の場
など）を捉え、活用促進
を図る。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで理
解促進を行った。また新
会長を集めての説明会を
行った。 

― ・地域連絡会議や各地域
における会議の場など
の機会を捉え理解促進
を図る説明を行う。(通
年） 

平野区 

・機会（地域連絡会議や各
地域における会議の場
など）を捉え、活用促進
を図る。 

・中間支援組織へ各地域へ
の周知を依頼した。 

・ポータルサイ
トへの登録を
含めて周知を
する必要があ
る。 

・チラシを活用して各地
域へ周知を図る。（通
年） 

西成区 

・補助金説明会において、
ポータルサイトの周知
を行う。 

・地域活動協議会の補助金
説明会での全体周知及び
登録方法の説明を行っ
た。また、中間支援組織を
活用し、各地域活動協議
会に対し、登録の呼びか
け及び登録方法の説明を
実施した。 

・「市民活動総
合ポータルサ
イト」につい
て、活用の段
階に至るまで
には目的・効
果といった点
について、地
域の理解の促
進を進める必
要がある。 

・補助金説明会において
ポータルサイトの周知
を行う。周知にあたっ
ては、ポータルサイト
への登録によって何が
できるようになるかと
いった点をわかりやす
く説明する。（通年） 
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柱 1-Ⅲ-イ 多様な主体のネットワーク拡充への支援 

取組の実施状況 

取組③「交流やコーディネートの場づくりなど」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域と企業や学校などが
交流するイベント「異次
元交流ライブ」を開催
し、連携協働の動きを促
進する。 

・連携につながる情報交
換、交流の場として、日
曜開庁時のサロン開催
の継続。 

・企業訪問等を重ねて、資
源の把握に努め、各種団
体との連携につなげる。 

・区役所と地域団体が連携
して防災対策用冊子を
活用した区民向け防災
講座を開催する。 

・連携につながる情報交換、
交流の場として、日曜開
庁時のサロンを開催し
た。 

・企業訪問等を重ねて、資源
の把握に努め、各種団体
との連携につなげた。 

・地域と企業や学校などが
交流する異業種交流イベ
ントを開催し、連携協働
の動きを促進した。 

・区役所と地域団体が連携
して防災対策用冊子を活
用した区民向け防災講座
を開催した。 

― ・まちづくりや社会貢
献活動を行う、団体・
企業・学校などの「情
報交換・交流の場」と
して、日曜開庁時に
サロンを開催する。
（通年） 

・支援ニーズ、団体間の
連携の糸口を把握す
るため、企業訪問を
随時実施。（通年） 

都島区 

・まちづくりセンターと連
携し、各地域の活動団体
間の連携を支援する。 

・拡大指導ルームの実施（８
月） 

・区民まつり（９月） 
・まちづくりセンターが行

うつながりづくりや交流
のためのイベント開催
（４件） 

・クリーン作戦 （５月、11
月） 

・大川かたづけ隊 （毎月） 
・かえっこバザール（11 月

環境局の３Ｒと同時開
催） 

・ゆめまちロード Osaka（11
月放置自転車禁止啓発時
にあわせて実施） 

― ・各地域の活動団体間
の連携を支援する。
（通年） 

 

福島区 

・市民活動団体、企業等、
行政といった多様な活
動主体間の連携協働の
促進に向けて、各地域の
実情に応じた支援を行
う。具体的な取組として
は、連携協働に関する情
報を提供するほか、多様
な活動主体が連携協働
等について年１回以上
検討・交流できる場を提
供する。 

 
 

・５月～６月及び 11 月～12
月に各地域活動協議会で
補助金説明会を開催し、
資料を確認しながら様々
な団体の活動情報が掲載
されている「市民活動総
合ポータルサイト」の紹
介を行った。 

・区内の銀行が地域貢献を
申し出たことを受け、区
役所が地域団体へ紹介す
ることで、特殊詐欺の注
意喚起など各種講座等交
流の場づくりを支援し
た。 

・地域団体が行っている清
掃活動について、区役所
が橋渡しを行うことで地
域の企業が参加すること
になり、定期的に共同で
清掃活動が実施されるこ
ととなった。 

― ・中間支援組織を活用
しながら、市民活動
団体、企業等、行政と
いった多様な活動主
体間の連携協働の促
進のため、交流でき
る場を提供する。（通
年） 

・まちづくりセンター
と連携して、補助金
申請説明会の場な
ど、地域の様々な会
合の場で、「市民活動
総合ポータルサイ
ト」などを活用し、Ｎ
ＰＯや企業の連携事
例などを情報提供す
る。（年１回以上） 



137 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・中間支援事業者を活用し

て、企業やＮＰＯが参加・
参画する地活協交流会や
ＮＰＯ交流会を開催し
た。 

・子育て世代など、若い世代
の人材を地域活動へ参
加・参画するきっかけづ
くりとするべく、子育て
サロンを活用して、子ど
も服交換会を実施した
（２地域）。 

此花区 

・連携・協働を求める団体
の情報を収集し、必要に
応じて地域活動協議会
等に提供する。 

・ふれあい喫茶活動者にお
ける交流会を開催し、他
区の活動者を招き、事例
紹介を行うとともに、各
地域での取組状況等意見
交換を行った。（８月） 

― ・連携・協働を求める団
体の情報を収集し、
必要に応じて地域活
動協議会等に提供す
る。（通年） 

中央区 

・地域活動協議会活性化セ
ミナーを１回以上開催
する。 

・多様な活動主体間の交流
の場への参画などによ
り、テーマ型団体とのつ
ながりづくりを進める。 

・地域活動協議会会長会（９
月開催）、地域活動協議会
活性化セミナー（10 月開
催）、補助金説明会（12 月
開催）などの機会利用し、
地域ニーズや地域情報の
共有を行った。 

・テーマ型団体とのつなが
りをつくるため、各地域
に「市民活動総合ポータ
ルサイト」の有益性を説
明、登録支援を行い、登録
に結びついた。（２地域） 

― ・地域活動協議会活性
化セミナーを１回以
上開催する。（下期） 

・多様な活動主体間の
交流の場への参画な
どにより、テーマ型
団体とのつながりづ
くりを進める。（通
年） 

西区 

・連携促進に向け、情報の
ストックや地域ニーズ
の把握を進め連携に向
けた支援を行う。 

 

・「西区内企業見学・体験会」
や「にし恋マルシェ」の開
催に向けた関係団体との
会議に参加し交流を図る
とともに、情報のストッ
クや地域ニーズの把握を
進め、連携に向けた支援
を行った。 

― ・連携促進に向け、情報
のストックや地域
ニーズの把握を進め
連携に向けた支援を
行う。（通年） 

港区 

・担当職員間で情報共有を
行い、地縁型団体の課題
やニーズを把握し、他の
活動主体との連携協働
のメリットが実感され
るよう事例の情報提供
を行い、新たな連携が創
出されるよう支援を行
う。 

・多様な活動主体による意
見交換会の開催。 

・市民活動支援情報提供窓
口への相談等から地縁型
団体の課題やニーズを把
握し、必要に応じて他の
活動主体との連携につい
て情報提供を行い、新た
な連携が創出されるよう
支援を行った。 

・防災をテーマにした研修
会で子育て世代の支援団
体と地域女性防災リー
ダー等との意見交換を
行った。 

・地活協のコミュニティ食
堂の取組について他区地
域と意見交換を行った。 

・さまざまな活
動主体の活動
状況について
最新の情報を
収集しておく
必要がある。 

・担当職員間の情報共
有やまちづくりセン
ターとの連携によ
り、地縁型団体の課
題やニーズを把握
し、他の活動主体と
の連携協働のメリッ
トが実感されるよう
事例の情報提供を行
い、新たな連携が創
出されるよう支援を
行う。（通年） 

大正区 

・大正区内でエリアを限定
した悉皆調査を実施し
て空家等の利活用の意
向がある所有者の掘り
起こしを行い、別途登録

・空家調査の実施に向け契
約手続きを進めた。 

・参加企業と区民の交流が
できる機会として、「もの
づくり」体験のできるイ

・地域で把握さ
れている空家
情報は非常に
有効であると
思われるのだ

・大正区内でエリアを
限定した空家調査を
実施し、空家等の利
活用の意向がある所
有者の掘り起こしを
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
する「空家相談員」への
相談に繋げることで、空
家等の利活用の促進を
図る。また、地域との連
携による情報収集等の
実施可能性について検
討を行う。 

・出展企業がチームを組ん
で、大正区の「ものづく
り」の素晴らしい技術を
分かりやすく紹介する
体験型イベントの開催。 

ベントを開催した。 
・大正区内でエリアを限定

した悉皆調査を実施して
空家等の利活用の意向が
ある所有者の掘り起こし
を行い、別途登録する「空
家相談員」への相談に繋
げることで、空家等の利
活用を促進した。また、地
域との連携による情報収
集等の実施可能性につい
て検討を行った。 

が、その情報
の収集力が弱
い。 

行い、別途登録する
「空家相談員」への
相談に繋げ、整理や
収納の面でのアドバ
イスも行い、空家等
の利活用の促進を図
る。また、30 年度の
検討内容を踏まえ、
地域との連携による
情報収集等の実施可
能性について方針の
整理を行う。（10 月以
降） 

・区内の小中学生及び
その保護者の方をメ
インターゲットとし
て、出展企業がチー
ムを組んで、大正区
の「ものづくり」の素
晴らしい技術を分か
りやすく紹介する体
験型イベント「もの
づくりフェスタ」を
開催する。（８月） 

天王寺区 

・市民活動相談窓口等への
相談内容を検証し、コー
ディネートに結び付け
る。 

・市民活動団体支援相談窓
口受付件数４件、うち１
件で団体間同士での協力
に結び付けた。 

― ・市民活動相談窓口等
への相談内容を検証
し、コーディネート
に結び付ける。（通
年） 

浪速区 

・区ホームページやＳＮＳ
（Twitter・Facebook）、
市民活動総合ポータル
サイトといったＩＣＴ
ツール等様々な広報媒
体を用いて、広く支援情
報の提供を行う。 

・地域活動協議会とＮＰＯ
及び企業等とを結び付
け、連携した取組を行
う。 

・区社会福祉協議会等と連
携し、交流の場づくりを
構築する。 

 
 

・区広報紙への記事掲載 12
回、まちづくりセンター
Facebook 投稿記事 526
件、まちづくりセンター
ブログ投稿記事 330 件
(15,458 アクセス)、各地域
が発信したイベント情報
等のブログ数計 518 件 
を行い、地域行事への参
画を促した。 

・企業等のＣＳＲ担当者向
け地域貢献呼びかけチラ
シ（区独自作成）を配架し
た。 

・地域活動協議会とＮＰＯ
及び企業等とを結び付
け、連携した取組を行っ
た。 

・区民まつりや地域イベン
トに対し、地域貢献に積
極的な企業等の協力や協
賛、参加を呼びかけ、地域
や各種団体とのマッチン
グを行った。 

・区社会福祉協議会等と連
携し、交流の場づくりを
構築した。 

・区民まつりや地域イベン
トに対し、地域貢献に積
極的な企業等の協力や協
賛、参加を呼びかけ、地域
や各種団体とのマッチン
グを行った。 

・連携協働の意
義やメリット
等について、
より一層の理
解促進を図る
必要がある。 

・連携協働や交流の場
づくりを目的に、区
ホームページやＳＮ
Ｓ（Twitter・Face 
book）、市民活動総合
ポータルサイトと
いったＩＣＴツール
等様々な広報媒体を
用いて、広く支援情
報の提供を行う。（通
年） 

・市民活動団体や企業
等に対し、行政側の
取組窓口を明確にす
ることにより、多様
な支援メニューや資
源情報の収集力を強
化する。（通年） 

・集積した情報を「市民
活動総合ポータルサ
イト」にフィード
バックし活用すると
ともに、より適切な
交流・コーディネー
トの場を提供できる
よう、区役所やまち
づくりセンター等が
持つ地域情報を活用
し、積極的な活用を
働きかける。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西淀川区 

・ものづくり企業と地域住
民との交流イベントを
開催して、西淀川区がも
のづくりのまちである
という認知度を高める。 

・西淀川区ものづくりまつ
り：年１回 

・区内の特色のある企業の
情報を区のホームペー
ジで発信することによ
り区民や区内外の企業
に「ものづくりのまち西
淀川区」をアピールす
る。 

・ものづくりレンジャー活
動を通じて区民や区内
外の企業に「ものづくり
のまち西淀川区」をア
ピールする。 

・商店街の魅力向上を図る
ため、商店街や地域集会
所等で地域資源や特産
品をＰＲするイベント
を開催する。 

・ものづくり企業と地域住
民との交流イベント「西
淀川ものづくりまつり
2018」を開催して、西淀川
区がものづくりのまちで
あるという認知度を高め
た。 

・区内の特色のある企業の
情報を区のホームページ
で発信することにより、
区民や区内外の企業に
「ものづくりのまち西淀
川区」をアピールした。 

・ものづくりレンジャーが
作成したパンフレットを
「西淀川ものづくりまつ
り 2018」に展示して「も
のづくりのまち西淀川
区」をアピールした。 

・商店街の魅力向上を図る
ため、商店街や地域集会
所等で地域資源や特産品
をＰＲするイベントを開
催した。 

― ・ものづくり企業と地
域住民との交流イベ
ントを開催して、西
淀川区がものづくり
のまちであるという
認知度を高める。（通
年） 

・西淀川区ものづくり
まつり：年１回 （８
月） 

・区内の特色のある企
業の情報を区のホー
ムページで発信する
ことにより区民や区
内外の企業に「もの
づくりのまち西淀川
区」をアピールする。
（通年） 

・商店街の魅力向上を
図るため、商店街や
地域集会所等で地域
資源や特産品をＰＲ
するイベントを開催
する。（通年） 

淀川区 

・テーマ型団体同士の交流
会を継続して実施し、連
携促進を図る。 

・地域特性に応じて、地活
協と企業・ＮＰＯ等との
連携促進していく。 

・「子どもの居場所づくり
ネットワーク」で加入団
体を増やすべく活動支
援していく。 

・東淀川区と共同で、行政
と地域・企業・鉄道事業
者が連携して「新大阪周
辺帰宅困難者対策協議
会」を開催する。 

 

・テーマ型団体同士の交流
会を開催した。（７月・11
月） 

・地域の夏祭り事業におい
て、地活協と企業・専門学
校等との連携促進を支援
した。（７月・８月） 

・「子どもの居場所づくり
ネットワーク」で加入団
体を増やすべく活動支援
を実施した。 

・東淀川区と共同で、行政と
地域・企業・鉄道事業者が
連携して「新大阪周辺地
区帰宅困難者対策協議
会」を開催した。（８月・
10 月・２月） 

・東淀川区と共同で行政と
地域、企業、鉄道事業者が
連携して「新大阪駅周辺
地区エリア防災計画」を
作成した。（３月） 

・多様な地域課
題 に 沿 っ た
コーディネー
トが求められ
る。 

・今後も中間支援組織
（まちづくりセン
ター等）と連携して
交流やコーディネー
トの場を開催する。
（通年） 

・これまでに蓄積した
情報を他の地域が活
用できるように情報
提供する。（通年） 

東淀川区 

（新たな担い手の発掘支
援と地域・企業・教育機関・
行政の連携による魅力あ
るまちづくり） 
区内の地域、企業、大学を
はじめとする各種の教育
機関、行政が、地域の魅力
発見やにぎわいづくりの
一翼を担うような区民ま
つりの実施、区内企業のＢ
ＣＰ（ＢＣＭ）の推進など、
様々な活動を通じて連携
を深めることで、日常から
協力し合える仕組みを構

（新たな担い手の発掘支援
と地域・企業・教育機関・
行政の連携による魅力あ
るまちづくり） 

・「異次元交流ライブ」と
「WeLove 東淀川」を融
合・拡充させ「東淀川みら
い EXPO」として効率的
に開催した。（年２回：８
月 24 日・12 月 21 日実
施） 

・東淀川区魅力発見プロ
ジェクト定例会議 13回実

― ・東淀川みらい EXPO
の参加者同士の交流
が持てるよう支援し
ていく。また、交流に
よる新たな交流イベ
ントの企画などを検
討する。（通年） 

・イベントへの参加者
が増えてきたため、
参加者から参画者に
なっていただけるよ
う、繋がれる場にし
ていく。また、イベン
ト周知についても、

140 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
築するとともに、地域活動
に関心のある方に各取組
への参加を促すことで、新
しい担い手の発掘と、地域
力の向上、魅力あるまちづ
くりをめざす。 
・東淀川区魅力発見プロ

ジェクトの実施 
・ＢＣＰ学びの場の開催

（年２回） 
・区民まつりの実施（年１

回） 
・異次元交流ライブの実施 
（地域・企業(商店街・商店

を含む）・教育機関・行政
間の交流の場） 

・WeLove 東淀川の実施
（年６回） 

・大学をはじめとする学校
機関との連携 

 
（まちの魅力発信） 
区内の歴史や名所など地
域資源を活かし、東淀川区
の魅力を区内外に積極的
に情報発信することで、誇
りや愛着が持てるまちづ
くりをめざす。 
・東淀川区の魅力あるス

ポット等を紹介するチ
ラシ・地図等を作成し、
転入者パック等により
情報発信する。 

・ウォークイベントで各ス
ポットを巡るなど体験
型の手法で区民に周知
する。（年１回） 

・大学と連携し事業を検討
する。 

施 
・東淀川区魅力発見プロ

ジェクトイベント６回実
施（５月 12 日、８月 26
日、11 月 17 日、２月 10
日-12 日、２月 18 日、３
月 23 日実施） 

・ＢＣＰ学びの場２回実施
（８月 31 日、12 月７日実
施） 

 
（まちの魅力発信） 
・ウォークイベントについ

て、大阪経済大学と連携
し実施した。(12 月１日) 

・大阪成蹊大学の PBL 授業
として、マネジメント学
部は食育・選挙・みのり
ちゃんフェスタを、芸術
学部は防災を題材とし取
り組み、成果発表会を実
施した。 

引き続き過去に同種
イベントに参加した
方々へのチラシの配
布や、ＳＮＳ、区掲示
板の活用を行う。（通
年） 

・大学と連携し、ウォー
クイベントを実施す
る。(年１回) 

東成区 

・交流会・意見交換会で事
例発表など、区内外で自
ら情報発信を行う機会
を更に促進する。 

・他市からの視察を受けそ
の場で取組事例発表を
行った。 

・更に他区や他市の交流会
等で自らの取組事例を情
報発信した。 

・情報発信をす
る地域や人が
固定化するた
め、情報発信
できる人材や
機会の支援が
必要である。 

・区職員、まちづくりセ
ンター職員が各地域
に対して、他区・他市
との交流の機会や情
報発信する機会をつ
くる。（下半期） 

生野区 

・地域団体やＮＰＯ、企業
など地域のまちづくり
に関するさまざまな活
動主体の情報を発信す
るとともに、地域活動協
議会に参画している団
体だけでなく、さまざま
な地域活動団体におけ
る担い手育成のために、
地域の課題に取り組む
担い手を育成する講座
等をファシリテーショ
ン能力、コーディネート

・中間支援組織により地域
活動協議会の認知度向上
や担い手育成を目的とし
た動画（まちレク）を放送
した。 

・地域公共人材バンクを活
用した防災に関する勉強
会を開催した。（１団体） 

・情報発信力強化を目的と
して、中間支援組織と連
携し、ＨＰ開設に関する
広報会議に参加するな

― ・中間支援組織と連携
して、ＮＰＯ、企業な
ど地域のまちづくり
に関するさまざまな
活動主体と地域との
ネットワークを築く
支援を行う。また、幅
広い世代の住民が地
域活動について興味
を持ち、さらに、地域
活動の新たな担い手
へとつながるよう、
誰もが気軽に参加
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
力を有する人材及び中
間支援組織と連携し、開
催する。  

・ファシリテーション能
力、コーディネート力を
有する人材を派遣し、地
域活動協議会の自主的
な活動を促進する。 

・中間支援組織と連携し、
多様な活動主体の地域
活動への参加を促すよ
う地域活動協議会に対
してＳＮＳ（Facebook
等）による情報発信力強
化に向けた勉強会を開
催する。 

ど、ＨＰ作成に関する支
援を行った。 

・中間支援組織と連携し地
域活動協議会を横断し
て、文化・スポーツ、子ど
も・青少年、防犯・防災に
関する事業を実施した。
（４事業） 

し、交流できる場を
提供する。（通年） 

旭区 

・連携・協働のメリットを
伝えるとともに、利用促
進を図るため、「交流の
場」情報を収集し、地域
活動協議会連絡会議、意
見交換会及び取組事例
共有会等で情報発信を
行う。 

・「交流の場」情報を収集し、
地域活動協議会連絡会議
等で情報発信を継続的に
行い、話し合いの場を持
つことで、意義について
の理解促進を図った。 

・意義等につい
て、より一層
の理解促進を
図ることが必
要。 

・「交流の場」情報を収
集し、地域活動協議
会連絡会議及びワー
クショップ等で情報
発信を継続的に行う
ことで利用促進を図
る。（通年） 

城東区 

・「城東区ボランティア・市
民活動センター」などを
活用し、交流やコーディ
ネートを行う。 

・地域の居場所「杜のこうさ
てん」の今後の活用方法
についてワークショップ
を開催した。 

・「企業・ＮＰＯ・学校・地
域交流会」を開催した。 

・コーディネー
トを希望する
団体の情報収
集 

・まちづくりセンター
や区社会福祉協議会
のネットワークなど
により、交流を希望
する団体の情報を収
集する。（通年） 

鶴見区 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）と連携し、
多様な活動主体が連携
協働等について交流で
きる場を提供する。（つ
るばた会議など） 

・「ツルラボ」、「つるばた会
議」を開催し、各地域の担
い手のほか参加対象を限
定せず広く参加を募っ
て、地域活動に関心のあ
る住民との交流も図っ
た。（ツルラボ：５月、６
月、８月、９月、10 月、
11 月、つるばた会議：３
月） 

― ・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連
携し、多様な活動主
体が連携協働等につ
いて交流できる場を
提供する。（つるばた
会議など）（通年） 

阿倍野区 

・地域活動協議会と、各種
団体、ＮＰＯ、学校、企
業等との交流会を実施
する。 

・地域活動協議会と、各種団
体、ＮＰＯ、学校、企業等
との交流会を実施した。 

― ・地域活動協議会と、各
種団体、ＮＰＯ、学
校、企業等との交流
会を実施する。（下
期） 

住之江区 

・「地域活動応援サークル」
の運営支援を中間支援
組織とともに行い、地活
協と他の活動主体の連
携を促進する。 

・地域活動応援サークルの
運営支援を行い、地域活
動応援サークル・地活協
共催の「子ども食堂見本
市」を６月 19 日に開催し
た。 

・企業と連携・
協働した取組
を、新たに広
げていく地域
がある一方、
まだ取組に至
らない地域が
ある。 

・地域活動に関わりた
い、地域貢献をした
い方や団体を支援す
るための「地域活動
応援サークル」の運
営支援を中間支援組
織とともに行い、地
域活動協議会と他の
活動主体の連携を促
進する。（下期） 

住吉区 

・区に設置した市民活動相
談窓口を活用し、ＮＰＯ
や企業等と地域活動協
議会やその他地縁型団

・地域座談会を地域活動協
議会以外の団体も交えて
開催した。（３地域、各２
回） 

・地域内での幅
広いつながり
づくりのため
に、地活協会
長等との慎重

・地域座談会を 30 年度
開催地域に加えて新
たに３地域で開催す
る（計６地域）（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
体とのつなぎを行う。 ・災害時協力事業所への防

災訓練参加を促した。（12
事業所） 

・「交流ライブ」を実施（３
回）し、地活協と企業等と
のつなぎを行った。（５
件） 

な出席者選定
が 必 要 で あ
る。 

・継続的な開催
のため、出席
者へ座談会開
催主旨、目的
の説明を繰り
返すことが必
要である。 

・区に設置した市民活
動相談窓口を活用
し、ＮＰＯや企業等
と地域活動協議会や
その他地縁型団体と
のつなぎを行う。（通
年） 

東住吉区 

・はつらつ脳活性化元気
アップリーダー同士が、
包括圏域で交流し、地域
の高齢者が広域に集
まったり、情報交換をし
ながら、地域で実施する
講座の質の向上を図る。 

・子育て力アップキャッチ
＆フォロー事業におい
て、子育て力をつけた母
親同士の交流の場を提
供し、地域で孤立者を減
らす取組に繋げる。 

・はつらつ脳活性化元気
アップリーダー会議を開
催し、情報交換を４回実
施した。 

・東住吉森本病院・白鷺病
院・大阪城南女子短期大
学・たちばな と各４か
所の包括支援センターと
連携し４包括圏域で５回
健康講座・交流会を開催
した。 

・子育て力アップ講座に参
加した人たちの交流会を
２回開催した。 

― ・調整できた地域より
講座・交流会を実施
していく。４包括圏
域で実施する。（下
期） 
（現在、東住吉森本
病院・白鷺病院・大阪
城南女子短期大学な
どとの連携について
調整している。） 

平野区 

・まちづくりセンターを活
用し、課題別の交流会の
開催を検討する。 

・元年度補助金申請時期に
あわせて、制度、趣旨及び
会計の説明会を行い、意
見交換を行った。 

・会計以外の課
題においても
意見交換の場
を検討する必
要がある。 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連
携して、地域が重要
と考える課題を抽出
し効果的な交流会を
開催する。（下半期） 

西成区 

・中間支援組織を活用しな
がら、多様な活動主体間
の交流やコーディネー
トの場を提供する。 

・中間支援組織と連携し、取
組事例の紹介等も含む区
内地域活動協議会フォー
ラムを実施した。 

・地域の状況が
それぞれ異な
ることから、
フォーラムに
おいて紹介し
た取組事例が
全地域に応用
できるもので
あるとは限ら
ないため、「ど
のような形で
あれば、他の
地域に応用で
き る か 」 と
いった例示も
併せて行う必
要がある。ま
た、状況が異
なる地域同士
の交流のみで
は、地域間の
情報交換に終
始 し て し ま
う。 

・中間支援組織を活用
しながら、多様な活
動主体間の交流や
コーディネートの場
を提供する。（通年） 

・フォーラムにおいて
紹介する取組事例が
地域間の情報交換に
終始してしまうこと
の無いよう、担い手
の確保や自主財源の
確保といった共通課
題に特化したテーマ
を設定するなど、継
続して取組を進め
る。（下半期） 
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柱 1-Ⅲ-イ 多様な主体のネットワーク拡充への支援 

取組の実施状況 

取組④「地縁型団体への情報提供など」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域コミュニティ
をテーマに「地域
活動連絡会議」を
開催し、地域活動
連絡会議への情報
提供を行う。 

・地域コミュニティをテー
マに「地域活動連絡会議」
を開催し情報提供を行っ
た。 

― ・異業種交流イベントで生
まれた様々な事業成果を
地域活動連絡会議で紹介
し、新たな連携の創出へ
と繋げていく。（上期） 

都島区 

・「市民活動総合ポー
タルサイト」など
を活用し、ＮＰＯ
や企業の連携事例
などを情報提供す
る。 

・市民活動総合ポータルサ
イトについてのリーフ
レットの配架による周知
（通年） 

― ・「市民活動総合ポータルサ
イト」などを活用し、ＮＰ
Ｏや企業の連携事例など
を情報提供する。（通年） 

福島区 

・市民活動団体、企業
等、行政といった
多様な活動主体間
の連携協働の促進
に向けて、各地域
の実情に応じた支
援を行う。具体的
な取組としては、
連携協働に関する
情報を提供するほ
か、多様な活動主
体が連携協働等に
ついて年１回以上
検討・交流できる
場を提供する。 

・５月～６月及び 11月～12
月に各地域活動協議会で
補助金説明会を開催し、
資料を確認しながら様々
な団体の活動情報が掲載
されている「市民活動総
合ポータルサイト」の紹
介も行った。 

・区内の銀行が地域貢献を
申し出たことを受け、区
役所が地域団体へ紹介す
ることで、特殊詐欺の注
意喚起など各種講座等交
流の場づくりを支援し
た。 

・地域団体が行っている清
掃活動について、区役所
が橋渡しを行うことで地
域の企業が参加すること
になり、定期的に共同で
清掃活動が実施されるこ
ととなった。 

・中間支援事業者を活用し
て、企業やＮＰＯが参加・
参画する地活協交流会
（地活協）やＮＰＯ交流
会を開催した。 

― ・中間支援組織を活用しな
がら、市民活動団体、企業
等、行政といった多様な
活動主体間の連携協働の
促進のため、交流できる
場を提供する。（通年） 

・まちづくりセンターと連
携して、補助金申請説明
会の場など、地域の様々
な会合の場で、「市民活動
総合ポータルサイト」な
どを活用し、ＮＰＯや企
業の連携事例などを情報
提供する。(年１回以上) 

此花区 

・連携・協働を求める
団体の情報を収集
し、必要に応じて
地域活動協議会等
に提供する。 

・こども食堂の立ち上げに
際し、関係する地域活動
協議会等へ情報提供する
とともに、関係者との橋
渡しなどを行った。 

― ・連携・協働を求める団体の
情報を収集し、必要に応
じて地域活動協議会等に
提供する。（通年） 

中央区 

・多様な活動主体と
の新たな連携が促
進されるよう、地
縁型団体の長が集
う場などにおい
て、連携協働のメ
リットが実感でき
るよう事例の情報
提供を行うととも
に、適切な支援メ
ニューを選択・提
供する。 

・地域活動協議会会長会（９
月開催）や地域活動協議
会活性化セミナー（10 月
開催）、補助金説明会（12
月開催）等において支援
メニューについての情報
提供を行った。 

― ・多様な活動主体との新た
な連携が促進されるよ
う、地縁型団体の長が集
う場などにおいて、連携
協働のメリットが実感で
きるよう事例の情報提供
を行うとともに、適切な
支援メニューを選択・提
供する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西区 

・連携促進に向け、情
報のストックや地
域ニーズの把握を
進め連携に向けた
支援を行う。 

・地縁型団体の会議等に出
席し、情報提供、情報のス
トックや地域ニーズの把
握を進め連携に向けた支
援を行った。 

― ・連携促進に向け、情報のス
トックや地域ニーズの把
握を進め連携に向けた支
援を行う。（通年） 

港区 

・担当職員間で情報
共有を行い、地縁
型団体の課題や
ニーズを把握し、
他の活動主体との
連携協働のメリッ
トが実感されるよ
う事例の情報提供
を行い、新たな連
携が創出されるよ
う支援を行う。 

・市民活動支援情報提供窓
口への相談等から地縁型
団体の課題やニーズを把
握し、必要に応じて他の
活動主体との連携につい
て情報提供を行い、新た
な連携が創出されるよう
支援を行った。 

・さまざまな活
動主体の活動
状況について
最新の情報を
収集しておく
必要がある。 

・担当職員間の情報共有や
まちづくりセンターと連
携しながら、地縁型団体
の課題やニーズを把握
し、他の活動主体との連
携協働のメリットが実感
されるよう事例の情報提
供を行い、新たな連携が
創出されるよう支援を行
う。（通年） 

大正区 

・地域団体間の連携・
協働に向けた支援 

・多様な地域活動と
の連携・協働に向
けたネットワーク
づくりへの助言・
指導 

・地域の会合や行事に出席
し、地域の課題把握に努
める一方で、地域包括支
援プロジェクトチームを
立ち上げ、情報共有など
を行い、地域団体間の連
携・協働に向けた支援を
行った。 

・多様な地域活動との連携・
協働に向けたネットワー
クづくりへの助言・指導
を行う。 

・補助金化を契
機とした、各地
域活動協議会
における様々
な主体が参画
可能な情報共
有の場の活性
化。 

 

・まちづくりセンターを通
じて、地域団体間の連携・
協働に向けた支援を行
う。（通年） 

天王寺区 

・まちづくりセン
ターを通じて地域
活動協議会に情報
提供し、新たな連
携が創出されるよ
う支援を行う。 

・まちづくりセンターを通
じて学校やＮＰＯ等との
連携が促進されるよう地
域への働きかけを行っ
た。 

・地域ニーズを
把握し、学校や
企業、ＮＰＯ等
が連携・協力で
きる情報提供
を時期を逃さ
ずマッチング
していく必要
がある。 

・まちづくりセンターを通
じて、地域ニーズを聞き
取り、地域活動協議会に
連携できる可能性が高い
情報を提供し、新たな連
携が創出されるよう支援
を行う。（通年） 

浪速区 

・「地域カルテ」を活
用した各地域の
ニーズや課題に適
した、より連携協
働のメリットが活
かせるよう支援を
行う。 

・構成団体及び地域行事（祭
や地域学習支援事業等）
と、地元企業や日本語学
校（留学生）とのマッチン
グを行い、「新たな担い
手」の拡大や「人・モノ・
文化」の醸成を促した。 

・連携協働の意
義やメリット
等について、よ
り一層の理解
促進を図る必
要がある。 

 

・各地域活動協議会の会議
の場に、地域担当・まちづ
くりセンターが参画し、
各地域の特性や課題・実
情を把握しつつ、作成さ
れた「地域カルテ」を活用
し、各地域のニーズに適
した、より連携協働のメ
リットが活かされる交
流・コーディネートの場
を提供する。（通年） 

西淀川区 

・市民活動団体、企業
等、行政といった
多様な活動主体間
の連携協働の促進
に向けて、各地域
の実情に応じた支
援を行う。 

・市民活動団体、企業等、行
政といった多様な活動主
体間の連携協働の促進に
向けて、交流会を実施し
た。 

― ・市民活動団体、企業等、行
政といった多様な活動主
体間の連携協働の促進に
向けて、各地域の実情に
応じた支援を行う。（通
年） 

淀川区 

・中間支援組織（まち
づくりセンター
等）と連携して、地
域やボランティア
活動に役立つ情報

・中間支援組織が発行する
「まちセン通信」にて、地
域やボランティア活動に
役立つ情報を発信した。
（６月・10 月・１月発行） 

― ・今後も中間支援組織が発
行する「まちセン通信」に
て、地域やボランティア
活動に役立つ情報を発信
する。（隔月発行） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
提供を行い、住民
の理解促進を図
る。 

東淀川区 

・新たな連携が創出
されるよう、先行
事例などの情報を
地縁型団体に提供
し、連携の呼びか
けを行う。 

・毎月開催している地域連
絡会議において、地域活
動や暮らしに役立つ情報
の提供を行った。 

― ・毎月開催している地域連
絡会議において、地域活
動や暮らしに役立つ情報
の提供を行う。（通年） 

東成区 

・新たに「地域活動協
議会と区内の団
体・事業等が連携
して行うコミュニ
ティ活性化」を募
集テーマに設定し
た事業を実施す
る。 

・地域活動協議会と区内の
団体・事業所等が連携し
て行うコミュニティの活
性化をテーマにした事業
を８地域で実施した。 

・その事業報告会を開催し、
事業内容の成果の情報共
有を図った。 

・連携した団体
や事業者と継
続していける
ような取組が
必要である。 

・地域活動協議会と団体や
事業者が連携して行うコ
ミュニティの活性化事業
を募集するとともに、地
縁型団体にも同事業活動
報告会への参加案内を行
うなど、関係者に呼びか
けて事業を実施する。（通
年） 

生野区 

・交流やコーディ
ネートの場づくり
など 

・地域団体やＮＰＯ、
企業など地域のま
ちづくりに関する
さまざまな活動主
体の情報を発信す
るとともに、地域
活動協議会に参画
している団体だけ
でなく、さまざま
な地域活動団体に
おける担い手育成
のために、地域の
課題に取り組む担
い手を育成する講
座等をファシリ
テーション能力、
コーディネート力
を有する人材及び
中間支援組織と連
携し開催する。  

・ファシリテーショ
ン能力、コーディ
ネート力を有する
人材を派遣し、地
域活動協議会の自
主的な活動を促進
する。 

・中間支援組織と連
携し、多様な活動
主体の地域活動へ
の参加を促すよう
地域活動協議会に
対 し て Ｓ Ｎ Ｓ
（Facebook 等）に
よる情報発信力強
化に向けた勉強会
を開催する。 

・中間支援組織により地域
活動協議会の認知度向上
や担い手育成を目的とし
た動画（まちレク）を放送
した。 

・地域公共人材バンクを活
用し、防災に関する勉強
会を開催した。（１団体） 

・情報発信力強化を目的と
して、中間支援組織と連
携し、ＨＰ開設に関する
広報会議に参加するな
ど、ＨＰ作成に関する支
援を行った。 

― ・中間支援組織と連携して、
ＮＰＯ、企業など地域の
まちづくりに関するさま
ざまな活動主体と地域と
のネットワークを築く支
援を行う。また、幅広い世
代の住民が地域活動につ
いて興味を持ち、さらに、
地域活動の新たな担い手
へとつながるよう、誰も
が気軽に参加し、交流で
きる場を提供する。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

旭区 

・地縁団体とＮＰＯ/
企業等との連携事
例を収集し、地域
活動協議会連絡会
議、意見交換会及
び取組事例共有会
等で情報発信を行
うことで利用促進
を図る。      

・地縁団体とＮＰＯ/企業等
との連携事例を収集し、
地域活動協議会連絡会議
等で情報発信を継続的に
行い、話し合いの場を持
つことで、意義について
の理解促進を図った。    

・意義等につい
て、より一層の
理解促進を図
ることが必要。 

・地縁団体とＮＰＯ/企業等
との連携事例を収集し、
地域活動協議会連絡会議
及びワークショップ等で
情報発信を継続的に行う
ことで利用促進を図る。
（通年） 

城東区 

・地域活動協議会連
絡会や地域活動協
議会情報交換会に
おいて具体の取組
事例の報告や情報
交換等の活発化を
図る。 

・地域活動協議会の連絡会
議において、市民活動総
合ポータルサイトや、各
地域の広報紙の周知によ
り、取組事例の情報共有
を行った。 

・「企業・ＮＰＯ・学校・地
域交流会」を開催した。 

・地域が求めて
いるデータの
把握 

・「防災」への関心が高まっ
ている状況を捉えて「企
業・ＮＰＯ・学校・地域交
流会」を開催する。（下期） 

 

鶴見区 

・防災・防犯活動等を
通じ、地域活動協
議会とＮＰＯ・企
業等が連携する取
組を推進するとと
もに各地域で情報
の共有を図る。 

・防災活動を通じて物資の
供給や訓練への参加な
ど、地域活動協議会と企
業が連携して取組ができ
るよう支援した。（12 地
域） 

・各地域での防災訓練等を
実施するにあたり、災害
時地域協力貢献事業所・
店舗と連携して取り組む
よう地域に働きかけた。
（12 地域） 

― ・防災・防犯活動等を通じ、
地域活動協議会とＮＰ
Ｏ・企業等が連携する取
組を推進するとともに各
地域で情報の共有を図
る。（通年） 

阿倍野区 

・市民活動に関する
相談窓口で情報提
供等の支援を行
う。 

・市民活動に関する相談窓
口について、ホームペー
ジや地域団体の会議等を
活用し情報提供等を行っ
た。 

― ・市民活動に関する相談窓
口で情報提供等の支援を
行う。（通年） 

住之江区 

・地活協会長会及び
企業・ＮＰＯ・学
校・地域交流会に
おいて、交流会を
契機に生まれた活
動事例及び他の活
動主体との連携協
働のメリットを紹
介する。 

・８月 29 日に第１回企業・
ＮＰＯ・学校・地域交流会
を開催した。 

・会長会においても開催内
容や活動内容について周
知を行った。 

・企業と連携・協
働した取組を、
新たに広げて
いく地域があ
る一方、まだ取
組に至らない
地域がある。 

・地域活動協議会会長会や
企業・ＮＰＯ・学校・地域
交流会において、交流会
を契機に生まれた活動事
例及び他の活動主体との
連携協働のメリットを紹
介する。（下期） 

住吉区 

・見守り支援や防災・
防犯活動を通じ、
地域活動協議会と
ＮＰＯや企業等が
連携した取組を推
進するとともに、
各地域で情報の共
有を図る。 

・区内郵便局との包括連携
協定等の締結 

・災害時協力事業所への防
災訓練参加を促した。（12
事業所） 

・空家等対策推進ネット
ワーク会議をたちあげ
た。 

・具体的な連携
を進めていく
必要がある。 

・見守り支援や防災・防犯活
動を通じ、地域活動協議
会とＮＰＯや企業等が連
携した取組を推進すると
ともに、各地域で情報の
共有を図る。（通年） 

・空家等対策推進ネット
ワークとの連携を促進す
る。（通年） 

東住吉区 

・地域連絡会議や各
地域における会議
の場などあらゆる
機会を捉え、理解
促進等を図る。 

・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などで理
解促進を行った。また新
会長を集めて理解促進を
行った。 

― ・地域連絡会議や各地域に
おける会議の場などの機
会を捉え理解促進を図る
説明を行う。(通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

平野区 

・運営委員会等にお
いて、複数の事例
等の情報提供を行
う。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）と連携して、運
営委員会において参考と
して地域の事例の話を
行った。 

・地域活動協議
会においての
連携はあるが、
団体同士の単
独連携が少な
い。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）と連携して、団
体同士の連携できるマッ
チング手法を検討する。
（通年） 

西成区 

・地縁型団体につい
ては、団体の課題
やニーズに応じた
活動が行えるよ
う、他の活動主体
との連携を図るべ
く、適切な支援メ
ニューの情報提供
を行う。 

・地域振興会との連絡会（月
１回）を実施し、区からの
情報提供を行うととも
に、課題やニーズへの相
談に対応した。 

・各団体間での
ニーズが様々
で画一的な相
談対応では困
難な事例も出
てきている。 

・地縁型団体については、団
体の課題やニーズに応じ
た活動が行えるよう、他
の活動主体との連携を図
るべく、適切な支援メ
ニューの情報提供を行
う。（通年） 

・団体の特性に応じた相談
対応が行えるよう、他区
の取組事例の情報収集と
中間支援組織との共有を
進める。（月２回） 
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柱 1-Ⅳ-イ 地域の実態に応じたきめ細かな支援 

目標の達成状況 

目標指標①「まちづくりセンター等の支援を受けた団体が支援に満足している割合」 

29 年度目標 

75.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
89.0％ 
90.0％ 88.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
82.0％ 
83.0％ 88.1％ 達成 

89.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
96.0％ 
97.0％ 82.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
93.0％ 
94.0％ 87.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
88.0％ 
90.0％ 81.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
75.0％ 
76.0％ 78.0％ 達成 

78.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

港区 
90.0％ 
91.0％ 96.5％ 達成 

97.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
81.0％ 
82.0％ 77.3％ 未達成 

変更なし 
(理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
90.0％ 
91.0％ 89.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
77.0％ 
78.0％ 94.9％ 達成 

95.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
75.0％ 
76.0％ 68.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
77.0％ 
79.0％ 78.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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29 年度目標 

75.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
65.0％ 
75.0％ 51.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
85.0％ 
86.0％ 85.4％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

生野区 
75.0％ 
78.0％ 75.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

旭区 
75.0％ 
78.0％ 79.4％ 達成 

80.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

城東区 
75.0％ 
77.0％ 86.4％ 達成 

87.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
82.0％ 
84.0％ 84.1％ 達成 

85.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

阿倍野区 
85.0％ 
88.0％ 83.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
85.0％ 
86.0％ 88.6％ 達成 

90.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住吉区 
80.0％ 
85.0％ 67.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
75.0％ 
76.0％ 59.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

平野区 
82.0％ 
83.0％ 72.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて、引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
87.0％ 
88.0％ 73.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 1-Ⅳ-イ 地域の実態に応じたきめ細かな支援 

目標の達成状況 

目標指標②「各区において派遣型の地域公共人材が活用された件数」 

29 年度目標 

各区１件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

都島区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
(理由) 
予定通りに取組が進捗しているため。 

福島区 
１件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

此花区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
１件 
１件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

港区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

大正区 
１件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

天王寺区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

浪速区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西淀川区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

淀川区 
１件 
１件 ７件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東淀川区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東成区 
１件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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29 年度目標 

各区１件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

生野区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

旭区 
１件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
(理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

城東区 
１件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

鶴見区 
１件 
１件 ５件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

阿倍野区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗してしるため。 

住吉区 
１件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
１件 
１件 ０件 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目
標の達成に向けて引き続き取り組んでいくた
め。 

平野区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西成区 
１件 
１件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
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柱 1-Ⅳ-イ 地域の実態に応じたきめ細かな支援 

取組の実施状況 

取組①「まちづくりセンター等による支援についての評価基準の設定と支援内容の見直し」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・まちづくりセンター
との連携を密にして、
地域毎に支援方針を
定め、地域活動協議会
の自律運営に向けた
支援を促進させる。 

・地域活動協議会の自
律運営を促進するた
め、自主財源確保につ
ながる「資源ごみのコ
ミュニティ回収」など
のＣＢ/ＳＢ化への取
組支援や、地域と企
業・学校との連携協
働、さらには、会計支
援を重点に、地域の実
情に応じた支援を行
う。 

・まちづくりセンターとの
連携を密にして、地域毎
に支援方針を定め、地域
活動協議会の自律運営
に向けた支援を促進さ
せた。 

・地域活動協議会の自律運
営を促進するため、自主
財源確保につながる「資
源ごみのコミュニティ
回収」などのＣＢ/ＳＢ化
への取組支援や、地域と
企業・学校との連携協働
の他、会計支援を重点
に、地域の実情に応じた
支援を行った。 

・まちづくりセ
ンターの支援
員一人ひとり
が地域の実情
を的確に理解
した上で、幅
広い支援がで
きるようスキ
ルアップを図
る 必 要 が あ
る。 

・地域運営アドバイザー（非
常勤嘱託職員）への支援
体制見直しにより、他都
市事例収集や研修等を行
い、職員のスキルアップ
を図りながら、地域支援
にあたる。（通年） 

・これまで以上に地域と区
役所がより密接に連携し
ながら、地域の成熟度や
ニーズ、実情を把握し、重
点的かつ効果的に支援す
る。（通年） 

・地域活動協議会の自律運
営を促進するため、①マ
ンションと地域のつなが
りづくり、②地域の適正
な会計事務の確保、③自
主財源確保に向けたＣＢ/
ＳＢ、④地域と企業、学校
との連携・協働を重点支
援する。（通年） 

都島区 

・アンケート実施など
による地域課題等を
把握し、地域実情に即
した支援を行う。 

・まちづくりセンター等に
よる支援についての評
価基準の設定と支援内
容の見直しを検討する
ワーキング会議へ参加
（ワーキング会議  ６
回） 

・新基準に基づく評価やア
ンケートの実施並びに
支援内容の検討（10 月・
３月） 

― ・アンケート実施などによ
る地域課題等を把握し、
地域実情に即した支援を
行う。（通年） 

福島区 

・まちづくりセンター
等による地域活動協
議会の支援について、
自立運営に向けた内
容に重点を移し、事業
に対する地域の満足
度を高める。 

・地域活動協議会の自立運
営に支援内容の重点を
移し、まちづくりセン
ターと連携し支援を
行った。 

・自立運営に向
けての組織運
営力に地域差
が 生 じ て い
る。 

・まちづくりセンターとの
毎週の連絡会で支援内容
を適宜改善し、より満足
度の高い地域活動の実施
を促す。（通年） 

・一律の支援方針ではなく、
地域事情に応じて支援内
容の重点を変えて支援す
る。（通年） 

此花区 

・まちづくりセンター
等の支援内容を見直
し、地域担当制を活用
し、地域実情に沿った
支援を実施していく。 

・他区での取組内容を調査
するための項目の検討
を行うとともに、地域の
課題に沿った支援メ
ニューの検討を行った。 
評価基準については、区
長会議ＷＧで検討した。 

・各地域活動協議会運営委
員会や地域行事などに
出席し、地域情報の把握
に努めるとともに、個別
の事業において運営方
法の相談や新しい担当
者への会計支援などを

・地域ごとで自
立度に差があ
るとともに、
地域一律の支
援でなく、地
域実情に即し
た支援を行う
必要がある。 

・地域ニーズを把握し、地域
実情に沿った支援を実施
していく。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
実施した。 

中央区 

・会計支援を中心に、地
域活動協議会の自律
的な運営に向けた支
援を実施する。 

・地域活動協議会活性化セ
ミナー（10 月開催）にお
いて事業の内容を振り
返り、課題の共有を図っ
た。 

・会計、事務局
に集中してい
る 労 力 の 分
散。 

・会計支援のデジタル化を
中心に、中間支援組織（ま
ちづくりセンター）を活
用し支援する。（通年） 

西区 

・地域の特性や課題、
ニーズに応じ、自律に
向けた支援を実施す
る。 

・地域カルテを活用し、日
常の支援等を通じ地域
の特性や課題、ニーズに
応じ、自律に向けた支援
を実施した。 

― ・地域の特性や課題、ニーズ
に応じ、自律に向けた支
援を実施する。（通年） 

港区 

・地域活動協議会の自
立運営に向けた支援
を進めるため、まちづ
くりセンターと連携
し、地域の現状や課題
を分析し、地域実情に
即した支援計画を作
成し、きめ細かな支援
を行う。 

・各地域活動協議会の活動
や運営の状況を把握し、
それぞれの課題を分析
し、その課題解決に向け
た地域ごとの支援計画
を作成し、地域実情に即
した支援を行った。 

― ・地域活動協議会の自律的
運営に向けた支援を進め
るため、まちづくりセン
ターと連携して、地域の
現状や課題を分析し、地
域実情に即した支援計画
を作成の上、きめ細かな
支援を行う。（通年） 

大正区 

地域活動協議会の自律
運営にかかる積極的支
援 
・地域団体間の連携・協

働に向けた支援や、開
かれた組織運営、会計
等の透明性確保に向
けた助言・指導  

・地域における担い手
確保や人材育成等へ
の助言・指導 

・幅広い世代の住民の
地域活動への参加・参
画を促すため、事業の
効果的な実施を支援 

・多様な地域活動との
連携・協働に向けた
ネットワークづくり
への助言・指導 

・自主財源の獲得に向
けた情報提供や申請
等手続きの助言・指導 

・各地域活動協議会の自律
運営に向け、地域包括支
援プロジェクトチーム
を立ち上げ、職員による
行事や会議出席により
情報把握に努め、必要な
情報提供を行った。ま
た、会計実務者説明会の
開催や各会議で、補助金
や活動の担い手募集に
関する事項の情報提供
を行った。 

・多様な地域活動との連
携・協働に向けたネット
ワークづくりへの助言・
指導を行った。 

・自主財源の獲得に向けた
情報提供や申請等手続
きの助言・指導を行っ
た。 

・各地域活動協
議会の状況の
変化や、ニー
ズなどの機敏
な把握。 

・まちづくりセンターが、区
役所と連携を図りなが
ら、社会の変化やニーズ
を機敏に把握し、地域活
動協議会の自律運営に向
けた支援内容の見直しを
行い、地域の実情に即し
た支援を行う。 

・大正区まるごとネット（仮
称）構築に向けた地域福
祉・地域防災機能の強化
にかかる支援  

・地域の将来像の共有に向
けた支援 

・地域活動協議会補助金の
申請・執行・精算業務の自
律的な運用に向けた支援 

・地域団体間の連携・協働に
向けた支援や、開かれた
組織運営、会計等の透明
性確保に向けた助言・指
導 

（以上通年） 

天王寺区 

・まちづくりセンター
を活用して地域カル
テの更新を支援し、地
域の実情に応じたき
め細かな支援を行う。 

・地域カルテを各地域に提
供し、地域内での情報共
有を図った。また地域カ
ルテを基に支援の方向
性の検討を行うととも
に人口動向等統計情報
等のデータ整理を行っ
た。全９地域 

・地域カルテを
活用しようと
いう地域内で
の意識醸成を
高め、地域実
情に応じた支
援につなげて
いく必要があ
る。 

・まちづくりセンターを活
用して、各地域内での地
域カルテの情報共有内容
の浸透を図るとともに、
地域ごとに優先すべき内
容に応じた支援を行う。
（通年） 

浪速区 

・「地域カルテ」を活用
し、各地域のニーズや
課題に適したきめ細
やかな支援を行う。 

・会計面の支援のみなら
ず、自主財源確保のアド
バイス、担い手不足への
対応（企業や専門学校等
とのマッチング）など、
各地域の実情に応じた

・担い手（スキ
ル）の喪失等
により、地域
に求められる
支援や解決す
べき課題、達

・「地域カルテ」を活用した
新たな社会資源の掘り起
こしや活用、また各種講
習会の開催など新たな担
い手の発掘・育成や財源
確保に向けた支援を行
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
支援に取り組んだ。 

・「地域カルテ」を活用し、
地域の実情に応じたＣ
Ｂ/ＳＢ化への取組支援
を行った。 

成度や成熟度
は、必ずしも
向上し続ける
ものではない
ことが課題で
ある。 

う。（通年） 
・企業やＮＰＯ、専門学校等

と地域とのマッチングや
協働事業の開催など、持
続可能な地域社会づくり
に向けた支援・取組に注
力する。（通年） 

西淀川区 

・中間支援組織が、地域
一律の支援ではなく、
地域の特性に即して、
区役所職員と連携し
て支援を行う。 

・モスクのある地域（１地
域）への対応など、中間
支援組織が、地域一律の
支援ではなく、地域の特
性に即して、区役所職員
と連携して支援を行っ
た。 

・30 年度からま
ちづくりセン
ターの受託者
が 変 更 と な
り、地域との
関係づくりか
ら始まったこ
と も あ る た
め、さらに関
係性を深め、
支援していく
ことが必要で
ある。 

・中間支援組織が、地域一律
の支援ではなく、地域の
特性に即して、区役所職
員と連携して支援を行
う。（通年） 

・昨年 1 年間で培った地域
との関係性を踏まえ、さ
らに関係づくりを行いな
がら、他の課題にも取り
組む。（通年） 

淀川区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター等）によ
る支援について、地域
実情に応じた支援活
動を継続する。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター等）による支
援について、地域カルテ
の更新作業を通じて地
域実情に応じた支援活
動を行った。 

― ・地域が自律的に運営でき
るよう、中間支援組織（ま
ちづくりセンター等）が、
地域カルテの更新作業等
を通じて、きめ細やかな
ノウハウ伝達を図る。（通
年） 

東淀川区 

・地域づくりアドバイ
ザーによる支援が、地
域活動協議会の自立
運営に向けた支援へ
と転換していくよう、
支援内容の見直しを
検討し、地域の実情に
即した支援を行う。
（講座や研修、ＣＢ/
ＳＢ化、社会的ビジネ
ス化の助言・指導、Ｎ
ＰＯ等法人化に向け
た申請手続の助言な
ど） 

・地域毎の地域づくりアド
バイザーの支援目標を
設定した。 

・交流の場として東淀川み
らい EXPO の実施。 

・住民主体の魅力発見プロ
ジェクトイベントの実
施。 

・これまで職員が作成して
きた地域支援用資料（地
域カルテ）を地域と共有
した（３地域と打合せ開
始済み）。 

・１月に広報力向上支援と
して、スマホで撮るお
し ゃ れ 写 真 講 座 、
Facebook 活用術講座を
実施。 

・当区の中間支
援組織は補助
金の事務支援
を行っていな
いことから地
域の方との接
点 が 少 な く
なった。その
ためアンケー
トの数字は低
下している。 

・各地域におい
て地域活動協
議会を構成す
る団体の方達
同士が意見を
交わす場が少
なく、地域の
将来ビジョン
がばらついて
いる。 

・交流の場として東淀川み
らい EXPO の実施（通年） 

・住民主体の魅力発見プロ
ジェクトイベントの実施
（通年） 

・地域支援用資料を用いた
地域カルテ作成支援を行
い地域の将来ビジョンを
共有する。（通年） 

・広報学習会を開催する。
（通年） 

東成区 

・地域の特性に合わせ
た更なる自律に向け
た支援を行う。 

・まちづくりセンターが地
域一律の支援ではなく、
地域の特性に合わせた
支援を区役所職員と連
携して行った。 

・次年度のまちづくりセン
ターの仕様書内容の変
更を行った。 

― ・各地域活動協議会の更な
る自律運営に向け、まち
づくりセンター等による
支援内容の整理を行う。
（通年） 

生野区 
・各地域において地域

カルテ作成に伴う会
議を開催し、その会議
の中で構成団体の関

・各地域の実情に即した支
援を行うために、各地域
の取組を振り返り、課題
を洗い出す虎の巻会議

― ・大きな公共を担う活力あ
る地域社会づくりに向け
た地域の様々な取組にあ
たり、中間支援組織と連
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
わりなどを整理し、各
地域の課題解決に向
けて検討を進める。 

・大きな公共を担う活
力ある地域社会づく
りに向けた地域の
様々な取組にあたり、
中間支援組織と連携
し、各地域の実情に応
じた支援策を講じる。 

・「地域の将来像の共
有」「担い手の拡大」
など地域活動協議会
の自律運営に向けた
活動を促進する取組
を実施する地域への
支援：19 地域 

を開催した。（16 地域） 
・中間支援組織と連携し、

各地域の実情に応じた
支援を実施した。（通年） 

・地域活動協議会の自律運
営に向けた活動を促進
する取組を実施する地
域への支援を実施した。
（19 地域） 

携し、各地域の実情に応
じた支援策を講じる。（通
年） 

・「地域の将来像の共有」「担
い手の拡大」など地域活
動協議会の自律運営に向
けた活動を促進する取組
を実施する地域を支援す
る。（通年） 

旭区 

・意見交換会等を通じ
て、一層の理解の浸透
を図る。 

・評価基準等について、全
地域の総会にて説明を
行い、理解の浸透を図っ
た。 

・支援メニューアンケート
を実施し、地域実態に応
じた必要な支援ができ
るよう取り組んだ。 

・市民局主催のＷＧでの検
討結果を踏まえて、内容
等について、意見交換会
等を通じて一層の理解
の浸透を図った。 

・理解の浸透が
必要。 

・地域活動協議会連絡会議
等を通じて、まちづくり
センターの支援内容等に
ついて一層の理解の浸透
を図る。（通年） 

城東区 

・地域活動協議会役員
と区長との意見交換
を行い、まちづくりセ
ンターの支援内容等
に関する意見を聞き
改善を行う。 

・会計情報交換会を３回実
施し、補助金についての
説明を行った。 

・各地域の事業企画に関す
る相談に際し、説明を
行った。 

・地域活動協議会役員と区
長との意見交換会を 26
回開催し、まちづくりセ
ンターと支援内容につ
いて調整をおこなった。 

・地域活動協議会広報担当
者情報交換会や地域ボ
ランティア受け入れ講
座を実施した。 

・取組の進捗に
合わせて、会
計事務支援か
ら地域課題や
ニーズへの対
応に支援をシ
フトする時期
の判断。 

・まちづくりセンター評価
会議資料をもとに、地域
ごとに会計事務が安定継
続的に実施できている
か、まちづくりセンター
と検討・協議を行い、概ね
順調に取り組めていると
評価できた地域に対して
「地域の将来像の共有」
に向けた地域課題やニー
ズへの対応にシフトした
支援を行う。（通年） 

 

鶴見区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連携
し、地域ごとの支援方
策を定め、地域活動協
議会の自律運営に向
けた支援を行う。 

・地域ごとの支援方針に基
づく支援を行う中で、ま
ちづくりセンターや地
域担当職員と情報共有
しながら、支援内容の見
直しを行った。 

― ・中間支援組織（まちづくり
センター）と連携し、地域
ごとの支援方策を定め、
地域活動協議会の自律運
営に向けた支援を行う。
（通年） 

阿倍野区 

・支援内容を見直すた
め、地域活動協議会に
対してアンケートを
実施し地域ニーズを
把握する。 

・支援内容を見直すため、
地域活動協議会に対し
てアンケートを実施し
地域のニーズを把握し
た。 

・アンケート結
果に基づき支
援内容を見直
す 必 要 が あ
る。 

・地域活動協議会に対して
アンケートを行った結果
を基に、地域活動協議会
の意義の理解に向けた支
援や会計事務の適正な執
行に向けた支援を強化す
る。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住之江区 

・これまで中間支援組
織の支援を受けなが
ら行ってきた様々な
取組について、今後
は、中間支援組織の支
援を受けなくても、各
地域活動協議会が自
立して取り組めるよ
う、中間支援組織の支
援内容を、地域の実情
に応じて企画立案や
運営方法のノウハウ
伝達等にシフトして
いく。 

・一部の地域で、中間支援
組織の支援内容を、企画
立案や運営方法のノウ
ハウ伝達等にシフトし
た。 

・企画立案が得
意な地域、会
計処理等運営
にかかる事務
が進んでいる
地域などがあ
るため、ノウ
ハウを伝達す
るためにはよ
り工夫が必要
である。 

・他地域の運営
方法を共有で
きるよう、校
区単位を超え
た実務者意見
交換の場の提
供などの支援
を 行 っ て い
く。 

・これまで中間支援組織の
支援を受けながら行って
きた様々な取組につい
て、今後は中間支援組織
の支援を受けなくとも、
各地域活動協議会が自立
して取り組めるよう、中
間支援組織の支援内容
を、地域の不得意分野や
重点取組分野等に合わせ
ていく。（通年） 

・企業交流会などで情報共
有していく。（通年） 

住吉区 

・地域の実情に応じて、
地域課題を自律的に
解決できるよう、まち
づくりセンター等を
活用しながら支援を
行う。 

・地域活動協議会が安
定継続的かつ、自律的
に運営できるように、
以下の点を重点的に
支援する。 
①自己資金の確保 
②新たな人材の確 

保 
③企業・ＮＰＯなど地

縁型団体以外の団
体との連携 

①自己資金の確保 
 山之内：４月～ 

東粉浜：10 月～ 
「コミュニティ回収」開

始 
 東粉浜・苅田南：４月～ 
 「広報すみよし」配布開

始 
②新たな人材の確保 
 依羅・南住吉：ボラン

ティア募集ポスターの
掲示 

 東粉浜・山之内・苅田南：
ボランティア募集チラ
シ全戸配布 

 地活協ＨＰでボラン
ティア募集 

③企業・ＮＰＯなど地縁型
団体以外の団体との連
携 

 盆踊り準備等ＮＰＯと
連携（長居） 

 企業とイベント連携（南
住吉） 

  こども食堂に食材提供
（山之内） 

 商店街とイベント連携
（清水丘） 

 こども銭湯広報の連携
（南住吉） 

 防災訓練で企業と連携
（９地域 12 事業所） 

・ＣＢ/ＳＢにつ
いては、実施・
未実施の地域
が２極化して
いる。 

・新たな人材の
確保。 

・ＮＰＯとの連
携。 

・地域の実情に応じて、地域
課題を自律的に解決でき
るよう、まちづくりセン
ター等を活用しながら支
援を行う。（通年） 

・地域活動協議会が安定継
続的かつ、自律的に運営
できるように、以下の点
を重点的に支援する。（通
年）  
①自己資金の確保 
②新たな人材の確保 
③企業・ＮＰＯなど地縁

型団体以外の団体との
連携 

・ＣＢ/ＳＢの未実施地域へ
は、地域活動協議会会長
会などで情報共有し、働
きかけを行う。（通年） 

・地域活動協議会の広報紙
を発行する。（３地域）（通
年） 

・地域課題等を自由に議論
する話し合いの場の創出
（通年） 

東住吉区 

・今後は、自律している
地域はレベルアップ
支援、自律への遅れが
ある地域には、レベル
の底上げ支援を行う
等、地域のレベルに応

・自律している地域には、
各地域の要望に応じた
支援や先進的な事例の
提供を行い、遅れのある
地域や役員交代が多い
地域については、会計支

・派遣型の支援
体制により地
域運営の支援
を 行 っ て お
り、効果的、
効率的な支援

・自律している地域には、更
なる企業や福祉施設との
連携などの支援、自律の
遅れのある地域には、財
源不足や担い手発掘など
の支援をするなど、地域
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
じた支援を、区と中間
支援事業者にて行っ
ていく。 

援をはじめ、地域活動事
業の再編やボランティ
ア募集などの支援を行
うなど、地域に応じた支
援を行った。 

につながるよ
うに支援の内
容を検討する
必要がある。 

に即した効果的、効率的
な支援を行っていくこと
により、他地域へ好事例
として広めていく。(通年） 

平野区 

・まちづくりセンター
との情報共有は継続
し、重点支援取組を策
定する。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター）との定例会
を開催し、地域における
課題、重点取組、支援状
況を話し合った。 

・地域情報の公開の必要性
を確認し、広報支援を重
点取組とした。 

 

・地域の中で広
報事務が担当
者へ集中し、
特定の方の負
担が増してい
る。 

・地域状況に応
じた広報手法
の選択の必要
がある。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）の分析をもと
に元年度支援の重点支援
を話し合う。（上半期） 

・中間支援組織（まちづくり
センター）を活用し、広報
ツールの紹介・説明や地
域の広報活動のチーム化
などの支援を行う。（通
年） 

西成区 

・新たな人材確保と地
域力の維持・向上をめ
ざし、地域一丸となっ
て、様々な事業や行事
等に取り組めるよう、
地域活動協議会を支
援する。 

・「まちづくりセンター等
の評価基準の見直しに
かかるワーキンググ
ループ」により示された
評価ガイドラインに基
づき、適切に区長評価を
行った。 

・各地域の課題解決に向け
た取組として、地域カル
テの活用及び新たな担
い手の確保にかかる支
援を区独自取組として
設定し、まちづくりセン
ターにおいて、重点的に
実施した。 

・必要な支援のレベルに応
じた支援を行うため、地
域における会計担当者
を含めた幅広い層を対
象に、「なんでも相談会」
を実施するなど、取組を
進めた。 

・まちづくりセ
ンターによる
支援には様々
なものがある
が、支援内容
に対する地域
の認識が十分
でない。 

・新たな人材確保と地域力
の維持・向上をめざし、地
域一丸となって、様々な
事業や行事等に取り組め
るよう、地域活動協議会
を支援する。（通年） 

・まちづくりセンターの支
援の目的と期待される効
果について、区として、地
域に対して十分に説明す
るとともに、事務運営ス
キルの向上に向けた支援
以外にも、様々な分野で
支援を行っていることに
ついて、地域の理解を深
める。（通年） 
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柱 1-Ⅳ-イ 地域の実態に応じたきめ細かな支援 

取組の実施状況 

取組②「派遣型地域公共人材の活用方策の明確化、活用促進と活用事例の共有」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域が必要とする地
域公共人材の利用促
進を図るため、地域活
動連絡会議の場で情
報提供を行う。 

・地域が必要とする地域公共
人材の利用促進を図るた
め、地域活動連絡会議の場
で情報提供を行った。 

― ・地域活動連絡会議をは
じめ、日常的な運営支
援の場において、地域
の課題解決のため活用
可能な地域公共人材の
情報を提供することに
より、これら人材の利
用促進を図る。（上期） 

都島区 

・ホームページ、ＳＮ
Ｓ、広報誌、掲示板な
ど様々なツールで、地
域公共人材機能の情
報発信を行う。 

・パンフレット配架による周
知（通年） 

・情報発信 （Facebook ４件） 
・地域活動団体の役員等に対

し地域公共人材の意義・活
用にかかる説明を実施（９
回） 

― ・ホームページ、ＳＮＳ、
広報誌、掲示板など
様々なツールで、地域
公共人材機能の情報発
信を行う。（通年） 

福島区 

・幅広い市民活動団体
を対象として構築さ
れた派遣型地域公共
人材の支援について
地域に情報を発信し、
年１回以上活用を周
知・促進する。 

・各地域活動協議会の補助金
説明会の場を活用し情報提
供を行い、実際に活用して
いる地域状況も含めて説明
し、周知・利用促進を図っ
た。 

― ・幅広い市民活動団体を
対象として構築された
派遣型地域公共人材の
支援について、具体活
用例を挙げながら地域
に情報を発信し、年１
回以上活用を周知・促
進する。（通年） 

此花区 
・地域活動協議会で地

域公共人材の活用事
例について紹介する。 

・各地域活動協議会運営委員
会において活用事例を紹介
し、活用について地域と具
体的な調整を行った。 

― ・地域活動協議会で公共
人材の活用事例につい
て紹介する。（通年） 

中央区 

・派遣型地域公共人材
の機能と活用事例を
収集・整理し、活用方
策とともにわかりや
すく情報発信する。 

・制度を活用するメリットを
説明するなど、派遣型の地
域公共人材の活用促進に取
り組んだ結果、活用に結び
ついた。（３件） 

― ・派遣型地域公共人材の
機能と活用事例を収
集・整理し、活用方策
とともにわかりやすく
情報発信する。（通年） 

西区 

・地縁型団体において
の活用が推進される
よう、まちづくりセン
ターを活用し、制度周
知や他区事例の共有
等、取組を進める。 

・各種団体の会議などにおけ
る情報提供をはじめ、日常
の支援等を通じ制度周知や
他区事例の共有等、取組を
進めた。 

― ・地縁型団体においての
活用が推進されるよ
う、まちづくりセン
ターを活用し、制度周
知や他区事例の共有
等、取組を進める。（通
年） 

港区 

・派遣型地域公共人材
の機能について、区Ｈ
ＰやＳＮＳ等で発信
し、幅広い市民活動団
体等に活用を促す（活
用１件）。 

・地域活動協議会広報研修で
地域公共人材を活用し（活
用１件）、活用の有効性につ
いて Twitter、Facebook で
情報発信した。 

・公園内広告の活用につい
て、地域公共人材をファシ
リテーターとして地域間で
課題と情報を共有した（活
用１件）。 

・市民活動団体
等のニーズに
合った地域公
共人材のマッ
チング 

・派遣型地域公共人材の
機能について、区ＨＰ
やＳＮＳ等で発信する
とともに、地域課題や
ニーズを把握しなが
ら、市民活動団体等に
地域公共人材の積極的
な活用を促す。（通年） 

大正区 

・地域における担い手
確保や人材育成等へ
の助言・指導 

・幅広い世代の住民の
地域活動への参加・参

・各地域活動協議会の自律運
営に向け、把握した地域課
題の解決策として、派遣型
地域公共人材の派遣制度に
ついて説明を行った。 

― ・まちづくりセンターを
通じて、地域公共人材
の情報提供を行う。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
画を促すため、事業の
効果的な実施を支援 

・多様な地域活動との
連携・協働に向けた
ネットワークづくり
への助言・指導 

・地域における担い手確保や
人材育成等への助言・指導
を行った。 

・幅広い世代の住民の地域活
動への参加・参画を促すた
め、事業の効果的な実施を
支援した。 

・多様な地域活動との連携・
協働に向けたネットワーク
づくりへの助言・指導を
行った。 

天王寺区 

・地域活動協議会の
ニーズを検証し、派 
遣型地域公共人材の
活用方法を紹介する。 

・窓口において地域公共人材
の説明を行い派遣を行っ
た。１件 

・地域意向に鑑
みた活用を試
みたが、事例
内容や日程調
整で実現しな
かった例があ
り、派遣可能
な事例等の検
討を行う必要
がある。 

・まちづくりセンターを
活用し、地域活動協議
会のニーズを検証し、
派遣型地域公共人材の
活用方法を紹介する。
（通年） 

浪速区 

・「地域カルテ」を活用
し、各地域のニーズや
課題に適した地域公
共人材の活用の促進
を行う。 

・派遣型地域公共人材につい
て活用事例を交えた情報発
信を行うとともに、活用が
見込まれる地域の会議等の
場で活用を促した。 

・１地域にて地域公共人材の
派遣依頼があった。 

・「解決すべき
課題」があり
ながら、地域
が「認識・自
覚」していな
い課題に「気
付き」を促す
ことが課題で
ある。 

・「地域カルテ」を活用
し、各地域の特性や課
題、実情を把握しつつ、
必要とする支援を見極
め、積極的な活用を促
す。（通年） 

・様々な広報媒体を用い
て、広く周知・情報発
信を行い、積極的な活
用を促す。（通年） 

西淀川区 

・区内の「地域公共人
材」に関する情報を収
集し、地域活動に取り
組む人を中心に「地域
公共人材」の意義・役
割について周知する。 

・地域活動に取り組む人を中
心に「地域公共人材」の意
義・役割について周知した。 

・１地域で「地域公共人材」派
遣が行われた。 

― ・区内の「地域公共人材」
に関する情報を収集
し、地域活動に取り組
む人を中心に「地域公
共人材」の意義・役割
について周知する。（通
年） 

淀川区 

・積極的な活用を促す
ため、地域活動協議会
の会議等で情報発信
を行う。 

・５月の地活協会長との意見
交換会および６月～７月の
地活協ブロック別意見交換
会で情報発信済。７団体で
活用した。 

― ・未活用の地域に対し
て、具体的な活用事例
を提供する。（上期） 

東淀川区 

・新たな取組事例が増
えていくことに伴っ
て地域公共人材の活
用について、地域活動
協議会連絡会議の場
で情報提供を行う。 

 

・これまで聴取している地域
ニーズを公共人材を活用し
た取組として１地域に提案
し、地域活動協議会ロゴ
マーク作成にあたり、実際
に公共人材を活用した。（１
件） 

― ・30 年度に公共人材を活
用している地域の事例
紹介を行うことで身近
に感じてもらい、様々
なニーズを拾いあげて
繋げていく。（通年） 

東成区 

・地域活動協議会に対
して、地域公共人材の
活用事例について情
報提供し、共有を図
る。 

・７月の説明だけでなく12月
の補助金説明の場や様々な
機会を活用して各地域活動
協議会に地域公共人材の活
用事例について情報発信を
行った。 

・その結果、地域公共人材の
派遣につなげた。 

・地域公共人材
の活用が広が
らない。 

・地域公共人材
の情報発信を
行うが、地域
のニーズがあ
まりない。 

・地域活動協議会の補助
金事業にかかる説明会
等で派遣型の地域公共
人材の活用を促す。（年
度当初） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

生野区 

・地域団体やＮＰＯ、企
業など地域のまちづ
くりに関するさまざ
まな活動主体の情報
を発信するとともに、
地域活動協議会に参
画している団体だけ
でなく、さまざまな地
域活動団体における
担い手育成のために、
地域の課題に取り組
む担い手を育成する
講座等をファシリ
テーション能力、コー
ディネート力を有す
る人材及び中間支援
組織と連携し開催す
る。 

・地域公共人材バンク
を活用し、ファシリ
テーション能力、コー
ディネート力を有す
る人材を派遣し、地域
活動協議会の自主的
な活動を促進する。 

・生野区の未来を想う交流会
「まちカフェ」を開催した。 
12 回 

・地域の企業やＮＰＯと区内
19 地域の地域活動協議会
の事務局担当者の合同会議
を開催した。 

・地域公共人材バンクを活用
し、防災に関する勉強会を
開催した。（１団体） 

・中間支援組織により地域活
動協議会の認知度向上や担
い手育成を目的とした動画
（まちレク）を放送した。 

・中間支援組織と連携し地域
活動協議会を横断して、文
化・スポーツ、子ども・青少
年、防犯・防災に関する４事
業を実施した。 

― ・地域公共人材バンクを
活用し、ファシリテー
ション能力、コーディ
ネート力を有する人材
を派遣し、市民活動団
体の自主的な活動を促
進する。（通年） 

旭区 

・地域活動協議会連絡
会議等で説明を行い、
理解促進を図る。 

・地域活動協議会連絡会議等
で活用地域の事例を紹介し
ながら説明を行い、継続的
に理解促進を図った。 

・理解の浸透が
必要。 

・地域活動協議会連絡会
議及びワークショップ
等で情報発信を継続的
に行うことで積極的な
利用を促進する。（通
年） 

城東区 

・情報提供を行うとと
もに、派遣を受けた団
体から他地域にも情
報発信を行い、活用を
促す。 

・まちづくりセンターを通じ
て情報提供を行い、継続１
件、新規２件の活用につな
がった。 

・地域公共人材
と地域ニーズ
のマッチング
の 適 否 に よ
り、地域の評
価に大きな差
が出る。 

・地域公共人材バンクは
地域課題解決のための
有効な制度であること
を理解してもらえるよ
う、当区の活用例を周
知して理解を深め、活
用を図る。（通年） 

鶴見区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連携
し、派遣型地域公共人
材について区ホーム
ページに掲載する。 

・派遣型地域公共人材
の活用方法の明確化
を図るとともに地域
活動協議会に周知・活
用を促進する。 

・派遣型地域公共人材につい
てホームページに掲載し
た。 

・中間支援組織（まちづくり
センター）と連携し、地域役
員を中心に活用事例を共有
し、活用促進を図った。（５
件） 

― ・派遣型地域公共人材に
かかる区ホームページ
の掲載について、随時
更新する。（通年） 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連携
し、パンフレット等を
活用し様々な機会を通
して活用促進を図って
いく。（通年） 

阿倍野区 

・市民活動に関する相
談窓口で、幅広い市民
活動団体に派遣型地
域公共人材機能の活
用法などの情報発信
を行うとともに、各団
体に対し、積極的な活
用ができるよう各課
においても情報発信
を行う。 

・市民活動に関する相談窓口
並びに派遣型地域公共人材
機能について、ホームペー
ジや地域団体の会議等を活
用し情報提供等を行った。 

― ・市民活動に関する相談
窓口で、幅広い市民活
動団体に派遣型地域公
共人材機能の活用法な
どの情報発信を行うと
ともに、各団体に対し、
積極的な活用ができる
よう各課においても情
報発信を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

住之江区 

・地活協会長会や運営
委員会などで派遣型
公共人材の活用事例
を紹介し、利用促進を
図る。 

・地域応援サークルにおいて
派遣型地域公共人材の活用
を行った。 

 

・派遣型地域公
共人材の活用
方法等の認知
度は未だ十分
でないため、
活用事例を紹
介し、利用促
進を図る必要
がある。 

・地域活動協議会会長会
や会計説明会、地域活
動協議会運営委員会や
区ホームページで、派
遣型地域公共人材の周
知を行うとともに、区
内外の活用事例を紹介
することで、派遣型地
域公共人材の活用促進
を図る。（通年） 

住吉区 

・地域の課題解決に
マッチする地域公共
人材を紹介し、活用促
進をはかる。 

・地域活動協議会会長会で、
地域公共人材の活用につい
て説明 

・長居、東粉浜地活協で地域
公共人材を活用した広報学
習会を開催 

・地域で課題解
決に向けた話
し合いやワー
クショップが
まだまだ根づ
いていない。 

・地活協広報紙発行に向
けて、地域公共人材の
活用を促進する。（通
年） 

東住吉区 

・ホームページなどを
活用した情報発信 

・地域連絡会議や各地域にお
ける会議の場などで理解促
進を行った。また新会長を
集めて理解促進を行った。 

・派遣型地域公
共人材の活用
が有効と考え
ら れ る 場 合
に、各地域が
派遣を検討で
きるよう、各
地域の課題把
握に努める必
要がある。 

・ホームページなどを活
用した情報発信を行
う。(通年） 

・地域連絡会議や各地域
における会議の場など
の機会を捉え、地域課
題把握を行いながら、
理解促進を図る説明を
行う。(通年） 

 

平野区 

・地活協運営委員会等
で周知する。 

・元年度補助金申請時期にあ
わせて、制度、趣旨の説明会
を行った。 

・地活協運営委員会において
周知を行った。 

・１地域において、地域公共
人材の派遣を行った。 

・中間支援組織
との違いを整
理し、課題を
絞って地域公
共人材の活用
マッチングを
行う必要があ
る。 

・中間支援組織と連携
し、課題抽出を行い地
域公共人材の派遣へつ
なげる。（下半期） 

西成区 

・各地域活動協議会を
対象とした補助金に
かかる説明会におい
て地域課題に応じて
地域公共人材の活用
がなされるよう周知
を行い、活用の促進を
図る。（年２回） 

・区ホームページ等を
活用した情報発信等
の取組をより積極的
に進めていく。 

・地域公共人材の周知につい
ては地域活動協議会の求め
に応じて説明を行うなどの
取組を行った。（年２回） 

・区ホームページ等において
地域公共人材に関する情報
発信を行うなどの取組を
行った。 

・１地域において、防災関連
での活用に至った。 

― ・各地域活動協議会を対
象とした補助金にかか
る説明会において地域
課題に応じて地域公共
人材の活用がなされる
よう周知を行い、活用
の促進を図る。（年２
回） 

・区ホームページ等を活
用した情報発信等の取
組をより積極的に進め
ていく。（通年） 
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柱 1-Ⅳ-ウ 市民活動の持続的な実施に向けたＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化の支援 

目標の達成状況 

目標指標「各区が関与したＣＢ／ＳＢ起業件数及び、社会的ビジネス化事業創出件数」 

目標 

29 年度～元年度の３年間で各区６件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度 
実績 

30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
２件 
２件 ８件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績３件 
30 年度実績８件 

都島区 
２件 
４件 １件 未達成 

５件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績１件 

福島区 
２件 
１件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績３件 
30 年度実績２件 

此花区 
３件 
３件 ６件 達成 

０件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績６件 

中央区 
３件 
３件 ０件 未達成 

６件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績０件 

西区 
１件 
４件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績１件 
30 年度実績１件 

港区 
２件 
３件 ２件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績２件 
30 年度実績２件 

大正区 
１件 
４件 ０件 未達成 

５件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績１件 
30 年度実績０件 

天王寺区 
３件 
３件 ９件 達成 

１件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）を達しているが、更なる取組を
進めるため、元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績９件 
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目標 

29 年度～元年度の３年間で各区６件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度 
実績 

30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

浪速区 
２件 
３件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績１件 
30 年度実績２件 

西淀川区 
２件 
４件 ０件 未達成 

６件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績０件 

淀川区 
２件 
１件 １件 未達成 

２件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績３件 
30 年度実績１件 

東淀川区 
２件 
３件 １件 未達成 

４件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績１件 
30 年度実績１件 

東成区 
４件 
０件 12 件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績４件 
30 年度実績 12 件 

生野区 
０件 
０件 １件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績７件 
30 年度実績１件 

旭区 
３件 
２件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績１件 
30 年度実績３件 

城東区 
２件 
４件 １件 未達成 

５件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績１件 
 

鶴見区 
３件 
３件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績０件 
30 年度実績３件 
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目標 

29 年度～元年度の３年間で各区６件 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度 
実績 

30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

阿倍野区 
２件 
３件 １件 未達成 

４件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績１件 
30 年度実績１件 

住之江区 
３件 
１件 ６件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績０件 
30 年度実績６件 

住吉区 
３件 
２件 ４件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績１件 
30 年度実績４件 

東住吉区 
３件 
３件 ２件 未達成 

４件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績２件 

平野区 
２件 
３件 ３件 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 
29 年度実績１件 
30 年度実績３件 

西成区 
２件 
４件 ０件 未達成 

６件 
（理由） 
３年間の目標件数（６件）から過去２年の実績件数を差し
引いた件数に元年度目標を修正する。 
29 年度実績０件 
30 年度実績０件 
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柱 1-Ⅳ-ウ 市民活動の持続的な実施に向けたＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化の支援 

取組の実施状況 

取組①「ＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化支援チームの結成」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・地域活動協議会で「資
源ごみコミュニティ
回収事業」が取り組ま
れるよう、環境局やま
ちづくりセンターと
連携しながら支援す
る。 

・地域活動協議会で「資源ご
みコミュニティ回収事
業」が取り組まれるよう、
環境局やまちづくりセン
ターと連携しながら支援
した。 

― ・地域活動協議会において
「資源ごみコミュニ
ティ回収事業」がさらに
取り組まれるよう、環境
局等関係機関と連携し
て支援する。（通年） 

都島区 

・区長会議、関係局によ
る支援チームと連携
し、他区先行事例を参
考に、地域でのＣＢ/
ＳＢ化、社会的ビジネ
ス化を支援する。 

・コミュニティ回収の導入
にかかる支援 ９地域 

 

― ・区長会議、関係局による
支援チームと連携し、他
区先行事例を参考に、地
域でのＣＢ/ＳＢ化、社会
的ビジネス化を支援す
る。（通年） 

福島区 

・関係部局等と連携し、
事業のＣＢ/ＳＢ化や
社会的ビジネス化に
なじみやすい活動の
選択や起業に関する
様々なノウハウを年
１回以上収集・整理
し、まちづくりセン
ター等で共有し、支援
に活用していく。 

 

・区政会議においてＣＢ/Ｓ
Ｂの手法であるコミュニ
ティ回収の区内実施状況
を報告し、実施の検討を
促した。 

・行政協力会において、再度
のコミュニティ資源回収
についての説明をおこ
なった。 

・広報紙の配布事業を受託
している他区の地域活動
協議会を招いて説明して
もらい、ＣＢ/ＳＢへの関
心・意欲を高めた。 

― ・コミュニティ回収につい
て、実施していない地域
に対して実施地域の状
況を伝えながらわかり
やすく説明を行う。(３
地域以上) 

・１階待合ロビーで区民に
わかりやすく説明する
ためにＣＢ/ＳＢの動画
を放映する。(年１回以
上) 

此花区 

・他地域での取組につ
いて地域に紹介する。 

・他地域での活動について、
紹介のチラシを作成し、
地域活動協議会の運営委
員会で配布した。 

・新しい取組としてトライ
している１地域に対し支
援を行い、実施するに
至った。 

・新しい活動に
対し、活動者
と地域を含め
た関係先との
調整が必要。 

・他地域での取組について
地域に紹介する。（通年） 

中央区 

・ＣＢ/ＳＢ化、社会的ビ
ジネス化事例に関す
る情報発信をより積
極的に行い、ＣＢ/Ｓ
Ｂ化、社会的ビジネス
化の機運を高める。 

・地域活動協議会会長会（９
月開催）、地域活動協議会
活性化セミナー（10 月開
催）、補助金説明会（12 月
開催）等においてコミュ
ニティ回収の資料を配布
し、情報提供を行った。 

・地域が感じる
負担感の解消
を図る必要が
ある。 

 

・実際にコミュニティ回収
の導入に成功している
他区の事例を参考に、説
明資料などを作成し、情
報提供を行う。（下期） 

西区 

・認定した事業の支援
を行いながら、まちの
魅力向上や地域課題
の解決の取組を進め
ていく。 
具体的には、まちづく
りセンターと連携し
て、地域活動協議会の
自律的運営のための
財源確保の手法とし
て、実施に向けた支援
を実施する。 

・まちづくりセンターと連
携した支援により、１地
域においてコミュニティ
―回収が実施された。 

 

― ・今後、認定した事業の支
援を行いながら、まちの
魅力向上や地域課題の
解決の取組を進めてい
く。 
具体的には、まちづくり
センターと連携して、地
域活動協議会の自律的
運営のための財源確保
の手法として、実施に向
けた支援を実施する。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

港区 

・まちづくりセンター
等と連携して、持続的
な活動のための財源
確保の手法としての
ＣＢ/ＳＢ化の支援と
して研修会を開催す
る。 

・まちづくりセンターと連
携して公園内広告の活用
に関するＣＢ研修会を開
催した。 

・地域実情に合
わせたＣＢ /
ＳＢの取組内
容に対する支
援が必要であ
る。 

・まちづくりセンター等と
連携して、地域実情を把
握しながら持続的な活
動のための財源を確保
する手法としてのＣＢ/
ＳＢ化を支援する。（通
年） 

大正区 

・自主財源の獲得に向
けた情報提供や申請
等手続きの助言・指導 

・地域での会合で、コミュニ
ティ回収など自主財源の
獲得に向けた情報提供を
行った。 

・未実施の地域
活動協議会に
対する、補助
金化を契機と
した地域資源
活用によるメ
リットの情報
提供。 

・自主財源の獲得が未実施
となっている地域活動
協議会に向けた情報提
供や申請等手続きの助
言・指導を行う。（通年） 

天王寺区 

・地域活動協議会に対
し、自主財源確保の事
例等に関する情報提
供やコミュニティ回
収の制度説明の場を
設けるなど社会的ビ
ジネス化を支援する。 

・コミュニティ回収実施地
域８地域。 

・コミュニティ回収の制度
説明を５地域で実施し
た。 

・地域公園協働パートナー
事業（公園内清掃等）実施
新規１箇所【国分公園】 

・コミュニティ
回収実施予定
１地域の円滑
な開始に向け
た支援を行う
必要がある。 

・コミュニティ回収実施予
定１地域への実施に向
けた支援を行う。（上半
期） 

・地域活動協議会に対し、
自主財源確保の事例等
に関する情報提供やコ
ミュニティ回収の制度
説明の場を設けるなど
社会的ビジネス化を支
援する。（通年） 

浪速区 

・「地域カルテ」を活用
し、各地域のニーズや
課題に適した、ＣＢ/
ＳＢ化、社会的ビジネ
ス化をまちづくりセ
ンター、関係機関と連
携し的確に支援する。 

・地域会議等の場において、
ＣＢ/ＳＢ化、社会的ビジ
ネス化が「課題の解消」や
「目標の達成」の一助と
なる等、事例を交えた説
明を行った。 

・２地域にてコミュニティ
回収が開始された。 

・区社会福祉協議会と委託
し地域福祉コーディネー
ター事業を実施した。 

・「解決すべき
課題」があり
ながら、地域
が「認識・自
覚」していな
い課題に「気
付き」を促す
ことが課題で
ある。 

・各地域活動協議会の会議
の場に、地域担当、まち
づくりセンターが参画
し、各地域の特性や課
題、実情を把握しつつ、
「地域カルテ」を活用
し、とりわけ地域におけ
る人的資源（キーパーソ
ン）の見極めを行い、地
域の特性やニーズに適
した、コミュニティ回収
を始めとした、自主財源
確保の手法としてのＣ
Ｂ/ＳＢ化、社会的ビジネ
ス化を支援する。（通年） 

・連携協働や交流の場づく
りを目的に設置された
支援窓口や、「市民活動
総合ポータルサイト」に
集積された情報も活用
する。（通年） 

西淀川区 

・地域を対象にしたＣ
Ｂ/ＳＢの研修を開催
する。 

・中間支援組織と連携
しＣＢ/ＳＢに関する
普及・啓発を行う。 

・地域担当職員において、Ｃ
Ｂ/ＳＢに関する情報収集
を行った。 

・中間支援組織と連携しＣ
Ｂ/ＳＢに関する普及・啓
発を行った。 

・取組内容は継
続することが
必要と考える
が、より効果
的な方法で実
施する必要が
ある。 

・地域を対象にしたＣＢ/
ＳＢの研修を開催する。
（通年） 

・中間支援組織と連携しＣ
Ｂ/ＳＢに関する普及・啓
発を行うとともに、効果
的な方法で実施する。
（通年） 

淀川区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター等）と協
働し、地域資源を活用
したＣＢ/ＳＢ化、社
会的ビジネス化の取

・中間支援組織（まちづくり
センター等）と協働し、地
域資源を活用したＣＢ/Ｓ
Ｂ化、社会的ビジネス化
の取組事例等をまちセン

・財源確保の必
要性や手法が
十分に伝わっ
ていない。 

・中間支援組織（まちづく
りセンター等）と連携
し、情報収集や活動支援
を行うとともに、財源確
保の必要性や手法につ
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
組事例等を情報提供
し活動支援していく。 

・支援窓口を通じて「地
域課題すっきり解決
活動支援事業補助金」
の案内を行う。 

通信等を活用して情報提
供し活動支援した。（６
月・10 月・１月発行） 

・「地域課題すっきり解決活
動支援事業補助金」の活
用団体を発掘した。（４団
体） 

いて随時情報発信して
いく。（通年） 

 

東淀川区 

・地域づくりアドバイ
ザーによる支援が、地
域活動協議会の自立
運営に向けた支援へ
と転換していくよう、
支援内容の見直しを
検討し、地域の実情に
即した支援を行う。
（講座や研修、ＣＢ/
ＳＢ化、社会的ビジネ
ス化の助言・指導、Ｎ
ＰＯ等法人化に向け
た申請手続の助言な
ど） 

・各地域の財源確保に対す
る取組について、個別に
情報を収集しコミュニ
ティ回収などの取組の検
討を促した。 

・地域活動協議会連絡会議
において、コミュニティ
回収についての情報を共
有した。 

・新たに１地域がコミュニ
ティ回収を実 施した。
さらに新たに１地域が元
年度実施にむけ準備を開
始した。 

・地域団体から
の寄付により
現在行ってい
る取組は行え
て い る こ と
や、担い手が
少ない中で新
たな収入を得
るための取組
に積極的では
ない地域が多
い。 

・将来像を共有し、計画的、
具体的な取組として主
体的に取り組まれるよ
う呼びかけ、広報紙の広
告掲載の拡充やコミュ
ニティ回収等、既に他地
域が取り組んでいるこ
とから提案する。（通年） 

東成区 

・交流会等でＣＢ/ＳＢ
化を実施している地
域から情報発信を行
う場を提供し、新たな
地域が取り組む支援
を行う。 

・区職員とまちづくりセン
ター職員が連携して、Ｃ
Ｂ/ＳＢ化及び社会的ビジ
ネス化の取組事例を情報
発信し受託に向けた支援
を行った。 

― ・区職員とまちづくりセン
ター職員が連携して、Ｃ
Ｂ/ＳＢ化及び社会的ビ
ジネス化の取組事例、民
間助成金の活用を情報
発信し受託に向けた支
援を行う。（通年） 

生野区 

・中間支援組織と連携
して、当区で活用でき
る他地域のコミュニ
ティビジネス・ソー
シャルビジネスの事
例を収集し、具体的内
容を地域へ提案する
など、ビジネス化に向
けた取組を支援する。 

・情報交換会の開催に
より意欲を持った地
域を対象として、コ
ミュニティビジネス・
ソーシャルビジネス
の実施に向けた勉強
会を開催する。 

・地域活動協議会の事務局
連絡会議等でコミュニ
ティビジネスの情報提供
を行った。 

・意欲のある地域に対して、
新たなコミュニティビジ
ネスの勉強会を中間支援
組織とともに実施した。 

― ・中間支援組織と連携し
て、当区で活用できる他
地域のコミュニティビ
ジネス・ソーシャルビジ
ネスの事例を収集し、具
体的内容を地域へ提案
するなど、ビジネス化に
向けた取組を支援する。
（通年） 

旭区 

・他区や他の自治体で
取り組まれているＣ
Ｂ/ＳＢの具体的な取
組事例を情報提供す
る。 

・コミュニティ回収の
説明会を各地域で開
催し、理解促進に取り
組む。 

・地域活動協議会連絡会議
等で、他区や他の自治体
で取り組まれているＣＢ/
ＳＢの具体的な取組事例
を情報提供した。 

・コミュニティ回収の説明
会を各地域で開催し、理
解促進に取り組んだ結
果、２地域が実施した。 

・継続的な取組
が必要。 

・他区や他の自治体で取り
組まれているＣＢ/ＳＢ
の具体的な取組事例を
地域活動協議会連絡会
議等で継続的に情報提
供する。（通年） 

・コミュニティ回収の説明
会を各地域で開催し、理
解促進に取り組む。（通
年） 

城東区 

・コミュニティ回収に
ついて情報提供を行
う。 

・また、区広報誌の地域
活動協議会等による

・コミュニティ回収につい
て、全地域活動協議会に
対して個別に説明を行っ
た。 

・区広報誌の地域活動協議

・やらされ感か
らではない地
域内部からの
盛り上がりが
必要。 

・コミュニティ回収の理解
浸透を図る。（通年） 

・自主財源を必要としてい
る地域を見極めてコ
ミュニティ回収実施の
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
各戸配布についての
検討を行う。 

会等による各戸配布につ
いて提案したが、地域事
情で実現できなかった。 

・３月より１地域でコミュ
ニティ回収が実施され
た。 

支援を行う。（通年） 

鶴見区 

・中間支援組織（まちづ
くりセンター）と連携
し、ＣＢ/ＳＢに取り
組んでいる地域の事
例を共有する場を提
供し、ＣＢ/ＳＢ化、社
会的ビジネス化の理
解を深める取組を行
う。 

・地域活動協議会がＣ
Ｂ/ＳＢ、社会的ビジ
ネスに取り組むよう
まちづくりセンター
などと連携し、実現を
めざす。 

・各地域で取り組んでいる
事業でＣＢ化へ展開可能
な事業に対して働きかけ
を３件行い、うち１件を
事業化した。（１件） 

・中間支援組織（まちづくり
センター）と進め方等に
ついて検討を行い、個別
のアプローチを行った。 

― ・中間支援組織（まちづく
りセンター）と連携し、
ＣＢ/ＳＢに取り組んで
いる地域の事例を共有
する場を提供し、ＣＢ/Ｓ
Ｂ化、社会的ビジネス化
の理解を深める取組を
行う。（通年） 

・地域活動協議会がＣＢ/
ＳＢ、社会的ビジネスを
取り組むようまちづく
りセンターや関係各所
と連携し、実現をめざ
す。（通年） 

阿倍野区 

・他都市や他区の事例
や地域課題を把握し、
まちづくりセンター
と情報共有を行い、Ｃ
Ｂ/ＳＢ化、社会的ビ
ジネス化に向けた取
組につながるよう支
援を行う。 

・他都市や他区の事例や地
域課題を把握し、まちづ
くりセンターと情報共有
を行い、ＣＢ/ＳＢ化、社会
的ビジネス化に向けた取
組につながるよう支援を
行った。 

・先行地域の状
況を見極めな
がら、他地域
へも取組を広
めていく。 

・説明会を開催した地域に
ついて、コミュニティ回
収実施に向けた支援を
行う。（上期） 

・市民局・環境局と連携し
て説明会を開催し、先行
して実施している地域
の状況などの紹介を行
い、他地域でのコミュニ
ティ回収の実施に向け
た支援を行う。（通年） 

住之江区 

・29 年度に説明会を開
催した地域について、
コミュニティ回収実
施にむけた支援を行
う。 

・市民局・環境局と連携
し、説明会を開催し、
コミュニティ回収実
施にむけた支援を行
う。 

・地活協会長会で、先行実施
地域から、全地域へコ
ミュニティ回収の報告を
行ってもらう等、支援を
行った。 

・環境局と連携し、コミュニ
ティ回収未実施の１地域
に対して支援を実施し、
コミュニティ回収が開始
できた。 

・先行実施地域
の状況共有な
ど、より理解
を深める工夫
を行っていく
必要がある。 

・30 年度に説明会を開催
した地域について、コ
ミュニティ回収実施に
むけた支援を行う。（通
年） 

・市民局・環境局と連携し、
説明会を開催し、コミュ
ニティ回収実施にむけ
た支援を行う。（通年） 

住吉区 

・住吉区独自のＣＢ/Ｓ
Ｂ化、社会的ビジネス
化促進チームにおい
て検討し、人と人との
つながりづくりの促
進、地域コミュニティ
の活性化、自主財源の
確保を目的に、地域が
抱える様々な課題を
地域住民が主体と
なってビジネスの手
法で課題解決に取り
組むＣＢ/ＳＢ、社会
的ビジネス化を推進
する。 

・とりわけ「広報すみよ
し」の配布事業につい
て、対象エリアを拡大

・地域へＣＢ/ＳＢ化、社会
的ビジネス化の働きかけ
を行った。 

・地活協会長会にて山之内
地域よりコミュニティ回
収の取組報告を実施  

 山之内:４月～東粉浜:10
月～ 

  「コミュニティ回収」開
始 

 東粉浜・苅田南：４月～
「広報すみよし」配布開
始 

・地域にとって
のメリットや
課題の共有が
必要。 

・人と人とのつながりづく
りの促進、地域コミュニ
ティの活性化、自主財源
の確保を目的に、地域が
抱える様々な課題を地
域住民が主体となって
ビジネスの手法で課題
解決に取り組むＣＢ/Ｓ
Ｂ、社会的ビジネス化を
推進する。（通年） 

・「広報すみよし」の配布事
業について、対象エリア
を拡大して取り組むと
ともに、コミュニティ回
収事業については、各地
域活動協議会へ情報提
供する。（通年） 

・未実施地域へは、地域活
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
して取り組むととも
に、コミュニティ回収
事業については、各地
域活動協議会へ情報
提供する。 

動協議会会長会などで
情報共有し、働きかけを
行う。（通年） 

東住吉区 

・局との連携を強める
とともに、先行事例と
なった回収実施地域
の情報発信に努め、他
の地域への波及を図
る。 

・局との情報共有を行い、他
区も含めた情報を収集
し、コミュニティ回収実
施地域の情報発信を実施
した。 

・地域の状況を
勘案しながら
導入にかかる
説明をきめ細
やかに行う必
要がある。 

・先行地域の事例の情報共
有を実施する。また実施
検討をしている地域へ
の情報提供や局と連携
し説明を行う等の支援
を行っていく。（通年） 

平野区 
・他区事例など研究、情

報提供を行う。 
・地域で現在行っている事

例について、中間支援組
織と共有し、情報提供を
行った。 

・他区事例等の
収集が遅れて
いる。 

・他区事例等の収集を行
い、地域への情報提供や
活用方法の検討を行う。
（通年） 

西成区 

・中間支援組織や市民
局が編成したＣＢ支
援チームと連携しな
がら、具体的な事例の
紹介やその情報等を
提供するとともに、
コーディネートを行
う仕組みづくり、各種
研修・説明会等の実
施、相談体制の整備等
を進めていく。 

・コミュニティ回収に興味
を示す地域に対し、中間
支援組織とも連携しなが
ら、実施に向けた検討の
支援を行った。 

・１地域においてコミュニ
ティ回収の実施に向けた
取組が進み、開始月を設
定するなど最終段階にま
で至った。 

・コミュニティ
回収について
は、当該地域
住民の合意形
成や収益の使
途といった点
にかかる慎重
な議論が不可
欠であり、全
地域に広げて
い く た め に
は、長期間を
要する可能性
がある。 

・中間支援組織や市民局が
編成したＣＢ支援チー
ムと連携しながら、具体
的な事例の紹介やその
情報等を提供するとと
もに、コーディネートを
行う仕組みづくり、各種
研修・説明会等の実施、
相談体制の整備等を進
めていく。（通年） 

・開始済みの先進地域が蓄
積したノウハウを、中間
支援組織も活用しなが
ら積極的に他の地域に
も情報提供する。（通年） 
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－ニア・イズ・ベターのさらなる徹底－（区政編） 

【改革の柱２】区長の権限・責任の拡充と区民参画のさらなる推進 
 

柱 2-Ⅰ-イ 「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型教育行政の効果的な推進 

目標の達成状況 

目標指標①－１「委員を務める学校において、学校の実情に応じた教育が行われ教育内容がより充実したと

感じる小・中学校の学校協議会委員の割合」 

29 年度目標 

― 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
30.0％ 
40.0％ 98.1％ 達成 

98.2％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

都島区 
30.0％ 
40.0％ 95.3％ 達成 

96％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

福島区 
30.0％ 
40.0％ 86.0％ 達成 

87.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

此花区 
30.0％ 
40.0％ 96.0％ 達成 

97％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

中央区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

西区 
30.0％ 
40.0％ 92.1％ 達成 

92.1％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

港区 
30.0％ 
40.0％ 95.1％ 達成 

95.1％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

大正区 
30.0％ 
40.0％ 81.0％ 達成 

81.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

天王寺区 
30.0％ 
40.0％ 97.6％ 達成 

97.6％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

浪速区 
30.0％ 
40.0％ 98.0％ 達成 

98.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

西淀川区 
30.0％ 
40.0％ 94.0％ 達成 

95％ 
（理由） 
30 年度実績を踏まえて再検討し、元年度目標を
上方修正する。 
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29 年度目標 

― 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

淀川区 
30.0％ 
40.0％ 92.2％ 達成 

93％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、30 年
度目標を上方修正する。 

東淀川区 
30.0％ 
40.0％ 87.2％ 達成 

90％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

東成区 
30.0％ 
40.0％ 96.4％ 達成 

96.4％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

生野区 
30.0％ 
40.0％ 83.3％ 達成 

83.3％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

旭区 
30.0％ 
40.0％ 81.4％ 達成 

82.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

城東区 
30.0％ 
40.0％ 80.3％ 達成 

81.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

鶴見区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

阿倍野区 
30.0％ 
40.0％ 87.5％ 達成 

87.5％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

住之江区 
30.0％ 
40.0％ 85.7％ 達成 

86.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

住吉区 
30.0％ 
40.0％ 88.2％ 達成 

90.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

東住吉区 
30.0％ 
40.0％ 94.8％ 達成 

95％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

平野区 
30.0％ 
40.0％ 96.6％ 達成 

96.6％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

西成区 
30.0％ 
40.0％ 89.6％ 達成 

90％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 
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柱 2-Ⅰ-イ 「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型教育行政の効果的な推進 

目標の達成状況 

目標指標①－２「区内において、学校、地域の実情に応じた教育が行われたと感じる「保護者・区民等の参

画のための会議」の委員の割合」 

29 年度目標 

― 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
30.0％ 
40.0％ 80.0％ 達成 

80.1％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

都島区 
30.0％ 
40.0％ 85.7％ 達成 

86％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

此花区 
30.0％ 
40.0％ 91.7％ 達成 

92％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

中央区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100 ％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西区 
30.0％ 
40.0％ 90.0％ 達成 

90.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

港区 
30.0％ 
40.0％ 78.6％ 達成 

78.6％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
30.0％ 
40.0％ 33.3％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

天王寺区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

浪速区 
30.0％ 
40.0％ 75.0％ 達成 

75.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
30.0％ 
40.0％ 69.0％ 達成 

70％ 
（理由） 
30 年度実績を踏まえて再検討し、元年度目標を
上方修正する。 

淀川区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由）30 年度実績が元年度目標を上回ったた
め、元年度目標を上方修正する。 
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29 年度目標 

― 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東成区 
30.0％ 
40.0％ 85.7％ 達成 

85.7％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
30.0％ 
40.0％ 25％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

旭区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

城東区 
30.0％ 
40.0％ 42.9％ 達成 

43.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

阿倍野区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住之江区 
30.0％ 
40.0％ 85.7％ 達成 

86％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住吉区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東住吉区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

平野区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西成区 
30.0％ 
40.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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柱 2-Ⅰ-イ 「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型教育行政の効果的な推進 

取組の実施状況 

取組①「分権型教育行政に関わる制度、役割などの明確化・職員、校長への分権型教育行政についての理解促進」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・区教育行政連絡会を開催
し、各学校の課題とニー
ズを把握し、区の教育行
政施策に反映させるた
めに意見交換を行う。 

・区教育行政連絡会を開催
し、各学校の課題とニー
ズを把握し、区の教育行
政施策に反映させるため
に意見交換を行った。 

― ・区教育行政連絡会等で
小・中学校長と意見交
換を行う。（通年） 

都島区 

・分権型教育行政の理解促
進に向けて、①教育委員
会事務局兼務の区職員
対象の研修、②区教育行
政連絡会で小・中学校長
向けの研修、に取り組
む。 

・教育行政連絡会における
分権型教育行政の促進
に係る意見交換を行う。 

・分権型教育行政の理解促
進に向けて、①教育委員
会事務局兼務の区職員
と、②区教育行政連絡会
で小・中学校長に対し、分
権型教育行政に関わる制
度、役割などについてｅ
ラーニング等の研修に代
え、会議で直接説明を
行った。（１月） 

・教育行政連絡会において、
分権型教育行政の促進に
係る意見交換を行った
（５月） 

― ・区教育行政連絡会等に
おいて小・中学校長と
分権型教育行政の効果
的な推進に向けた意見
交換を行う。(上期) 

福島区 

・分権型教育行政の理解促
進に向けて、区教育行政
連絡会で小・中学校長向
けの研修を１回以上実
施する。 

・保護者や地域住民などの
学校運営への参加を促
進するため各学校に設
置されている学校協議
会について、開催状況を
モニタリングするなど
教育委員会事務局とと
もにその運営を補佐す
る。 

・「保護者・区民等の参画の
ための会議（福島区教育
会議）」などを通じて、保
護者・区民等の意見や
ニーズを把握し、学力・
体力向上事業や英語事
業などを実施する。 

・学力向上事業については、
中学生を対象に、区民セ
ンターでの民間事業者を
活用した課外学習事業を
４月に開講した。 

・体力向上事業については、
小・中学生を対象に、トッ
プアスリートを学校に派
遣し、児童・生徒が運動に
興味・関心を持つことで
将来の体力向上につなげ
る「ゲストティーチャー
派遣事業」を５月から順
次実施した他、小学生を
対象に放課後の校庭を児
童に自由に使わせるにあ
たり、安全を確保するた
めの「福島区小学校放課
後等校庭見守りボラン
ティア事業」を希望する
学校において実施した。 

・英語事業については小学
３・４年生を対象として、
８月及び 12月に英語交流
イベントを開催した。 

・区長及び区役所の担当職
員が各学校の協議会に出
席し、モニタリングなど
運営補佐を行った。 

・福島区教育会議などを通
じて保護者・区民等の意
見収集に努めた。 

・分権型教育行政の理解促
進に向けた小・中学校長
向けの研修については、
３月に実施予定であった
ものの、事前に集計した

― ・保護者や地域住民など
の学校運営への参加を
促進するため各学校に
設置されている学校協
議会について、開催状
況をモニタリングする
など教育委員会事務局
とともにその運営を補
佐する。(通年) 

・「保護者・区民等の参画
のための会議（福島区
教育会議）」などを通じ
て、保護者・区民等の
意見やニーズを把握
し、学力・体力向上事
業や英語事業などを実
施する。（通年） 
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「区内の教育行政に関す
るアンケート」において
分権型教育行政に関して
全校長の理解が進んでい
ることが判明したため、
当年度の実施を見送るこ
ととした。 

此花区 

・教育行政連絡会（学期に
１回）を開催する。 

・区担当教育次長（区長）
が各学校長と緊密に意
見交換等を行う。（８月
中） 

・各小学校で分析機能付き
単元別理解度判定テス
トを導入し、児童及び家
庭へフィードバックを
行い、毎学期末には導入
したツールの進捗状況
等の報告を受ける。（７
月・12 月・３月） 

・各中学校で３年生に英語
検定を１年生に漢字検
定の受験を一斉に実施
する。（英語検定 10 月・
漢字検定 11 月） 

 

・教育行政連絡会を１学期
（５月７日）２学期（８月
31 日）３学期（31 年１月
31 日）に開催し、分権型
教育行政の推進を図るた
め区との連携について意
見交換を行った。 

・区担当教育次長（区長）が
各学校長と緊密に学校運
営の課題などに関する意
見交換を行った。（８月１
日～９日） 

・各小学校で分析機能付き
単元別理解度判定テスト
を導入し、導入した分析
シートを毎学期末に児童
及び家庭へフィードバッ
クを行った。また、導入し
たツールの進捗状況等の
報告を受けた。（７月末・
12 月末・３月末） 

・各中学校で３年生に英語
検定を１年生に漢字検定
の受検を実施した。（英語
検定 10 月５日・漢字検定
10 月 19 日・11 月２日） 

 

― ・教育行政連絡会（上半
期１回・下半期１回）
を開催する。 

・区担当教育次長（区長）
が各学校を訪問（１学
期）し校長との緊密な
意見交換等を行う（８
月）。 

・各小学校で分析機能付
き単元別理解度判定テ
ストを導入し、児童及
び家庭へフィードバッ
クを行い、毎学期末に
は導入したツールの進
捗状況等の報告を受け
る。（７月・12 月・３
月） 

・各小学校において、放
課後の空き教室を活用
した自主学習ルームを
開設する。（通年） 

・各中学校においては３
年生に英語検定（10
月）を１年生に漢字検
定（11 月）の受検を実
施する。 

・環境創造基金を活用し
た、区内小中学校園で
の環境に関する学習計
画申請に基づく支援を
行う。（通年） 

中央区 

保護者や地域住民の学校
教育への参画を進め、その
意向を学校運営に反映し、
地域の特性を活かした教
育行政を推進する。また、
分権型教育行政の効果的
な推進に向けて、具体的な
取組を進める。 
・分権型教育行政の推進 
 教育会議の開催 

１回以上 
 区教育行政連絡会の開

催 
小中学校 各３回、幼稚
園１回 

 区内 18 校園(幼・小・中・
高）の学校協議会への職
員の出席 
各３回 

・分権型教育行政の理解促
進に向けた取組 

・分権型教育行政の推進 
 中央区教育会議の開催 

１回 
 区教育行政連絡会の開催 

小中学校 各３回、幼稚
園１回 

 区内 18 校園（幼・小・中・
高）の学校協議会への職
員の出席 各３回 

・分権型教育行政の理解促
進に向けた取組 

 教育委員会事務局職員兼
務の区職員対象の研修
（ｅラーニング）１回 

 小・中学校長・副校長・教
頭向けの研修（ｅラーニ
ング）１回 

 区内小・中学校長、学校協
議会委員、教育会議委員
に分権型教育行政につい
てのアンケートを実施 

― ・分権型教育行政の推進
（通年） 

 教育会議の開催 １回
以上 

 区教育行政連絡会の開
催 小中学校 各３
回、幼稚園 １回 

 区内 18 校園(幼・小・
中・高）の学校協議会
への職員の出席 各３
回 

・分権型教育行政の理解
促進に向けた取組（下
期） 

 教育委員会事務局兼務
の区 職員対象の研修 
１回（ｅラーニング） 

 区教育行政連絡会で
小・中学校長向けの研
修 １回（ｅラーニン
グ） 
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 教育委員会事務局兼務

の区 職員対象の研修 
１回 

 区教育行政連絡会で小・
中学校長向けの研修 １
回 

  区内小・中学校長、学校
協議会委員、教育会議委
員に分権型教育行政に
ついてのアンケートを
実施 １回 

・各小学校で英語と体育の
出張授業の実施 

・各中学校で１年生対象に
英語検定の受験料の助
成 

１回 
・区内７小学校で英語と体

育の出張授業の実施 
  英語 35 単位 

体育 28 単位 
・区内３中学校で英語検定

の受験料の助成 
 

 区内小・中学校長、学
校協議会委員、教育会
議委員に分権型教育行
政についてのアンケー
トを実施 １回 

・各小学校で英語と体育
の出張授業の実施（通
年） 

・各中学校で１年生対象
に英語検定の受験料の
助成（下期） 

西区 

・区内小中学校の実情を把
握し、ニーズに応じた教
育施策を展開するため、
教育行政連絡会等を開
催し、区長と学校長が意
見交換を行う。（年20回） 

・西区教育行政に関して、
その立案段階から保護
者及び地域住民等の意
見を把握し、施策及び事
業に適宜反映するため
西区教育会議を開催す
る（年２回） 

・学校運営をモニタリング
するため、学校協議会を
傍聴する（全 17 校園・
各３回） 

・学校運営の支援として、
学校協議会委員の新任
研修を行う（全新任委
員・委員交代に合わせて
随時） 

・学校施設の狭隘化など、
教育環境課題の改善に
向けた取組を進めるに
あたっては、保護者及び
地域住民と意見交換す
る場（ラウンドテーブ
ル）を開催する。 

 

・区内小中学校の実情を把
握し、ニーズに応じた教
育施策を展開するため、
教育行政連絡会等を開催
し、区長と学校長が意見
交換を行った。（16 回） 

・西区教育行政に関して、そ
の立案段階から保護者及
び地域住民等の意見を把
握し、施策及び事業に適
宜反映するため西区教育
会議を開催した。（９月・
２月開催） 

・学校運営をモニタリング
するため、学校協議会を
傍聴または聞き取り調査
を行うなど、学校協議会
の運営を支援した。（全 17
校園・各３回） 

・学校運営の支援として、学
校協議会委員の新任研修
を行った。（全新任委員 24
名） 

・学校施設の狭隘化など、教
育環境課題の改善に向け
た取組を進めるにあたっ
ては、学校を取り巻く状
況の変化を踏まえなが
ら、保護者及び地域住民
と意見交換する場（ラウ
ンドテーブル）を開催し
た。（７回） 

・教育行政連
絡会につい
て、学校と
の日程調整
がつかず目
標とした 20
回の開催が
出来なかっ
た。引き続
き区内小中
学校長の実
情 を 把 握
し、ニーズ
に応じた教
育施策を展
開する必要
がある。 

・区内小中学校の実情を
把握し、ニーズに応じ
た教育施策を展開する
ため、教育行政連絡会
等を開催し、区長（区
担当教育次長）と学校
長が意見交換を行う。
（年 20 回） 

・西区教育行政に関し
て、その立案段階から
保護者及び地域住民等
の意見を把握し、施策
及び事業に適宜反映す
るため、西区教育会議
を開催する。（年２回） 

・学校運営をモニタリン
グするため、学校協議
会を傍聴または聞き取
り調査を行うなど、学
校協議会の運営を支援
する。（全 15 校園・各
３回・通年） 

・学校運営の支援とし
て、学校協議会委員の
新任研修を行う。（全新
任委員・委員交代に合
わせて随時） 

・学校施設の狭隘化な
ど、教育環境課題の改
善に向けた取組を進め
るにあたっては、学校
を取り巻く状況の変化
を踏まえながら、保護
者及び地域住民と意見
交換する場（ラウンド
テーブル）を開催する。
（通年） 

港区 

・「保護者・区民等の参画の
ための会議」（教育会議・
区政会議こども青少年
部会）の開催：３回以上
６月～７月、10 月～11 
月、３月に各１回開催 

・区教育行政連絡会の開

・「保護者・区民等の参画の
ための会議」（教育会議・
区政会議こども青少年部
会）を開催：２回（６月、
10 月）開催し、分権型教
育行政の各種取組、小学
校の配置の適性化や非常
変災時の学校と区との連

・「保護者・区
民等の参画
のための会
議」教育会
議・区政会
議こども青
少年部会）
の開催につ

・「保護者・区民等の参画
のための会議」（教育会
議・区政会議こども青
少年部会）の開催：２
回以上 ６月～７月、
10 月～11 月に各１回
開催 
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催：小学校、中学校各３
回以上各学期ごとに１
回開催 

・区小学校長会・教頭会へ
の出席・連絡調整：各 11 
回以上８月を除き各月
１回出席等 

・学校協議会委員への研修
会の開催：１回以上 10 
月末までに開催 

・学校協議会会長情報連絡
会の開催：１回以上 10 
月末までに開催 

携などを説明し意見交換
を行った。30 年度は区政
会議が２回開催にとど
まったことに伴い回数が
減ったが、３月に想定し
ていた次年度の取組への
意見聴取は各委員に資料
送付のうえ意見を頂く形
で代替実施した。なお委
員アンケートでは「開催
回数が少ない」の回答割
合は６％（前年度３３％）
と少なく、委員からの評
価はいただいている。 

・区教育行政連絡会を開催：
小・中合同２回（５月、３
月）、小学校１回（10 月）、
中学校２回（７月、１月）
とそれぞれ開催し、こど
もサポートネット事業な
ど新規事業や、６月の大
阪府北部地震を踏まえた
発災時の連絡体制を始め
区と学校との連携強化な
ど、分権型教育行政に関
する意見交換を行った。 

・区小学校長会・教頭会への
出席・連絡調整を各 11 回
（４～３月）行った。 

・学校協議会委員への研修
会を開催（６月）した。 

・学校協議会会長情報連絡
会を１回（６月）開催し、
分権型教育行政の推進の
ため、学校協議会のより
一層の活性化に向けた意
見交換を行った。 

いては、学
校、地域の
実情に応じ
た教育が行
われるよう
保護者・区
民等の意見
を反映でき
るよう、適
切な回数を
開催する。 

・区教育行政
連絡会につ
いては、分
権型教育行
政の理解促
進のため、
各校長との
意見交換に
努める。 

・区教育行政連絡会の開
催：小学校、中学校各
３回以上概ね各学期ご
とに１回開催 

・区小学校長会・教頭会
への出席・連絡調整：
各 11 回以上８月を除
き各月１回出席等 

・学校協議会委員への研
修会の開催：１回以上
10 月末までに開催 

・学校協議会会長情報連
絡会の開催：１回以上
10 月末までに開催 

大正区 

・教育行政連絡会を、小・
中学校別に毎月（８月を
除く）実施する。 

・区総合教育会議を年４回
（６・９･12･３月）開催
する。 

・運営の補佐のため、各校
の学校協議会に地域担
当、教育担当のいずれか
が参加する。 

・各校を実施場所とする防
災訓練に避難所担当職
員が参画する。 

・ＳＳＷ（スクールソー
シャルワーカー）を各校
に派遣し、課題を抱える
児童・生徒の環境整備を
行う。 

・すべての学校を訪問し、
校長面談を行う。 

・教育行政連絡会を、小・中
学校別に毎月（６、８月を
除く）開催し、分権型教育
行政に関する意見交換を
行うとともに、区教育行
政に関し議論を行った。 

・区総合教育会議を４回開
催し、区の教育における
施策の取組に関し、意見
交換・情報共有を行い、11
項目の意見について次年
度の取組に反映 

・各校の学校協議会すべて
に地域担当若しくは教育
担当が参加した。（４～
５・10～12・２～３月の計
３回） 

・防災訓練について、７校で
実施し避難所担当職員が
参画した。 

・７月に区役所において、全
校の校長と面談を行っ
た。また、10・11 月に各
校を訪問し、意見交換・情

― ・教育行政連絡会を、小・
中学校別に毎月 

（８月を除く）実施し、
意見交換・情報共有を
行い、区の教育行政の
充実を図る。 

・区総合教育会議を年４
回開催し、出された意
見等について適宜、区
の施策に反映する。
（６・８・11・２月） 

・学校協議会において、
活発な議論がなされる
ように、学校協議会委
員向け研修会を開催す
るとともに、各校の学
校協議会に地域担当が
参加する。（４～５・10
～12・２～３月の計３
回） 

・各校を実施場所とする
防災訓練に避難所担当
職員が参画する。（随
時） 
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報共有を行った。 

・ＳＳＷ（スクールソーシャ
ルワーカー）を各校に派
遣し、課題を抱える児童・
生徒の環境整備を行っ
た。 

 

・ＳＳＷ（スクールソー
シャルワーカー）を、
「こどもサポートネッ
ト」へ派遣し、課題を
抱える児童・生徒への
アセスメント・支援を
行う。（通年） 

・すべての学校を訪問
し、校長面談を行う。
（７月） 

天王寺区 

・区教育会議や教育行政連
絡会で保護者や校長と
意見交換しながら、校長
経営戦略支援予算（区担
当教育次長執行枠）を活
用し、児童生徒の学力向
上や教育環境向上のた
め必要と考える施策を
実施する。 

・教育行政連絡会を小学校
長、中学校長と各１回開
催し、分権型教育行政の
理解促進及び区事業の周
知を行った。 

・校長経営戦略支援予算（区
担当教育次長執行枠）を
活用し、音楽を通じた人
材育成事業（小学校音楽
交流会、バリアフリーコ
ンサート）を実施したほ
か、部活動（吹奏楽部）や
性教育、特別授業への外
部講師招聘、校内カメラ
やプロジェクター設置、
授業用品（図書、ICT機器、
体育用品、理科教材）の購
入により学力向上や教育
環境向上に寄与した。 

 

・校長経営戦
略支援予算
（区担当教
育次長執行
枠）の予算
が限られて
いる中、各
校のニーズ
に応える必
要がある。 

・教育行政連絡会を学期
ごとに小学校長、中学
校長と開催する。（通
年） 

・区教育会議を９月と２
月に開催し、分権型教
育行政に関して地域住
民や保護者との意見交
換を実施する。（通年） 

・校長経営戦略支援予算
（区担当教育次長執行
枠）を活用し、音楽を
通じた人材育成事業
（小学校音楽交流会、
バリアフリーコンサー
ト）を実施するほか、
授業や部活動での外部
講師招聘、授業用品・
校用物品（ICT 機器、
体育用品）の購入等に
より、学力向上や教育
環境向上に寄与する。
（通年） 

浪速区 

・学校長及び学校協議会委
員を対象とした分権型
教育行政に関する研修
を実施する。(年１回） 

・すべての学校協議会に区
長が出席し、区長メッ
セージを文書で配布し
て説明と意見交換を実
施する。 

・「保護者・区民等の参画の
ための会議」を開催す
る。（学期に１回以上） 

・区ＰＴＡ協議会と区長の
意見交換を、区独自に実
施する。（年３回程度） 

・学校長及び学校協議会委
員を対象とした分権型教
育行政に関する研修を１
回実施した。 

・開催されたすべての学校
協議会に区長（または区
職員が代理）出席し、区長
メッセージを文書で配布
して説明と意見交換を
行った。 

・「保護者・区民等の参画の
ための会議」について、調
整に時間を要したため、
年１回の開催にとどまっ
た。 

・区ＰＴＡ協議会の会議に
区長が出席し、意見交換
を４回行った。 

・「保護者・区
民等の参画
のための会
議」の活性
化 に 向 け
て、テーマ
や委員構成
について検
討する必要
がある。 

・学校長及び学校協議会
委員を対象とした分権
型教育行政に関する研
修を実施。（年１回以
上） 

・学校協議会に区長や区
職員が出席し、区長
メッセージを文書で配
布して、説明と意見交
換を実施。（小中学校、
各年３回） 

・「保護者・区民等の参画
のための会議」を開催
（年１回以上）。意見聴
取するテーマを絞り込
むことで、会議の活性
化を図る。 

西淀川区 

・教育環境の充実に向け
て、学校や保護者・区民
等と意見交換を実施し、
プログラミング教育の
推進及び理科教育の向
上、国際理解教育の推進
や民間事業者を活用し
た基礎学力支援事業等、
教育環境の充実に向け

・保護者・区民等との意見交
換を実施した。（小学校単
位と中学校単位で各１
回、区全体の単位で１回） 

・プログラミング教育の推
進では、研究会及び教職
員向け勉強会、児童生徒
向け体験会、教員向け研
修を実施した。 

― ・教育環境の充実に向
け、学校や保護者・区
民等と意見交換を実施
し、基礎学力の向上事
業、プログラミング教
育の推進及び理数教育
の向上事業、国際理解
教育の推進事業や民間
事業者を活用した基礎
学力支援事業を行い、
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
た取組を実施 

・教育委員会事務局兼務の
区職員対象の勉強会を
実施 

・区教育行政連絡会等で
小・中学校長と情報共有
を行う 

・国際理解教育の推進では、
児 童 生 徒 向 け ワ ー ク
ショップとイングリッ
シュツアーを実施した。 

・民間事業者を活用した基
礎学力支援事業を５月に
開始した。 

・教育委員会事務局兼務の
職員間で勉強会を兼ねた
情報共有のための会議を
行った。 

・区教育行政連絡会等で小・
中学校長と情報共有を
行った。(４月・７～８月・
12 月・２～３月) 

・大阪工業大学と連携し、小
学生対象の理科イベント
を行った。 

学校教育を支援する。
（通年） 

・各小中学校に「インク
ルーシブ教育応援サ
ポーター」を配置。（通
年） 

・分権型教育行政の理解
促進に向け、区教育行
政連絡会で小・中学校
長と情報共有を行う。
（通年） 

・に～よん基金への寄付
を募り、大学・企業等
と連携した学校教育の
支援を行う。（通年） 

 

淀川区 

・分権型教育行政の枠組み
を活用した各種施策を、
担当職員各自が教育委
員会事務局兼務職員で
あることを自覚し、制
度・趣旨理解の下に、小
中学校との連携により
展開する。 

・区教育行政連絡会（小学
校の部・中学校の部を各
３回／年）において、小
中学校長とともに分権
型教育行政の枠組みに
沿った施策立案に向け
た検討を行う。 

・学校協議会（各学校３回
／年）の活性化に向けた
補佐を行う。 

・「淀川区子ども教育会議
（保護者・区民等の参画
のための会議）」（年３
回）において、分権型教
育行政の枠組みに沿っ
た施策にかかる学校と
の検討状況を伝え、意見
聴取する。 

・中学生の基礎学力向上を
主たる目的として、十三
中・美津島中・東三国中の
学校施設を活用しヨド
ジュクを実施した。 

・子どもの睡眠習慣改善（ヨ
ドネル）の取組を根付か
せていくため、希望校に
おいて講演会の実施支援
を行った。 

・児童・生徒の体力づくり支
援のため、学校の授業に
講師を派遣するスポーツ
出前講座を実施した。ま
た、運動が苦手な子でも
楽しめるスポーツを中心
にスポーツイベント（こ
どもスポーツ体験 DAY）
を実施した。 

・淀川区学力向上支援のた
め淀川漢字名人育成計画
をスタートさせ、区内中
学校及び区役所で漢字検
定の受検を実施した。ま
た、区広報誌で毎月漢字
クイズを掲載した。 

・区教育行政連絡会（小学校
の部・中学校の部）を各３
回開催し、分権型教育行
政の枠組みに沿った施策
立案に向けた検討を行っ
た。 

・学校協議会の開催状況の
事前周知（ＨＰ・Twitter）
や学校協議会で出た意見
を吸い上げ、区教育行政
連絡会及び淀川区子ども
教育会議において議論を
行った。 

・淀川区子ども教育会議（保
護者・区民等の参画のた
めの会議）を３回開催し、
分権型教育行政の枠組み

・子どもの睡
眠習慣改善
の取組につ
いて、より
浸透させて
いくために
も、今後の
事業の方向
性について
打ち出して
いく必要が
ある。 

・体力づくり
支援事業に
おいて、中
学校での利
用や参加者
が少ないこ
とから、中
学校の実情
に合った取
組の検討が
必 要 で あ
る。 

・学校協議会
新任委員に
対して、制
度理解を深
める必要が
ある。 

〔子どもの睡眠習慣改善
の取組〕 

・各校と連携した睡眠習
慣改善の取組を実施す
る。（通年） 

・大学等の協力機関等と
連携し、子どもを中心
とした区民が質の高い
良い睡眠をとるための
環境や行動例について
の提案を行うため、啓
発物を作成する。（11
月までに） 

・保護者・地域住民を対
象に睡眠に関する講演
会や体験型イベントを
開催する等の啓発を行
う。（通年） 

〔児童・生徒の体力づく
り事業〕 

・児童・生徒の体力づく
り支援のため、学校の
授業に講師を派遣する
スポーツ出前講座を引
き続き実施する。（通
年） 

〔淀川漢字名人育成計画
事業〕 

・区内小中学校で漢字検
定受検を実施する。（通
年） 

〔学校協議会〕 
・主に新任の学校協議会

委員へより一層の議論
参画を促すため研修を
８～10 月頃に実施す
る。また、研修会以降
に新委員が任命された
場合は、学校協議会開
催前に新任者用の研修
資料を配付する。（随
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
に沿った施策にかかる学
校との検討状況を伝え、
区の取組についての意見
を聴取し、教育委員会事
務局へ意見伝達を行っ
た。 

時） 
・学校協議会（各学校３

回／年）の活性化に向
けた補佐を行う。（通
年） 

〔区教育行政連絡会〕 
・区教育行政連絡会（小

学校の部・中学校の部）
を各学期１回開催し、
分権型教育行政の枠組
みに沿った施策立案に
向けた検討を行う。（通
年） 

〔保護者・区民等の参画
のための会議〕 

・淀川区子ども教育会議
を開催（各学期１回）
し、分権型教育行政の
枠組みに沿った施策に
かかる学校との検討状
況を伝え、意見聴取を
行う。（通年） 

東淀川区 

分権型教育行政の効果的
な推進に向けて、保護者や
地域住民等の多様な意見
やニーズを把握し、学校と
調整を行い、教育関連施策
を進めるとともに、学校を
核とした住民主体の学校
支援・教育コミュニティの
形成を進めていく。 
①区教育会議、区教育行政

連絡会 
区長が、区教育会議、区
教育行政連絡会を開催
し、区内の教育やそれに
関する子どものための
施策・事業について、立
案段階から意見を把握
し、適宜これを反映させ
るとともに、実績・成果
の評価にかかる意見を
聞くことで、地域や学校
協議会からの意見・ニー
ズに応じた教育施策・事
業の実現をめざす。 

②学校協議会への補佐 
区内各小・中学校で設置
されている学校協議会
の開催に際し、区役所職
員が出席し、運営状況に
ついて把握するととも
に、運営補助や、区内施
策に関する情報提供な
どの支援を行う。 

①区教育会議、区教育行政
連絡会 
区教育会議を開催した。
（２回） 
区教育行政連絡会を開催
した。（小学校３回、中学
校３回） 

②学校協議会 
開催された全ての学校協
議会に区役所職員が出席
した。また、７月に新任委
員向けの研修会を開催
し、区内施策に関する情
報提供を行った。 

 

― 分権型教育行政の効果的
な推進に向けて、保護者
や地域住民等の多様な意
見やニーズを把握し、学
校と調整を行い、教育関
連施策を進めるととも
に、学校を核とした住民
主体の学校支援・教育コ
ミュニティの形成を進め
ていく。 
①区教育会議、区教育行

政連絡会 
 区長が、区教育会議、

区教育行政連絡会を開
催し、区内の教育や子
どものための施策・事
業について、立案段階
から意見を把握し、適
宜これを反映させると
ともに、実績・成果の
評価にかかる意見を聞
くことで、地域や学校
協議会からの意見・
ニーズに応じた教育施
策・事業の実現をめざ
す。（通年） 

②学校協議会への補佐 
 区内各小・中学校で設

置されている学校協議
会の開催に際し、区役
所職員が出席し、運営
状況について把握する
とともに、運営補助や
区内施策に関する情報
提供などの支援を行
う。（通年） 



181 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東成区 

・区長と学校長との意見交
換会を定期的に開催し、
小中学校の実情等につ
いて共有する。 

・「体力向上」及び「国際理
解教育」の分野を中心に
各校の教育活動を支援
する。 

・区長と学校長との意見交
換会を定期的に開催し、
小中学校の実情等につい
て共有した。 

・「子どもの体力向上事業」
「国際理解教育支援事
業」などを実施し、教育活
動を支援した。 
区長と学校長との意見交
換会：中学校３回、小学校
11 回 
子どもの体力向上事業：
指導回数 66 回 
国際理解教育支援事業：
出前講座 12 回、交流事業
５校 

・よりよい事
業とするた
めに「子ど
もの体力向
上事業」や
「国際理解
教育支援事
業」などの
取組につい
て、成果や
課題等を学
校長と共有
し、継続性・
発展性を引
き続き高め
ていく必要
がある。 

・区長と学校長との意見
交換会を定期的に開催
し、小中学校の実情等
について共有する。（通
年） 

・30 年度の取組実績や課
題を踏まえ、引続き「体
力向上」及び「国際理
解教育」の分野を中心
に、各校の教育活動を
支援する。（通年） 

生野区 

・教育行政連絡会（年３回）
や教育保育連絡会（年２
回）の開催を通じて分権
型教育行政の理解促進
を図る。 

・学校、地域の実情に応じ
て各小中学校が実施す
る取組について、広報紙
やＨＰ等を活用して情
報発信を行う。 

・教育行政連絡会を小学校、
中学校、各２回開催した。 

・教育保育連絡会を２回開
催した。 

・各学校が児童生徒や地域
の実態等をふまえ実施す
る、創意工夫を生かした
特色ある教育活動の取組
について、広報紙やＨＰ
等を活用して情報発信を
行った。 

 

・学校、地域の
実情に応じ
た、特色あ
る教育活動
の取組に関
す る 情 報
が、区民に
届いていな
い。 

【特色ある教
育活動への
評価：学校
協議会委員
（83.3％）
に比して、
区 民 ア ン
ケ ー ト
（49.2％）
が低い】 

・教育行政連絡会や教育
保育連絡会の開催を通
じて小中学校のニーズ
把握等を行い、学校の
実情に応じた教育活動
を支援する。（随時） 

・学校、地域の実情に応
じて各小中学校が実施
する取組について、よ
り効果的な周知とする
ため、ブログを活用し
た情報発信を行う。（随
時） 

旭区 

・学校や地域における教育
の活性化につなげるた
めに、教育行政連絡会で
学校と連携を図る。 

・「保護者・区民等の参画の
ための会議（教育会議）」
を開催する。 

・区内各小中学校長と区役
所教育担当職員とで教育
行政連絡会を開催し、分
権型教育行政にかかわる
取組について意見交換を
実施した。（全体会議：４
月・９月・１月、小学校部
会：５月・６月・２月、中
学校部会：４月・１月・３
月） 

・区教育会議を開催し、区教
育関連の取組及び教育行
政連絡会での主な議事等
について共有し、意見交
換を行った。（９月） 

・教育行政連
絡会での意
見交換や校
長との面談
等により、
学校毎の特
色を聞き取
り、予算編
成や具体的
取組に活か
し て い る
が、引き続
き学力・体
力 が 向 上
し、防災教
育の取組等
が充実する
ように学校
と連携を図
る必要があ
る。 

・区教育行政連絡会を随
時実施し、学校や地域
における教育の活性化
につなげるため、学校
と連携を図る。（通年） 

・区教育会議を開催す
る。（９月） 

城東区 

・29 年度に引き続き、①兼
務の区職員への日常的
なＯＪＴの実施②校長
会、教育行政連絡会を通
じて分権型教育行政の

①兼務の区職員へ様々な企
画立案を行うにあたり、
区長会やこども教育部会
の資料等の共有を行っ

― ・30 年度に引き続き、①
兼務の区職員への日常
的なＯＪＴの実施②校
長会、教育行政連絡会
を通じて分権型教育行
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
趣旨を共有する。 た。 

②校長会（小学校５回・中学
校１回）、教育行政連絡会
（中学校１回）を実施し、
不登校児童生徒支援の状
況をはじめ、様々な情報
の共有を図った。 

政の趣旨を共有する。
（通年） 

鶴見区 

・教育行政連絡会の開催 
  小・中学校各学期１回 
・学校協議会への参加 
  市立幼稚園・小・中・高

校にて各学期１回 
 

・小・中学校の教育行政連絡
会を開催し、校長経営戦
略支援予算（区担当教育
次長執行枠）や学校選択
制等に関しての意見交換
を行った。（小・中学校：
各学期１回） 

・市立幼・小・中・高等学校
の学校協議会へ参画し、
学校等の運営状況や保護
者、地域住民等の多様な
意見やニーズを把握し
た。（幼・小・中・高等学
校：各学期１回） 

― ・教育行政連絡会の開催 
 小・中学校各学期１回 
・学校協議会への参加 

市立幼稚園・小・中・高
校にて各学期１回 

阿倍野区 

・阿倍野区教育会議及び阿
倍野区教育行政連絡会
を開催することにより、
学校園・教育コミュニ
ティの状況と進捗をモ
ニタリングし、その状況
に応じて学校園の教育
活動をサポートする。 

・分権型教育行政の効果的
な推進に向けて、分権型
教育行政の理解促進に
向けた取組等、具体的な
取組を進める。 

・阿倍野区教育会議及び学
校見学等の場での意見交
換会を開催した。：９回 

・阿倍野区教育行政連絡会
を開催した。：小学校の部
５回、中学校の部７回 

・公開授業や学校行事の見
学を実施した。：11 回 

・学校協議会の場において、
分権型教育行政の理解促
進等に向けた説明を行っ
た。：15 校 

・ＰＴＡに対して、分権型教
育行政の理解促進等に向
けた説明を行った。：３回 

― ・阿倍野区教育会議及び
阿倍野区教育行政連絡
会を開催することによ
り、学校園・教育コミュ
ニティの状況と進捗を
モニタリングし、その
状況に応じて学校園の
教育活動をサポートす
る。（通年） 

・分権型教育行政の効果
的な推進に向けて、分
権型教育行政の理解促
進に向けた取組等、具
体的な取組を進める。
（通年） 

住之江区 

・区教育行政連絡会や学校
協議会、保護者・区民等
参画のための会議など
各種会議に参加し、地域
や学校の状況を把握す
るとともに、その実情に
応じた支援を行う。 

・小中学校でそれぞれにお
いて区教育行政連絡会を
開催し、学校の実情に応
じた支援が行えるよう学
校長に意見を聞くととも
に、また各小中学校で開
催する学校協議会への参
加や、保護者・区民等参画
のための会議を通じて、
学校長や保護者などから
意見を聞き、学校の状況
把握に努め、こうした意
見を踏まえて学力向上や
学校の福祉的課題の解決
などに向けた取組を行っ
た。 

・より学校、地
域の実情に
応じた教育
が行われる
よう様々な
機会を捉え
て地域や学
校のニーズ
把 握 に 努
め、区役所、
学校、地域
が連携し学
力向上や学
校の福祉的
課題に解決
などに向け
取り組む必
要がある。 

・引き続き、区教育行政
連絡会や学校協議会、
保護者・区民等参画の
ための会議に参加し、
学校の実情把握に努め
るとともに、学習意欲
の向上や児童・生徒等
への様々な支援など、
教育環境の整備に向
け、学校や地域の実情
に応じた支援を行う。
（通年） 

住吉区 

・保護者・区民等の参画の
ための会議(区総合教育
会議)を定期的に開催し、
区長が所管する教育振
興に係る施策・事業等に
ついての意見を聴取す

・区総合教育会議を開催し、
29 年度の施策・事業の結
果及び 30年度事業の実施
状況と課題や元年度事業
の方向性、概要、計画につ
いて意見を聴取した（４

・区総合教育
会議におい
て、委員の
意見が区の
施策や事業
にどう反映

・保護者・区民等の参画
のための会議(区総合
教育会議)を定期的に
開催し、区長が所管す
る教育振興に係る施
策・事業について意見
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
る。 

・各学校に設置する学校協
議会について、モニタリ
ング及びサポートを行
うとともに、協議会が適
切に運営されるよう支
援する。 

 

回）。 
・区内小中学校の第１回〜

第３回学校協議会に出席
し、協議会運営の補佐を
行った。（小学校 14 校、中
学校８校） 

・学校協議会新任委員向け
研修会を実施した。 

・区内各小中学校の第１回
学校協議会において「運
営の手引き(概要版)」で制
度や委員の役割等につい
て説明した。（小学校 14
校、中学校８校） 

・学校協議会会長会を開催
し、問題意識の共有化を
図った（２回）。 

されている
かを認識し
てもらう必
要がある。
また、区の
施策や事業
の学校での
成果につい
ても認識し
てもらう必
要がある。 

・学校協議会
の委員が、
役割を正し
く理解し、
学校協議会
において活
発に意見を
述べてもら
う必要があ
る。 

を聞くとともに、学校
長との連携を強め、各
学校の状況や課題、及
び区の施策とその成果
について問題意識の共
有化を図る。（通年） 

・各学校の学校協議会に
ついてモニタリング及
びサポートを行うとと
もに協議会において活
発な意見交換が行われ
るよう委員に対する研
修などの支援をする。
（通年） 

東住吉区 

・教育行政連絡会の開催を
通じて校長との情報共
有を図るとともに、各校
の課題やニーズに応じ
た教育活動支援に取り
組む。 

・保護者・区民等の参画の
ための会議（区政会議・
子育て教育部会）で、学
校支援に関する取組に
ついて情報提供し意見
交換を行う。 

・教育行政連絡会で、小・中
学校長と教育委員会事務
局兼務の区職員との意見
交換を行うとともに情報
共有を図った。 
（５月・２月 小・中学校
別、各月１回） 

・「東住吉区教育活動サポー
ト事業」を実施し、学力・
発達障がいに関する各校
の課題に応じた支援を
行った。 

（通年） 
・民間事業者を活用し、区内

の中学生を対象にした課
外学習（塾）を実施するほ
か、３中学校で夏期講習
を実施した。 

（塾：通年、夏期講習：８月） 
・保護者・区民等の参画のた

めの会議（区政会議・子育
て教育部会）で、学校支援
に関する取組について情
報提供し意見交換を行っ
た。（７月） 

― ・教育行政連絡会の開催
を通じて校長との情報
共有を図るとともに、
各校の課題やニーズに
応じた教育活動支援に
取り組む。（通年） 

 

平野区 

・区教育会議、区教育行政
連絡会(小･中)の開催と
ともに幼稚園･高等学校
との意見交換をはかり
ながら、学校園と連携
し、学力向上や学習意欲
向上施策など分権型教
育行政の推進を図る。 

①教育会議（年３回）、教育
行政連絡会(小･中：各年
３回)、幼稚園意見交換会
（年１回）、区内府立高
等学校意見交換会（年２
回） 

・教育会議（３回）、教育行
政連絡会(小･中：各３回)、
幼稚園意見交換会（１回)、
区内府立高等学校意見交
換会（２回）を実施した。 

・区長・副区長・課長による
区内全小中学校長訪問を
実施した。 

・学校協議会(新任)委員研修
会及び区長との意見交換
会を実施した。 

・こども学力サポート事業
（学習支援：区内全小学
校及びこどもの居場所

― ・区教育会議、区教育行
政連絡会（小･中）の開
催とともに幼稚園･高
等学校との意見交換を
はかりながら、学校園
と連携し、学力向上や
学習意欲向上施策など
分権型教育行政の推進
を図る。 

①教育会議（年３回）、教
育行政連絡会(小･中：
各年３回)、幼稚園意見
交換会（年１回）、区内
府立高等学校意見交換
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
②区長・副区長・課長によ

る区内全小中学校長訪
問 

③学校協議会(新任)委員研
修会及び区長との意見
交換会 

④こども学力サポート事
業（学習支援：区内全小
学校及びこどもの居場
所等） 

⑤こどもの「生きる力」育
成支援事業（不登校相
談・対策支援） 

⑥ひらちゃん読書ノート
（読書習慣の定着に向
けた支援）作成･配付 

⑦小学生のための英語セ
ミナー・英語スピーチコ
ンテスト 

⑧中学生のための高等学
校合同進学説明会 

⑨平野区課外学習支援事
業 

⑩がんばる小学生・がんば
る中学生区長表彰 

等）を実施した。 
・こどもの「生きる力」育成

支援事業（不登校相談・対
策支援）を実施した。 

・ひらちゃん読書ノート（読
書習慣の定着に向けた支
援）を作成･配付した。 

・小学生のための英語セミ
ナー・英語スピーチコン
テストを実施した。 

・中学生のための高等学校
合同進学説明会を実施し
た。 

・平野区課外学習支援事業
を実施した。 

・がんばる小学生・がんばる
中学生区長表彰を実施し
た。 

・読書ノート表彰を実施し
た。 

会（年２回） 
②区長・副区長・課長に

よる区内全小中学校長
訪問（通年） 

③学校協議会(新任)委員
研修会及び区長との意
見交換会（９～11 月
頃） 

④こども学力サポート事
業（学習支援：区内全
小学校及びこどもの居
場所等）（通年） 

⑤こどもの「生きる力」
育成支援事業（不登校
相談・対策支援）（通年） 

⑥ひらちゃん読書ノート
（読書習慣の定着に向
けた支援）作成･配付
（通年） 

⑦小学生のための英語セ
ミナー・英語スピーチ
コンテスト（10～12 月
頃） 

⑧中学生のための高等学
校合同進学説明会（９
月） 

⑨平野区課外学習支援事
業（通年） 

⑩がんばる小学生・がん
ばる中学生区長表彰
（２月～３月） 

⑪ゲストティーチャー制
度（通年） 

西成区 

・区政会議教育部会におい
て、施策の立案段階か
ら、保護者・地域住民・
その他関係者（学校長代
表も含む）の意見を把握
し、適宜これを反映す
る。 

・教育行政連絡会で、上記
部会の趣旨や議事を説
明するなどして、校長に
対しても分権型教育行
政の理解促進を図る。 

・教育委員会事務局兼務の
区職員に対しては、上記
会議の開催に関する事
務は兼務職員全員で関
わるなど、ＯＪＴの形式
で分権型教育行政の理
解促進を図る。 

・区政会議教育部会を２回
開催して委員の意見を把
握し、元年度施策への反
映を行った。 

・教育行政連絡会を４回、各
中学校区の小・中学校校
長の代表校長１名ずつで
構成しているワーキング
グループ会議を１回開催
し、事業概要の説明や次
年度事業のあり方につい
ての議論等を行い分権型
教育行政の理解促進を進
めた。 

・上記会議に関する事務を
兼務職員全員で関わるな
ど、ＯＪＴの形式で分権
型教育行政の理解促進を
進めた。 

 

― ・区政会議教育部会にお
いて、施策の立案段階
から、保護者・地域住
民・その他関係者（学
校長代表も含む）の意
見を把握し、適宜これ
を反映する。（通年） 

・教育行政連絡会で、上
記部会の趣旨や議事を
説明するなどして、校
長に対しても分権型教
育行政の理解促進を図
る。（通年） 

・教育委員会事務局兼務
の区職員に対して、年
度当初だけでなく随時
研修を行い、教育行政
において、年々学校と
区との関係が密接にな
り、分権型教育行政に
おける区の役割がより
重要度を増している状
況や、それに応じて変
遷する制度、区役所の
役割をリアルタイムに
伝えていく。（通年） 
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柱 2-Ⅲ-ア 区における住民主体の自治の実現 

目標の達成状況 

目標指標①－１「区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、十分に区役所や委員との間で

意見交換が行われていると感じている区政会議の委員の割合」 

29 年度目標 

60.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
92.0％ 
93.0％ 100.0％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

都島区 
78.0％ 
79.0％ 76.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

福島区 
73.0％ 
74.0％ 77.4％ 達成 

78.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

此花区 
85.0％ 
87.0％ 68.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
68.0％ 
73.0％ 80.0％ 達成 

80％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正すする。 

西区 
70.0％ 
73.0％ 85.7％ 達成 

85.7％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

港区 
73.0％ 
73.0％ 88.1％ 達成 

88.2％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
50.0％ 
55.0％ 92.9％ 達成 

92.9％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

天王寺区 
73.0％ 
75.0％ 74.2％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

浪速区 
80.0％ 
85.0％ 88.2％ 達成 

89.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
82.0％ 
85.0％ 90.5％ 達成 

90.5％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

淀川区 
62.0％ 
64.0％ 77.3％ 達成 

90.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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29 年度目標 

60.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
100.0％ 
100.0％ 94.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
39.0％ 
40.0％ 81.0％ 達成 

81.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
80.0％ 
85.0％ 73.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

旭区 
70.0％ 
75.0％ 61.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

城東区 
77.0％ 
78.0％ 83.6％ 達成 

84.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
100.0％ 
100.0％ 73.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

阿倍野区 
73.0％ 
76.0％ 61.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
70.0％ 
80.0％ 100.0％ 達成 

100.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住吉区 
73.0％ 
73.0％ 80.9％ 達成 

80.9％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東住吉区 
73.0％ 
75.0％ 78.0％ 達成 

80.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

平野区 
46.0％ 
48.0％ 88.5％ 達成 

88.5％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西成区 
69.0％ 
73.0％ 96.3％ 達成 

96.3％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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目標の達成状況 

目標指標①－２「区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、適切なフィードバックが行わ

れたと感じる区政会議の委員の割合」 

29 年度目標 

60.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
73.0％ 
74.0％ 81.8％ 達成 

81.9％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

都島区 
76.0％ 
77.0％ 71.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

福島区 
70.0％ 
71.0％ 87.1％ 達成 

88.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

此花区 
85.0％ 
87.0％ 83.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
83.0％ 
85.0％ 85.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

西区 
70.0％ 
73.0％ 85.7％ 達成 

85.7％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

港区 
77.0％ 
80.0％ 90.5％ 達成 

90.6％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

大正区 
50.0％ 
55.0％ 58.3％ 達成 

58.3％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

天王寺区 
70.0％ 
72.0％ 73.3％ 達成 

73.3％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

浪速区 
75.0％ 
80.0％ 55.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
60.0％ 
70.0％ 81.0％ 達成 

81.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

淀川区 
65.0％ 
67.0％ 72.7％ 達成 

100％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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29 年度目標 

60.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
80.0％ 
82.0％ 85.7％ 達成 

87％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

東成区 
41.0％ 
42.0％ 79.0％ 達成 

79.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
80.0％ 
85.0％ 73.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

旭区 
70.0％ 
75.0％ 56.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

城東区 
73.0％ 
74.0％ 73.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

鶴見区 
70.0％ 
77.0％ 69.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

阿倍野区 
70.0％ 
73.0％ 72.2％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
65.0％ 
70.0％ 95.0％ 達成 

95.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する 

住吉区 
70.0％ 
70.0％ 70.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
70.0％ 
75.0％ 89.0％ 達成 

90％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年
度目標を上方修正する。 

平野区 
37.0％ 
39.0％ 76.0％ 達成 

76.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西成区 
66.0％ 
70.0％ 85.2％ 達成 

85.2％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 
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取組の実施状況 

取組①「区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。ア
ンケート結果に基づき
会議運営の改善を図る
とともに、いただいた
意見についての対応状
況を区政会議において
示す。 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・より活発な意見交換に向
け区政会議運営上の課題
把握のためのアンケート
を区政会議委員に対して
実施した。アンケート結
果に基づき、意見反映の
取組や対応を明示するな
ど会議運営の改善を図る
とともに、いただいた意
見についての対応状況を
区政会議において示し
た。 

・区政会議における意見へ
の対応状況（予算への反
映状況を含む）について、
区政会議において説明し
た。 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を平均して公表した。 

― 【区政運営についての委
員からの直接の評価】 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。（上期） 

 

都島区 

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・区政会議運営上の課題
について 29 年度に頂
いたご意見を踏まえ、
引き続き改善に取り組
む。 

・区政会議委員から議題
の提案を受付ける。 

・区政会議委員へのアン
ケート 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

【区政運営についての委
員からの直接の評価】 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・区政会議委員から議題の
提案を受付けた。 

・29 年度の区政会議におけ
る意見の対応状況を説明
した。（６月 第１回区政
会議） 

・区政運営について各委員
へ評価アンケートを実施
した。（７月） 

・会議運営について各委員
へアンケートを実施し
た。（11 月） 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を公表した。 

・より活発に意
見交換ができ
るような工夫
が必要。 

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。（下
期） 

・アンケート結果に基づ
き会議運営の改善を図
るとともに、いただい
た意見についての対応
状況を区政会議におい
て示す。（下期） 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。（通年） 

【区政運営についての委
員からの直接の評価】 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。（上期） 

福島区 

・区政会議を活用し、区
における施策や事業に
ついて、区民にその企
画・計画段階から参画
していただくととも
に、協働してこれに取

・第１回全体会（６月５日開
催）、保健福祉・総務部会
（９月 13 日開催）、市民
協働部会（９月 18 日開
催）、第２回全体会（11 月
１日開催）において、説明

― ・区政会議を活用し、区
における施策や事業に
ついて、区民にその企
画・計画段階から参画
していただくととも
に、協働してこれに取
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
り組み、その成果につ
いて評価を得て改善に
つなげていく。 

・区政会議において委員
から出された意見など
への対応状況につい
て、区政会議の場で
フィードバックする。 

用資料を基にフィード
バックを実施した。 

・８月７～８日に区政会議
委員の任意参加による少
人数での意見交換会「ラ
ウンドテーブル」を開催
した。 

 

り組み、その成果につ
いて評価を得て改善に
つなげていく。（通年） 

・区政会議において委員
から出された意見など
への対応状況につい
て、区政会議の場で
フィードバックする。
（通年） 

・意見の出しやすい環境
で活発な議論を行うた
めの少人数型意見交換
会「区政会議ラウンド
テーブル」を継続実施
する。（年１回以上） 

此花区 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・30 年度第２回区政会議
を 10 月に開催し、評価
結果等について委員へ
のフィードバックを行
う。 

 

【区の取組内容】 
①会議資料の事前送付 
②わかりやすい会議資料の
作成 

③事業に対する関心を高め
てもらうための演出（模
型展示等） 

④会議以外の場での意見聴
取の機会創出 

⑤頂戴したご意見のフィー
ドバック 

・上記区の取組について、委
員から４段階で評価を受
けて点数化し、各委員の
評価を平均してホーム
ページで公表した。 

・30 年度第２回区政会議を
10 月に開催し、評価結果
等 に つ い て 委 員 へ の
フィードバックを行っ
た。 

・区役所と委員
との間でより
活発な意見交
換を図る取組
が必要。 

・下記の取組を実施し、
区政会議委員に対する
アンケートを行う。（下
期） 

【区役所と委員との間で
より活発な意見交換を
図るための取組】 

・会議開催の概ね１か月
前に要点をとりまとめ
た資料を送付し、資料
に目を通す時間を確保
する。 

・事前にいただいた質問
に対して、会議当日ま
でにとりまとめて委員
に回答送付し、理解を
深めて会議当日に臨ん
でもらう。 

中央区 

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを新任の区政会
議委員に対して実施す
る。 

・アンケート結果に基づ
き会議運営の改善を図
る。 

 
【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・第１回目の区政会議を開
催し、29 年度の運営方針
について、区役所の自己
評価に対する意見に加
え、委員から直接評価を
受けた。 

・より活発な意見交換に向
け区政会議運営上の課題
把握のためのアンケート
を新任の区政会議委員に
対して実施し、アンケー
ト結果に基づき会議運営
の改善を図ることとし
た。 

【区政会議での委員の意見
の反映状況のフィード
バック】 

・区政会議における意見へ
の対応状況（予算への反
映状況を含む）について、
区政会議において説明し
た。 

― 【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。（下
期） 

・アンケート結果に基づ
き会議運営の改善を図
る。（下期） 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。（下期） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西区 

・地域活動協議会からの
推薦委員等により構成
される西区区政会議を
年２回以上開催する。 

・会議でいただいた意見
を次年度の運営方針や
予算、当年度の施策等
に活かすとともに、意
見に対する区の考えや
運営方針への反映状況
を広く区民に知っても
らうため、ホームペー
ジ等へ掲出する。 

・会議での活発な議論を
促して建設的な意見を
いただくため、区の施
策や事業について事業
説明会を開催するほ
か、特に委員の関心の
高いテーマについて
は、有識者等をお招き
しフォーラムを開催す
る等意見をいただきや
すい環境づくりに努め
る。 

・会議において頂いた質
問や意見に対する区の
基本的な方針を示し、
委員からの意見に対し
て丁寧にフィードバッ
クする。 

・地域活動協議会からの推
薦委員等により構成され
る西区区政会議を開催し
た。（７月、11 月、１月） 

・会議でいただいた意見を
当年度の施策等に活かす
とともに、意見に対する
区の考えや運営方針への
反映状況を広く区民に
知ってもらうため、ホー
ムページ等へ掲出した。
（８月、12 月、２月） 

・会議において頂いた質問
や意見に対する区の基本
的な方針を示し、委員か
らの意見に対して丁寧に
フィードバックした。（８
月、12 月、２月） 

 

― ・地域活動協議会からの
推薦委員等により構成
される西区区政会議を
年２回以上開催する。 

・会議でいただいた意見
を次年度の運営方針や
予算、当年度の施策等
に活かすとともに、意
見に対する区の考えや
運営方針への反映状況
を広く区民に知っても
らうため、ホームペー
ジ等へ掲出する。（通
年） 

・会議での活発な議論を
促して建設的な意見を
いただくため、区の施
策や事業について事業
説明会を開催するほ
か、特に委員の関心の
高いテーマについて
は、有識者等をお招き
しフォーラムを開催す
る等意見をいただきや
すい環境づくりに努め
る。（通年） 

・会議において頂いた質
問や意見に対する区の
基本的な方針を示し、
委員からの意見に対し
て丁寧にフィードバッ
クする。（通年） 

港区 

・意見交換を活性化させ
るため、委員に対する
アンケート結果や自由
に意見の言える場での
意見をもとに、６月の
区政会議から「わかり
やすい資料作成」、「わ
かりやすい説明」、「区
政運営に反映した意見
の報告」に更に取り組
む。 

【区政会議委員とのより活
発な意見交換】 

・区政会議委員からのご意
見等を郵送・ＦＡＸ に加
えてメール・電話で事前
に募集した。 

・当日の区政会議資料を見
やすくするため、文字の
拡大、資料数の削減、口取
り紙で番号を表示した。 

・パワーポイントを用いた
説明を中心とした端的な
説明を行うことで、従来
の区の説明は１時間で
あったが 30 分以内に改
善した。 

・事前資料の送付時期は、従
来３日前あったが、１週
間前の送付に改善した。 

・当区では部会で実質的な
議論が活発に行われてお
り、部会ごとのグループ
での配席に改善した。 

・区政会議運営上の課題把
握のためのアンケートを
区政会議委員に対して実
施した。 

・委員からのご意見を踏ま

― 【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・区政会議運営上の課題
把握のためのアンケー
トを区政会議委員に対
して実施する。（下期） 

・委員からのご意見を踏
まえ会議運営の改善を
図るとともに、いただ
いた意見についての対
応状況を区政会議で報
告する。（通年） 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況を明示し
て委員に説明する。（通
年） 

【区政運営についての委
員からの直接の評価】 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。（上期） 
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え会議運営の改善を図る
とともに、いただいた意
見についての対応状況を
区政会議で報告した。 

【区政会議での委員の意見
の反映状況のフィード
バック】 

・区政会議における意見へ
の対応状況を明示して委
員に説明した。 

【区政運営についての委員
からの直接の評価】 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を平均して公表した。 

大正区 

・施策・事業の企画段階
や事後だけではなく執
行段階においても区政
会議委員の意見を聴取
して必要に応じて反映
するなど、区政会議委
員とより活発な意見交
換を行う。 

・区政運営について、区
役所の自己評価に対す
る意見に加え、委員の
評価を直接受ける。 

・委員から出された意見
などについて、区政へ
の反映状況や反映でき
なかった場合の理由を
区政会議の場で明らか
にする。 

・４回の区政会議を開催し
た。開催に際しては、より
活発な議論を行う時間を
確保するため、事前に資
料を送付し、課題の把握
をしていただくととも
に、疑問点について事前
質問を行うことで、一括
して回答し効率よい運営
を行った。 

・各会議後には、発言できな
かった意見などを集約
し、文書での回答を行っ
た。 

― ・区政会議の開催（７・
９・12・２月の計４回） 

・施策・事業の企画段階
や事後だけではなく執
行段階においても区政
会議委員の意見を聴取
して必要に応じて反映
するなど、区政会議委
員とより活発な意見交
換を行う。（通年） 

・区政運営について、区
役所の自己評価に対す
る意見に加え、委員の
評価を直接受ける。（１
月） 

・委員から出された意見
などについて、区政へ
の反映状況や反映でき
なかった場合の理由を
区政会議の場で明らか
にする。（通年） 

天王寺区 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施。同アン
ケート結果に基づき会
議運営の改善を図ると
ともに、アンケート結
果への対応状況を区政
会議等において示す。 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・29 年度に実施したアン
ケート結果に基づき、区
政会議（２回実施）を分科
会形式で開催するととも
に区政会議委員ラウンド
テーブルを初めて実施
し、２つの部会も初開催
した。 

・区政会議（２回実施）にお
いて、前回会議での意見
への対応状況についての
説明資料を配布した。 

・第１回区政会議で意見交
換する時間を設けて委員
から４段階で評価を受
け、第２回区政会議で各
委員の評価の平均を説明
し、公表した。 

― ・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施。同アン
ケート結果に基づき会
議運営の改善を図ると
ともに、アンケート結
果への対応状況を区政
会議等において示す。
（通年） 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。（通年） 

・区の取組について、委
員から４段階で受けた
評価を点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。（通年） 
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浪速区 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。 

・29 年度に頂いた区政会
議運営上の課題につい
てのご意見を踏まえ、
会議運営の改善を図る
とともに、いただいた
意見についての対応状
況を区政会議において
示す。 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・区政会議の委員が区政
運営に参画していると
いう実感がより得られ
るよう、どのように意
見が反映されたかな
ど、よりわかりやすい
資料による説明を行
う。 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・課題把握のためのアン
ケートを委員に対して実
施した。（６回：本会議３
回、部会３回） 

・意見を踏まえ、会議運営の
改善を図り、対応状況を
区政会議にて示した。（毎
回） 

・予算への反映状況を含む
意見への対応状況につい
て、区政会議において説
明した。（１回：６月） 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を平均して公表した。（１
回：10 月） 

・区政会議の委員が区政運
営に参画しているという
実感がより得られるよ
う、どのように意見が反
映したかなど、よりわか
りやすい資料により説明
した。 

 

・委員から意見
等のフィード
バックが行わ
れていると感
じてもらうた
めには、対応
状況等をより
わかりやすい
資料による説
明をし、活発
な意見交換の
場となるよう
な会議運営の
工夫が必要で
ある。 

・活発な意見交換に向け
区政会議運営上の課題
把握のためのアンケー
トを委員に対して会議
毎に実施する。（通年） 

・30 年度の区政会議運営
上の課題についての意
見を踏まえ、会議運営
の改善を図る。（通年） 

・予算への反映状況を含
んだ区政会議における
意見への対応状況につ
いて説明する。（上期） 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し各委員
の評価を平均して公表
する。（上期） 

西淀川区 

・運営上の課題把握のた
めのアンケートを委員
に対して実施する。 

・アンケート結果に基づ
いた会議運営の改善及
びいただいた意見につ
いての対応状況を区政
会議において示す。 

・区政会議における意見
への対応状況を区政会
議にて説明する。 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・テーマ設定がわかるよ
うな資料の工夫及び資
料の事前送付を実施す
る。 

・運営上の課題把握のため
のアンケートを委員に対
して実施した。 

・アンケート結果に基づい
た会議運営の改善及びい
ただいた意見についての
対応状況を区政会議にお
いて示した。 

・区政会議における意見へ
の対応状況を区政会議に
て説明した。 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を平均して公表した。 

・テーマ設定がわかるよう
な資料の工夫及び資料の
事前送付を実施した。 

― ・区政会議委員の意見を
反映した会議運営と適
切なフィードバックを
実施する。（通年） 

淀川区 

・区政会議委員を対象に
アンケートを実施し、
アンケートの結果を参
考に、会議資料や会議
運営の更なる工夫を行
いながら区政会議委員
とより活発に意見を交
換する。 

・区政会議での委員の意

・アンケートを実施すると
ともに区政会議の運営に
ついて区政会議委員と意
見交換を行った。 

・区政会議では、プロジェク
ターを使用する等わかり
やすい説明を心がけた。 

・委員からより多くの意見
を聴取するために、①事

― ・区政会議委員を対象に
アンケートを実施し、
アンケートの結果を参
考に、会議資料や会議
運営の更なる工夫を行
いながら区政会議委員
とより活発に意見を交
換する。（通年） 

・区政会議での委員の意
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見に対してフィード
バックを行う。 

・区政運営について委員
から直接評価を受け
る。 

前に資料と意見票を送付
②開催後にも意見票を配
付した。 

・委員からの意見に対して
区役所の当初の方針及び
その後の対応状況を記載
した一覧表を配付し、
フィードバックを行っ
た。 

・29 年度運営方針につい
て、委員からの直接評価
を受けた。 

見に対してフィード
バックを行う。（通年） 

・区政運営についての委
員からの直接評価を受
ける（上期） 

・区政会議委員の改選の
年に当たるので、新し
くなられた委員にも活
発に意見交換ができる
ように工夫する。（下
期） 

東淀川区 

・区の施策事業について
立案段階から多様な区
民等（地域活動協議会
推薦及び公募からなる
区政会議委員）の意見
を把握し適宜これを反
映させるとともに、執
行段階及び事業終了段
階での実績及び成果の
評価にかかる意見を聞
くことで、地域の特性
やニーズに応じた区民
協働型の区政運営の実
現をめざす。 

・各専門部会を設け、そ
れぞれの分野に関する
学習会を多数開催し理
解を深めながら部会運
営するとともに、区政
会議委員を通じた地域
との連携を深めること
で、より専門的で実質
的な意見をいただくと
ともに、地域に根ざし
た会議運営を推進す
る。また、必要な意見を
まとめ確実に区政に反
映する仕組みづくりや
反映プロセスの見える
化を行い、区政への反
映状況や反映できな
かった理由などを区政
会議の場などで明らか
にしていく。 

・区政会議を実施した。（本
会３回、４部会計 15 回:同
日開催含む） 

・学習会を６回、議長･副議
長会を３回実施した。 

・29 年度の運営方針につい
て区政会議委員からの評
価を実施した。 

・区政会議委員へのアン
ケートを実施した。 

・区政会議委員の意見につ
いて区役所内で情報共有
し、意見に対する区役所
の対応方針等について、
区 政 会 議 委 員 へ 適 宜
フィードバックした。 

・より活発な意
見交換に向け
区政会議運営
上さらなる工
夫が必要であ
る。 

・区政会議本会開催（３
回以上）するとともに
それぞれの分野に関す
る各専門部会を設けて
部会別の会議・学習会
を適宜開催する。（通
年） 

・運営について委員アン
ケー トや会議を実施
し改善を図る。（年１回
以上） 

・論点が絞られたわかり
やすい資料を作成す
る。(通年) 

 ・意見への対応状況に
ついて、区政会議にお
いて委員へフィード
バックする。（通年） 

 ・委員による区政への
直接評価を実施し、点
数化して公表する。（上
期） 

東成区 

・意見交換がし易い座席
配置や、議論経過の共
有のため各グループで
板書用ホワイトボード
を用いるなど運営方法
を見直すとともに、よ
り一層見やすいわかり
易い資料や説明となる
よう取り組んでいく。 

・意見交換がしやすい環境
となるよう、座席配置を
見直し、番所用ホワイト
ボードを用いるなど運営
方法を見直すとともに、
より一層見やすいわかり
易い資料や説明となるよ
う取り組んだ。（６月、12
月、３月） 

・区政会議で関心の高かっ
た「大規模災害」「高齢者
の福祉と健康づくり」を
テーマに、区政会議委員
による自由な意見交換の
場を持った。（８月） 

・「意見を述べ
るために前提
となる区の現
状や行政のし
くみ等につい
ての知識が不
足している」
との意見が複
数あった。 

・区政会議委員とのより
活発な意見交換ができ
るよう、区政会議とは
別に、自由な意見交換
の場として、引き続き、
委員に関心の高いテー
マを題材にした井戸端
会議風勉強会を開催す
る。（８月） 

・新任委員が区政の現状
や行政のしくみ等につ
いて学ぶことができる
よう説明会を開催す
る。（10 月） 
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生野区 

・各部会において、学識
を有する者をファシリ
テーターとして配置
し、経験や事例を提示
しながら会議進行を行
うことで、区政会議委
員の発言しやすい環境
を作り、活発な意見交
換を行う。 

・区政会議での委員の意
見の反映状況をフィー
ドバックする。 

・区政運営について委員
からの直接の評価を受
ける。 

・各部会における学識を有
する者の会議進行によっ
て、区政会議委員のより
活発な意見交換が行え
た。 

・各部会及び全体会にて前
回会議での意見のフィー
ドバックを行った。また
委員からの意見に対する
予算反映状況等も示し、
より綿密なフィードバッ
クを行った。 

・区政運営についての委員
から直接評価をいただ
き、全体会にて共有した。 

・各委員からの
意見や要望、
評 価 に つ い
て、区役所や
委員との間で
意見交換がよ
り活発になる
ような工夫が
必要。 

・各委員からの
意見や要望、
評 価 に つ い
て、より適切
に フ ィ ー ド
バックが行わ
れるような工
夫が必要。 

・各部会において学識を
有する者をファシリ
テーターとして配置
し、経験や事例を提示
しながら会議進行を行
うとともに、行政から
の説明についてポイン
トを絞るなど、区政会
議委員の発言しやすい
環境を作り、活発な意
見交換を行う。（通年） 

・区政会議での委員の意
見の反映状況の綿密な
フィードバックを行
う。（通年） 

・区政運営について委員
からの直接の評価を受
ける。（下期） 

旭区 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・より活発な意見交換に
向け運営上の課題把握
のためのアンケートを
実施する。 

・区政会議における意見
への対応状況につい
て、区政会議で説明す
る。 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を平均して公表した。（12
月） 

・より活発な意見交換に向
け運営上の課題把握のた
めのアンケートを実施し
た。（２月） 

・区政会議における意見へ
の対応状況について、区
政会議で説明した。（随
時） 

・運営上の課題
把握のための
アンケート結
果を受け、引
き続き、会議
運営の改善を
図る必要があ
る。 

・資料の簡素化等により
会議運営の改善を図る
（通年） 

城東区 

・活発な意見交換に資す
るよう運営について委
員アンケートを実施し
改善を図る。 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・委員による区政の直接
評価を実施し、点数化
して公表する。 

・昨年度の委員アンケート
の結果や委員ニーズを踏
まえ、区内イベント一覧
の提供や、事業見学会を
実施した。 

・区政会議における意見へ
の対応状況を予算の反映
状況を含めて委員に口頭
および文書で説明した。 

・委員による区政の直接評
価を実施した。 

・12 月の部会では、会議前
に実施したアンケート結
果を踏まえて、議論テー
マを決めて意見交換を行
うなど運営改善を行っ
た。 

 

― ・意見交換を活発にし、
より効果的に意見を運
営方針に反映できるよ
う開催スケジュールを
変更する。（通年） 

・活発な意見交換に資す
るよう運営について委
員アンケートを実施し
改善を図る。（９月頃） 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。（通年） 

・委員による区政の直接
評価を実施し、点数化
して公表する。（上期） 

・より意見交換が活発に
なるよう区政会議委員
の定数の見直しを検討
する。（10 月） 

・区の施策等の知識を深
めてもらうため勉強会
等を開催する。（下期） 

鶴見区 
【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・区政会議委員へのアン
ケートを実施する。 

・区政会議委員へのアン
ケートを実施した。（９
月） 

・アンケート結果のフィー

・「意見を述べ
るために前提
となる区の現
状や行政のし

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・委員改選時に区の現状
や行政のしくみについ
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・ ア ン ケ ー ト 結 果 の
フィードバック及び結
果に基づく改善を行
う。 

【区政会議での委員の意
見の反映状況】 

・反映状況の説明を実施
する。 

ドバック及び結果に基づ
いた改善状況の説明を
行った。（全体会・各部会
において随時） 

・区政会議委員からの意見
に対する対応状況の説明
を行った。（全体会・各部
会において随時） 

 

くみ等につい
ての知識が不
足している」
との意見が複
数あった。そ
のため、元年
度中に予定さ
れている委員
改選により、
委員の知識不
足により十分
な議論がなさ
れない恐れが
ある。 

ての説明を行う。（下
期） 

・区政会議委員へのアン
ケートを実施する。（上
期） 

・ ア ン ケ ー ト 結 果 の
フィードバック及び結
果に基づく改善を行
う。（随時） 

【区政会議での委員の意
見の反映状況】 

・反映状況の説明を実施
する。（全体会・部会に
おいて随時） 

阿倍野区 

・区政会議の運営につい
ての効果的なＰＤＣＡ
の実施 

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・29 年９月のアンケート
結果に基づき会議運営
の改善を図るととも
に、いただいた意見に
ついての対応状況を区
政会議において示す。 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・29 年９月のアンケートで
いただいた意見をもと
に、「より活発な意見交
換」に向けて改善を行っ
た会議運営上の取組を区
政会議(６月)において報
告した。 

・区政会議における意見へ
の対応状況について、予
算反映状況も含めて明示
し、区政会議(６月)におい
て説明した。 

・区政会議運営上の課題把
握のためのアンケートを
区政会議委員に対して実
施した。（12 月） 

・29 年９月のア
ンケート結果
をふまえ、会
議進行にあた
り区役所から
の説明はポイ
ントを絞って
時 間 を 短 縮
し、委員との
意見交換の時
間を多く確保
するよう努め
てきたが、今
年 度 の ア ン
ケ ー ト で も
「区役所側の
説明が長く、
意見交換をす
る 時 間 が 短
い」という声
が多かったこ
とから、区役
所側の説明の
仕方をさらに
見直す必要が
ある。 

区政会議の運営について
の効果的なＰＤＣＡの実
施 
【区政会議委員とのより

活発な意見交換】 
・前年度のアンケート結

果に基づき会議運営の
改善を図るとともに、
いただいた意見につい
ての対応状況を区政会
議において示す。（上
期） 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。（下
期） 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。（上期） 

住之江区 

・委員アンケートを実施
することで課題を把握
し、会議運営の改善に
努める。 

・各部会の会議資料を簡素
化・統一化し、他部会の議
事内容の情報共有を図る
ことで、全体会での活発
な議論を促した。 

・委員アンケートにおいて
「自身の勉強不足により
事業内容についての知識
が不足している。」との声
が多く聞かれたため、平
易な言葉での資料作成や
丁寧な説明を行った。 

・元年度中に予
定されている
委 員 改 選 に
よって、これ
までの議論の
経過が途切れ
たり、委員の
知 識 不 足 に
よって十分な
議論がなされ
ない恐れがあ
る。 

・年度途中に委員改選予
定であるため、新委員
向けに議論の経過等を
説明する機会を設け、
スムーズに議論に参加
していただけるように
する。（10 月） 

住吉区 

・各委員から出された全
ての意見について、区
政への反映状況や反映
できない理由を、次回
会議までにフィード
バックを行う。 

・区政会議では、事前資料を
各委員へ送付し、意見聴
取を行い、全ての意見に
ついて、対応方針を説明
した。（４回） 

・区政に関わる
膨大な情報を
分かりやすく
伝える必要が
ある。 

・簡潔で分かりやすい資
料を作成するととも
に、区政会議でいただ
いた各委員からの意見
や要望は対応方針とし
てフィードバックを行
う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

東住吉区 

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・活発な意見交換に向け
区政会議運営上の課題
把握のためのアンケー
トを区政会議委員に対
して実施する。 

・アンケート結果に基づ
き会議運営の改善を図
るとともに、いただい
た意見についての対応
状況を区政会議におい
て示す。 

・本会議の意見交換を活
発にするため地域の現
地視察や学校へのヒア
リングの場面を設ける
等、部会長や議長、委員
とのコミュニケーショ
ンを密にとりよりス
ムーズな運営を行う。 

・第１回本会議を実施した。
（６月） 

・第１回専門部会を開催し
た。（２部会７月） 

・第２回専門部会を開催し
た。（２部会９月） 

・第２回本会議を実施した。
（10 月） 

・第３回本会議を実施した。
（２月） 

・専門部会を決定する希望
調査時に取り扱いたい議
題のアンケートや意見を
聴取し、第１回本会議の
議題に反映した。またそ
の対応として専門部会に
おける議論で対応状況を
示した。 

 

・意見交換は活
発に行われて
いるものの本
会議での提案
に至るまで意
見の集約がで
きておらず、
活発に行われ
ている意見交
換を提案に繋
げる運営上の
工夫が必要。 

・本会議の意見交換を活
発にするため地域の現
地視察を設ける等、部
会長や議長、委員との
コミュニケーションを
密にとりよりスムーズ
な運営を行う。（通年） 

平野区 

【区政会議委員とのより
活発な意見交換】 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。ま
た、アンケート結果に
基づき会議運営の改善
を図るとともに、いた
だいた意見についての
対応状況を区政会議等
において示す。 

【区政会議での委員の意
見の反映状況のフィー
ドバック】 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議で説
明するだけでなく、広
報紙においても広く周
知する。 

 

・毎回、会議終了後に委員に
対してアンケートを実施
し、そこでいただいた要
望を可能な限り実現し
た。主な実績としては、従
前、小グループの意見交
換会（約１時間）と全体会
（約１時間）を同日開催
していたが、４月は小グ
ループの意見交換会の単
独開催とし、各分野の個
別のテーマをじっくりと
深くご議論いただいた。
また、従前の「防災」「防
犯」「地域福祉」「こども」
の４つの分野に加え、「ま
ちづくり企画」分野を設
置し、地域魅力の向上に
つながる貴重な提言をい
ただくとともに、分野の
メンバーを固定化して、
継続性のある深い議論が
できる環境を整えた。 

・広報ひらの４月号で１
ページ全てを使って、区
政会議の紹介記事を掲
載。「区政会議とは」から、
分野ごとの「委員からの
意見とそれを受けた具体
的な取組内容」等を、写真
も交えて分かりやすく掲
載した。また、区政会議に
おける意見への対応状況
（予算への反映状況を含
む）等について、区政会議
の場で委員に説明するだ
けでなく、定期的に広報
ひらの等で周知し、より
多くの区民に対し、委員
の意見・区政への反映状
況の「見える化」を実施し

― ・引き続き、可能な限り
委員の要望に沿う運営
をめざす。また、いた
だいたご意見に対する
区役所の取組状況等に
ついては、簡易でわか
りやすい資料などにま
と め 、 よ り 適 切 な
フィードバックを行う
とともに、広報紙等で
定期的に委員の活動状
況を発信する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
た。 

西成区 

・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。 

・アンケート結果に基づ
き会議運営の改善を図
るとともに、いただい
た意見についての対応
状況を区政会議におい
て示す。 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。 

・区政会議運営上の課題を
把握するため、区政会議
委員に対してアンケート
を実施した。 

・アンケートでいただいた
意見を、区政会議におい
てフィードバックし、ま
た、それらの意見をもと
に会議の運営や進行の工
夫・改善を行った。 

・委員からの意見・質問等に
対する区の考え方を、区
政会議において説明し
た。 

・区の取組について、委員か
ら４段階で評価を受けて
点数化し、各委員の評価
を平均して公表した。 

 

― ・より活発な意見交換に
向け区政会議運営上の
課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員
に対して実施する。（９
月） 

・アンケート結果に基づ
き会議運営の改善を図
るとともに、いただい
た意見についての対応
状況を区政会議におい
て示す。（下期） 

・区政会議における意見
への対応状況（予算へ
の反映状況を含む）に
ついて、区政会議にお
いて説明する。（通年） 

・区の取組について、委
員から４段階で評価を
受けて点数化し、各委
員の評価を平均して公
表する。（上期） 
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柱 2-Ⅲ-ア 区における住民主体の自治の実現 

取組の実施状況 

取組②「区政会議と地域活動協議会との連携」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 
・地域活動協議会から推薦

を受けた区民に区政会
議の委員として就任し
ていただく。 

・引き続き、30 年度も地域活動
協議会から推薦を受けた区
民に区政会議の委員として
就任していただいた。 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を選定す
る。（通年） 

都島区 
・区政会議において地域活

動協議会からの推薦委
員に参画いただく。 

・区政会議において地域活動協
議会からの推薦委員に参画
いただいた。 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を選定す
る。（10 月） 

福島区 
・地域活動協議会から推薦

を受けた区政会議の委
員として活動していた
だく。 

・引き続き、区政会議において
地域活動協議会からの推薦
委員に参画いただいた。 

― ・引き続き地域活動協
議会から推薦を受け
た区政会議の委員を
選定する。（９月） 

此花区 
・区政会議において地域活

動協議会からの推薦委
員に参画いただく。 

・実施状況：区政会議において
地域活動協議会からの推薦
委員に参画いただいた。 

― ・地域活動協議会から
の推薦を受けた区政
会議委員を選定す
る。（上期） 

中央区 

・地域活動協議会から推薦
を受けた区政会議の委
員に参画いただくとと
もに、区広報紙を活用し
情報発信を強化するこ
とで、区政会議と地域活
動協議会の連携を深め
る。（通年） 

・地域活動協議会から推薦を受
けた区政会議の委員を引き
続き２名に参画いただいた。 

・区広報紙を活用し、地域活動
協議会の紹介に取り組むな
ど情報発信を強化した。（12
回） 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を引き続き
選定し、区政会議に
おける意見交換や情
報共有等による区政
会議と地域活動協議
会の連携を図る。（下
期） 

・区広報紙を活用し情
報発信を強化するこ
とで、区政会議と地
域活動協議会の連携
を深める。（下期） 

西区 

・地域活動協議会からの推
薦委員等により構成さ
れる西区区政会議を年
２回以上開催する。（通
年） 

・地域活動協議会からの推薦委
員等により構成される西区
区政会議を開催した。(７月、
11 月、１月) 

― ・地域活動協議会から
の推薦委員等により
構成される西区区政
会議を年２回以上開
催する。（通年） 

港区 

・区政会議において地域活
動協議会からの推薦委
員に参画いただく。 

・区政会議において地域活動協
議会からの推薦委員に参画
いただいた。 

― ・全地域活動協議会に
委員の推薦を依頼
し、地域活動協議会
から推薦を受けた区
政会議の委員を選定
する。（上期） 

大正区 

・30 年度は委員の選定は
ないため、30 年度も、地
域活動協議会から推薦
を受けた区政会議の委
員として活動していた
だく。 

・区政会議において地域活動協
議会からの推薦委員に参画
いただいた。 

 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を選定す
る。（通年） 

天王寺区 

・地域活動協議会をはじ
め、各種地域団体から推
薦を受けた区政会議の
委員を置く。 

・引き続き、区政会議において、
地域活動協議会をはじめ、各
種地域団体から推薦を受け
た委員に参画いただいた。 

― ・地域活動協議会をは
じめ、各種地域団体
から推薦を受けた区
政会議の委員を置
く。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

浪速区 

・地域活動協議会からの推
薦委員に区政会議に参
画していただく。 

・区政会議において地域活動協
議会からの推薦委員に参画
いただいた。 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区民を
区政会議委員として
選定する。（下期） 

・地域活動協議会から
の推薦委員等により
構成される区政会議
を開催する。（通年） 

西淀川区 
・区政会議での議論内容を

地域活動協議会会長会
で報告する。 

・区政会議での議論内容を地域
活動協議会会長会で報告し
た。（２回） 

― ・区政会議での議論内
容を地域活動協議会
会長会で報告する。
（通年） 

淀川区 

・委員改選の年ではない
が、任期途中で地域団体
推薦委員がやめる場合
は、後任の委員を地域活
動協議会から推薦頂く
ように依頼する。 

・任期途中で辞退した地域団体
推薦委員の後任を地域活動
協議会から推薦頂いた。 

 

― ・委員改選の年に当た
る元年度は、地域活
動協議会から区政会
議委員を推薦頂くよ
うに依頼する。（上
期） 

東淀川区 
・区政会議での議論内容を

地 域 活 動 協 議 会 へ
フィードバックを要請
する。 

・会議時、区政会議委員に情報
を地域へフィードバックす
るよう要請した。 

― ・引き続き地域活動協
議会から推薦を受け
た区政会議の委員を
選定する。（通年） 

東成区 

・区政会議委員の構成（地
域からの推薦や公募な
ど、区民を代表する委員
による）について、広報
紙で周知することで、地
域の総意形成機能を担
う地域活動協議会との
連携のもと区政会議を
開催していることを周
知する。 

・広報紙「ひがしなりだより」
で、運営方針や区政会議につ
いての特集記事を掲載し、区
政会議が地域から選出され
た代表者などにより構成さ
れていることを紹介した。 

 

― ・地域の総意形成機能
を担う、地域活動協
議会との連携を図
り、地域活動協議会
からの推薦を受けた
区政会議の委員を選
定する。（９月） 

生野区 

・地域活動協議会から推薦
を受けた区政会議の委
員を選定する。 

・30 年度は委員の選定な
し。 

・各部会および全体会において
地域活動協議会からの推薦
委員に参画いただいた。 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を選定す
る。（10 月） 

旭区 

・選定された委員と活発に
意見交換を行い、区政会
議と地域活動協議会と
の連携を図る。 

・各地域活動協議会から推薦さ
れた委員に、各地域の実情や
課題を基にご意見をいただ
いた。 

― ・区政会議と地域活動
協議会との連携が図
れるように、各地域
活動協議会を代表し
てのご意見をいただ
くように説明する。
（通年） 

城東区 
・区政会議において地域活

動協議会からの推薦委
員に参画いただく。 

・引き続き、区政会議において
地域活動協議会からの推薦
委員に参画いただいた。 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を選定す
る。（10 月） 

鶴見区 
・区政会議において地域活

動協議会からの推薦委
員に参画いただく。 

・29 年度に全地域活動協議会
から計 12 名の推薦を受け
た、区政会議委員を引き続き
参画いただいた。 

― ・地域活動協議会から
の推薦を受けた区政
会議の委員を選定す
る。（12 名）（通年） 

阿倍野区 

・30 年度は委員の改選な
し。（現委員の任期は 31
年９月まで） 

・区政会議において地域活
動協議会からの推薦委

・引き続き、区政会議において
地域活動協議会からの推薦
委員に参画いただいた。 

― ・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を選定す
る。（10 月） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
員に参画いただく。 

住之江区 

・各地域活動協議会から推
薦を受け委員に参画い
ただき会議の運営を工
夫することで、より連携
を深める。 

・30 年度は委員の選定な
し。 

・各部会及び全体会において、
地域の実情を把握できるよ
うな意見交換を促すなど、地
域の意見を区政に反映でき
るよう努めた。 

― ・委員改選予定である
ため、引き続き各地
域活動協議会から推
薦を受けた委員の選
定を行う。（９月） 

住吉区 

・区政会議において地域活
動協議会からの推薦委
員に参画いただく。 

・地域活動協議会から推薦を受
けた区政会議の委員(２名)が
選定されている状態を維持
した。 

・区政会議
で議論さ
れた課題
等につい
て、地域活
動協議会
との情報
共有を図
ることが
必要であ
る。 

・地域活動協議会から
推薦を受けた区政会
議の委員を２名に参
画いただく。（９月） 

・区政会議で議論され
た地域に関する課題
等について地域活動
協議会会長会で報告
する。（通年） 

東住吉区 

・30 年度も地域活動協議
会からの推薦委員とし
て活動していただく。 

・第１回本会議を実施した。 
（６月） 

・第１回専門部会を開催した。 
（２部会７月） 

・第２回専門部会を開催した。 
（２部会９月） 

・第２回本会議を実施した。 
（10 月） 

・第３回本会議を実施した。 
（２月） 

引き続き、地域活動協議会から
の推薦委員として活動してい
ただいた。 

― ・引き続き地域活動協
議会から推薦を受け
た区政会議の委員を
選定する（通年） 

平野区 

・地域活動協議会から推薦
を受けた区政会議の委
員を選定する。（30 年度
の委員選定あり） 

・引き続き、区政会議において
地域活動協議会からの推薦
委員に参画いただいている。
また、追加の選定にも対応で
きるよう枠を確保した。 

― ・引き続き、地域活動協
議会から推薦を受け
た区政会議の委員を
選定する。（通年） 

西成区 

・地域活動協議会から推薦
を受けた方に区政会議
の委員として活動して
いただく。 

・地域活動協議会から推薦を受
けた方に区政会議の委員を
務めていただいた。 

― ・31 年 10 月の委員改
選時に、地域活動協
議会から推薦を受け
た方を区政会議の委
員に選定する。 
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柱 2-Ⅲ-イ 多様な区民の意見やニーズの的確な把握 

目標の達成状況 

目標指標①「区役所が、様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると感じる区民の割合」 

29 年度目標 

35.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
40.0％ 
40.0％ 39.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
40.0％ 
41.0％ 41.1％ 達成 

42％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

福島区 
47.0％ 
48.0％ 43.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
39.0％ 
42.0％ 42.8％ 達成 

43.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

中央区 
38.0％ 
40.0％ 42.0％ 達成 

42.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正すする。 

西区 
41.0％ 
42.0％ 41.3％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

港区 
50.0％ 
60.0％ 47.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

大正区 
41.0％ 
43.0％ 38.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
42.0％ 
43.0％ 48.1％ 達成 

48.1％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

浪速区 
40.0％ 
40.0％ 40.2％ 達成 

41.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
43.0％ 
45.0％ 42.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
38.0％ 
40.0％ 38.5％ 達成 

41.9％ 
（理由） 
30 年度実績を踏まえて再検討し、元年度目標を上
方修正する。 
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29 年度目標 

35.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
38.0％ 
40.0％ 39.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東成区 
43.0％ 
44.0％ 47.7％ 達成 

47.7％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
40.0％ 
40.0％ 41.0％ 達成 

45.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

旭区 
42.5％ 
45.0％ 44.1％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

城東区 
40.0％ 
41.0％ 45.3％ 達成 

46.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
45.0％ 
47.0％ 44.5％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

阿倍野区 
45.0％ 
50.0％ 39.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
38.0％ 
40.0％ 41.6％ 達成 

42.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住吉区 
45.0％ 
50.0％ 42.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
40.0％ 
41.0％ 38.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

平野区 
38.0％ 
40.0％ 37.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
40.0％ 
42.0％ 38.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 2-Ⅲ-イ 多様な区民の意見やニーズの的確な把握 

取組の実施状況 

取組①「意見やニーズの把握手法の多角化」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・送付用の封筒が目立つ
ように色封筒や透明の
封筒への変更や、設問
に関するチラシやパン
フレットを同封するな
ど、回答率の向上のた
めの工夫を行う。 

・設問について、内容・ボ
リュームを見直すなど
回答率の向上のための
工夫を行う。 

・送付用の封筒が目立つよ
うに色封筒に仕様変更
し、回答率の向上のため
の工夫を行った。 

・設問について、内容・ボ
リュームを見直す（設問
数 30 問→27 問）など、
回答率の向上のための
工夫を行った。 

 

・区民アンケー
トに加え、さら
に、区民の意
見・ニーズを把
握する必要が
ある。 

・区民アンケートを実施
（下期）するとともに、
区政会議を開催（通年）
し、多様な区民の意見
を聴取し、ニーズを把
握する。 

都島区 

・区民アンケート ２回 
・区長出前講座「区長と
話そう！」の実施 

・地域担当制の実施 

・区民アンケートを実施し
た。 ２回（12 月、２月） 

・区長出前講座「区長と話
そう！」の周知を行っ
た。 １回（広報誌６月
号） 

・区長出前講座「区長と話
そう！」の出張実施
「ぶっちゃけ！都島」を
実施した。１回 

・地域担当制を実施した。 

― 無作為抽出した区民を対
象としてアンケートを実
施、サイレント・マジョ
リティなどを含めた多様
な区民の意見やニーズを
把握し、区政へ反映する。 
・区長出前講座「区長と

話そう！」の実施（通
年） 

・地域担当制の実施（通
年） 

・区民アンケート（２回） 

福島区 

・多様な区民の意見や
ニーズの把握のため、
能動的には区政会議や
区民モニターアンケー
ト調査(年３回)、区民
懇談会(年３回)によっ
て、受動的には「区長に
届けみんなの声、そし
て小さな声」（意見箱の
設置場所を含む鉄道駅
ほか区内 12 箇所に意
見用紙を常設）により、
意見収集や区政評価を
行う。 

・多様な区民の意見やニー
ズを把握するため、区民
モニターアンケートを
実施した(質問項目の調
整により、実施回数は２
回)。 

・また、６月に第一回目の
区政会議、８月に２回に
渡ってラウンドテーブ
ル、９月に区政会議保健
福祉・総務部会及び市民
協働部会、11 月に第２回
目の区政会議を開催す
るなど、地域の意見を広
く把握するよう努めた。 

・子育て世代が中心である
教育会議委員から区政
に関する意見を聴取し
た。 

・４月以降「区長に届けみ
んなの声、そして小さな
声」を通して随時意見収
集を行った。 

・ニーズを具体
的に区政に反
映することが
困難なことも
多く、区民が積
極的にニーズ
を訴える動機
付けの工夫が
必要である。 

・多様な区民の意見や
ニーズの把握のため、
能動的には区政会議や
区民モニターアンケー
ト調査(年３回)、区民
懇談会(年３回)によっ
て、受動的には「区長
に届けみんなの声、そ
して小さな声」（意見箱
の設置場所を含む鉄道
駅ほか区内 12 箇所に
意見用紙を常設）によ
り、意見収集や区政評
価を行う。(通年) 

・新たな意見把握手法の
検討を行う。（年１回以
上） 

此花区 

・これまで実施してきた
次の取組を継続して実
施する。 

（＊継続して取り組むこ
と） 

・ 無 作 為 抽 出 に よ る
1,500 名の区民を対象
とした此花区民アン

・区民アンケートを実施し
た。 

・意見箱で区民からいただ
いた苦情やご意見の周
知や原因把握に努め、業
務改善につなげること
ができた。 

 

― ・これまで実施してきた
取組を継続して実施す
る。（通年） 

（＊継続して取り組むこ
と） 

・ 無 作 為 抽 出 に よ る
1,500 名の区民を対象
とした此花区民アン
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ケートの実施 

・各事業の参加者を対象
としたアンケートの実
施 

・広報紙での区民意見や
ニーズの把握 

・区役所内に組織横断的
な地域担当チームを編
成。 

・区庁舎内に意見箱を設
置 

・効果的な取組であると
区長会議において判断
された内容を検討し、
可能なものを実施す
る。 

ケートの実施 
・各事業の参加者を対象

としたアンケートの実
施 

・区役所内に組織横断的
な地域担当チームを編
成。 

・区庁舎内に意見箱を設
置 

中央区 

・これまで実施してきた
次の取組を継続して実
施する。 

・市民の声の受付 
・広く区民から意見を聴
く改善箱を設置し、対
応状況等をホームペー
ジで公開 

・区民モニターアンケー
トの実施 ２回 

・アンケートの結果を
ホームページで公開    

・効果的な取組であると
区長会議において判断
され、ベストプラク
ティスとして 24 区で
共有された内容を検討
し、当区の実情に即し
たものを実施する。 

・市民の声の受付を行っ
た。（156 件） 

・広く区民から意見聴取す
るため、区役所庁舎内に
改善箱を設置した。 

・区民モニターアンケート
を実施した（２回） 

・アンケートの結果をホー
ムページで公開した。   

・効果的な取組であると区
長会議において判断さ
れ、ベストプラクティス
として 24 区で共有され
た内容を検討し、当区の
実情に即したものを実
施した。（２件） 

― ・引き続き、次の取組を
継続して実施する。 

・市民の声の受付（随時） 
・広く区民から意見を聴

く改善箱を設置し、対
応状況等をホームペー
ジで公開（随時） 

・区民モニターアンケー
トの実施 ２回（下期） 

・アンケートの結果を
ホームページで公開
（下期） 

・効果的な取組であると
区長会議において判断
され、ベストプラク
ティスとして 24 区で
共有された内容を検討
し、当区の実情に即し
たものを実施する。（随
時） 

西区 

・区長が区内で活動を
行っている団体等から
意見を聞く取組を行う
など、区民ニーズを把
握する仕組みを充実さ
せる。 

・区民の方からいただい
た意見等に対しても区
政運営に反映できた意
見だけではなく、反映
できなかったものにつ
いても、庁内掲示や
ホームページへの掲載
手法を工夫するなど、
区民ニーズの施策反映
について「見える化」を
意識した情報発信を行
う。 

・地域コミュニティの活性
化に向けて連携を検討
いただけるよう団体や
企業などを訪問し意見
をお聞きした。 

・区民モニターアンケート
を２回、「区長ぶらっと
訪問」を２回実施した。 

・「市民の声意見箱」で受け
た意見・要望と回答等を
掲示した。 

・区政会議において委員の
皆さんよりいただいた
全ての意見等に対する
区の考え方・回答につい
てホームページに掲載
するなど、「見える化」を
意識した情報発信を
行った。 

― ・区長が区内で活動を
行っている団体等から
意見を聞く取組を行う
など、区民ニーズを把
握する仕組みを充実さ
せる。（通年） 

・区民の方からいただい
た意見等に対しても区
政運営に反映できた意
見だけではなく、反映
できなかったものにつ
いても、庁内掲示や
ホームページへの掲載
手法を工夫するなど、
区民ニーズの施策反映
について「見える化」
を意識した情報発信を
行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

港区 

・これまでの手法の改善
を図りながら、他区で
の効果的な取組を参考
にしながら、意見・ニー
ズの把握手法の工夫・
充実を図る。 

・地域活動協議会ごとに地
域担当職員を配置して、
意見やニーズの把握を
行った。 

・これまでの手法である
「区民モニターアン
ケート」「み・な・と改善
箱」や「市民の声」等に
より意見・ニーズの把握
を行った。 

・ＳＮＳ別の特徴を踏ま
え、迅速な情報伝達には
Twitter を、詳細に報告
すべき内容については
Facebook を活用するな
ど工夫を図った。 

・既に導入して
いるＳＮＳの
有効活用が必
要である。 

・ 既 に 導 入 し て い る
Twitter で、アンケート
機能を活用して、多様
な区民の意見やニーズ
を把握する。（上期） 

・引き続き地域活動協議
会ごとに地域担当職員
を配置して、意見や
ニーズの把握を行う。
（通年） 

・これまでの手法である
「区民モニターアン
ケート」「み・な・と改
善箱」や「市民の声」等
により意見・ニーズの
把握を行う。（通年） 

大正区 

・無作為抽出した区民に
対する区民意識調査を
実施する。（７月、２月） 

・これを補完するため
に、区内福祉関連施設
や子育て関連施設など
の協力を得て、高齢者・
障がい者・子育て層な
どの声を把握に努め
る。 

・ＰＤＣＡサイクル徹底
のため、各事業の効果
測定を行うとともに、
調査結果の分析・課題
抽出により、今後の区
政運営に活用する。 

・上期と下期に一度ずつ、
無作為抽出した区民に
対する区民意識調査を
実施した。 

・これを補完するために、
区内福祉関連施設や子
育て関連施設などの協
力を得て、高齢者・障が
い者・子育て層などの声
を把握した。 

・ＰＤＣＡサイクル徹底の
ため、各事業の効果測定
を行うとともに、調査結
果の分析・課題抽出によ
り、今後の区政運営に活
用した。 

・無作為抽出し
た区民に対す
る区民意識調
査では若年層
の回答率が低
いことから、若
年層の意見や
ニーズを把握
できる効果的
な手法を導入
する必要があ
る。 

・引き続き、無作為抽出
した区民に対する区民
意識調査やこれを補完
するために、区内福祉
関連施設や子育て関連
施設などの協力を得
て、高齢者・障がい者・
子育て層などの声を把
握するとともに、新た
にＳＮＳ（LINE のア
ンケート機能）を活用
した区民の意見やニー
ズの把握を行う。（通
年） 

 

天王寺区 

・区民モニターを区政評
価員と位置づけ、区の
施策・事業に対する、多
くの多様な区民の意見
やニーズ、施策・事業の
成果・評価などに関す
る情報を収集・分析し、
施策・事業の企画・立案
から実施など全般に渡
る意思決定に役立てる
ために、調査を実施す
る。 

 調査回数 ２回（別途、
格付け１回） 
調査対象者数 

 区実施（２回） 
 １回目 2,000 名 
 ２回目 2,000 名 
・区政運営にかかる意見
や評価をいただくため
に、区役所職員から構
成される区民の声集約
チーム～あなたの声を
つなげ隊～のメンバー
が中心となって、意見
聴取を行う。区民と直
接対話を行うことで、
区民モニター（区政評

・区民モニター（区政評価
員）アンケート調査を
2,000 名を対象に２回実
施した。 

・～あなたの声をつなげ隊
～による意見聴取を、５
テーマ実施（意見聴取
1,884 件）した。 

 

― ・区民モニターを区政評
価員と位置づけ、区の
施策・事業に対する、
多くの多様な区民の意
見やニーズ、施策・事
業の成果・評価などに
関する情報を収集・分
析し、施策・事業の企
画・立案から実施など
全般に渡る意思決定に
役立てるために、調査
を実施する。（通年） 

 調査回数 ２回（別途、
格付け１回） 
調査対象者数 

 区実施（２回） 
 １回目 2,000 名 
 ２回目 2,000 名 
・区政運営にかかる意見

や評価をいただくため
に、区役所職員から構
成される区民の声集約
チーム～あなたの声を
つなげ隊～のメンバー
が中心となって、意見
聴取を行う。区民と直
接対話を行うことで、
区民モニター（区政評
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
価員）でも捕捉できな
い区政への関心の薄
い、サイレント・マジョ
リティの意見やニーズ
を的確かつ着実に把握
する。 

 1,200 件以上 

価員）でも捕捉できな
い区政への関心の薄
い、サイレント・マジョ
リティの意見やニーズ
を的確かつ着実に把握
する。 

 1,200 件以上（通年） 

浪速区 

・区民アンケートを実施 
する。 

・区民からの声 BOX を
庁内に設置する。 

・行政連絡調整会議で
「市民の声」の情報共
有をする。 

・地域担当職員により地
域情報を収集する。 

・区民の相談・意見・要望
を区長が直接聴く「区
長と語ろう」を実施す
る。 

 

・区民からの声 BOX を庁
内設置し日々確認を行
い、迅速な対応を行っ
た。 

・行政連絡調整会議を開催
し「市民の声」の情報共
有をした。（年６回） 

・地域担当職員による地域
情報の収集行い要望に
は、迅速な対応を行っ
た。 

・「区長と語ろう」を８月よ
り実施した。 

・区ＳＮＳ（ Twitter 、
Facebook）に区民から
の声 BOX 等に寄せられ
た意見等を公表した。 

― ・区民アンケートを実施
し公表する。（下期） 

・区民からの声 BOX を
設置し、区民の意見や
ニーズについて把握す
る。（通年） 

・区民からの声 BOX 等
の対応状況をＳＮＳで
公表する。（通年） 

・行政連絡調整会議で
「市民の声」の情報共
有をする。（年２回） 

・地域担当職員による地
域情報の収集を行う。
（通年） 

・「区長と語ろう」を実施
する。（通年） 

西淀川区 

・地域の集会所等に区役
所への要望や意見を郵
送できる専用フォーム
「西淀川区長に届くあ
なたの声」を設置する。 

・インターネットや携帯
端末で気軽に市政、区
政に対する意見、要望
を伝える手段があるこ
とを広報紙やホーム
ページで分かりやすく
発信するとともに、広
報 板 や Twitter 、
Facebook 等も活用し
広く区民に周知する。 

・無作為による区民アン
ケート調査を行う。：年
３回 

・地域の集会所等に区役所
への要望や意見を郵送
できる専用フォーム「西
淀川区長に届くあなた
の声」を設置した。 

・インターネットや携帯端
末で気軽に市政、区政に
対する意見、要望を伝え
る手段があることを広
報紙やホームページで
分かりやすく発信する
とともに、広報板や
Twitter、Facebook 等も
活用し広く区民に周知
した。 

・無作為による区民アン
ケート調査を行った。：
年３回 

・これまでの取
組を進めると
ともに、無作為
による区民ア
ンケート調査
については、回
収率の改善に
向けた取組が
必要である。 

・地域の集会所等に区役
所への要望や意見を郵
送できる専用フォーム
「西淀川区長に届くあ
なたの声」を設置する。
（通年） 

・インターネットで気軽
に市政・区政に対する
意見、要望を伝えられ
ることを、広報紙・Ｓ
ＮＳ・広報板等で広く
区民に周知する。（通
年） 

・無作為抽出による区民
アンケート調査を行
う。なお、実施に際し
ては、実施時期及び設
問内容等に改善を加え
る。 年３回 

淀川区 

・区民アンケート（２回）
を開催し、実施の際に
は、電子アンケートシ
ステムを活用し、40 歳
未満の回答数の増加を
めざし、全体の回答数
を増やす。 

・市民の声に対応する。 
・ご意見箱の意見に回答
し、ロビーで掲示する。 

・区長会議において決議
された「ＳＮＳを活用
した区民の意見やニー
ズの把握の取組」につ
いて、区長会議人事・財
政部会の支援を受けな

・区民アンケートを２回実
施した。 

・市民の声に対応した。 
・ご意見箱への回答を掲示
した。 

・Twitter、Facebook のア
ンケート機能を活用し、
ＳＮＳの可能性実験を
行った。 
Facebook ８ 月 実 施 、
Twitter12 月実施 

 

― ・区民アンケートを２回
実施する。（10・２月） 

・市民の声に対応、ご意
見箱への回答をロビー
で掲示する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
がら他区及び他都市の
取組内容を参考に、具
体的な内容・手法を検
討し、新たな取組を実
施する。 

東淀川区 

（区民等の参画による区
の特性に応じた区政運
営の推進） 

・区の施策事業について
立案段階から多様な区
民等（地域活動協議会
推薦及び公募からなる
区政会議委員）の意見
を把握し適宜これを反
映させるとともに、執
行段階及び事業終了段
階での実績及び成果の
評価にかかる意見を聞
くことで、地域の特性
やニーズに応じた区民
協働型の区政運営の実
現をめざす。 

（広聴相談・総合窓口機
能の充実） 

・区広聴・広報戦略に基
づく広聴の強化・分析
の取組を充実させるこ
とで、区民の声を区政
に活かす取組を進め
る。 

・区民からいただいた
「市民の声」について、
迅速確実に回答のう
え、適切に事務改善に
つなげていく。 

・身近な総合窓口として
市政・区政全般に対す
る区民のご意見を受け
止め、関係部署と連携
してその解決に取り組
む。 

・それらの取組結果につ
いて、積極的に広報を
行っていく。 

・市民の声の回答所要日
数短縮について区長か
ら直接指示を行うほ
か、日程管理手法の改
善等を行うことで、回
答所要日数短縮につな
げていく。 

・より一層の区民ニーズ
の把握のため、LINE＠
アカウントを活用した
アンケートを実施す
る。 

（区民等の参画による区
の特性に応じた区政運
営の推進） 

・区政会議を実施した。（本
会３回、４部会計 15 回:
同日開催含む） 

・学習会を６回、議長･副議
長会を３回実施した。 

・29 年度の運営方針につ
いて区政会議委員から
の評価を実施した。 

・区政会議委員へのアン
ケートを実施した。 

・区政会議委員の意見につ
いて区役所内で情報共
有し、意見に対する区役
所の対応方針等につい
て、区政会議委員へ適宜
フィードバックした。 

（広聴相談・総合窓口機能
の充実） 

・区民から多くの問い合わ
せがある等、区民の関心
が高い情報を抽出し、そ
の内容を各事業のター
ゲットにどのように伝
えていくかを検討して
区広聴広報戦略・年間戦
術シートにとりまとめ、
ビラの内容や広報紙の
表現に反映した。 

・主要な市民の声について
職員向けの「広聴・広報
ニュース」で事例共有を
行った。また、区長から
の直接指示や日程管理
手法の改善を行い、回答
所要日数についての短
縮につなげた。 

・行政連絡調整会議等を活
用し、区内の行政関係事
業所と連携して課題の
解決にあたった。 

・災害時の情報発信につい
て、LINE＠のおともだ
ちを対象としたアン
ケートを行った。 

 

― ・区広聴・広報戦略に基
づく広聴の強化・分析
の取組を充実する。（通
年） 

・市民の声の対応を行
う。（通年） 

・ご意見箱への回答を行
う。(通年) 

・区民アンケートを実施
する。（下半期１回） 

・区政会議本会（３回）の
他、部会･学習会を適宜
実施する。(通年) 

東成区 

・区民アンケートを実施
（３回：６月・９月・11
月（予定））するととも
に、地域担当職員によ
る地域情報の収集（11

・区民の多様な意見やニー
ズを把握するため、区民
アンケートを実施した。
（区２回、市民局１回） 

― ・区民アンケートを実施
する。：２回（区１回、
市民局１回）（11 月・12
月） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
地域）を実施する。 ・地域担当職員による地域

情報の収集（11 地域）を
引き続き実施した。 

 ・地域担当職員による
地域情報の収集を行
う。：11 地域（通年） 

生野区 

・ 無 作 為 抽 出 に よ る
1,500 名の区民を対象
とした生野区民アン
ケートを実施する。 

・各事業の参加者を対象
としたアンケートを実
施する。 

・区庁舎内へ意見箱を設
置する。 

・効果的な取組であると
区長会議において判断
された内容を検討し、
可能なものを実施す
る。 

・1,300 名の無作為抽出に
よる区民アンケートを
実施した。（過去３ヶ年
の有効回答数の実績と
統計学上の必要標本数
から抽出数を1,500から
1,300 へ見直した） 

・各事業の参加者を対象と
したアンケートを実施
した。 

・区庁舎内への意見箱を継
続して設置した。 

― ・ 無 作 為 抽 出 に よ る
1,300 名の区民を対象
とした生野区民アン
ケートの実施（下期） 

・各事業の参加者を対象
としたアンケートの実
施（通年） 

・区庁舎内への意見箱の
設置（通年） 

・効果的な取組であると
区長会議において判断
された内容を検討し、
可能なものを実施（通
年） 

旭区 

・区民アンケートを実施
する。 

・区民情報コーナーにご
意見箱を設置する。 

・区民情報コーナーに
「市民の声」の回答等
を配架（閲覧用）する。 

・区長会議部会で決議さ
れた、ＳＮＳを活用し
た意見聴取の取組等に
ついて検討する。 

・区民アンケートを２回実
施した。（10 月・２月） 

・区民情報コーナーにご意
見箱を設置した。 

・区民情報コーナーに「市
民の声」の回答等を配架
（閲覧用）した。 

・区長会議部会で決議され
た、ＳＮＳを活用した意
見聴取の取組等につい
て検討した。（９月～） 

・郵送による区
民アンケート
では若年層か
らの回答数が
少ないため、引
き続き、ＳＮＳ
を活用した意
見聴取等、幅広
い世代からの
回答が得られ
る手法につい
ての検討が必
要である。 

・区民アンケートを実施
する。（上期・下期） 

・区民情報コーナーにご
意見箱を設置する。（通
年） 

・区民情報コーナーに
「市民の声」の回答等
を配架する。（閲覧用）
（通年） 

・区長会議部会で決議さ
れた、ＳＮＳを活用し
た区民の意見等の把握
手法について検討す
る。（通年） 

城東区 

・区政会議や教育会議、
区民アンケート（年２
回）、コスモスメール
（ご意見箱）、市民の声
によるニーズ把握を実
施する。 

・区政会議を実施した。（５
月、７月、10 月、１月、
３月） 

・教育会議を実施した。
（12 月、３月） 

・区民アンケート（２回）、
コスモスメール、市民の
声によるニーズ把握を
実施した。 

― ・区政会議や教育会議、
区民アンケート（年２
回）、コスモスメール
（ご意見箱）、市民の声
によるニーズ把握を実
施する。（通年） 

・ＳＮＳを利用した意見
聴取の取組を実施す
る。（下期） 

鶴見区 

・区民アンケートを実施
する。：年３回 

・転入者リサーチアン
ケートを実施する。：年
３回 

・各課への意見箱を設置
する。 

・区長と区民との意見交
換会を行う。 

・区政会議を開催する。
（部会９回、全体会３
回） 

・区民アンケートを実施し
た。（３回） 

・転入者リサーチアンケー
トを実施した。（３回） 

・各課へ意見箱を設置し、
区民の意見・要望を受付
した。 

・区長と区民との意見交換
会を実施した。（１月） 

・区政会議を実施した。（全
体会：３回、各部会：２
回） 

・無作為抽出し
た 区 民 ア ン
ケートでは若
年層の回答率
が低いことか
ら、若年層の意
見やニーズを
把握できる効
果的な手法の
検討・実施が必
要である。 

・区民アンケートを実施
する。（年３回） 

・転入者リサーチアン
ケートを実施する。（年
３回） 

・ＳＮＳを活用したアン
ケート等の実施。（年１
回） 

・各課への意見箱を設置
する。（通年） 

・区長と区民との意見交
換会を行う。（年１回） 

・区政会議を開催する。
（全体会・部会）（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

阿倍野区 

・これまで実施してきた
次の取組を継続して実
施する。 

・区政会議の開催（全体
会年３回、各部会年２
回以上） 

・教育会議の開催(年６回
以上） 

・地域福祉推進会議 
・区民モニターアンケー
トの実施（年２回） 

・来庁者アンケートの実
施（年２回） 

・今月の目標の実施 
・意見箱の設置（区役所
内３か所） 

・地域担当職員が地域の
情報やニーズの把握・
情報発信 

 

・区政会議の開催：全体会
３回(６月・10 月・12 月)、
各部会２回(７月・８月) 

・阿倍野区教育会議及び学
校見学等の場での意見
交換会の開催：９回 

・地域福祉推進会議の開
催：２回（７月・３月） 

・区民モニターアンケート
の実施：２回(９月・２月) 

・来庁者アンケートの実
施：２回(10 月・２-３月) 

・毎月「今月の目標」を設
定し、正面玄関前にアン
ケートボードを設置し
て、職員が達成できてい
るかどうかの来庁者ア
ンケートを実施：月１回 

・意見箱の設置（区役所内
３か所） 

・地域担当職員が地域の情
報やニーズを把握し情
報発信を行った。 

 

・取組の実施に
あたり、区役所
が様々な機会
を通じて区民
の意見やニー
ズを把握して
いると区民が
感じられるよ
う工夫を行っ
ていく必要が
ある。（区民モ
ニ タ ー ア ン
ケートの回答
率向上にむけ
た検討、意見箱
について来庁
者からより認
知されるよう
掲示の見直し
等） 

・これまで実施してきた
次の取組を継続して実
施する。 

・区政会議の開催（全体
会年３回、各部会年２
回以上）（通年） 

・教育会議及び学校見学
等の場での意見交換会
の開催 (年８回以上 )
（通年） 

・区民モニターアンケー
トの実施(年２回)（12
月頃・２月頃）及び回
答率向上にむけた取組 

・窓口応対等にかかる来
庁者への調査 ( 評価
シート)の実施(年２回)
（10 月頃・２月頃） 

・「今月の目標」来庁者ア
ンケートの実施（毎月） 

・意見箱の設置(区役所内
３か所)（通年）及び来
庁者からより認知され
るよう掲示の見直し 

・地域担当職員が地域の
情報やニーズの把握
（通年） 

住之江区 

・必要に応じて地域別の
区民モニターアンケー
トの集計結果を活用す
るなどし、区民モニ
ターを今後の施策・事
業の効果のさらなる向
上につなげる。 

 

・広報紙７月号とホーム
ページにおいて、30年度
区民モニターの周知、募
集を行った。 

・区民モニターアンケート
を年３回実施した。ま
た、広報紙の懸賞応募を
活用したアンケートを
年 11 回実施した。 

・街かどご意見箱を区内
２ヵ所に設置して広く
意見を募集した。 

 

・区民モニター
アンケートだ
けでなく、市民
の声など様々
な意見やニー
ズを把握する
機会や手法の
周知も必要で
ある。 

・区民モニター
アンケートで
はそのあり方
の精査及び意
見やニーズが
より的確に把
握できるよう
な設問のあり
方の工夫が必
要である。 

・区政に対する区民ニー
ズを把握し、区政運営
に反映させるため、区
民モニターアンケート
を実施するほか、ＳＮ
Ｓ等による意見やニー
ズを把握し、事業に反
映させる。（通年） 

・広報紙の懸賞応募を活
用したアンケートやイ
ベント開催時のアン
ケートにより、意見や
ニーズを把握する。（通
年） 

住吉区 

・「声なき声」など把握し
にくいものも含めた多
様な区民ニーズや意
見･評価を的確に把握
し、施策や事業に反映
するため、区民意識調
査を年２回実施する。 

・調査にあたっては、Ｐ
ＤＣＡサイクル徹底に
向け、各事業の効果測
定や課題抽出等に生か
し、今後の区政運営に
反映する。 

・区民意識調査を実施（２
回）した。 

・地域担当職員を活用し、
ニーズや意見の把握を
行った。 

・市民の声の受付を行い、
いただいた内容につい
て、管理職情報共有会で
共有した。 

・子育て情報の発信をより
充実させるためLINE＠
を活用したアンケート
を実施（１回）した。 

・区民の意見や
ニーズを把握
する様々な手
法を検討・実施
する必要があ
る。 

・調査結果をＰ
ＤＣＡサイク
ル徹底に活か
す仕組みが必
要である。 

・ＳＮＳを活用したアン
ケート調査を実施する
（通年） 

・区民意識調査の結果を
ＰＤＣＡサイクルに活
かせるよう、全課統一
様式を作成する。（上
期） 

・いただいた市民の声に
ついて全課で共有し、
改善につなげる。（通
年） 

・区政会議他、地域から
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・区政会議、各種専門会議、
地域からの意見を予算
や施策に反映したこと
を広報で周知した。 

の意見を予算や施策に
反映したことを広報で
周知する（通年） 

東住吉区 

・区政会議を開催する。
（本会議３回、２部会
各２回実施） 

・区政会議の意義や議事
内容の区民への周知を
行う。（広報紙等） 

・年３回の区民アンケー
トを実施する。 

・新・東住吉区将来ビ
ジョンの実現に向け
た、区民が主役となる
まちづくりプロジェク
ト（e-sumi なでしこ）
のサポートを行う。 

・大阪城南女子短期大学
との包括連携会議を開
催する。（１回 上期） 

・大学や企業等と連携し
た取組の促進を行う。
（通年） 

 

・第１回本会議を実施し
た。（６月） 

・第１回専門部会を開催し
た。（２部会７月） 

・第２回専門部会を開催し
た。（２部会９月） 

・第２回本会議を実施し
た。（10 月） 

・第３回本会議を実施し
た。（２月） 

・区広報紙及びホームペー
ジにおいて区政会議の
意義や議事内容を区民
へ周知した。 

・区民アンケートを実施し
た。（８・12・２月） 

・ e-sumi なでしこのサ
ポートを実施した。 

・大阪城南女子短期大学と
の包括連携会議を開催
した。（７月） 

・城南女子短期大学や北港
観光と連携を支援する
意見交換を実施した。
（６月） 

・区役所が、様々
な機会を通じ
て区民の意見
やニーズを把
握しているこ
とを、区民に幅
広く伝えるた
めに、ＳＮＳや
広報紙をはじ
めとする様々
な媒体で発信
する必要があ
る。 

 

・区政会議を開催する。
（本会議２回、２部会
各１回実施）（通年） 

・区政会議の意義や議事
内容を区民へ周知す
る。（広報紙等）（上期） 

・区民アンケートを実施
する。（通年） 

・新・東住吉区将来ビ
ジョンの実現に向け
た、区民が主役となる
まちづくりプロジェク
ト（e-sumi なでしこ）
のサポートを実施す
る。（月１回） 

・大阪城南女子短期大学
との包括連携会議を開
催する。（１回 上期） 

・大学や企業等と連携し
た取組の促進を行う。
（通年） 

・上記の取組や多くの方
が訪れるイベント等で
意見やニーズの把握を
行っていることをＳＮ
Ｓや広報紙をはじめと
する様々な媒体で発信
する。 

平野区 

・年２回の区民モニター
アンケート時に、回答
率、回答年代等を分析
し、より効果的に区民
の意見やニーズを把握
できるよう工夫を凝ら
していく。 

・子育て層アンケートの
回答率が低いため、ア
ンケート方法を見直
す。 

・Twitter などのＳＮＳ
を活用し、電子申請シ
ステム（アンケートシ
ステム）へ促す。 

 

・質問の例を身近な取組に
したり、質問に関する資
料を添付するなど工夫
し、７月・12 月のアン
ケートを行った。 

・子育て層アンケートは郵
送するだけでなく、検診
当日職員が声掛けを行
い、アンケートの回収に
努めた。 

・電子申請システム（アン
ケートシステム）の活用
を検討したが、LINE ア
ンケートの方がより
ニーズが高いと判断し
た結果、実施しなかっ
た。 

・郵送によるア
ンケートを長
年続けてきた
が、若年層から
の回答が少な
い。 

・子育て層や若
年層向けにＳ
ＮＳを活用し
たアンケート
の検討が必要。 

・区民モニターアンケー
トを実施する。（年２
回）。 

・世代別アンケート（高
齢者層・子育て層）を
実施する。 

・LINE 開設の検討に伴
い、LINE アンケート
も検討する。 

西成区 

・幅広く区民からの意見
などを収集するととも
に、満足度などを把握
し検証するために区民
アンケート等を実施す
る。 

・無作為抽出した 1500 名
の区民を対象に区の施
策・事業等に関するアン
ケートを実施した。 

・イベントの参加者に評価
アンケートを実施した。 

・区役所１階に「ご意見箱」
を設置した。 

・区民の意見や
ニーズの把握
手法について、
より一層工夫
していく必要
がある。 

・他区での効果的な取組
を参考にしながら、意
見・ニーズを把握する
機会を増やすなど、幅
広く区民からの意見な
どを収集する。（通年） 

・満足度などを把握し検
証するために区民アン
ケート等を実施する。
（下期） 
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柱 2-Ⅳ-ア さらなる区民サービスの向上 

目標の達成状況 

目標指標①「区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思う区民の割合」 

29 年度目標 

75.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
70.0％ 
70.0％ 67.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
78.0％ 
79.0％ 65.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

福島区 
75.0％ 
76.0％ 70.4％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

此花区 
75.0％ 
78.0％ 69.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

中央区 
75.0％ 
76.0％ 80.9％ 達成 

80.9％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西区 
83.0％ 
84.0％ 73.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

港区 
80.0％ 
80.0％ 77.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

大正区 
82.0％ 
83.0％ 76.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
81.0％ 
82.0％ 76.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

浪速区 
75.0％ 
75.0％ 69.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西淀川区 
78.0％ 
81.0％ 68.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
80.0％ 
81.0％ 71.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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29 年度目標 

75.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
80.0％ 
82.0％ 70.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
66.0％ 
67.0％ 78.1％ 達成 

78.1％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
85.0％ 
88.0％ 86.9％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

旭区 
80.0％ 
80.0％ 76.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

城東区 
76.0％ 
77.0％ 76.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

鶴見区 
80.0％ 
82.0％ 80.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

阿倍野区 
82.0％ 
85.0％ 69.6％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住之江区 
70.0％ 
75.0％ 78.1％ 達成 

80.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

住吉区 
75.0％ 
80.0％ 78.0％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

東住吉区 
75.0％ 
76.0％ 69.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

平野区 
73.0％ 
75.0％ 68.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
72.0％ 
75.0％ 75.9％ 達成 

76.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

 

 

  

214 
 

柱 2-Ⅳ-ア さらなる区民サービスの向上 

目標の達成状況 

目標指標③「区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区役所から届いていると感じる

区民の割合」 

29 年度目標 

30.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

北区 
42.0％ 
43.0％ 40.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

都島区 
43.0％ 
50.0％ 46.8％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

福島区 
46.0％ 
47.0％ 46.7％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

此花区 
45.0％ 
50.0％ 48.6％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

中央区 
45.0％ 
48.0％ 43.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西区 
40.0％ 
43.0％ 35.3％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

港区 
50.0％ 
60.0％ 48.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

大正区 
51.0％ 
53.0％ 47.2％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

天王寺区 
41.0％ 
50.0％ 43.4％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

浪速区 
35.0％ 
40.0％ 40.2％ 達成 

41％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

西淀川区 
48.0％ 
50.0％ 45.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

淀川区 
40.0％ 
43.0％ 38.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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29 年度目標 

30.0％ 
 目標 

上段：30 年度 
下段：元年度 

30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

東淀川区 
40.0％ 
50.0％ 36.1％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東成区 
45.0％ 
46.0％ 51.3％ 達成 

51.3％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

生野区 
45.0％ 
50.0％ 40.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

旭区 
45.0％ 
50.0％ 48.9％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

城東区 
40.0％ 
50.0％ 50.5％ 達成 

51.0％ 
（理由） 
30 年度実績が元年度目標を上回ったため、元年度
目標を上方修正する。 

鶴見区 
52.0％ 
54.0％ 53.4％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

阿倍野区 
40.0％ 
50.0％ 41.4％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

住之江区 
45.0％ 
50.0％ 43.8％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

住吉区 
50.0％ 
55.0％ 48.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

東住吉区 
40.0％ 
50.0％ 41.6％ 達成 

変更なし 
（理由） 
予定通りに取組が進捗しているため。 

平野区 
40.0％ 
42.0％ 38.0％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 

西成区 
40.0％ 
44.0％ 36.7％ 未達成 

変更なし 
（理由） 
30 年度目標には到達していないが、元年度目標の
達成に向けて引き続き取り組んでいくため。 
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柱 2-Ⅳ-ア さらなる区民サービスの向上 

取組の実施状況 

取組①「区民に身近な総合行政の窓口としての機能の充実」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・北区業務関連索引簿
「北区取次名人」の内
容を充実させる。 

・古い情報や問合せが少な
い情報を削除し、最新の
区政情報等を把握し、「北
区取次名人」を更新した。 

・区役所が区民
に身近な総合
行政の窓口と
して機能した
かどうかの把
握が必要であ
る。 

・区役所が区民に身近な総
合行政の窓口として機
能したかどうかを把握
するため、「市民の声」や
「ご意見箱」を活用す
る。（通年） 

都島区 

・広聴・各種相談事業の
実施 

・行政連絡調整会議等
の開催 

・法律相談ほか４種の相談
事業を実施。 

・相談事業の充実を図るた
め、新たな相談事業の実
施（１月より社会保険労
務士相談実施）。 

・行政連絡調整会議 ４回
（４月、７月、12 月、３
月） 

・行政連絡調整会議小会議 
４回（６月、10 月、12 月、
３月） 

・行政連絡調整会議現業職
場事業所等連絡会議 ４
回（６月、10 月、12 月、
３月） 

・区民ニーズに
応じた相談事
業を行う必要
がある。 

・区民から寄せられる相談
や要望を受け付け、関係
局等への連絡や指示を
速やかに行う。区内の関
係行政機関等との連携
を強化する。（通年） 

・広聴・各種相談事業の実
施（通年） 

・各相談事業の利用状況に
応じた開催日数等の見
直し（上期） 

・行政連絡調整会議の開催
（通年） 

 

福島区 

・区役所が区民に身近
な総合行政の拠点と
して、窓口で区民ニー
ズに適切に対応する
ための各ツールの充
実に取り組む。 

・総合的な市政の内容
やその担当等が手軽
に検索できるウェブ
サイト等を駆使し、窓
口のその場でタブ
レット端末を利用し
即座に対応する仕組
みを構築する。 

・職員間での区役所業
務から担当の内線番
号が一目で確認でき
るツールの作成・共有 

・ライフイベントでの
主な手続き窓口の案
内を作成し、１Ｆロ
ビーに設置 

・４月から大阪市総合コー
ルセンターのウェブサイ
トアイコンをホーム画面
に表示させたタブレット
端末を窓口に設置した。 

・業務内容を記載した担当
の内線番号一覧を職員間
で共有し、随時アップ
デートした。 

・ライフイベントでの主な
手続き窓口の案内を１Ｆ
ロビーに設置した。 

 

・さらに便利な
職員用窓口対
応補助ツール
の検討が必要
である。 

・いわゆる「た
らい回し」や
「 案 内 間 違
い」について
は、取組によ
り改善されつ
つあるが、各
窓口での案内
に関するノウ
ハウが共有さ
れていない。 

・よくある問い合わせや間
違えやすい問い合わせ
事例について、イントラ
ネットを活用し、組織全
体で案内に関するノウ
ハウの共有を図る。(通
年) 

・窓口応対補助用タブレッ
ト端末を窓口に設置し、
幅広い問い合わせ等に
即座に対応する。(通年) 

・業務内容を記載した担当
の内線番号一覧を職員
間で共有し、随時アップ
デートする。(通年) 

・ライフイベントでの主な
手続き窓口の案内を１
Ｆロビーに設置する。
(通年) 

此花区 

・「関係局と連携して責
任を持って対応」する
ための連携先情報の
取りまとめ、連絡体制
の構築と連絡方法の
確認を行い、マニュア
ル化して職員に徹底
する。 

・関係局と連携して住
民の抱える課題を解

・随時連絡先等の更新をお
こない、引き続き業務で
活用した。 

・第１回の区政会議を６月、
第２回を 10 月に実施。 

・行政連絡調整会議メン
バーへの情報提供を適宜
実施。 

・「関係局と連
携して責任を
持って対応」
するためのノ
ウハウや連携
先情報につい
て、職員間で
共有する必要
がある。 

 

・「関係局と連携して責任
を持って対応」するため
の連携先情報の取りま
とめ、連絡体制の構築と
連絡方法の確認を行い、
マニュアル化して職員
に徹底する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
決するための体制を
構築する。 

（区政会議、行政連絡調
整会議などをベース
に具体に対応できる
連絡調整の仕組みを
構築） 

中央区 

・市民の声など区民が
抱える様々な課題に
対して、その内容に応
じて関係局と連携し
て、責任を持って対応
する。 

・来庁・郵便、電話やイ
ンターネット等によ
り受け付け、的確に
フィードバックする。 

・研修等への参加によ
り職員の課題解決力
を向上させる。 

・市民の声などに対して、関
係局と連携して責任を
もって対応するなど、的
確なフィードバックに取
り組んだ。（期限内に対応
した市民の声４～３月末 
25 件/25 件（100％）） 

・コーチングスキル研修を
実施した。（８月） 

・夜間スキルアップ講座な
どの周知を行った。 

・研修への参加
を促すため、
様々な研修を
広く周知して
いく必要があ
る。 

・引き続き、市民の声など
に対して、来庁・郵便、
電話やインターネット
等で受け付けし、関係局
と連携して責任をもっ
て対応するなど、的確に
フィードバックする。
（随時） 

・研修等への参加により職
員の課題解決力を向上
させる。（随時） 

西区 

・関係局との連絡体制
を確保することによ
り、区内の様々な課題
に対応できる体制づ
くりを進めるための
行政連絡調整会議を
開催する。 

・課を超えた情報共有
のため定期的に課長
会や係長会を開催す
る。 

 

・関係局との連絡体制を確
保することにより、区内
の様々な課題に対応でき
る体制づくりを進めるた
めの行政連絡調整会議を
５月に開催した。 

・毎月１回定期的に係長会
を開催するとともに、市
政方針や区長指示等区役
所全体で情報共有した上
で対応する必要が生じた
場合等に随時課長会を開
催してきた。 

 これらに加え、概ね毎日
夕刻に課長級による情報
交換会を実施し、課を超
えた情報共有を行った。 

・「過去１年間
に、区役所に
日常生活に関
する相談や問
合せを行った
区民のうち、
区役所がそれ
らの内容につ
いて適切に対
応したと思う
区民の割合」
が 29 年度実
績82.3％に対
し、30 年度
73.0％と減少
していること
から、様々な
課題に対応で
きる体制づく
りに取り組む
必要がある。 

・関係局との連絡体制を確
保することにより、区内
の様々な課題に対応で
きる体制づくりを進め
るための行政連絡調整
会議を開催する。（上期） 

・課を超えた情報共有のた
め定期的に課長会や係
長会を開催する。（通年） 

 

港区 

・様々な手法で受け付
けた相談や要望を、関
係部署と連携して迅
速かつ適切に対応す
る。 
行政連絡会議等を通
じ日ごろから連携し
て、迅速に対応する。 

・市民の声、みなと改善箱な
ど広聴に寄せられた意見
に対して、適切に回答す
るとともに、関係部署へ
情報提供を行った。 

・港区行政連絡調整会議開
催：計６回（奇数月に開
催） 

・６月の大阪北部地震、７月
の西日本豪雨、９月の台
風 21号時には関係所管の
間で連携して対応した。 

・市民の声やみ
なと改善箱な
どの広聴に係
るツールがあ
ることを区民
に知ってもら
う 必 要 が あ
る。 

・市民の声、みなと改善箱
など広聴に寄せられた
意見に対して、適切に回
答するとともに、関係部
署へ情報提供を行う。
（通年） 

・広報紙等を通じて、市民
の声やみなと改善箱な
どの広聴に係るツール
について、広く周知す
る。（通年） 

・港区行政連絡調整会議開
催を定期的に開催する。
（通年） 

大正区 

・区役所に寄せられた
「市民の声」などに対
して、市民に回答する
など、市民への説明責
任を果たす。 

・市民の声や広聴に寄せら
れる意見に対して、適切
に回答を行うとともに、
各担当課へ情報提供を
行った。 

・様々な相談や
意見・要望に
適切に対応す
るためには、
より一層区役

・「市民の声」など区民の意
見や要望について、迅速
かつ的確に回答を行う
ことはもとより、区経営
会議や区役所内部の組
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・行政連絡調整会議等

の開催 
・区内における課を超

えた情報共有のため
定期的に課長会や係
長会を開催する。 

・行政連絡調整会議を毎月
開催した。 

・情報共有のため、課長会や
係長会を開催した。 

 ・区役所に寄せられた「市
民の声」などに対して、迅
速に市民に回答した。 

所内部での情
報共有や連携
を図る必要が
ある。 

織を横断した「地域包括
支援プロジェクトチー
ム」において課題の進捗
管理を行うなど、市民へ
の説明責任を果たす。
（通年） 

天王寺区 

・「つなげ隊」、市民の
声、ＩＣＴ等を通じて
区に寄せられた区民
の意見・要望に対し
て、総合窓口としてワ
ンストップで対応し
ながら、所管局におい
て対応すべき事項に
ついては、速やかに所
管局等関係機関に伝
達し、連携して課題解
決に取り組む。また、
市民の声を基本とし
てその対応状況を
１ヶ月毎に取りまと
め、専用コーナーを設
けたうえでホーム
ページで公開する。 

 

・「つなげ隊」、市民の声、Ｉ
ＣＴ等を通じて区に寄せ
られた区民の意見・要望
に対して、総合窓口とし
てワンストップで対応し
ながら、所管局において
対応すべき事項について
は、速やかに所管局等関
係機関に伝達し、連携し
て課題解決に取り組ん
だ。また、市民の声を基本
としてその対応状況を
１ヶ月毎に取りまとめ、
専用コーナーを設けたう
えでホームページで公開
した。 
市民の声に関するもの 
各月１回（公表案件がな
い時を除く） 
区政会議や「つなげ隊」等
により聴取したもの（７
回） 

・引き続き、区
民の意見・要
望に対して関
係局と連携し
ながら、適切
に対応すると
ともに、市民
の声に対する
対応状況も適
時公表してい
く 必 要 が あ
る。 

・引き続き、「つなげ隊」、
市民の声、ＩＣＴ等を通
じて区に寄せられた区
民の意見・要望に対し
て、総合窓口としてワン
ストップで対応しなが
ら、所管局において対応
すべき事項については、
速やかに所管局等関係
機関に伝達し、連携して
課題解決に取り組む。ま
た、市民の声を基本とし
てその対応状況を１ヶ
月毎に取りまとめ、専用
コーナーを設けたうえ
でホームページで公開
する。（通年） 
市民の声に関するもの 
各月１回（公表案件がな
い時を除く） 
区政会議や「つなげ隊」
等により聴取したもの
（適時） 

浪速区 

・来庁、電話、インター
ネット等で寄せられ
る日常生活の中でさ
まざまな相談に対し、
各関係局等と連携し
て迅速に対応する。 

・行政連絡調整会議を
開催する。 

・地域担当職員による
地域情報の収集をす
る。 

・「区長と語ろう」を実
施する。 

 

・来庁、電話、インターネッ
ト等で寄せられるさまざ
まな相談に対し、各関係
局等と連携し迅速に対応
した。 

・行政連絡調整会議を開催
し「市民の声」の情報共有
をした。（年６回） 

・地域担当職員による地域
情報の収集を行い要望に
は、迅速な対応を行った。 

・「区長と語ろう」を８月よ
り実施した。 

 

・取組内容の周
知を強化する
必要がある。 

・来庁、電話、インターネッ
ト等で寄せられる様々
な相談に対し各関係局
等と連携して取り組む。
（通年） 

・行政連絡調整会議で「市
民の声」の情報共有をす
る。（年２回） 

・地域担当職員による地域
情報の収集を行う。（通
年） 

・「区長と語ろう」を実施す
る。（通年） 

・取組内容について効果的
な周知を行う。（通年） 

西淀川区 

・日常生活に関する
様々な相談・要望等を
インターネット、電
話、ファックス、投書、
来訪等で受け付け、関
係局と連携し、迅速か
つ適正に対応する。 

・市民の声、ご意見箱の
受付 

・「関係官公署や各種問
合せ窓口等一覧」を作
成して各窓口に常備
し、区民の目的に応じ
て情報を的確かつ速

・日常生活に関する様々な
相談・要望等をインター
ネット、電話、ファック
ス、投書、来訪等で受け付
け、関係局と連携し、迅速
かつ適正に対応した。 

・市民の声、ご意見箱の受付 
・「西淀川区役所接遇マニュ

アル」を改訂し「庁舎内窓
口案内表」「関係官公署一
覧表」を作成した。（11 月） 

・区内関係機関との連絡体
制（行政連絡調整会議）を
構築した。（年４回） 

・区民のニーズ
に応じた相談
業務を行う必
要がある。 

 

・日常生活に関する様々な
相談・要望等をインター
ネット、電話、ファック
ス、投書、来訪等で受け
付け、関係局と連携し、
迅速かつ適正に対応す
る。（通年） 

・市民の声、ご意見箱の受
付（通年） 

・目的に応じた窓口を、職
員が的確かつ速やかに
案内できるように、「関
係官公署一覧表」や「庁
舎内窓口案内表」の一層
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
やかに案内できるよ
うにする。 

・区内関係機関との連
絡体制の構築 

 の各課への配備と活用
を図る。（通年） 

・区内関係機関との連絡会
（行政連絡調整会議）を
開催（年４回） 

淀川区 

・市民の声の対応につ
いては短縮目標をか
かげた所属内のルー
ルで実施する。 

・適切な所管部署への
伝達を受付日から２
開庁日以内に行う。 

・政策企画室作成「市民
の声Ｎｅｗｓ」の庁内
ポータルアップ時に
区役所内職員あて記
事の紹介を行い、各課
の広聴に対する意識
付けを図る。 

・所属内ルールの周知をし
た。 

・日々受信確認を行い各担
当へ伝達をした。 

・「市民の声Ｎｅｗｓ」を所
属内職員にコメントをつ
けて周知した。 

 

・当区で回答を
行う市民の声
については区
独自ルールで
短縮を心掛け
ているが、回
答日数を要し
ている案件も
ある。 

・区役所全職員に対して市
民の声の事例共有を行
い、組織全体で広聴に対
する意識付けを図る。
（通年） 

・市民の声の対応について
は短縮目標をかかげた
所属内のルールを徹底
する。（通年） 

 

東淀川区 

・区広聴・広報戦略に基
づく広聴の強化・分析
の取組を充実させる
ことで、区民の声を区
政に活かす取組を進
める。 

・区民からいただいた
「市民の声」につい
て、迅速確実に回答の
うえ、適切に事務改善
につなげていく。 

・身近な総合窓口とし
て市政・区政全般に対
する区民のご意見を
受け止め、関係部署と
連携してその解決に
取り組む。 

・それらの取組結果に
ついて、年度末に向け
て好事例を取りまと
め、積極的に広報を
行っていく。 

・LINE@アカウントを
活用したアンケート
を実施する。 

・市民の声の回答所要
日数短縮について区
長から直接指示を行
うほか、日程管理手法
の改善等を行うこと
で、回答所要日数短縮
につなげていく。 

・区民から多くの問い合わ
せがある等、区民の関心
が高い情報を抽出し、そ
の内容を各事業のター
ゲットにどのように伝え
ていくかを検討して区広
聴広報戦略・年間戦術
シートにとりまとめ、ビ
ラの内容や広報紙の表現
に反映した。 

・主要な市民の声について
職員向けの「広聴・広報
ニュース」で事例共有を
行った。また、区長からの
直接指示や日程管理手法
の改善を行い、回答所要
日数についての短縮につ
なげた。 

・行政連絡調整会議等を活
用し、区内の行政関係事
業所と連携して課題の解
決にあたった。 

・市民の声への対応事例に
ついてのホームページを
30 年度分まで反映したも
のに更新した。 

・災害時の情報発信につい
て、LINE＠の「おともだ
ち」を対象としたアン
ケートを行った。 

 

・区役所が適切
な対応を行っ
ていると感じ
ていただける
方が前年比で
減 少 し た た
め、対応の改
善に努める必
要がある。 

・区広聴・広報戦略に基づ
く広聴の強化・分析の取
組を充実させることで、
区民の声を区政に活か
す取組を進める。（通年） 

・区民からいただいた「市
民の声」について、迅速
確実に回答のうえ、適切
に事務改善につなげて
いく。（通年） 

・身近な総合窓口として市
政・区政全般に対する区
民のご意見を受け止め、
関係部署と連携してそ
の解決に取り組む。（通
年） 

・それらの取組結果につい
て、積極的に広報を行っ
ていく。（通年） 

 

東成区 

・ホームページ等適切
な媒体を通じて情報
発信する。 

・広聴相談の問合せに
ついては関係機関等
と連携していく。 

・区民アンケートの際
に適切に対応できな

・担当所属など関係機関と
連携を密にするため、行
政連絡調整会議等を開催
し、その結果をホーム
ページで情報発信した。 

・関係機関等と連携をして
広聴相談の問合せへの対
応をした。 

― ・区民に身近な窓口とし
て、担当所属など関係機
関と連携を密にしなが
ら、市政に関する相談や
問合せにスピード感を
もって的確に対応する。
（通年） 

・行政連絡調整会議等の開
催により連携を強め、総
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
かったと感じるのか
を明らかにする。 

合拠点機能の充実を図
る。（通年） 

生野区 

・来庁者への適切な案
内のため、区役所１階
に総合案内を設置す
るとともに、庁内にフ
ロアマネージャーを
配置する。 

・「お仕事がんばっＴＥ
Ｌ」を最新年度版へ更
新し、職員に配布・活
用する。 

・区役所１階に総合案内を
設置し、庁内にフロアマ
ネージャーを配置した。 

・「お仕事がんばっＴＥＬ」
を 30 年度版へ更新し、職
員に配布し、より丁寧で
迅速な区民対応等ができ
るよう活用した。 

― ・来庁者への適切な案内の
ため、区役所１階に総合
案内を設置するととも
に、庁内にフロアマネー
ジャーを配置（通年） 

・「お仕事がんばっＴＥＬ」
を最新年度版へ更新し、
職員に配布・活用（上期） 

旭区 

・区役所内の「改革支援
チーム会議」におい
て、日常の点検や必要
な作業を主体的に取
り組む。 

・市民向け事象ごとの
手続きを一覧にし 
た「窓口案内カード」
の内容を点検する。 

・母子健康手帳交付時
に出生後の手続き（出
生届、新生児の各種検
診及び児童手当申請
等）を一冊にまとめた
「ベベクロ」を 25 年
より配布しているが、
利用率が低調である
ことから、利用率向上
に向けて、現状を分析
するとともに改善策
を検討する。 

・改革支援チーム会議を毎
月第３木曜に開催し、今
年度の取組体制としては
３つのプロジェクトチー
ムを設置することとし、
各課での日常的に取り組
む課題を抽出した。 

・案内カードの点検（１回
目）を４月に 実施した。 

・出生届を提出された方を
対象にベベクロに関する
アンケートを実施した
（９月）。結果では、認知
度及び利用率は 40％程度
に留まったが、満足度は
95％であった。利用率が
低調な要因は、情報量過
多によるものと考えられ
るため、各種手続きの案
内文の簡素化等による改
善策を検討した。 

・ベベクロの利
用率向上に向
け、簡素化す
る こ と に よ
り、省略した
事項の周知方
法の検討が必
要となった。 

・区役所内の「改革支援
チーム会議」において、
日常の点検や必要な作
業を主体的に取り組む。
（毎月） 

・職員向け案内ガイドブッ
クを更新する（上期）ほ
か、「改革支援チーム会
議」において検討の結果
取り組むべき改善に取
り組む。（通年） 

・市民向け事象ごとの手続
きを一覧にした「窓口案
内カード」の内容を点検
する。（随時） 

・各種手続きや行政サービ
スの時宜を得た周知方
法等の検討を行い、引き
続き、ベベクロの利用率
向上に向けて取り組む。
（通年） 

城東区 

・区内行政官公署が参
加する会議（行政連絡
調整会議、広聴事案城
東区事業所連絡調整
会議）等の機会を通
じ、連携を深めること
により、総合拠点機能
を充実させる。 

・法律相談等各種専門
相談事業の実施。 

・「くらしの手続き案
内」の配付及びＨＰへ
の掲載 

・行政連絡調整会議、広聴事
案城東区事業所連絡調整
会議を実施。 

・法律相談等各種専門相談
事業を実施。 

・「くらしの手続き案内」の
配付及びＨＰへの掲載 

― ・行政連絡調整会議、広聴
事案城東区事業所連絡
調整会議を実施。（通年） 

・法律相談等各種専門相談
事業を実施。（通年） 

・「くらしの手続き案内」の
配付及びＨＰへの掲載
（通年） 

鶴見区 

・各種専門相談の実 
施 

・区役所版ＦＡＱの更
新 

・各事業所（署）が受け
付けた意見・要望・提
案等を相互に情報共
有するとともに区役
所版ＦＡＱに関係事
業所（署）の内容も掲
載及び更新するなど
鶴見区担当事業所
（署）と連携 

・各種専門相談を実施した。 
・区役所版ＦＡＱの更新を

行った。（１回） 
・各事業所（署）との会議等

で、受付けた意見・要望・
提案や対応状況等を情報
共有し、連携を図った。 

・台風時に多かった問合せ
内容を各事業所（署）と情
報共有し、広報で周知し
た。（11 月） 

― ・各種専門相談の実施（通
年） 

・区役所版ＦＡＱの更新
（随時） 

・各事業所（署）が受け付
けた意見・要望・提案等
を相互に情報共有する
とともに区役所版ＦＡ
Ｑに関係事業所（署）の
内容も掲載及び更新す
るなど鶴見区担当事業
所（署）と連携（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

阿倍野区 

・区民の課題を的確に
把握し、関係局と連携
し、適切に対応できる
よう、行政連絡調整会
議（年５回）及び行政
連絡調整会議小会議
（年４回）を開催す
る。 

・行政連絡調整会議(４月・
７月・10 月・１月)及び行
政連絡調整会議小会議(５
月・８月・11 月・２月)を
開催した。３月の行政連
絡調整会議は、情報提供
案件照会の結果、意見交
換を要する案件がなかっ
たため、情報提供資料配
付による対応とした。 

・区内の関係行
政機関等との
連 携 を 強 化
し、区民から
の問合せ等に
適切に対応す
る 必 要 が あ
る。 

・区民の課題を的確に把握
し、関係局と連携し、適
切に対応できるよう、行
政連絡調整会議(年５回)
及び行政連絡調整会議
小会議(年４回)を開催す
る。（通年） 

住之江区 

・関係局等と連携を深
め、区民が抱える様々
な課題にさらに迅速
かつ的確に対応する。
また、若手職員を中心
とした職場改善プロ
ジェクトチームによ
る窓口サービスにお
ける課題の洗い出し、
改善実行、検証を行
う。 

・市民の声、電話、来庁等、
区民から寄せられた意見
内容に応じ、適切に関係
局等と連携を行い、迅速
かつ的確に対応した。 

・職員全員にアンケートを
とり、そこから意見を取
り入れ、「受付シート」の
修正等、改善の取組を
行った。 

・インターフェ
イス機能をさ
らに向上させ
ることで、区
民に身近な総
合行政の窓口
機能を高める
必要がある。 

・区民から寄せられた意見
内容に応じ、適切に関係
局等と連携を行うこと
で、区民に身近な総合行
政の窓口として、区民が
抱える様々な課題に迅
速かつ的確に対応する。
（通年） 

 

住吉区 

・来庁者に対し、誰もが
的確に案内できるよ
う、50 音別業務担当
一覧表やよくある問
い合わせＱＡを全職
員で共有する。 

・50 音別業務担当一覧表を
庁内ポータルに掲載し、
各課へ周知した。 

・よくある問い合わせにつ
いてはホームページに掲
載し全職員で共有した。 

・より的確に案
内 出 来 る よ
う、常に内容
を検証する必
要がある。 

・50 音別業務担当一覧表
とよくある問い合わせ
の内容について更新し、
全職員で共有する。（通
年） 

東住吉区 

・区民ニーズに沿った
おもてなし向上に向
けた研修などを定期
的に実施する。 

・また各種相談業務の
担当団体に対しても
問題意識の共有を図
る。 

・職員の対応力の向上に向
けたスキルアップ研修を
実施した。 

・各課における「東住吉おも
てなしプロジェクト」の
取組を継続実施した。 

・各種相談業務の担当者に
対し、当区のおもてなし
プロジェクト等の説明を
行い、問題意識の共有を
図った。 

 

・継続した取組
として、職員
一人ひとりが
「おもてなし
プ ロ ジ ェ ク
ト」の趣旨を
理解し、区民
に分かりやす
く丁寧な対応
を意識して行
動する必要が
ある。 

・職員の対応力の向上に向
けたスキルアップ研修
の実施（市民満足向上研
修・５Ｓ・報連相の徹底）
（通年） 

・各課における「東住吉お
もてなしプロジェクト」
の取組を継続実施。（通
年） 

・各種相談業務の担当者に
対し、当区のおもてなし
プロジェクト等の説明
を行い、問題意識の共有
を図る。（通年） 

平野区 

・市民の声制度の活用 
・市民の声については、

回答のみでなく供覧
についても関係部署
にて対応経過を作成
し対応を実施 

・各種専門相談の実施 
・24 区での法律相談予

約受付の委託化の検
討 

 

・市民の声制度等受付件数
（３月末現在） 

（市民の声：170 件。情報提
供：319 件。） 

・回答、供覧に関わらず関係
部署にて対応経過を作成
し、対応を実施した。 

・法律相談は日によってお
断りする件数が 10件を超
える日もあるが、大きな
トラブルもなく、各種専
門相談を実施した。 

・相談予約受付の委託化に
ついて検討したが、全市
的な取組であり委託する
予算も必要なため、実現
には至らなかった。 

・特定の人物か
らの度重なる
市民の声に対
する対応の検
討が必要であ
る。 

 

・市民の声制度の活用（通
年） 

・市民の声の申出内容を関
係各局と精査するなど、
継続案件や簡易な問合
せは速やかに情報提供
へ切り替える。（通年） 

・各種専門相談の実施（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

西成区 

・区役所が来庁・電話・
郵便・インターネット
等により区民から寄
せられる、日常生活に
関する様々な相談・要
望等を総合的に受け
付け、個々の事業に応
じて、関係局に連絡、
指示等を適切に行い、
状 況 を 相 談 者 に
フィードバックする
など、区における市政
の総合窓口としての
役割を果たすため、適
切かつ迅速な対応を
行う。 

・区民から寄せられた様々
な相談・要望等を総合的
に受け付け、個々の事案
に応じて、関係部署に連
絡、指示を行う等、適切か
つ迅速に対応した。 

― ・区役所が来庁・電話・郵
便・インターネット等に
より区民から寄せられ
る、日常生活に関する
様々な相談・要望等を総
合的に受け付け、個々の
事業に応じて、関係局に
連絡、指示等を適切に行
い、状況を相談者に
フィードバックするな
ど、区における市政の総
合窓口としての役割を
果たすため、適切かつ迅
速な対応を行う。（随時） 
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柱 2-Ⅳ-ア さらなる区民サービスの向上 

取組の実施状況 

取組②「庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス向上」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・所属内接遇研修（机
上・実地）の実施 

・課題発見力・企画力の
向上を図るための研
修で取り上げたテー
マに基づいた窓口
サービスの向上 

・庁舎内のサインを庁
内 統 一 し て 見 直 
す。 

・総合案内（広聴担当）、
戸籍登録課、保険年金
課及び住民情報業務
委託事業者で情報交
換会の毎月開催 

・フロアマネージャー
１名増員による案内
サービスの充実 

・所属内接遇研修（机上・実
地）を実施した。 

・課題発見力・企画力の向上
を図るための研修で取り
上げたテーマに基づいた
窓口サービスの向上の一
環として、庁内の掲示板
やパンフレットスタンド
を整備し、掲示物や広報
物をわかりやすく配置し
た。 

・庁舎内のサインを庁内統
一して見直した。 

・総合案内（広聴担当）、戸
籍登録課、保険年金課及
び住民情報業務委託事業
者で情報交換会を毎月開
催した。 

・フロアマネージャー１名
増員による案内サービス
を実施した。 

― ・接遇研修（下期） 
・企画力、コミュニケー

ション力、説明力の
向上を図るための研
修で取り上げたテー
マに基づいた窓口
サービス向上の取組
（通年） 

・総合案内（広聴担当）、
戸籍登録課、保険年
金課で情報交換会の
開催（年６回以上） 

・フロアマネージャー
３名体制による窓口
案内サービスの実施
（通年） 

・１階窓口の待ち人数
や交付状況をスマー
トフォン等で閲覧で
きるサービスの実施
（通年） 

都島区 

・「来庁者等に対する窓
口サービス」の民間事
業者の調査結果を取
り入れ、窓口サービス
改善につなげるとと
もに、結果を活用し
て、外部講師による接
遇研修を実施し、職員
のスキル向上を図る
とともに、快適な環境
づくりを行う。 

・接遇研修（全職員対
象） 
高齢者や障がいのあ
る方など、配慮が必要
な方へのユニバーサ
ルサービスを含む。 

・庁舎の環境整備等 

・評価が低かった項目につ
いて、改善策の周知や実
効性のある研修を実施
（通年） 

・接遇ハンドブックを作成
し、全職員に配付（９月） 

・接遇研修（全職員対象）１
回（10 月） 
（高齢者や障がいのある
方など、配慮が必要な方
へのユニバーサルサービ
スを含む） 

・窓口対応の評価向上に向
けた改善策について検討
会（８月） 

・庁舎の環境整備等（記載台
の整備、記念撮影コー
ナーのリニューアル、デ
ジタルサイネージの導
入） 

― ・「来庁者に対する窓口
サービス」の民間事
業者の調査結果を取
り入れ窓口サービス
改善につなげるとと
もに、結果を活用し
て、外部講師による
接遇研修を実施し、
職員のスキル向上を
図るとともに、快適
な環境づくりを行
う。 

・接遇研修（１回） 
・庁舎の環境整備等（通

年） 

福島区 

・庁舎案内や窓口応対
などの品質向上に取
り組む。 

・有志職員による職場
活性化プロジェクト
チームを中心にお客
様サービス向上策の
検討・実施 

・外部講師による全職
員対象の接遇研修の
実施 

・外部業者による窓口
応対等モニタリング

・外部講師による全職員対
象の接遇研修を実施し
た。（９月） 

・外部業者による窓口応対
等モニタリングを実施し
た。（９月） 

・常設のお客様アンケート
ブースを引き続き設置し
た。 

・有志職員による職場活性
化プロジェクトチームを
中心にお客様サービス向
上策を検討し、２階フロ

― ・引き続き、お客様サー
ビス向上策の新規企
画や、既存の取組の
チェックを行い、そ
の修正等を検討す
る。（年１回以上） 

・外部講師による接遇
研修や窓口応対等の
モニタリングを実施
する。（年１回以上） 

・常設のお客様アン
ケートブースを引き
続き設置し、ニーズ
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
の実施 

・常設のお客様アン
ケートを実施 

ア の 窓 口 サ イ ン を リ
ニューアルした。 

把握を図る。(通年) 

此花区 

・「窓口での応対の向
上」について、ホスピ
タリティ向上の観点
から課題の洗い出し
と具体の取組案を作
成し、出来るものから
実施する。 

・「窓口での応対の向上」に
ついて、民間事業者のノ
ウハウを活用し、来庁者
等に関する窓口サービス
等のモニタリング調査を
実施した。 

― ・モニタリング調査で
出された課題につい
て、各課にフィード
バックを行い、窓口
での応対の向上を図
る。（通年） 

中央区 

庁舎案内や窓口サービ
スにおけるサービス向
上 
・フロアマネージャー

連絡票の活用 
・フロアマネージャー

打合せ会の開催 
・市民アンケートの実

施 １回 
・接遇マニュアル等の

作成 
・市民サービス向上委

員会の開催  
・住民情報業務等窓口

にかかる情報交換会
の開催  

・来庁者等サービス向
上研修の実施 

・フロアマネージャーとの
意見交換や情報共有等に
より、庁舎案内や窓口
サービスの向上に取り組
んだ。 

・フロアマネージャー連絡
票を活用した。 

・フロアマネージャー打合
せ会を開催した。（12 回） 

・市民アンケートを実施し
た。（２月） 

・接遇マニュアル等の作成
した（２月） 

・市民サービス向上委員会
を開催した。（21 回） 

・住民情報業務等窓口にか
かる情報交換会を開催し
た。（12 回） 

・来庁者等サービス向上研
修を実施した。 

・区民が快適で利
用しやすい区役
所となるよう、
庁舎案内や窓口
での応対の向上
を引き続き図っ
ていく必要があ
る。 

庁舎案内や窓口サービ
スにおけるサービス向
上 
・フロアマネージャー

連絡票の活用（通年） 
・フロアマネージャー

打合せ会の開催（随
時：12 回） 

・市民アンケートの実
施 １回（下期） 

・市民サービス向上委
員会の開催 （月２
回） 

・住民情報業務等窓口
にかかる情報交換会
の開催 （月１回） 

・来庁者等サービス向
上研修の実施（随時） 

西区 

・区民の皆さんが快適
で利用しやすい区役
所となるよう、庁舎案
内の改善や窓口での
応対の向上を図るた
めの職員研修を実施
する。 

・１階「本日の会議室のご案
内」板を午前、午後と区分
し、目立つ色合いを使う
ことで一目で分かりやす
く表示した。 

・11、12 月に実施した接遇
研修においてＬＧＢＴな
どの性的少数者に配慮し
た行政窓口での対応等区
民サービスの向上研修を
取り入れた。 

― ・区民の皆さんが快適
で利用しやすい区役
所となるよう、庁舎
案内の改善や窓口で
の応対の向上を図る
ための職員研修を実
施する。（下期・１回） 

港区 

・窓口サービス向上委
員会で、課題の検証、
対応策の検討を行い、
有効な取組を検討す
る。 

・７月に第１回窓口サービ
ス向上委員会を開催し、
30 年度の接遇等研修の
内容、実施時期について
確認した。 

・ユニバーサル接遇研修を
実施した。 

・名札の見づらさ
や、挨拶、態度、
所作が適切に出
来ていない事例
が 見 受 け ら れ
た。 

・引き続き窓口サービ
ス向上委員会で、課
題の検証、対応策の
検討を行い、有効な
取組を検討する。（通
年） 

大正区 

・５Ｓ（整理・整頓・清
掃・清潔・習慣）や標
準化等の取組により
職場環境の改善、事務
の効率化を図るため、
窓口５Ｓ推進会議を
開催する。窓口サービ
スの充実に向けた対
策を講じ、市民満足度
をさらに高めていく。

・職場改善のため、窓口５Ｓ
推進会議を開催し、職場
の課題の抽出、検討、実行
を行った。 

・５Ｓや標準化等の取組に
より職場環境の改善、事
務の効率化を図るため、
窓口５Ｓ推進会議を開催
するなど、窓口サービス
の充実に向けた対策を講

― ・５Ｓや標準化等の取
組により職場環境の
改善、事務の効率化
を図るため、窓口５
Ｓ推進会議を開催
し、窓口サービスの
充実に向けた対策を
講じ、市民満足度を
さらに高めていく。
来庁者アンケートを
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
また来庁者アンケー
トを実施し市民満足
度を検証する。 

・接遇に係る研修につ
いて、課題に対応した
適切な研修テーマを
設定するなどして効
果的に実施する。 

じた。また来庁者アン
ケートを実施し市民満足
度を検証した。 

・接遇に係る研修について、
課題に対応した適切な研
修テーマを設定するなど
して効果的に実施した。 

実施し市民満足度を
検証する。また、区民
意識調査を活用する
ことにより、普段は
区役所に来ることの
ない人の窓口におけ
るニーズを分析す
る。（通年） 

・接遇に係る研修につ
いて、課題に対応し
た適切な研修テーマ
を設定するなどして
効果的に実施する。
（10 月） 

天王寺区 

・さらなる評価アップ
をめざすため、ソフト
面・ハード面両面にお
いて、他区の優れた点
に学ぶなどさらに取
組の深化を図るとと
もに、どの職員がどの
場面で評価されても
評価に影響が出るこ
とのないよう、高いレ
ベルでの接遇対応の
均一化をめざし、来庁
者サービスの向上に
努めていく。 

 

・29 年度同様、５月を接遇
向上推進月間とし、特に
重点的に取り組むべき４
項目を「接遇向上重点取
組」と定め取組を強化す
るとともに、新規採用者
や所属間異動者を対象に
接遇研修を実施するな
ど、年度当初の接遇向上
に取り組んだ。 

・また、来庁者の声を実際に
お聞きすることが重要で
あることから、施設・設備
にかかる来庁者アンケー
ト、窓口対応にかかる来
庁者アンケートを実施し
た。 

・さらなるサービス向上を
めざし、当区の課題を反
映した接遇研修を実施す
るとともに、11～12 月に
は、あらためて「接遇向上
重点取組」項目を定め重
点的に取り組んだ。 

・こうした取組の結果、「来
庁者に対する窓口サービ
ス」の格付結果において、
３年連続「☆☆」を獲得す
ることができた。 

・格付調査におい
て３年連続「☆
☆」を獲得する
ことができたも
のの、総合点は
低下してしまっ
た。これについ
ては、庁舎の改
修に伴うものな
どやむを得ない
面 は あ る も の
の、担当や職員
間の一定の格差
も見受けられる
と 認 識 し て お
り、どの職員が
どの場面で評価
されても評価に
影響が出ること
のないよう、高
いレベルでの接
遇対応の均一化
をめざす必要が
ある。 

・さらなる評価アップ
をめざすため、ソフ
ト面・ハード面両面
において、さらに取
組の深化を図るとと
もに、格付調査にお
いて相対的に評価の
低かった項目につい
ては、レベルアップ
に向け従前以上にピ
ンポイントで取り組
む。ハード面では、Ｌ
ＥＤ照明への全館切
替えを予定してい
る。ソフト面におい
ては、どの職員がど
の場面で評価されて
も評価に影響が出る
ことのないよう、高
いレベルでの接遇対
応の均一化をめざ
し、来庁者サービス
の向上に努めてい
く。（通年） 

 

浪速区 

・庁舎案内の点検・見直
しも含め、接遇力やコ
ンプライアンスの向
上等に向けた職場研
修を引き続き実施す
る。 

・窓口サービス（住民情
報）に関する来庁者ア
ンケートを実施する。 

・窓口委託事業者との
毎月の定例会の開催
による来庁者アン
ケートの結果も踏ま
えた改善策の検討・実
施・検証する。 

・接遇研修やコンプライア
ンス研修などを実施し接
遇の向上に取り組んだ。 

・庁舎案内についても、毎月
点検を行い区民にわかり
やすい表示への見直しを
行った。 

・５月に実施した来庁者ア
ンケートでは「交付まで
の待ち時間」について
「 Ａ 」 評 価 の 割 合 が
32.1％と目標の 27％を上
回った。 

・窓口委託事業者との定例
会を毎月開催し、待ち時
間の短縮にかかる改善策
の検討を行った。 

・今年度の区役所
格付けで指摘の
あった部分につ
いて全庁的な改
善を行う必要が
ある。 

・接遇研修、コンプライ
アンス研修などを実
施し、弱みとなって
いる部分の改善をふ
まえた接遇の向上に
取り組む。（年２回） 

・来庁者アンケートを
実施する。（四半期
毎） 

・今後も定例会を毎月
開催し、来庁者アン
ケートの結果も踏ま
えた改善策の検討・
実施・検証する。（通
年） 
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西淀川区 

・住民情報窓口にて来
庁者アンケートを実
施。（年１回） 

・窓口業務の改善等を
図り、待ち時間の短縮
などサービスの向上
のため民間委託事業
者と住民情報窓口業
務に関する打合せ・意
見交換会等（月１回）
を行う。 

・待ち時間を気持ちよ
く過ごしていただく
ため、１階フロアに
キッズコーナーや図
書コーナーなどを設
けるとともに季節感
のある飾りつけなど
を行う。 

・来庁者の満足度向上
のため接遇マニュア
ルに基づく区民対応
の実践及びセルフ
チェックシートの活
用。 

・各課職員で構成する
市民満足度向上に向
けた「に～よんおもて
なしプロジェクト
チーム」にて月１回会
議を定例開催し、区役
所利用者へ満足して
もらえる環境づくり。 

・目的に応じた窓口を、
職員が的確かつ速や
かに案内できるよう
に、「庁舎内窓口案内
表」を作成し各窓口に
常備する。 

・住民情報窓口にて来庁者
アンケートを実施した。
（１回） 

・民間委託事業者と住民情
報窓口業務に関する打合
せ・意見交換会を実施し
た。（月１回） 

・１階フロアに季節感のあ
る飾りつけを実施。 

・記念撮影コーナーを設置
し、主に婚姻届出者を中
心に記念となる撮影がで
きるスポットを開設。 

・来庁者の満足度向上のた
め接遇マニュアルに基づ
く区民対応の実践及びセ
ルフチェックシートを活
用した。 

・各課職員で構成する市民
満足度向上に向けた「に
～よんおもてなしプロ
ジェクトチーム」の会議
を開催した。（月１回） 

・「西淀川区役所接遇マニュ
アル」を改訂し「庁舎内窓
口案内表」「関係官公署一
覧表」を作成した。（11 月） 

・来庁者の待ち時
間短縮について
は、民間委託事
業者の業務との
連携を含めて改
善していく必要
がある。 

・外部講師による接遇
研修を実施し、接遇
力の向上を図る。（９
月） 

・「西淀川区役所接遇マ
ニュアル」の一層の
周知、活用による区
民対応の実践（通年） 

・来庁者の待ち時間短
縮について、民間委
託事業者の業務と連
携し、改善に取り組
む。（通年） 

淀川区 

・「区役所業務の格付
け」に則した接遇研修
など必要な取組を実
施する。 

・淀川区接遇マニュア
ルに沿った各自セル
フチェックによる具
体把握及び改善指導
を行う。 

・案内表示について、来
庁者アンケートでの
意見とともに判りや
すい表示を日々検討
する具体改善を行う。 

・業務カイゼンチーム会議
において現時点での区職
員の接遇レベルに応じた
接遇研修の在り方を検討
し、研修を実施した。 

・淀川区接遇マニュアルに
沿った各自セルフチェッ
クを実施した。 

・特に共用スペースが狭隘
で市民の安全やプライバ
シーの確保が困難であっ
たフロアーについて事務
スペースの改善により大
幅に改善した。 

・全職員が日頃か
ら意識し、より
良い接遇を自然
と行えるように
す る 必 要 が あ
る。 

・区役所職員の接遇の
標準化としてある
「淀川区接遇マニュ
アル」の各項目が
日々、実践できてい
るかを職員一人ひと
りが「セルフチェッ
クシート」で点検す
る。（５・８・11 月） 

・「セルフチェックシー
ト」により職員実践
状況を検証し、その
結果を踏まえた各担
当管理者による改善
策を講じる。（６・９・
12 月） 

東淀川区 

（心地よい窓口サービ
スの提供や利便性の
向上） 

・マイナンバーカード
利用促進による「コン
ビニ交付」への啓発

（心地よい窓口サービスの
提供や利便性の向上） 

・住民情報業務の民間委託 
・モニター付きボイスコー

ルの導入 

― ・区役所職員が、区役所
に訪れたすべての方
が区役所での時間を
気持ちよくすごして
もらえるよう、相手
に好印象を与える話
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や、区役所以外の窓口
（出張所・井高野郵便
局・サービスカウン
ター・市税事務所等）
でのサービス内容の
周知により来庁者の
集中を防ぎ混雑緩和
をめざす。 

・窓口サインの統一な
どにより窓口をわか
りやすくする。 

・窓口呼び出し状況の
ＷＥＢ確認や混雑予
想表の掲示の検討、混
雑予想カレンダーの
ＨＰ掲載（保険年金）
で待ち時間の適正化
をめざす。 

 ・１階待合フロアを活
用したサービス向上
により待ち時間の快
適性向上をはかる。 

 ・戸籍届出時の記念品
贈呈 

・東淀川区オリジナル
婚姻届のＨＰ掲載継
続及び窓口無料配付
の継続 

（効果的な施策を企画・
立案・実行する主体
性・チャレンジ意識を
持った職員づくり） 

・区役所職員が、区役所
に訪れたすべての方
が区役所での時間を
気持ちよくすごして
もらえるよう、相手に
好印象を与える話し
方や聞き方を習得し、
職場ぐるみで継続し
て接遇マナーの弱点
に気付き改善する組
織風土の醸成が必要
であるため、接遇力の
向上の為の取組を継
続して実施する。 

・職員がＯＪＴを実感
できるための取組と
して、係長級のマネジ
メント力の向上に取
組、各々の立場にあっ
た役割や具体的な目
標を与え、部下職員の
役割や目標について、
進捗状況の管理や成
果の確認を行うこと
ができるようになる
ための研修を実施す
る。 

・コンピテンシーモデ
ルによる人材育成を
継続実施して職員の

・窓口呼び出し状況のＷＥ
Ｂ確認 

・床面カラーテープによる
窓口等の誘導 

・カラーシートによる窓口
の色分け 

・思いやり記載台の設置 
・発券機等のサインをわか

りやすくした。 
・スムースパス（他課案内）

の配付 
・待合フロアＢＧＭ 
・待合フロアへ絵本や雑誌

の配架 
・出生届出時の記念品贈呈 
・オリジナル婚姻届のＨＰ

掲載及び窓口配付 
・婚姻届者向け記念撮影用

フォトボードの設置 
・区役所以外の窓口案内ビ

ラの配架・配付 
・ＳＮＳを活用した他窓口

への誘導 
・パーテーション設置によ

るプライバシー保護 
（効果的な施策を企画・立

案・実行する主体性・チャ
レンジ意識を持った職員
づくり） 

・接遇マナーアップ研修（新
規採用者及び転入者）１
回実施 

・マネジメント研修（係長
級）３回実施 

・コンピテンシーモデルに
よる人材育成 実施（７月
～３月） 

・各種研修に参加（通年） 
 

し方や聞き方を習得
するとともに、職場
ぐるみで継続して接
遇マナーの弱点に気
付き改善する組織風
土の醸成が必要であ
るため、新規採用者
及び転入者を対象に
接遇力の向上の為の
研修を実施する。（年
１回） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
モチベーションの向
上を図るとともに、職
員人材開発センター
や外部講師の研修に
参加することで職員
力の向上と、区民から
信頼される自律的な
職員育成と風通しの
よい職場風土改善を
進める。 

東成区 

・接遇マニュアルや「来
庁者満足度調査」結果
を活用し、職員の個々
のスキルによらない
窓口応対を共有化す
る。 

・所属として実効性のある
改善を検討できるよう職
員プロジェクトチームを
課長代理級をメンバーと
して開催した。 

・職員の個々のスキルによ
らない窓口応対等を目指
し、全職員を対象に接遇
研修を実施した。 

・来庁者の感じたご意見に
ついて引き続き「来庁者
満足度調査」を実施した。 

― ・「来庁者満足調査」の
実施（通年） 

・職員プロジェクト
チームによる具体的
改善策の実施（通年） 

・接遇マニュアルの活
用（通年） 

生野区 

・相手の立場になって
考え、来庁者を“おも
てなしの心”でお迎え
する意識と風土を醸
成する接遇研修を実
施 

・ユニバーサルサービ
スやワーク・ライフ・
バランスの意識の向
上等を目的とした人
権研修、認知症サポー
ター養成講座等の実
施 

・万一の事態への即応
を目的とした防災訓
練、防犯訓練、ＡＥＤ
講習会、局の職員対象
の直近参集者防災訓
練等の実施 

・職員の主体性・チャレ
ンジ性を引き出すた
めに設置した「改革提
案プロジェクトチー
ム（改革提案ＰＴ）」
の活動支援、組織全体
で共有し職員提案の
実現を図る。 

・接遇研修について、ユニ
バーサルサービスおよび
“おもてなしの心”の観
点を引き続き重点的に取
り入れた内容で接遇研
修、人権研修等を実施し
た。 

・防災訓練、防犯訓練、ＡＥ
Ｄ講習会、局の職員対象
の直近参集者防災訓練等
を実施した。 

・「改革提案ＰＴ」の活動支
援を実施、組織全体で活
動内容の共有を行った。 

・研修内容が毎年
度同じ内容にな
らないよう、重
点的な内容の工
夫及び新しい目
標にそった研修
を企画していく
ことが必要。 

・全職員対象の研
修については、
業務時間中に各
担当において大
人数の研修参加
が困難であるた
め、研修回次を
増やす等の対応
が必要。 

・相手の立場になって
考え、来庁者を“おも
てなしの心”でお迎
えする意識と風土を
醸成する接遇研修を
実施（上期） 

・ユニバーサルサービ
スやワーク・ライフ・
バランスの意識の向
上等を目的とした人
権研修、認知症サ
ポーター養成講座等
の実施（通年） 

・万一の事態への即応
を目的とした防災訓
練、防犯訓練、ＡＥＤ
講習会、局の職員対
象の直近参集者防災
訓練等の実施（通年） 

・研修内容の充実に向
けた企画および参加
しやすい工夫の実
施。（通年） 

旭区 

・区役所内の「改革支援
チーム」を中心に、日
常不断の点検活動等、
目標達成に向けて取
組を強化する。 

・５Ｓ点検を実施する。 
・来庁者目線での表示

物の整理等庁舎内環
境の整備に取り組む。 

・☆２つ獲得に向けた
取組キャンペーンの

・全職員対象に「意識改革セ
ミナー」を５月に 15 回に
わたって開催した。 

・５Ｓ点検を実施した。（８
月） 

・改革支援チーム会議（市民
対応系ＰＴ）において、庁
舎環境整備に取り組むこ
とを確認した。（８月～考
え方の整理に着手） 

・格付け☆２つを取得して

・格付け調査で重
視される窓口対
応について、恒
常的に窓口業務
（窓口開設）を
行っていない職
場 の 意 識 が 高
まっていない。 

・改革支援チームを中
心に、５Ｓ・ムダとり
等を通じた行政クオ
リティの向上や意識
改革の不断の実施に
取り組む。(上期） 

・管理職に対するマネ
ジメント研修を実施
する。（上期） 

・意識改革セミナー、ま
たは接遇研修を実施
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
実施 

・市民にとって分かり
やすい庁内掲示の
ルール周知や掲示物
の整理の実施 

いる区を参考に取組方の
調査を実施した。（８月） 

・窓口対応に対する個々職
員の考え方の相違を埋め
るために接遇研修を実施
した。（10 月） 

・格付け☆２つ獲得に向け
た取組として、あいさつ
運動キャンペーンを実施
した。（11 月～12 月） 

・市民にとって分かりやす
い庁内掲示の新たなルー
ルを周知（９月）し、新
ルールに基づき掲示物の
整理を実施した。（10 月） 

する。（下期） 
・来庁者目線で、表示物

の整理や整備を見直
す。（下期） 

 

城東区 

・「手続き案内書」作成・
配布、婚姻・出生届時
「お祝いカード」（コ
スモちゃん挿入）作
成、うちわ型「証明交
付用番号札」の使用等 

・最繁忙期にフロアマ
ネージャーや窓口以
外の職員により事前
の申請用紙交付と記
入補助を行い、窓口で
の所要時間を短縮す
る。 

・タブレット型端末機
のテレビ電話機能を
使用した、遠隔手話、
遠隔外国語（英語、韓
国・朝鮮語、中国語）
通訳サービスの提供 

・窓口呼び出し状況を
区ホームページで見
える化するなど、待ち
時間を有効に活用し
ていただける取組を
行う。 等 

・「手続き案内書」「お祝い
カード」うちわ型「証明交
付用番号札」を作成・使
用。 

・最繁忙期にフロアマネー
ジャーや窓口以外の職員
により事前の申請用紙交
付と記入補助。 

・タブレット型端末機の通
訳サービスの提供。 

・窓口呼び出し状況の区
ホームページについて、
ＱＲコード表示によるア
クセスを容易化した。 

・記念撮影パネルを設置し
た。 

・「オリジナル婚姻届」を作
成した。 

― ・「手続き案内書」作成・
配布、婚姻・出生届時
「お祝いカード」（コ
スモちゃん挿入）作
成、うちわ型「証明交
付用番号札」の使用
等（通年） 

・最繁忙期にフロアマ
ネージャーや窓口以
外の職員により事前
の申請用紙交付と記
入補助を行い、窓口
での所要時間を短縮
する。（通年） 

・タブレット型端末機
のテレビ電話機能を
使用した、遠隔手話、
遠隔外国語通訳サー
ビスの提供（通年） 

・窓口呼び出し状況を
区ホームページで見
える化するなど、待
ち時間を有効に活用
していただける取組
を行う。（通年） 

 

鶴見区 

・課長代理級を中心と
した業務改善ＰＴの
取組や、状況調査・実
地調査から浮かび上
がってくる問題点に
対する対応方法を検
証・検討し、他都市・
他区の取組好事例を
導入することにより、
窓口サービス等の向
上を図る。 

・外部講師による接遇
研修や窓口対応の実
地指導、管理監督者や
ＰＴメンバーによる
指導ポイントの共有、
周知徹底を実施。 

・全職員を対象に外部講師
による接遇研修を実施し
た。（６回） 

・各窓口対応についての実
地指導を行った。（５回） 

・管理監督者、ＰＴメンバー
で他区等を参考に指導ポ
イントを共有し各課職員
に周知徹底を行った。 

― ・課長代理級を中心と
した業務改善ＰＴに
よる各課職員への意
識啓発を行ってい
く。（随時） 

・外部講師による接遇
研修の実施（夏～秋） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

阿倍野区 

・来庁者アンケートの
結果をもとに区民
サービス向上検討委
員会で課題解決に向
け検討し、改善を行
う。 

・職員の実務能力を向
上させる取組及び職
員間の情報共有の取
組を進める。（職員力
向上研修の実施：年１
回、庁内情報誌「あべ
のいちばん」の発行：
月１回） 

・区民からの意見や評
価を把握し評価改善
につなげる取組を進
める。（来庁者アン
ケートの実施：年２
回、「今月の目標」の
実施：月１回） 

・区民サービス向上検討委
員会で、老眼鏡(拡大鏡)を
備えていない担当窓口へ
の設置と貸出案内の掲示
を行った。 

・職員力向上研修の実施：年
１回（11～12 月） 

・庁内情報誌「あべのいちば
ん」の発行：２ヶ月に１回
（新たな情報メニュー追
加など内容を充実） 

・来庁者アンケートの実施：
２回(10 月・２～３月) 

・毎月「今月の目標」を設定
し、正面玄関前にアン
ケートボードを設置し
て、職員が達成できてい
るかどうかの来庁者アン
ケートを実施：月１回 

― ・窓口応対等にかかる
来庁者への調査（評
価シート）をもとに
区民サービス向上検
討委員会で課題解決
に向け検討し、改善
を行う。（通年） 

・職員の実務能力の向
上させる取組及び職
員間の情報共有の取
組を進める。（職員力
向上研修の実施：年
１回（11 月頃）、庁内
情報誌「あべのいち
ばん」の発行：２ヶ月
に１回） 

・区民からの意見や評
価を把握し改善につ
なげる取組を進め
る。（窓口応対等にか
かる来庁者への調査
(評価シート)の実施：
年２回（10 月頃・２
月頃）、「今月の目標」
来庁者アンケートの
実施：月１回） 

住之江区 

・若手職員を中心とし
た職場改善プロジェ
クトチームによる窓
口サービスにおける
課題の洗い出し、改善
実行、検証を行う。 

・プロジェクトチーム
以外の職員の改善意
識を高めるため、庁内
情報誌等を通じて、そ
の活動内容を「見える
化」する。 

 

・職場改善プロジェクト
チームを「庁舎・接遇改善
チーム」と「事務スキル
アップチーム」に分けて
活動。職員全員にアン
ケートをとり、チームメ
ンバー以外の意見も取り
入れ、改善の取組を行っ
た。一例としては、来庁者
の事務手続が円滑に行え
るように、30 年３月より
実施している「受付シー
ト」の課題を抽出し、ひな
型の修正を行った。 

・月１回発行している庁内
報「御崎３丁目ニュース」
内にてプロジェクトチー
ムの活動報告を行った。 

・職場改善プロ
ジェクトチーム
を立ちあげて丸
３年が経過し、
身近なところで
の改善は一通り
し尽くした感じ
がある。一方で、
これまでの改善
取組のメンテナ
ンス等の点検や
維持作業を、必
要に応じて行っ
ていく必要があ
る。また、違った
視点から新たな
改善課題を見つ
け、取り組んで
いくことも必要
である。 

・庁舎管理担当と連携
を取りながら、プロ
ジェクトチームがメ
ンテナンス作業をす
るものと、庁舎管理
担当が管理していく
ものの区別を明確に
する。（通年） 

・職員人材開発セン
ター主催の研修や市
政改革室が作成して
いる「改善活動支援
ツール 1.0」等を参考
にし、今までとは異
なる視点から改善活
動に取り組んでい
く。（通年） 

 

住吉区 

・接遇チェックシート
による自己点検を行
うとともに、全職員を
対象とした接遇研修
を実施する。 

・パソコンやスマート
フォンで呼び出し状
況を確認できる取組
の認知度を高めるた
め、ホームページや
Twitterで広報すると
ともに、周知ポスター
を区の広報板へ掲示
する。 

・待ち時間について検
証するため、来庁者ア

・接遇チェックシートによ
る自己点検及び接遇研修
を実施した。実地研修で
は窓口対応等について直
接職員に指導事項を伝え
た。 

・パソコンやスマートフォ
ンで呼出状況を確認でき
る取組について、ホーム
ページの掲載内容を更新
し、月曜日などの繁忙日
に Twitter で発信（22 回）
した。周知ポスターを区
広報板へ掲示した。 

・来庁者アンケートを実施
（４回）し、待ち時間につ

・窓口の混雑をよ
り 一 層 緩 和 さ
せ 、 来 庁 者 の
サービス向上を
図るためには、
パソコン等によ
る呼出状況の確
認以外にも、コ
ンビニ交付の促
進やスムーズパ
スの取組などに
ついて細やかに
広報し、区民に
認識してもらう
必要がある。 

 

・接遇チェックシート
による自己点検を行
うとともに、全職員
を対象とした接遇研
修を実施する。（11
月） 

・パソコン等による呼
出状況の確認、証明
書のコンビニ交付
サービス、スムーズ
パスなどについて広
報紙や Twitter、広報
板で周知する。（通
年） 

・待ち時間について検
証するため、来庁者
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ンケートを実施する。 いて検証した結果、「良

い」または「どちらかと言
えば良い」と回答した人
の割合は、平均で約 88％
であった。 

アンケートを実施す
る。（通年） 

東住吉区 

・職員の対応力の向上
に向けたスキルアッ
プ研修の実施 

・「東住吉区おもてなし
プロジェクト」を継続
実施し、各課を横断し
た全職員の意識向上
の取組を推進する。 

・職員の対応力の向上に向
けたスキルアップ研修を
実施した。 

・各課における「東住吉おも
てなしプロジェクト」の
取組を継続実施した。 

・各種相談業務の担当者に
対し、当区のおもてなし
プロジェクト等の説明を
行い、問題意識の共有を
図った。 

・継続した取組と
して、職員一人
ひとりが「おも
てなしプロジェ
クト」の趣旨を
理解し、区民に
分かりやすく丁
寧な対応をより
一層意識して行
動する必要があ
る。 

・職員の対応力の向上
に向けたスキルアッ
プ研修の実施（市民
満足向上研修・５Ｓ・
報連相の徹底）（通
年） 

・各課における「東住吉
おもてなしプロジェ
クト」の取組を継続
実施。（通年） 

・各種相談業務の担当
者に対し、当区のお
もてなしプロジェク
ト等の説明を行い、
問題意識の共有を図
る。（通年） 

平野区 

・庁舎内に掲示物を掲
示する際の管理簿へ
の記載を、より徹底す
るために、定期的に管
理職会等で周知する。 

・ポスターの掲示を行って
いる職員に対し、管理簿
の記載を促し、掲示場の
整理を行った。 

 また、課長会において記
載と管理の徹底を促し、
各課の庶務担当者には自
身のフロア内の掲示期間
の過ぎた掲示物の撤去を
依頼した。 

・この取組を継続
し、現在の掲示
場の状態を維持
していく必要が
ある。 

・引き続き課長会等で
掲示物の管理を徹底
するよう周知すると
ともに、各課の庶務
担当者には自身のフ
ロアを定期的に点検
し、掲示期間の過ぎ
た掲示物の撤去を行
うよう促す。（通年） 

西成区 

・庁舎表示の維持管理
を継続して行うとと
もに、窓口サービスの
向上を実現させるた
め、継続して接遇研修
などを実施する。 

・エレベータ内の案内の追
加や表示物の更新等を行
うなど、適切な庁舎表示
になるように維持管理を
行った。 

・昨年度課題のあった担当
を中心に接遇に関する
ミーティングを実施した
り、各課に接遇に関する
周知を行うなど、窓口
サービスの向上に向けた
取組を実施した。 

・サービスの格付
けの調査におい
ては、評価が高
かった職員がい
る一方で、基本
的な事項が遵守
されずに評価が
低くなっている
職 員 が い た た
め、結果として
評価が低い原因
となっており、
職員全体の接遇
レベルの底上げ
が課題である。 

・庁舎表示の維持管理
を継続して行う（通
年）とともに、接遇に
関する基本的な事項
の周知徹底を行い、
格付けにおいて評価
の高かった区の事例
も参考にしながら研
修を実施するなど、
引き続き接遇レベル
の向上を図る。（下
期） 
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柱 2-Ⅳ-ア さらなる区民サービスの向上 

取組の実施状況 

取組③「区政情報の発信」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・記録写真を撮影する
ぐらいの気軽さで
誰もが動画コンテ
ンツを作成できる
よう、職員を対象と
した研修を実施す
る。 

・北区の魅力などを情
報発信する動画コ
ンテンツを充実さ
せる。 

・記録写真を撮影するぐ
らいの気軽さで誰もが
動画コンテンツを作成
できるよう、職員を対
象とした研修を実施し
た。 

・北区の魅力などを情報
発信する動画コンテン
ツ（YouTube）を充実さ
せた。 

・ＳＮＳ利用者
以外の区民に
対しての、区の
様々な取組に
関する情報発
信を工夫する
必要がある。 

・広報紙を手にとってもらえ
るよう、キャッチコピー、
写真、イラストを効果的に
使用するなどの紙面構成の
工夫（通年） 

・区民に『北区』に愛着をもっ
ていただけるよう、区のよ
いところを紹介する記事の
掲載（通年） 

・区政に関する情報が効果的
に区民全体に届けられるよ
う、区の広報媒体（区広報
紙 、 Ｈ Ｐ 、 Twitter 、
Facebook 、 instagram 、
YouTube、区役所１階待合
モニター、掲示物、配付物）
全てを相互に活用した、き
め細やかな情報発信（通年） 

・区の魅力を発掘し、継続的
に発信する区民リポーター
を養成するとともに、区民
が映像制作の技術を身につ
けられる講座や定期的な
ミーティングを実施する
（通年） 

都島区 

・広報誌ページ数の見
直し（24→20 ペー
ジ） 

・ＳＮＳを活用したコ
ンテンツの作成及
び区政情報の発信 

・広報誌ページ数の見直
し（24→20 ページ）、
広報誌全戸配付 12
回 

・ホームページ、ＳＮＳ
を活用したコンテンツ
の作成及び区政情報の
発信（通年） 

・広報誌ページ数 20
ページ（５月号～） 

― 広報誌を全戸配布しわかりや
すい情報を提供する。また、
ホームページ、ＳＮＳ等を活
用して行政情報をはじめ、地
域活動の様子をタイムリーに
発信する。 
・広報誌の発行、全戸配布（通
年） 

・ホームページへの情報掲載
（通年） 

・ＳＮＳによる即時性をいか
した情報発信（通年） 

福島区 

・把握したニーズを踏
まえ、広報紙（年 12
回）やホームページ
を 中 心 に 、
Facebook や
Twitter 等の新しい
媒体もタイムリー
に利用しながら区
政情報を発信する。 

・広報紙は、１面のコン
セプトを「思わず手に
取りたくなるデザイ
ン」とし、区民モニター
アンケートなどの意見
も参考にしながら、紙
面作成に取り組んだ。 

・また広報紙の全戸配
布、区内各鉄道駅、スー
パーなどにも引き続き
配架し、区民のみなら
ず、広く情報発信を
行った。 

・各課より「広報計画」を
提出してもらい、共有
することで効率的な情
報発信に努めた。 

・ ホ ー ム ペ ー ジ 、

― ・「誰もが読みやすくかつ誰
もが読みたいと思う広報
紙」を基本理念とし、広報
紙の作成に引き続き取り組
む。(通年) 

・引き続き、広報紙やホーム
ページを中心に、Facebook
や Twitter も活用してタイ
ムリーに区政情報を発信す
るとともに、各担当の広報
連絡員にも積極的に情報発
信をしてもらえるよう働き
かけ、さらに新たな情報発
信手段を検討する。(通年) 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
Facebook、Twitter に
ついても、積極的に発
信してもらうように各
担当に働きかけ、タイ
ムリーに区政情報を発
信した。 

此花区 

・広報紙の全戸配布を
継続する。（毎月） 

・区ＨＰやＳＮＳのタ
イムリーな発信を
継続する。 

・区主催イベントや地
域主催イベント、防
災訓練や区民が集
まる会合等にあわ
せて区政情報を発
信する。 

・広報紙の全戸配布。 
・区ＨＰやＳＮＳのタイ

ムリーな発信を継続。 
・区主催イベントや地域

主催イベント、防災訓
練や区民が集まる会合
等にあわせて区政情報
を発信した。 

― ・広報紙の全戸配布を継続す
る。（毎月） 

・区ＨＰやＳＮＳのタイム
リーな発信を継続する。（通
年） 

・区主催イベントや地域主催
イベント、防災訓練や区民
が集まる会合等にあわせて
区政情報を発信する。（通
年） 

中央区 

・区の特色ある取組や
地域活動の紹介等
の記事を掲載（年12
回） 

・広報紙をより見やす
く親しんでいただ
けるようデザイン
をリニューアルす
る。 

・広報紙の全戸配布
（年 12 回） 

・区の特色ある取組や地
域活動の紹介等の記事
を掲載した。（12 回） 

・広報紙をより見やすく
親しんでいただけるよ
うデザインのリニュー
アルを行った。 

・広報紙の全戸配布を
行った。（12 回）  

・これまでの取
組を進めると
ともに、より効
果的な情報発
信を行う必要
がある。 

・区の特色ある取組や地域活
動の紹介等の記事を掲載す
る。（12 回） 

・広報紙の全戸配布を行う。
（12 回） 

・ＳＮＳを活用した効果的な
情報発信を行う。（通年） 

西区 

・広報紙については引
き続き、マンション
への配架協力依頼
を行うなど、区民が
手に取りやすい設
置場所を増やすと
ともに、設置場所を
わかりやすく周知
する取組を積極的
に進める。 

・区政情報を得るため
に利用している媒
体の各年代別の傾
向をふまえ、区政に
関する情報が区民
に届けられるよう
各媒体間（広報紙・
ホ ー ム ペ ー ジ ・
LINE など）の連携
や誘導、周知拡大に
取り組む。 

・広報紙の配架にご協力
いただけるマンション
を引き続き募集し、配
架先の拡大をめざし
た。また、区役所などの
公共施設の他、郵便局
や事業所、店舗など、広
報紙を区民の皆さんが
自由に手に取っていた
だけるよう、配架にご
協力いただく広報サ
ポーター制度について
も広報紙、ホームペー
ジ等で周知するととも
に、それらをまとめた
広報紙設置場所マップ
を区内の広報板に掲示
した。 

・ ホ ー ム ペ ー ジ 、
Twitter、Facebook、
LINE による広報紙デ
ジタルブック版の配信
や、広報紙表紙等への
上記媒体の二次元コー
ドの掲載などにより、
媒体間の連携や誘導、
周知拡大に取り組ん
だ。 

・各取組は順調
に推移してい
るものの、「区
の様々な取組
に関する情報
が、区役所から
届いていると
感じる区民の
割合」は昨年度
の 37.2％から
35.3 ％へと減
少している。 

 区政情報がさ
らに区民に伝
わるよう、ター
ゲットを意識
した戦略的・計
画的な情報発
信を行うため
の工夫を凝ら
す必要がある。 

・広報紙については引き続
き、マンションへの配架協
力依頼を行うなど、区民が
手に取りやすい設置場所を
増やすとともに、設置場所
をわかりやすく周知する取
組を積極的に進める。（通
年） 

・区政情報を得るために利用
している媒体の各年代別の
傾向をふまえ、区政に関す
る情報が区民に届けられる
よう各媒体間（広報紙・ホー
ムページ・LINE など）の連
携や誘導、周知拡大に取り
組む。（通年） 

・「区役所から情報が届いて
いると感じる区民の割合」
が減少していることについ
て、その理由を調査するた
めのアンケートを実施す
る。（下期） 

港区 
・区民の意見も聞きな
がら広報紙の編集
をするなど、区民に
とって見やすく、必

・広報紙については、健
康レシピ記事に加え
て、新たにＱＲコード
を掲載してスマート

・広報紙に係る
様々な取組に
どれだけ効果
があるのか確

・地域の実情や特性に応じた
施策や事業を各部局と連携
して実施し、その取組や成
果を区の広報紙、ホーム
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
要な情報を発信す
る。 

フォンでレシピ動画が
見られるように改善し
た。４コマ漫画による
記事を掲載した。 

・地域活動協議会や公民
連携事業の取組等を広
報紙、ホームページ及
び Twitter 等で発信し
た。 

認する必要が
ある。 

ページ及び Twitter 等で積
極的に発信する。（通年） 

・広報紙については、全戸配
布という強みを生かして、
区政情報が届くように、見
やすく分かりやすい紙面づ
くりに取り組む。（通年） 

・広報誌や Twitter 等を通じ
て、広報紙に係る様々な取
組に対する区民の意見を把
握する。（通年） 

大正区 

・広報紙（全戸配布）、
ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook、Twitter、
区内広報板（60 ヵ
所）など、各種広報
媒体を活用した情
報発信。 

・毎月の広報紙での情報
発信に加え、毎日１回
以上のＳＮＳでの区政
情報などの発信を行っ
た。 

・広報紙（全戸配布）、
ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook、Twitter、区
内広報板（60 ヵ所）な
ど、各種広報媒体を活
用した情報発信を行っ
た。 

 

・広報紙のペー
ジ数は８ペー
ジと紙面が限
られ、市・区の
施策や取組等
への区民の支
持・信頼・共感
を得るに至る
情報発信が不
十分となって
いる。 

・Twitter、Face 
book を利用し
て お ら ず 、
LINEを利用し
ている 10 代～
30 代の学生や
働く世代、子育
て層の取り込
みが不十分と
なっている。 

・広報紙については、１年の
内５ヶ月を 12 ページへ増
やし、また、ＳＮＳに新た
に LINE を導入し、情報発
信を強化する。そのほか、
ホームページ、区内広報板
（55 ヵ所）、広報サポー
ター（34 カ所）、バス停、イ
オン等大阪市包括連携先へ
のチラシ等の掲示。発信す
るコンテンツに最適なツー
ルを見極め、効果的な発信
を行っていく。（通年） 

天王寺区 

・区広報紙や広報板、
ホームページ等を
活用し、ニア・イズ・
ベターの視点から、
区民の関心の高い
情報発信の強化に
取り組むとともに、
聴取した区民意見
の区政への反映状
況など、“伝わる広
報”を意識しなが
ら、分かりやすい情
報発信を行う。 
区における年間事
業予定の公表 
広報紙において“区
民の声の反映状況
を特集” 
広報紙の普及促進
に向け１ヶ月分を
全戸配付 

・区広報紙や広報板、
ホームページ等を活用
し、ニア・イズ・ベター
の視点から、区民の関
心の高い情報発信の強
化に取り組むととも
に、聴取した区民意見
の区政への反映状況な
ど、“伝わる広報”を意
識しながら、分かりや
すい情報発信を行っ
た。 
区における上半期事業
予定の公表 （１回） 
区における下半期事業
予定の公表 （１回） 
広報紙において“区民
の声の反映状況を特
集”（２回） 
広報紙の普及促進に向
け１ヶ月分を全戸配付
（１回・８月号） 

・ 区 広 報 紙 の
１ヶ月分を全
戸配付するこ
とにより、個別
配付申込を促
し、購読促進に
つなげる必要
がある。 

・ホームページ、
LINE@などＳ
ＮＳによる情
報発信を更に
強化する必要
がある。 

・区広報紙や広報板、ホーム
ページ等を活用し、ニア・
イズ・ベターの視点から、
区民の関心の高い情報発信
の強化に取り組むととも
に、聴取した区民意見の区
政への反映状況など、“伝わ
る広報”を意識しながら、
分かりやすい情報発信を行
う。（通年） 
区における年間事業予定の
公表（４月） 
広報紙において“区民の声
の反映状況を特集”（通年） 
広報紙の普及促進に向け
１ヶ月分を全戸配付（７月） 

 

浪速区 

・新聞未購読者が増え
るなか、若い子育て
世帯に情報を届け
るため保育所、幼稚
園、小・中学校を通
じて、保護者に区広

・保育所、幼稚園、小・中
学校を通じて、保護者
に区広報紙を配布し
た。 

・区広報紙での特集記事
の企画（毎月）や区ホー

― ・保育所、幼稚園、小・中学校
を通じ、保護者へ区広報紙
を配布する。（通年） 

・区広報紙の特集記事の企画
や充実した区ホームページ
の作成をする。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
報紙を配布する。 

・多種多様な区民ニー
ズに応じ、区広報紙
での特集記事の企
画（毎月）や区ホー
ムページの充実を
図る。 

・区ＳＮＳ（Twitter、
Facebook）などを
活用した効果的な
情報発信を行う。 

ムページの充実を図っ
た。 

・区ＳＮＳ（Twitter、
Facebook）などを活用
した効果的な情報発信
を行った。 

・ 区 Ｓ Ｎ Ｓ （ Twitter 、
Facebook）などを活用した
効果的な情報発信に取り組
む。（通年） 

西淀川区 

・広報紙の紙面構成や
デザインなどを工
夫し、区政情報を適
切にわかりやすく
発信する。 

・毎月 57,000 部発行
（全戸配付） 

・区民ボランティアと
の協働により、身近
な地域情報や区民
ニーズに応じた紙
面づくりを行う。 

・ホ ー ム ペ ー ジ や
Twitter、Facebook
によるリアルタイ
ムでわかりやすい
情報発信を行うと
共に、アプリを活用
した情報発信に取
り組む。 

・広報紙の紙面構成やデ
ザインなどを工夫し、
区政情報を適切にわか
りやすく発信した。 

・毎月 57,000 部発行（全
戸配付） 

・大学生ボランティアと
の協働により、身近な
地域情報や区民ニーズ
に応じた紙面づくりを
行った。 

・ ホ ー ム ペ ー ジ や
Twitter、Facebook に
よるリアルタイムでわ
かりやすい情報発信を
行うと共に、アプリを
活用した情報発信に取
り組んだ。 

・これまでの取
組を進めると
ともに、より質
の高い情報発
信を行う必要
がある。 

・広報紙の紙面構成やデザイ
ンなどを工夫し、区政情報
を適切にわかりやすく発信
（通年） 

・毎月 57,000 部発行（全戸配
付） 

・区民ボランティアとの協働
により、身近な地域情報や
区民ニーズに応じた紙面づ
くりを実施（通年） 

・日頃の区政情報や災害発生
時のお知らせなど、ホーム
ページ・ＳＮＳ・アプリを
活用し、リアルタイムでわ
かりやすい情報を発信（通
年） 

 

淀川区 

・広報誌「よどマガ！」
を毎月定期的に発
行し、市政・区政・
身近な地域情報を
区民に届ける。 

・ 情 報 誌 「 YODO-
REPO」を隔月定期
的に発行し区が実
施した事業等を区
民に報告する。 

・情報発信に関する区
民ニーズを把握す
る。 

・広報担当者向けの講
座や研修の受講及
び区職員向けの広
報研修を実施し、広
報人材を育成する。 

・ＳＮＳなどのＩＣＴ
を活用した、地域住
民への情報発信や
対話を進める様々
な取組を進め、区民
同士または区民と
行政がつながり、地
域課題を市民協働
で解決するきっか
けづくりを行うと
ともに、地域活動へ

・広報誌「よどマガ！」12
号発行（毎月発行） 

・情報誌「YODO-REPO」
６号発行（隔月発行） 

・各課の広報担当者向け
に積極的なＳＮＳの 
活用についての講座を
実施した。（８月実施） 

・ＳＮＳの活用 
 Twitter 発信数 2,691

件 
Facebook 発信数 113
件 

・Twitter、Facebook の
アンケート機能を活用
し、ＳＮＳの可能性実
験を行った。 

 Facebook８月実施、
Twitter12 月実施 

・２月に親しみやすさや
若年層への発信を意識
し、夢ちゃんブログを
立ち上げた。 

・情報発信は予
定通りに行え
ているが、双方
向性ではない
ことから対話
を進めるツー
ルには至って
いない。 

・Twitter のフォ
ロワー数 3,802
人（24 区トッ
プ）、Facebook
のフォロワー
数 1,362 人（24
区３位）程度で
あり、伸びては
いるが、ＳＮＳ
がきっかけづ
くりになりえ
るようなフォ
ロワー数には
至っていない。 

・実施したアン
ケートの内容
は、回答しやす
いものをテー
マとしたが、回
答者は 20 人～
60 人 に と ど
まった。 

・区民ニーズは、従来より
行っている区民アンケート
や区行事での参加者アン
ケートにより把握する。（通
年） 

・あらゆるＳＮＳ媒体を活用
することで、区民の目に触
れる機会を増やすととも
に、夢ちゃんブログではコ
メントのやり取りなどで双
方向性の実験を行う。（通
年） 

・Twitter、Facebook でのア
ンケート実験は、今後も継
続し、区民からの情報収集
ツールとしての活用を進め
る。（通年） 

・不特定多数を相手としたＳ
ＮＳ発信は継続しつつも、
地域関係者のみによる情報
交換ツール的なＳＮＳ活用
法を検討する。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
の新たな担い手の
参画につなぐ。 

東淀川区 

・区民から問合せの多
い 情 報 や ホ ー ム
ページのアクセス
ランキング等、広聴
及び過去の広報の
分析を行い、その結
果を広報紙や同封
ビラに内容を反映
させる取組を進め
る。 

・広報紙、ホームペー
ジ、ＳＮＳ(Face 
book ・ Twitter ・
LINE）、広報板等で
情報発信を行う。 

・広報紙については取
材による紙面の増
等によるリニュー
アルを行う。 

・ホームページ、ＳＮ
Ｓでは即時性に富
む情報発信を行う。 

・広報実施の際に区独自
の広報シートにより前
年度の実績を振り返
り、表現や広報ツール
の検討に活用した。ま
た、区独自の広聴・広報
ニュースの発行によ
り、効果的な広報につ
いて職員の意識共有を
図った。 

・既存の広報ツールに加
え 、 ７ 月 末 に 公 式
YouTubeチャンネルを
開設した。 

・５月より、取材記事を
取り入れた広報紙を発
行した。 

・ホームページ、ＳＮＳ
で即時性に富む情報発
信を行った。 

・区の様々な取
組に関する情
報が、区役所か
ら届いている
と感じる区民
の割合が前年
比 で 微 減 と
なったことか
ら、情報発信の
質・量とも強化
していく必要
がある。 

・区事業への東淀川区住みま
す芸人の活用を進め、より
多くの区民の関心を引く工
夫を行っていく。(通年） 

・プッシュ型通知で情報発信
でき、災害にも強い LINE
＠公式アカウントについ
て、ＱＲコード付きのチラ
シや看板の配置・配布場所
の増設を行う。(通年） 

東成区 

・ホームページ等適切
な媒体を通じて情
報発信する。 

・ ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook 等を活用し
た情報発信を行った。 

 地域情報の広報紙への
掲載 12 回 
広 報 板 の 活 用 ： 22 
回 

 広報紙、ホームページ
による区長からの情報
発信：各 12 回 

― ・様々な広報媒体を活用し、
わかりやすく魅力的な広報
を行うとともに、広報紙を
区内全世帯、全事業所へ配
布する。（通年） 

 地域情報の広報紙への掲
載：12 回 

 広報板の活用：24 回 
 広報紙・ホームページによ
る区長からの情報発信：各
12 回 

 ＳＮＳを活用したまちの魅
力の情報発信：通年 

生野区 

・区広報紙による区政
情報の効果的な発
信：年 12 回発行 

・Twitter、ブログ等を
活用した区政の情
報発信 

・広報紙の特集記事や連
載記事をはじめ、区民
への効果的な情報発信
を行った。（毎月） 

・Twitter、ブログ等を効
果的に活用して情報発
信を行った。 

・「やさしい日本語」
Facebook を開設し、定
期的に「やさしい日本
語」での情報発信を
行った（２月） 

・区民に対して
必要な情報を
確実に届ける
ため、各種情報
媒体を上手く
活用し、より効
果的に情報発
信していく必
要がある。 

 

・毎月の広報紙をはじめ、
Twitter 、ブログお よび
Facebook 等を活用した区
政情報の効果的な発信を行
う。（通年） 

・近年急増している外国籍住
民へ、Facebook を活用した
「やさしい日本語」での情
報発信を行う。（通年） 

旭区 

・区広報紙の増刊月を
増やす。（28 年度：
５回⇒30 年度：６
回） 

・ホームページ・ＳＮ
Ｓを活用し、迅速か
つ効果的な情報発
信を行う。 

・区広報紙の増月号の発
行回数を増やした。（29
年度：５回→30 年度：
６回） 

・ホームページ・ＳＮＳ
を活用し、各種イベン
トや震災関連情報を迅
速かつ効果的な情報発
信を行った。 

― ・区広報紙・ホームページ・Ｓ
ＮＳ等の広報媒体により効
果的な情報発信を行う。（通
年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

城東区 

・区の様々な取組や区
政情報が広く区民
に届くよう、区広報
誌（ふれあい城東）
を全戸配布に変更。 

・区広報誌、ＨＰ、
Twitter を活用する
とともに、動画を活
用した情報発信の
検討。 

・５月より区広報誌（ふ
れあい城東）を全戸配
布に変更。 

・Twitter を活用した積
極的な情報発信を実
施。 

・転入者に対して広報
誌、地図等必要な情報
を集約した転入者パッ
クを配布。 

・無料のスマホアプリ
「マチイロ」で、広報誌
を配信。 

・「住みます芸人」と連携
し、行政・地域情報をわ
かりやすく発信。 

・全戸配布に変更した区
広報誌に、子育て情報
誌とハザードマップを
挟み込み、区民全体に
周知を行った。 

・区政会議の動画配信を
行った。 

― ・区広報誌の配布（通年） 
・Twitter などＳＮＳを活用
した情報発信。（通年） 

・転入者に対して広報誌、地
図等必要な情報を集約した
転入者パックを配布。（通
年） 

・無料のスマホアプリ「マチ
イロ」で、広報誌を配信。
（通年） 

・「住みます芸人」と連携し、
行政・地域情報をわかりや
すく発信。（通年） 

・区広報誌への各種情報の挟
み込み。（下期） 

・区ＨＰにおける動画配信の
拡充。（通年） 

鶴見区 

・区民ニーズの把握に
努め、あらゆる世代
に手に取って読ん
でもらえる魅力的
な広報紙を作成す
る。 

・全世帯・全事業所へ
の配布 

・広報紙の新設置箇所 
５ヵ所増 （18 ヵ所
⇒23 ヵ所） 

・区民アンケート結果を
分析し、区民ニーズに
沿った広報紙の紙面づ
くりを検討・作成した。 

・広報紙の全世帯・全事
業所への配布を行っ
た。 

・鶴見区広報戦略を作成
した。（12 月） 

・広報サポーター制度に
よる広報紙設置箇所の
拡大を行った。（38 ヵ
所） 

― ・区広報戦略に基づき、区民
アンケート等により区民
ニーズの把握に努め、あら
ゆる世代に手に取って読ん
でもらえる魅力的な広報紙
を作成（通年） 

・全世帯・全事業所への配布
（毎月） 

・広報サポーター制度による
民間事業所との連携による
広報紙の設置拡大 22 箇
所増（38 ヵ所⇒60 ヵ所）
（通年） 

阿倍野区 

・区民が必要とする情
報を必要なツール
で届くよう情報発
信する。 

・区 広 報 紙 ： 毎 月
46,000 部発行 

・ホームページ：月平
均 30 件 

・Twitter：月平均 250 
件 

・ARYouTube 動画：
毎月配信 

・広報掲示板：月平均
20 件 

・ケーブルテレビでの
情報発信：月平均８
回 

・区広報紙の発行 
①広報紙「広報あべの」

発行部数(46,000) 
②新聞折込部数(34,140)

【３月号】 
③新聞未購読世帯への個

別配付数(4,215)【３月
末日現在】 

④世帯配布率(約 74.0％)
【３月号実績】 

・WEB ツールの活用 
①区ホームページアクセ

ス数(54,489)【３月実
績】 

②Twitter フォロワー数
(3,544)【３月末日現
在】 

③AR、YouTube 動画：毎
月配信 

・広報掲示板：月平均約
29 件【４月～３月】 

― ・区民が必要とする情報を必
要なツールで届くよう情報
発信する。（通年） 

・区広報紙：月 46,000 部発行
(11 回)、月 66,000 部発行
(１回) 

・ホームページ：月平均 30 件 
・Twitter：月平均 250 件 
・AR,YouTube 動画：毎月配
信 

・広報掲示板：月平均 20 件 
・ケーブルテレビでの情報発
信：月平均８回 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
・ケーブルテレビでの情

報発信：月平均８回 

住之江区 

・まちづくりセンター
との連携も深めな
がら、地域イベント
をはじめ地域情報
の発信を強化する。 

・広報紙の企画記事を
地域密着型とし内
容の一層の充実を
図るなどより有用
で魅力的な紙面づ
くりに取り組む。 

・地域活動への参画な
ど、多様な工夫を凝
らして、区政や地域
情報を効果的に発
信する。 

・広報紙において、まち
づくりセンターからの
地域情報記事を年 11
回掲載した。 

・広報紙に二次元コード
を載せることにより、
ＨＰや Facebook など
の Web との連動を行
い、タイムリーでより
広範囲への情報発信を
行った。 

・区政に関する情報が区
民全体に届けられるよ
う、広報紙を増ページ
するとともに、イベン
ト告知や子育て情報に
ついてはＨＰやＳＮＳ
を活用してよりきめ細
やかな情報発信を行っ
た。 

・広報紙や区Ｈ
Ｐ・ＳＮＳによ
り区の様々な
取組の情報発
信を行ってい
るが、区民モニ
ターアンケー
ト結果では依
然として約５
割の方が区か
ら発信してい
る情報が区民
に十分届いて
いないと感じ
ている。 

 

・広報紙「さざんか」につい
て、手にとって読んでもら
いやすい紙面構成とするな
どし、市民により分かりや
すい区政情報を発信する。
（通年） 

・広報紙を手に取って読んで
もらえるよう、区民の生活
に密着する記事として健康
に関する情報面を充実する
など、内容の充実を図る。
（通年） 

・まちづくりセンターとの連
携も深めながら、地域イベ
ントをはじめ地域情報の発
信を強化する。（通年） 

・区民に関心の高い情報につ
いては、区ＨＰの目立つ場
所に載せ、すぐに内容を知
ることができるようにする
など、より分かりやすく掲
載するよう工夫する。（通
年） 

住吉区 

・紙面の減少を前提と
した区の広報紙計
画に基づいた、視覚
に訴え、区民に読み
たいと思ってもら
える「広報すみよ
し」の企画・編集・
印刷業務の実施、全
戸配布および広報
板による情報発信。 

・スマホアプリ周知記
事を広報紙に掲載
する。 

・点字版「広報すみよ
し」の作成・希望者
への送付。 

・住吉区ＳＮＳ活用方
針に基づくＳＮＳ
による情報発信。 

・ＳＮＳの周知。（広報
すみよしに掲載） 

・区民に読みたいと思っ
てもらえる「広報すみ
よし」の企画・編集・印
刷業務の実施、全戸配
布および広報板による
情報発信。（毎月） 

・スマホアプリ周知記事
を広報紙に掲載。 

・点字版「広報すみよし」
の作成・希望者への送
付。 

・住吉区ＳＮＳ活用方針
に基づくＳＮＳによる
情報発信。 

・「広報すみよし」でＳＮ
Ｓを周知。 

・新たな区政情報、子育
て情報発信のツールと
して LINE＠を開設、
情報発信を行った。 

・区民の気持ち
に届くよう分
かりやすい表
現を使った読
みやすい広報
紙 や ホ ー ム
ページ等とす
ることが必要。 

・情報を届ける
対象に応じた
発信手法の活
用が必要。 

・区民意識調査等を実施し
（年１回）、その結果を踏ま
え、より読みたい・読みや
すいと思ってもらえる広報
紙・ホームページづくりを
行う。（通年） 

・点字版「広報すみよし」の作
成・希望者へ送付する。（毎
月） 

・ＳＮＳを活用した情報発信
を実施していることの周知
及び若年層を意識したＳＮ
Ｓを活用した情報発信を行
う。（通年） 

東住吉区 

・広報紙をより見やす
く魅力的なものに
する。 

・「東住吉区子育て応
援ナビ」のホーム
ページを充実し、
LINE や Facebook
などＳＮＳをフル
活用して、子育て層
に必要な情報を届
ける。 

・区内に居住する区民
だけではなく、区内

・５月号の広報紙より、
ページ数を８頁から
12 頁に増やしたとと
もに、写真がより鮮明
となるよう紙質を変更
した。さらに、子どもの
写真を募集し掲載する
など、各種コーナーに
分類して掲載し、魅力
的で見やすいレイアウ
ト変更を行った。 

・広報紙の各記事には、
二次元コードを掲載

・広報紙におけ
る掲載記事に
ついては、区民
ニーズにあっ
た内容となる
よう改善を行
う必要がある。 

・広報紙や各種
ＳＮＳにおい
ては、利用者数
及び認知度の
増加を図るた
め、広く周知す

・区民アンケートの結果や、
写真募集時の意見を参考
に、区民ニーズに沿った記
事を掲載し、より魅力的な
広報紙を作成する。（通年） 

・区民等が多く参加する区民
フェスティバル等のイベン
トで、広報紙をはじめ、各
種ＳＮＳ等の周知を実施
し、普及啓発を行う。（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
在勤等の区民等に
対しても広報紙の
認知度を上げる。 

・機能的かつ効果的な
広報活動に関する
区職員の意識を向
上させ、各課の情報
受発信力を強化す
る。 

し、区のホームページ
等へアクセスしやすい
よう掲載するととも
に、各種ＳＮＳの情報
内にＵＲＬ等を記載す
るなど、色々な媒体か
ら情報が入手できるよ
う対応した。 

・区内の保育園、幼稚園
の保護者に対し、子育
て応援ナビや区公式
LINE のチラシを配付
するとともに、広報紙
配架協力を依頼し、周
知を行った。 

・各課の広報担当者を対
象に、今年度の区の広
報業務の方針や各種広
報媒体について周知し
情報共有を図るととも
に、意見交換を実施し
た。 

る必要がある。 
 

平野区 

・文字の大きさや紙面
構成など、より見や
すく分かりやすい
広報紙の作成・配
布。 

・ＳＮＳや広報板を活
用し、より目につき
やすいキャッチコ
ピーやチラシ等の
作成・掲出。 

・増ページ号の回数の
見直し。 

・災害時の広報体制を
強化。 

 

・１月号の広報紙より紙
面構成を大きく変え、
より見やすく分かりや
すい広報紙となるよう
工夫した。 

・より多くの区民が区政
情報をキャッチできる
よう、区内すべての広
報板へ広報紙の配架に
ついてのチラシを掲示
した。 

・増ページ号の回数の見
直しを検討したが、予
算の関係上、増やせな
かった。 

・災害時にＳＮＳを活用
し、情報提供できる体
制を整えた。 

・作成ページ数
に対し、掲載希
望記事が多す
ぎる。 

・区内 122基ある
広報板の老朽
化 

・広報紙の発行（年 12 回） 
・区広報戦略委員会（年12回）
にて記事の掲載要否を判定
する。 

・ＳＮＳでの情報発信（通年） 
・LINE 開設の検討（上期） 
・広報板の管理、修理、整理
（通年） 

 

西成区 

・広報紙において、よ
り分かりやすい紙
面づくりを行うと
ともに、より多くの
方に届けるため、広
報紙の宣伝活動を
行う。 

・ホームページにおい
て、閲覧者が興味を
ひくようバナー等
を活用した発信を
強化する。 

・ＳＮＳは若い世代を
中 心 に コ ミ ュ ニ
ケーションツール
となるよう一層の
活用を図る。 

・広報紙においては、紙
面が少なくなる中、掲
載記事の取捨選択や記
事のコンパクト化等、
区民にわかりやすく、
より良い情報を多く届
けられるよう紙面づく
りに取り組んだ。 

・ホームページにおいて
は、注目記事のバナー
を作成し、トップペー
ジに掲載する等、わか
りやすい情報発信に取
り組んだ。 

・ＳＮＳにおいては、写
真を中心にイベントの
情報やプレゼント企画
等、若い世代を意識し
た情報発信に取り組ん
だ。 

・他区と比べて
高齢者の割合
が高いため、イ
ンターネット
やＳＮＳによ
る広報が浸透
しづらい。 

・新聞購読者の
減少傾向もあ
り、広報紙の配
付数は全体的
に微増にとど
まっている。 

・広報紙において、より分か
りやすい紙面づくりを行う
とともに、より多くの方に
届けるため、広報紙の宣伝
活動を行う。（通年） 

・ホームページにおいて、閲
覧者が興味をひくようバ
ナー等を活用した発信を強
化する。（通年） 

・ＳＮＳは若い世代を中心に
コミュニケーションツール
となるよう一層の活用を図
る。（通年） 

・区内での広報紙の配架場所
を増やすなど、広報紙がよ
り多くの方に届くよう取り
組む。（通年） 
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柱 2-Ⅳ-イ 効率的な区行政の運営の推進 

取組の実施状況 

取組①「区役所事務についての標準化・ＢＰＲの計画的推進」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 

・５Ｓ活動、業務の
標準化の実施 

・コンプライアンス
研修等を実施し、
適切な事務処理が
できる組織づく
り、不適正事案を
未然に防ぐ風通し
の良い職場づくり
の推進 

・物品倉庫の整理整頓、作業
机や通路等共用部の整理
整頓など、５Ｓ活動、業務
の標準化を実施した。 

・コンプライアンス研修等
を実施し、適切な事務処
理ができる組織づくり、
不適正事案を未然に防ぐ
風通しの良い職場づくり
を推進した。 

― ・区役所の業務が効果的・効
率的に運営されるよう、
「５Ｓ活動」「標準化」に
取り組み、適正な業務執
行の基盤を作る。（通年） 

都島区 

・５Ｓ活動推進体制
（改善チーム）の
確立 

・５Ｓ活動研修会 
・５Ｓ活動報告会 
・各課における取組
の進捗状況確認 

・５Ｓ活動推進体制（改善
チーム）の確立（５月） 

・５Ｓカイゼンチーム研修
（８月） 

・「年間計画表」及び「事業
シート（事務引継書）」の
標準化の取組（５月） 

・計理関係帳票の標準化（６
月～） 

・５Ｓ活動庁舎内放送の取
組（９月～） 

・５Ｓ活動報告の共有（３
月） 

― ・５Ｓ活動、標準化の実施
（通年） 

・ペーパーレス化の推進等
（通年） 

福島区 

・各担当において独
自の「事務標準化・
ＢＰＲ」の取組（業
務マニュアル等の
アップデートや各
種チェックシート
等の作成・共有等）
を実施。 

・各担当において独自の「事
務標準化・ＢＰＲ」の取組
（業務マニュアル等の
ア ッ プ デ ー ト や 各 種
チェックシート等の作
成・共有等）を実施（３
月）。 

 

・ヒューマンエ
ラーを防ぐた
めの、チェック
機能が十分に
働くような、事
務の流れが工
夫されていな
い。 

・組織としての
業務進捗管理
を円滑に行え
るようなツー
ルが不足して
いる。 

・引き続き、「事務標準化・
ＢＰＲ」の取組（業務マ
ニュアル等のアップデー
トや各種チェックシート
等の作成・共有等）を実施
する。(年１回以上) 

此花区 

・区役所事務のうち
「区民への影響が
大きいもの」を仕
分けし、対象業務
を選定する。 

・区役所庁舎１階の
窓口サービス課、
保健福祉課業務の
業務プロセスの分
析や５Ｓ・標準化
の観点からのレイ
アウト変更を検討
する。 

・区役所庁舎１階の業務内
容を精査し、レイアウト
を変更することを目的に
ＰＴを立ち上げた。 

・区役所庁舎１階の窓口
サービス課、保健福祉課
業務の業務プロセスの分
析による１階レイアウト
変更案を策定した。 

 

― ・区役所庁舎１階の窓口
サービス課、保健福祉課
業務の業務プロセスの分
析や５Ｓ・標準化の観点
からのレイアウト変更を
実施する。（通年） 

中央区 
・区役所事務につい
ての標準化・ＢＰ
Ｒの計画的推進 

・５Ｓ活動、業務の

・５Ｓ活動、業務の標準化の
取組を実施した。 

・電子申請システムを用い
たがん検診、行政書士相

― ・５Ｓ活動、業務の標準化の
実施（随時） 

・改善に向けた取組内容を
広報紙やホームページ等
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
標準化の実施 

・改善に向けた取組
内容を広報紙や
ホームページ等で
紹介 

・窓口の受付事務に
ついて電子化を進
める 

談の予約受付等を実施し
た。 

 

で紹介（随時）２回 
・電子申請システムを用い

たがん検診、行政書士相
談の予約受付等の実施
（通年） 

西区 

・これまでにあった
個人情報漏えい事
故や不適切な事務
処理事案等を共有
化し、課題を検討
して再発防止対策
に取り組む。 
また、適切な事務
処理ができる組織
づくりのため、コ
ンプライアンス研
修を実施し、職員
のコンプライアン
ス意識の向上と不
適正事案を未然に
防ぐ「風通しの良
い職場づくり」を
推進する。 

 

・毎月の係長会で不適切事
案の情報共有を行い、同
事案のミスをしないよう
注意喚起を行った。 

・毎月報道発表される個人
情報に係る事務処理誤り
情報を全課長にメールで
情報共有を行った。 

・４月に報道発表された昨
年１年間に発生した不適
切事務処理事案、４月の
市政改革特別委員会にお
ける質疑情報（不適切事
務処理の発生状況）を全
課長にメールで情報共有
を行った。 

・係長級以下の全職員を対
象に、コンプライアンス
研修を実施した。（11 月） 

 

・事務の習熟不
足から発生す
る事務処理誤
りを防ぐ対策
が必要である。 

・これまでにあった個人情
報漏えい事故や不適切な
事務処理事案等を共有化
し、課題を検討して再発
防止対策に取り組む。（通
年） 

・また、適切な事務処理がで
きる組織づくりのため、
コンプライアンス研修を
実施し、職員のコンプラ
イアンス意識の向上と不
適正事案を未然に防ぐ
「風通しの良い職場づく
り」を推進する。（通年） 

・事務の習熟度をあげるた
め、事務の所管局が作成
したマニュアルを徹底
し、職場におけるＯＪＴ
を実践するとともに、不
適切事務が発生した場合
は原因と今後の対策を所
管局と協議するとともに
マニュアルへの反映を依
頼する。（通年） 

港区 

・各区で生じている
不適切な事務処理
の報告書の全件に
ついて、当区も同
様のリスクがない
か検証し対応策を
検討する。 

・７月に第１回５Ｓ・標準化
推進委員会を開催し、不
適切な事務処理の当区の
リスク検証の実施につい
て確認した。 

・不適切な事務処理の当区
のリスク検証を全件実施
した。 

・当区での不適
切な事務処理
件数が０件に
ならなかった。 

・引き続き各区で生じてい
る不適切な事務処理の報
告書の全件について、当
区も同様のリスクがない
か検証し対応策を検討す
る。（通年） 

大正区 

・コンプライアン
ス、個人情報保護、
接遇、契約・会計等
に係る研修につい
て、課題に対応し
た適切な研修テー
マを設定するなど
して効果的に実
施。 

・コンプライアンス
推進強化月間の取
組の実施 

・他所属の不祥事案
の共有 

・不適正事務を防止
するため、ダブル
チェック体制を徹
底する。なお、不正
閲覧防止対策とし
て、年１回以上、ア

・庶務担当係長及び計理事
務担当者に対し、契約・会
計事務においてのコンプ
ライアンス意識の向上を
目的として契約・会計事
務研修を実施した。 

・他所属の不祥事案の共有
を行った。 

・不適正事務を防止するた
め、ダブルチェック体制
の徹底を行い、毎月のセ
ルフチェックを行った。 

・コンプライアンス、個人情
報保護、接遇、契約・会計
等に係る研修について、
課題に対応した適切な研
修を実施した。 

・コンプライアンス推進強
化月間の取組を実施した 

― ・区長、副区長が参加する朝
礼の実施および職場巡視 

・コンプライアンス、個人情
報保護、接遇、契約・会計
等に係る研修について、
課題に対応した適切な研
修テーマを設定するなど
して効果的に実施。 

・コンプライアンス推進強
化月間の取組の実施 

・他所属の不祥事案の共有 
・適正な決裁・審査事務の実

施 
・不適正事務を防止するた

め、ダブルチェック体制
を徹底する。なお、不正閲
覧防止対策として、年１
回以上、アクセスログ調
査を実施する。また、毎月
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
クセスログ調査を
実施する。また、毎
月のセルフチェッ
クの実施及び四半
期ごとの検証を行
い、重要管理ポイ
ントの徹底に関す
る職員の意識を高
める。 

・不正閲覧防止対策として、
年１回以上、アクセスロ
グ調査を実施した。また、
毎月のセルフチェックの
実施及び四半期ごとの検
証を行い、重要管理ポイ
ントの徹底に関する職員
の意識啓発を行った。 

のセルフチェックの実施
及び四半期ごとの検証を
行い、重要管理ポイント
の徹底に関する職員の意
識を高める。 

（以上通年） 

天王寺区 

・この間の取組によ
り、個人情報漏え
い等事故の発生頻
度は大きく低減し
たものの、目標と
する事故「ゼロ」に
は至っていない。
引き続き、職員全
員が意識を高め、
継続的かつ着実な
取組を推進するこ
とで、事故「ゼロ」
を達成する。 

・また、業務の標準
化・ＢＰＲを推進
するため、共通の
区役所事務の標準
化への対応を進め
るとともに、区独
自で取り組める事
項についても検討
を行っていく。 

・不適切な事務処理の減少
に向けての取組として
は、引き続き、個人情報漏
えい等事故の未然防止を
図るため、区独自の点検
シートによるチェック
や、企画総務課による運
用状況チェックの実施、
「個人情報保護通信」の
発行による啓発など、漏
えい等事故「ゼロ」をめざ
して取り組んだ。 

・標準化の取組として、「各
課フォルダのデータ管理
ルールの設定」について
アクショプランを策定し
取り組んだ。 

・職員によるも
のはなかった
ものの、住民情
報窓口業務を
委託している
業者による個
人情報漏えい
等事故「誤交
付」が１件発生
した。年間を通
じた事故「ゼ
ロ」は、いまだ
達成できてい
ない。 

・この間の取組により、個人
情報漏えい等事故の発生
頻度は大きく低減したも
のの、目標とする事故「ゼ
ロ」には至っていない。委
託業者への指導の徹底も
含め、引き続き、職員全員
が意識を高め、継続的か
つ着実な取組を推進する
ことで、新たな事故を発
生させない。（通年） 

・標準化の取組については、
30 年度から取り組んでい
る「ペーパーレス会議の
推進」等に加え、新たな目
標を設定し、取組推進を
図る。(通年） 

 

浪速区 

・研修等により５
Ｓ・標準化の取組
への意識づけを強
化し、引き続き、取
組状況の定期的な
チェックを行う。 

・データ検索のムダ
を省き、業務の効
率化、市民サービ
スの向上を図るた
め、昨年度策定し
たユーザ作業フォ
ルダの使用ルール
を徹底する。 

・職員発案等による
ムダ取り目標を設
定し、グループ
ウェアで見える化
し、定例会議によ
り相互検証を行
う。 

・ユーザ作業フォルダにつ
いて、毎月各課で点検を
行った。 

・５Ｓ・標準化研修１回、定
例会議３回実施した。 

・業務ダイエットなどの業
務改善の内容についてグ
ループウェアで見える化
を行った。 

・５Ｓの取組に
ついては、全庁
的に一定の成
果があったが、
標準化につい
ては、まだまだ
十分な取組が
行えていない
ため、今後取組
強化を行う必
要がある。 

・５Ｓ、業務の標準化等を全
庁的な取組として強化す
るため、定例的な会議や
業務改善チームによる
チェック機能の強化を実
施し、情報の共有化を図
り、モニタリングを行う。
（年３回以上）    

・職場単位で職員による業
務ダイエット、業務改善
等の提案をし、グループ
ウェアで見える化し、定
例会議で相互検証を行
う。（年３回以上） 

・標準化されていない業務
については、ＢＰＲの視
点で随時検討を行いマ
ニュアル化を行うととも
に、モニタリングを行う。
（通年） 

・他区の先進事例の導入検
討や、他区の不適切事例
の防止検討を行い、見え
る化により、情報の共有
化を図る。（通年） 

西淀川区 

・各課職員で構成す
る会計事務適正化
検討会を定期的に
開催し、会計事務
の業務改善に取り

・各課職員で構成する会計
事務適正化検討会を開催
した。（８月） 

・29 年度に発生した不適切
事務の事例について、管

― ・各課職員で構成する会計
事務適正化検討会を定期
的に開催し、会計事務の
業務改善に取り組むとと
もに、より一層の適正化
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
組むとともに、よ
り一層の適正化を
図る。 

・不適切な事務処理
の発生を防ぐた
め、ＢＰＲに取り
組む。 

理職職員による会議で共
有するとともに、発生防
止について認識の共有化
を図った。 

・そうした状況等をふまえ、
人材育成や５Ｓ、服務規
律確保などの観点から
「西淀川区役所における
職場マネジメント指針」
を策定し、全職員が取り
組む項目と管理監督者が
取り組む項目を明確化し
た上、職員へ周知すると
ともに、区長・副区長によ
る職場巡視や職員との面
談を実施した。（８月） 

を図る。（通年） 
・不適切事務の事例につい

て、発生の原因や防止策
について、各課で共通し
て取り組める事例の抽出
および共有化を図る。（通
年） 

・また、職場巡視（上記の不
適切事務が生じた現場確
認を含む）や面談で見え
てきた課題認識を共有し
改善を図るとともに、引
き続き「西淀川区役所に
おける職場マネジメント
指針」に掲げた取組項目
の継続的な実施に取り組
む。（通年） 

淀川区 

・「業務カイゼン
チーム」を組織し、
区全体で業務の効
果的・効率的な業
務改善を検討する
とともに即座に実
行に移す組織運営
を行う。 

・改善や効率化につ
ながる提案を「淀
川区ダイエット作
戦」と称し、職員か
らの提案を得るこ
とにより、職場全
体が改善を意識す
る風土を醸成す
る。 

・５Ｓ活動として事
務環境（標準机等）
の改善及びその状
態の定着化に向け
各自セルフチェッ
クによる具体把握
及び改善指導を行
う。 

・不適切な事務処理
が発生した事務は
標準作業書を作成
する。 

・業務カイゼンチーム会議
を開催（６回）し、業務改
善や５Ｓ、標準作業書、窓
口改善について検討し
た。 

・淀川区ダイエットとして
職員より提案された改善
案を検討し、可能なもの
は実践した。 

・５Ｓ活動として「標準机」
の実施状況を各担当相互
チェックにより把握及び
改善指導した。 

・不適切事務について標準
作業書を作成した。 

・本取組は、個人
情報漏えいな
ど重大な事故
を根絶するた
めに業務改善
により職員負
担を軽減し、事
故を起こしに
くい職場環境
や作業マニュ
アルづくりを
行っているが、
日々の繁忙業
務の中、より多
くの職員によ
る積極的な取
組を促進する
必要がある。 

・各職員の様々な取組の結
果を広く周知し顕彰する
ことで積極的な取組を促
進するため、業務改善な
どその効果をより多くの
職員で評価し、表彰を
行っていく。（通年） 

・「業務カイゼンチーム会
議」を実施する。（通年） 

・「淀川区ダイエット作戦」
と称し、職員からの提案
を得ることにより、職場
全体が改善を意識する風
土を醸成する。（通年） 

・５Ｓに係る「標準机」につ
いて各管理監督者による
相互点検を実施する。（通
年） 

・不適切事務が発生した場
合は、標準作業書を作成
する。（通年） 

東淀川区 

区民から信頼され、
区民の信託に応える
組織風土をつくるた
め、コンプライアン
ス研修や個人情報保
護研修等を開催し、
職場の内部統制機能
を向上させ、職員の
コンプライアンスの
自覚と覚悟の徹底、
不正を未然に防ぐ職
場風土の醸成に取り
組む。 
また、５Ｓ活動や標
準化（ＢＰＲの視点

・コンプライアンス研修（全
職員） （年１回） 

・個人情報保護研修（全職
員）（年１回） 

・服務研修（全職員）（年１
回） 

・コンプライアンス推進強
化月間の取組（年１回） 

・事故防止強化月間の取組
（年２回）  

・職員情報誌に服務通信を
掲載（年２回） 

・職員アンケートの実施（年

・個人情報の事
務処理誤りや
不適切な事務
処理件数は、昨
年度と比較し
て減少してい
るものの、依然
として発生件
数は多く、継続
して事故防止
強化月間等の
取組を実施し、
職員の意識の
啓発と再発防
止策の徹底を
図る必要があ

区民から信頼され、区民の
信託に応える組織風土をつ
くるため、コンプライアン
ス研修や個人情報保護研修
等を開催し、職場の内部統
制機能を向上させ、職員の
コンプライアンスの自覚と
覚悟の徹底、不正を未然に
防ぐ職場風土の醸成に取り
組む。 
また、５Ｓ活動や標準化（Ｂ
ＰＲの視点での検討）を実
践し、適正な業務執行を行
うための基盤整備の充実を
図る。 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
での検討）を実践し、
適正な業務執行を行
うための基盤整備の
充実を図る。 
・コンプライアンス
研修（全職員） 

・個人情報保護研修
（全職員） 
・服務研修（全職員） 
・コンプライアンス
推進強化月間の取
組 

・事故防止強化月間
の取組  

・職員情報誌に服務
通信を掲載 

・職員アンケートの
実施 

・朝礼の実施 
・他区及び過去に発
生した事務処理誤
り等を分析し、対
策を講じることで
再発防止を図る 

・各課において５Ｓ
活動及び標準化の
取組 

１回） 
・朝礼の実施 
・他区及び過去に発生した

事務処理誤り等を分析
し、対策を講じることで
再発防止を図った。 

・各課において５Ｓ活動及
び標準化の取組 

る。 
・また、区民の信

託に応える組
織風土をつく
るため、各種研
修を実施し、職
場の内部統制
機能を向上さ
せ、職員のコン
プライアンス
の自覚と覚悟
の徹底、不正を
未然に防ぐ職
場風土の醸成
に取り組む必
要がある。 

・コンプライアンス研修（全
職員）（年１回） 

・個人情報保護研修（全職
員）（年１回） 

・服務研修（全職員）（年１
回） 

・コンプライアンス推進強
化月間の取組（年１回） 

・事故防止強化月間の取組
（年１回）  

・職員情報誌に服務通信を
掲載（年２回以上） 

・職員アンケートの実施（年
１回） 

・朝礼の実施（通年） 
・事務処理誤り等について、

他区で講じられた改善策
を取り入れるとともに、
自所属のみで対応ができ
ないものについては、制
度所管へ相談・要望し再
発防止を図る。（通年） 

・各課において５Ｓ活動及
び標準化の取組（通年） 

東成区 

・改めて、重要管理
ポイントが適切に
設定されているか
の点検を行うとと
もに、引き続き発
生事案の情報共有
を進め、少なくと
もこれまで発生し
てきた事案と同様
の事案の発生を抑
止する取組を強化
する。 

・毎月初め、前月の重要管理
ポイントの遵守状況を確
認するとともに、必ず設
定したポイントを確認す
るよう周知徹底した。ま
た、各課に対し四半期ご
とに遵守状況の報告を求
め、重要管理ポイントの
確認漏れ等を抑止した。 

・11 月には東成区独自に 28
年度以降の不適切事務の
発生状況と原因を担当ご
とに分析し、全職員に対
しｅラーニングを実施し
た。 

・全課で重要管理ポイント
に再点検を実施した。 

・今年度、新たに
取り組んだｅ
ラーニングの
取組は 11 月に
実施したこと
もあり、今年度
の不適切事務
の発生抑止に
直結させるこ
と が 出 来 な
かった。（30 年
度発生事案（13
件）中、11 月ま
での発生件数
10 件。） 

・ｅラーニングの内容を更
新し、また、年度当初にｅ
ラーニングを実施するこ
とで人事異動等で新たな
業務を担当することに
なった職員へ、自らが担
当する業務はどのような
不適切事案が多いのか、
どのような原因で発生し
ているのかを把握させる
ことで、発生件数の抑止
に取り組む。（通年） 

・また、継続して定期的に情
報共有する。（通年） 

 

生野区 

・職員の誰もがゆと
りを持ち、効率的・
効果的に執務を行
うことができるよ
うな環境づくりに
取り組む。 

・区長・副区長による各課の
職場巡視を行い、職場の
整理整頓が出来ている
か、５Ｓの取組について
も確認を行った。 

・巡回により把
握した問題点
も解決しつつ、
職員が各自そ
の状態を持続
していくこと
が必要。 

・巡視により把握した課題
の進捗管理および新たな
課題の把握に努めるとと
もに、職員の誰もがゆと
りを持ち、効率的・効果的
に執務を行うことができ
るような意識づくり、環
境づくりに継続して取り
組む。（通年） 

旭区 

・各課の現行フォル
ダを、文書分類表
に基づく体系に再
編する。（各課の現
在のフォルダ構成
からの再編の検証

・現行フォルダ構成の把握
作業に取りかかった。（８
月） 

・フォルダ構成の再編につ
いて、保険年金担当で先

・フォルダ構成
の再編につい
て、文書分類表
が細かすぎ、そ
のままの適用
（引用）が困難

・浮き彫りとなった課題と
その他の先行実施結果を
踏まえて、固定するフォ
ルダ構造を文書分類表の
どの階層までとするかを



245 
 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
が可能なように、
現行フォルダ構成
の把握、実装のた
めのデータ作成、
実装や運用のため
の各課文書主任に
対する研修の実
施） 

・研修等を実施し、
職員の意識向上を
図る。 

行実施完了。（12 月）残る
課についても文書分類表
を名称を引用して再編す
る予定であったが、フォ
ルダ構成の枝が広がりす
ぎることが判明したた
め、改めてフォルダ構成
の共通ルールを次年度整
備することとした。 

・全職員を対象に「意識改革
セミナー」を 15 回にわ
たって開催し、職員の５
Ｓ活動・ムダどりへの意
識向上を図った。（５月） 

・コンプライアンス研修・個
人情報保護にかかる研修
を実施した。（10 月～12
月） 

であるため、所
属の共通ルー
ルを改めて整
備する必要が
ある。 

決定（８月） 
・所属内での共通ルールを

整備したうえで、各課・担
当で課サーバーの整理を
図る。（12 月） 

城東区 

・事務処理手順の再
点検・見直しに取
り組むとともに、
推進途上の事項に
ついては、課題解
決に向け、引き続
き取り組む。 

・不適切事務処理事案削減
に向け、区運営方針の目
標を全職員で共有しつ
つ、個人情報等を扱う事
務の処理手順等について
区長から職員ヒアリング
を実施した。 

・各職場の朝礼に区長が出
席して、５Ｓ・標準化の徹
底や重要管理ポイントの
遵守等のトップリーダー
メッセージの発信を実施
した。 

・また、不適切事務が発生し
た際など、区長の「方針」
「考え」「思い」等を全職
員へ直接メールによる
メッセージを発信した。 

・不適切事務が発生する度
に増加してきた重要管理
ポイントについて、個数
を絞った「重要管理ポイ
ントの標準化」を設定す
るとともに、「『最』重要管
理ポイント」の設定も
行った。 

・所属職員研修時において、
全職員に対して５Ｓの意
味や職場での取組内容の
アナウンスを行った。 

― ・課長会や朝礼等の機会を
通じて、区長から５Ｓ・標
準化の徹底や、重要管理
ポイントの遵守等トップ
メッセージの発信を行
う。（通年） 

・所属職員研修時等におい
て、全職員に対して５Ｓ
の意味や職場での取組内
容のアナウンスを行う。
（下期） 

・標準化の取組に対しては、
成果を収めている所属の
取組内容を調査し実践す
る。（下期） 

 

鶴見区 

・コンプライアン
ス、個人情報保護、
接遇等に係る研修
を効果的に実施 

・重要管理ポイント
の徹底に関する職
員の意識を高め
る。 

・受付事務に関する
不適正な事務処理
の発生を防ぐた
め、事務処理要領

・全職員を対象とした接遇
研修（９月）、実地指導研
修（10 月・11 月）、事後覆
面調査（11 月）を実施し
た。 

・全職員を対象とした重要
管理ポイント、コンプラ
イアンス、個人情報保護
研修を実施した。（11 月） 

・不適正な事務の発生を防
ぐための方策として受付
事務の総点検を実施し

― ・コンプライアンス、個人情
報保護、接遇等に係る研
修を効果的に実施（夏～
秋） 

・重要管理ポイントの徹底
に関する職員の意識を高
める。（通年） 

・受付事務に関する不適正
な事務処理の発生を防ぐ
ため、受付事務の総点検
を実施する（10 月） 

・29 年度より進めている契
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
を作成 

・29 年度より進めて
いる契約事務の標
準化について、「Ｑ
＆Ａ」の更新及び
仕様書のひな型の
作成について取り
組む。 

た。（10 月） 
・契約事務の標準化に関す

る「Ｑ＆Ａ」の更新、仕様
書のひな型を作成した。
（12 月） 

約事務の標準化につい
て、「Ｑ＆Ａ」等の更新に
引き続き取り組む。（通
年） 

阿倍野区 

・内部統制システム
による自律的な服
務規律確保のため
の改善サイクルを
推進し、職員一人
ひとりの意欲・意
識の向上を図るた
め、効果的なコン
プライアンス研修
等を実施し、職員
のさらなる意識向
上を図る。 

・全業務で事務引き
継ぎ書の作成を機
に事務・事業等の
見直しを行う。 

・全職員を対象に、コンプラ
イアンス研修、服務研修、
個人情報の適正な取扱い
に関する研修を実施し
た。 

・全職員を対象に、内部統制
員による定期券等の事後
確認を実施した。 

・個人情報保護等に関する
ポスターを庁舎内に掲示
するとともに職員向け広
報紙に啓発記事を掲載し
た。 

・全業務で様式を統一して
作成した事務引き継ぎ書
を活用した。 

― ・内部統制システムによる
自律的な服務規律確保の
ための改善サイクルを推
進し、職員一人ひとりの
意識向上を図るため、効
果的にコンプライアンス
研修等を実施するととも
に、日常的な啓発に努め
る。（通年） 

・全業務で様式を統一して
作成した事務引き継ぎ書
を引き続き活用してい
く。（通年） 

住之江区 

・５Ｓ・標準化の取
組目標を掲げ、実
践する。 

・不適切事務根絶に
向けた研修を実施
する。 

・課長会等での事例
共有を行う。 

・各課保有の公用自転車の
うち、利用されていない
もの等の整理を行った。
また、庁内ポータル等が
新しくなったことに伴
い、編集時における区役
所内でのルールを設け
た。 

・管理職のみ対象であった
不適切事務に関する研修
を、全職員対象に変更し
実施した。 

・各課別の課題について、研
修講師によるカウンセリ
ングを管理職級向けに
行った。 

・ 整 理 後 及 び
ルール設置後
の状態を維持
していく必要
がある。 

・研修実施後に、
実務で研修内
容が役立って
いるかを検証
することが課
題。 

・定期的に点検を行い、メー
ル等で周知をしていくこ
とで、整理状態を維持す
る。（通年） 

・総務課において試験的に
フリーアドレス化を実施
するとともに、ペーパー
レス化も推進する。（４
月） 

住吉区 

・各課のグループご
とに１業務以上マ
ニュアルを作成す
る。 

・業務を執行してい
く中で、マニュア
ルの不備等を修
正。 

・作成したマニュア
ルは所属グループ
ウェアに掲載し共
有を図る。 

・職場改善推進委員会を開
催し、各課へ個人情報取
扱に関わる業務を優先的
にマニュアルを作成する
よう依頼した。 

・昨年度作成済マニュアル
について、利用する中で
より利用しやすいものと
なるよう随時修正依頼し
た。 

・業務マニュアルを全 17 グ
ループにおいて計 32件作
成した。 

・作成済マニュアルについ
ては、グループウェアで
共有を図った。 

・誰もが同様の
実践ができる
マニュアルの
作成と個人情
報の漏えいを
起こしにくい
仕組の構築が
必要である。 

・標準化されていない業務
について引き続きマニュ
アルを作成する。（通年） 

・個人情報を取扱う業務に
ついて業務フローを作成
する。（通年） 

東住吉区 
・報告・連絡・相談を
徹底し、職場の風
通しを良くするこ

・当区の不適切事務処理･改
善策を課長会等を通じて
所属内で共有した。 

― ・情報共有を行い、同様事例
の未然防止に取り組む。
（通年） 
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
とにより事務手
順・約束ごとを守
る職場づくりを推
進する。 

平野区 

・内容やルールに関
して、引き続き各
課の職員からの意
見を集約し、区民
の方にも職員にも
分かりやすい案内
のツールとする。 

・職場改善チーム会議で、引
継メモに関する意見を取
りまとめ、書式の改正を
行った。 

 また、書式の改正に伴い、
書式と使用方法について
職員情報紙に掲載した。 

・他所属の職場
情報紙に掲載
されたことも
あり、利用者も
増え、そこから
多くの意見が
出た。引き続き
書式の改正を
進めるととも
に、より多くの
職員に利用し
てもらうよう、
設置場所等の
工夫を行う必
要がある。 

・引き続き書式や利用方法
について意見を求めると
ともに、設置場所の工夫
や、様々な利用方法を職
員情報紙に掲載するなど
し、利用率の上昇に繋げ
る。（通年） 

西成区 

・課長会（毎週開
催）、庶務担当係長
会（毎月開催）及び
係会議や朝礼等を
通じて、不適切事
務、不祥事根絶に
向けた再確認を行
うとともに、職員
全体に意識付けを
図る。 

・重要管理ポイント
の遵守についてセ
ルフチェックを行
い、遵守できな
かった項目につい
て改定する。 

・自所属のみならず、他所属
における不適切事案等に
ついても課長会や朝礼な
どを通じて職員へ周知を
行い、不適切事務及び不
祥事根絶に向けた意識付
けを図った。 

・コンプライアンス推進強
化月間において、自所属・
他所属における不適切事
務及び不祥事事案につい
て紹介した。 

・各課において重要管理ポ
イントの再点検を実施し
た。 

・日頃から事務
処理の手順に
ついて見直し
を行うべきで
あるが、繁忙に
より問題が発
生するまで見
直せないもの
があり、結果と
して不適切事
務につながる
要因の一つと
なっている。 

・引き続き、課長会（毎週開
催）、庶務担当係長会（毎
月開催）及び係会議や朝
礼等を通じて、不適切事
務、不祥事根絶に向けた
再確認を行う。また、常に
事務を見直すことの重要
性などについて全職員へ
の意識付けを強化する。
（通年） 

・重要管理ポイントの遵守
についてセルフチェック
を行い、遵守できなかっ
た項目について改定す
る。（下期） 
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柱 2-Ⅳ-イ 効率的な区行政の運営の推進 

取組の実施状況 

取組②「各区による自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底の促進（※「市政改革プラン 2.0－新たな価値を

生み出す改革－」Ｐ68 の再掲）」 

 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

北区 
・効果的な取組である

と区長会議において
判断された内容の共
有 

・効果的な取組であると区
長会議において判断さ
れた内容を共有した。 

― ・効果的な取組であると区
長会議において判断され
た内容の共有（通年） 

都島区 

・運営方針の中間振り
返り、自己評価 

・内部統制連絡会議（上
期１回、下期１回） 

・運営方針の中間振り返り
（９月～11 月）、自己評
価（３月） 

・内部統制連絡会議（４月、
２月） 

― ・「運営方針を活用したＰＤ
ＣＡサイクルの徹底（策
定時・評価時など随時） 

・内部統制連絡会議 ２回 

福島区 

・現行の区役所事務に
ついてＰＤＣＡサイ
クルを徹底すること
を目的に、全職員が参
加する接遇研修の機
会にあわせて、ＰＤＣ
Ａの理解を深める職
員研修を１回以上実
施する。 

・現行の区役所事務につい
てＰＤＣＡサイクルを
徹底することを目的に、
全職員が参加する接遇
研修の機会にあわせて、
ＰＤＣＡの理解を深め
る職員研修を実施した。
（９月） 

― ・現行の区役所事務につい
てＰＤＣＡサイクルを徹
底することを目的に、全
職員が参加する接遇研修
の機会にあわせて、ＰＤ
ＣＡの理解を深める職員
研修を実施する。（年１回
以上） 

此花区 

・ＰＤＣＡにかかる他
区の取組について、ベ
ストプラクティスと
なるものを検討し、可
能なものを実施する。 

・引き続き事業計画
シートを活用した進
捗管理を実施する。 

・事業計画シートを活用し
た進捗管理を実施した。 

― ・引き続き、他区の取組につ
いて情報収集を行うほ
か、事業計画シートを活
用した進捗管理を実施す
る。（通年） 

中央区 

・自主的・自律的なＰＤ
ＣＡサイクル徹底 

・区運営方針等の作成
過程（ダイアログ等）
を通じＰＤＣＡサイ
クルを徹底する。 

・所属研修を実施。 

・区運営方針等の作成過程
（ダイアログ等）を通じ
ＰＤＣＡサイクルを徹
底した。 

・所属研修を実施した。（１
回） 

― ・区運営方針等の作成過程
（ダイアログ等）を通じ
ＰＤＣＡサイクルを徹底
する。（随時） 

・所属研修を実施。（下期） 

西区 

・施策の目的を明確に
した上で事業を実施
し、定期的に目的に対
する成果や取組の有
効性をチェックする
ことで、事業内容の改
善や新たな事業展開
につなげるよう、マネ
ジメントサイクルを
徹底することにより
責任ある区政運営を
進める。 

・職員のＰＤＣＡにか
かる意識向上をめざ
し、職員アンケートや
研修等を実施する。 

・ＰＤＣＡ会議を４月、８
月、12 月、３月にそれぞ
れ開催し、各担当事業の
進捗状況、目標に対する
成果、取組の有効性につ
いてチェックを行い、必
要なものについては取
組の軌道修正を図った。 

・職員のＰＤＣＡにかかる
意識向上をめざし、全職
員を対象にｅラーニン
グを実施した。（12 月） 

― ・施策の目的を明確にした
上で事業を実施し、定期
的に目的に対する成果や
取組の有効性をチェック
することで、事業内容の
改善や新たな事業展開に
つなげるよう、マネジメ
ントサイクルを徹底する
ことにより責任ある区政
運営を進める。（通年） 

・職員のＰＤＣＡにかかる
意識向上をめざし、研修
等を実施する。（12 月頃） 
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港区 

・窓口職場でもＰＤＣ
Ａは効果的であるこ
とを、「パンダカフェ」
等を用いて周知する。 

・庁内情報誌で、窓口職場
でもＰＤＣＡは 効果
的であることを、「パン
ダカフェ」等を用いて周
知した。 

・課長会や職員研修など
で、運営方針や予算要求
を活用したＰＤＣＡの
意識徹底を図った。 

― ・庁内情報誌や職員研修な
どで、自主的・自律的なＰ
ＤＣＡサイクルの徹底を
促進する。（通年） 

・課長会や職員研修などで、
運営方針や予算要求を活
用したＰＤＣＡの意識徹
底を図る。（通年） 

大正区 

・地域課題に対して、ど
のような状態にした
いかを具体的に示す
とともに、成果が測定
可能な目標（アウトカ
ム）を設定して達成状
況をチェックし、ＰＤ
ＣＡサイクルを回す。 

・効果的な取組である
と区長会議において
判断された内容を検
討し、可能なものを実
施する。 

・29 年度の区政運営を振
り返り、課題と対策を 30 
年度以降の区政に反映
すべく分析するととも
に、住民の意見を取り入
れるため、区政会議で議
論を行った。 

・区長会議の議事内容を課
長会で共有を行った。 

・地域課題に対して、どの
ような状態にしたいか
を具体的に示すととも
に、成果が測定可能な目
標（アウトカム）を設定
して達成状況をチェッ
クし、ＰＤＣＡサイクル
を回した。 

・効果的な取組であると区
長会議において判断さ
れた内容を検討し、可能
なものを実施した。 

― ・「大正区区将来ビジョン
2022」で掲げるめざすべ
き将来像の実現に向け、
単年度ごとのアクション
プランとして「大正区事
業・業務計画書」「運営方
針」の策定および進捗管
理を行う。 

・効果的な取組であると区
長会議において判断され
た内容を検討し、可能な
ものを実施する。 

（以上通年） 

天王寺区 

・自律した区政運営の
展開に向け、ＰＤＣＡ
の徹底を図ることを
目的に、独自の事業評
価の取組「ＰＤ“Ｌ”
Ｃ Ａ サ イ ク ル  」
（L:Listen）を活用
し、事業の再構築に向
け全事務事業の再点
検を実施する。 

・独自の事業評価の取組
「ＰＤ“Ｌ”ＣＡサイク
ル 」を活用した事業の
再構築に向けた全事務
事業の再点検を実施し
た。 

・限られた予算
の中、「ＰＤ
“Ｌ”ＣＡサ
イクル 」によ
り、既存事業
の見直しを図
る こ と に よ
り、区民ニー
ズに応じた施
策に充当して
いく必要があ
る。 

・自律した区政運営の展開
に向け、ＰＤＣＡの徹底
を図ることを目的に、独
自の事業評価の取組「Ｐ
Ｄ“Ｌ”ＣＡサイクル 」
（L:Listen）を活用し、事
業の再構築に向け全事務
事業の再点検を実施す
る。（通年） 

 

浪速区 

・成果を意識し、改善を
継続させるため、年間
行動計画を作成し、進
捗を管理する。 

・重要管理ポイントを
毎 月 個 人 ご と に
チェックする等、さら
なる徹底を図るとと
もに、５Ｓ・標準化の
取組により、不適切事
務を防止する。 

・区長会議や他区にお
いて、効果的な取組で
あると判断された内
容を検討し、可能なも
のを実施する。 

・各課で年間行動計画を作
成し、自主的に進捗管理
を行った。 

・重要管理ポイントを毎
月、課ごとに個人での自
己チェックを行った。 

・他区において効果的な取
組を検証し可能なもの
を実施したうえで見え
る化を行った。 

・現状を維持し
て い く た め
に、来年度も
年間行動計画
を作成し、研
修等も含めて
継続的に取り
組んでいく必
要がある。 

・職員アンケートや研修等
の機会を通じて、ＰＤＣ
Ａの事例等を紹介し、職
員の意識の向上を図る。
（通年） 

・年間行動計画を作成し、進
捗管理をするなかでＰＤ
ＣＡサイクルを意識し
て、業務改善を行う。（通
年） 
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西淀川区 

・業務の運営にあたっ
ては、ＰＤＣＡサイク
ルを徹底する。各業務
毎に進捗状況管理表
を作成し、定期的な進
捗状況の確認と情報
の共有を図る。  

・各課職員で構成する
会計事務適正化検討
会を定期的に開催し、
会計事務の業務改善
に取り組むとともに、
より一層の適正化を
図る。 

・各課でＰＤＣＡを徹底す
るため、区長・副区長に
よる管理職ヒアリング
を実施し、各課の業務の
進捗状況や課題を確認
した。（８月）  

・各課職員で構成する会計
事務適正化検討会を開
催し、適正な会計事務執
行にむけた認識の共有
を行った。（６・８・12・
３月） 

― ・業務の運営にあたっては、
ＰＤＣＡサイクルを徹底
するため、予算要求や決
算見込提出時期にヒアリ
ングを実施する。（通年） 

・課題等がある場合、区長や
副区長による幹部ヒアリ
ングを実施し、ＰＤＣＡ
サイクルを徹底する。（通
年） 

・各課職員で構成する会計
事務適正化検討会を定期
的に開催し、会計事務の
業務改善に取り組むとと
もに、より一層の適正化
を図る。（通年） 

淀川区 

・運営方針の策定並び
に進捗管理の機会を
とらえて、ＰＤＣＡサ
イクルを意識した作
業を徹底するほか、あ
らゆる媒体をとらえ
て情報を発信するこ
とによりマネジメン
トサイクルを徹底す
る。 

・ＰＤＣＡ啓発情報を全職
員へメールで周知した。 

・運営方針の振り返り作業
時にＰＤＣＡサイクル
を徹底するよう働きか
けた。 

― ・各職員がＰＤＣＡサイク
ルを自ら回すことができ
るように、引き続き運営
方針の策定並びに進捗管
理の機会を捉えて、ＰＤ
ＣＡサイクルを意識した
作業を徹底する。（通年） 

東淀川区 

・区政会議をはじめと
する各種会議、市民の
声や各種アンケート
調査などにより、区民
のニーズを把握し、適
切に対応するととも
に、いただいた意見や
課題から改善策を区
政に反映するＰＤＣ
Ａサイクルを徹底し
て行うことで、地域実
情や特性に応じた住
民参画型の区政運営
を行っていく。 

・区政会議委員の意見一覧
表を作成し、それぞれへ
の対応方針と元年度予
算の検討資料として区
役所内で共有し、サマー
レビュー時に対応方針
について確認した。 

・区広聴・広報戦略年間戦
術シート及び区独自の
広報シートを活用し、広
聴状況を分析して広報
につなげ、さらに広報の
結果を分析して改善に
つなげるというＰＤＣ
Ａサイクルによる広聴・
広報業務の実施に取り
組んだ。 

￣ ・区政会議をはじめとする
各種会議、市民の声や各
種アンケート調査などに
より、区民のニーズを把
握し、適切に対応すると
ともに、いただいた意見
や課題から改善策を区政
に反映するＰＤＣＡサイ
クルを徹底して行うこと
で、地域実情や特性に応
じた住民参画型の区政を
運営する。（通年） 

東成区 

・複数年度に亘っての
実施が想定される大
規模事業など、統合的
に管理する必要があ
る事業について、「プ
ログラム管理シート
（東成区版）」を作成
し、ＰＤＣＡサイクル
徹底を促進する。 

・複数年度に亘っての実施
が想定される大規模事
業について、「プログラ
ム管理シート（東成区
版）」を作成し、シートに
沿って中間振返りを
行った。 

・委託事業に関しては、受
注者をまじえてのＰＤ
ＣＡ会議を行うことで、
各プログラムの成果と
課題を共有し、次年度の
取組に反映した。 

― ・区運営方針等の策定過程
（ダイアログ等）を通じ
て、ＰＤＣＡサイクルを
徹底する。（通年） 

・運営方針に記載の事務事
業等について、実施期間
が複数年度に亘ることが
想定される、規模の大き
い 事 業 等 の 業 務 ス ケ
ジュール等について「プ
ログラム管理シート（東
成区版）」により見える化
し、組織での共有を図り、
ＰＤＣＡサイクルの徹底
を促進する。（通年） 
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生野区 

・区長による区長だよ
りを全職員に月に１
度程度配信し、日ごろ
からＰＤＣＡサイク
ルを意識するように
徹底する。 

・効果的な取組である
と区長会議において
判断された内容を検
討し、可能なものを実
施する。 

・日ごろからＰＤＣＡサイ
クルを意識するように
区長だよりをメール配
信した。（毎月） 

― ・区長による区長だよりを
全職員に月に１度程度配
信し、日ごろからＰＤＣ
Ａサイクルを意識するよ
うに徹底する。（通年） 

・効果的な取組であると区
長会議において判断され
た内容を検討し、可能な
ものを実施する。（通年） 

旭区 

・次年度の政策協議を
行うサマーレビュー
において、ベンチマー
キングの実施や区民
ニーズの把握により
既存事業の見直しを
実施するとともに、他
区の成功事例等の情
報共有により新規事
業の立ち上げについ
ても検討を行い、ＰＤ
ＣＡサイクルの徹底
に向けた取組を行う。 

・事務事業進捗会議に
おいて、ＰＤＣＡサイ
クルの進捗状況を報
告・確認する。 

・全課（担当）対象に政策
協議を実施した。（７月
～８月） 

・事務事業進捗会議を開催
し、進捗状況を報告・確
認した。（毎月） 

・政策協議をふまえて具体
の予算要求に向けてサ
マーレビューを実施し、
課題解決に向けた元年
度予算案を作成した。
（９月～10 月） 

― ・事務事業進捗会議にて、Ｐ
ＤＣＡサイクルの進捗状
況を報告・確認する。（毎
月） 

城東区 

・区運営方針の各担当
版を作成し、担当内に
おいて周知を実施。 

・接遇研修等の場を活
用し、ＰＤＣＡサイク
ル等について理解促
進を図る。 

・区運営方針の各担当版を
作成し、担当内において
周知を実施した。またあ
わせて市政改革室ポー
タルサイトに掲載され
ているＰＤＣＡコンテ
ンツを紹介した。 

・元年度の運営方針の方向
性についてダイアログ
を実施した。 

・予算事業の７月末決見と
運営方針の振り返りダ
イアログを実施した。 

・運営方針について年度内
振り返りを実施した。 

・係員層が市政改革室の
「運営方針に関する理
解度向上研修（ｅラーニ
ング）」を実施した。 

― ・区運営方針の各担当版を
作成し、担当内において
周知を実施。（４月） 

・運営方針の策定、振り返り
等各段階において、ダイ
アログを実施。（通年） 

鶴見区 

・事業・イベントごとに
ＰＤＣＡシートを作
成し、終了ごとに時機
を失することなく振
り返りを実施する。 

・事業ごとに進捗管理
表を作成し、予算執行
を含めた計画的な事
業執行を行う。 

・所属長からの指示事
項の進捗管理表を作
成し、随時意見交換を
行い、進捗状況を把握
する。 

・事業・イベントごとのＰ
ＤＣＡシートにより、事
業等終了後に振り返り
を行った。 

・事業ごとの進捗管理表に
より、計画的な事業執行
を行った。 

・所属長からの指示事項の
進捗管理及び所属長へ
の報告を行った。 

― ・事業・イベントごとにＰＤ
ＣＡシートを作成し、終
了ごとに時機を失するこ
となく振り返りを実施す
る。（随時） 

・事業ごとに進捗管理表を
作成し、予算執行を含め
た計画的な事業執行（通
年） 

・所属長からの指示事項の
進捗管理表を作成し、随
時意見交換を行い、進捗
状況を把握（通年） 
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阿倍野区 

・業務におけるＰＤＣ
Ａサイクルの徹底の
ため事業報告「あべの
レポート」を毎月発行
する。 

・事業報告「あべのレポー
ト」を毎月発行した。 

― ・業務におけるＰＤＣＡサ
イクルの徹底のため事業
報告「あべのレポート」を
毎月発行する。 

住之江区 

・職員全員が「ＰＤＣＡ
サイクル」を意識しで
きるよう、引き続き啓
発を行う。 

・予算編成前に、ＰＤＣＡ
サイクルを意識し、区長
以下で方向性を共有す
るサマーレビューを実
施するとともに、運営方
針自己評価時や策定時、
また区政会議資料作成
の際には、ＰＤＣＡサイ
クルを意識して取り組
むよう啓発を行った。 

・ＰＤＣＡサイ
クルの意識醸
成に取り組ん
で い る も の
の、担当業務
によりバラつ
きがあり、全
職員の意識向
上には至って
いない。 

・引き続き運営方針自己評
価時や策定時、予算要求
時等での啓発を行うほ
か、区長会議や他区にお
いて効果的な取組である
と判断された内容を検討
し、可能なものを全職員
向け実施する。（通年） 

住吉区 

・運営方針及び事業･業
務計画書における工
程管理を実施する。 

・全職員に対して、ＰＤ
ＣＡサイクルの徹底
に向けた啓発を行う
とともに、各課それぞ
れの業務内容におけ
るＰＤＣＡサイクル
徹底の取組について
話し合う。 

・運営方針及び事業･業務
計画書における工程管
理を実施した。 

・全職員に対して、ＰＤＣ
Ａサイクルの徹底に向
けた啓発（２回）を行っ
た。 

・各課それぞれの業務内容
におけるＰＤＣＡサイ
クル徹底の取組につい
て事例共有を行った。 

・各業務に応じ
たＰＤＣＡサ
イクルの徹底
に向けた意識
の向上を継続
的に取り組む
ことが必要。 

・運営方針における工程管
理を実施する。（通年） 

・ＰＤＣＡの事例等を紹介
し職員全員の意識付を図
る。（年３回） 

東住吉区 

・ＰＤＣＡサイクルを
意識した業務改善の
取組 

・５Ｓ、標準化アクショ
ンプランに基づく取
組を推進する。 

・「庁内情報ＰＣの課メー
ルデータの効率的な管
理」をテーマに区役所内
部における標準化を実
施した。 

・５Ｓ活動の意識づけに向
け、職場内の不要品の廃
棄や整理整頓を呼びか
け、不用品の廃棄等の整
理整頓を実施した。 

・５Ｓ活動の重要性の理解
を深めるため、職員の対
応力の向上に向けたス
キルアップ研修の際、５
Ｓ活動のテーマに加え
て実施した。 

― ・業務執行の効率化及び作
業効率の向上を図るた
め、「５Ｓ標準化アクショ
ンプラン」を策定し、「５
Ｓ活動」や「標準化」を実
践する取組を継続する
等、ＰＤＣＡサイクルの
徹底を図る。（通年） 

・５Ｓ活動の重要性の理解
を深めるための５Ｓ活動
もテーマにした職員研修
の実施、５Ｓ活動の意識
づけの各課における事務
室内の整理整頓を継続し
て実施する。（通年） 

・サマーレビュー及び予算
編成作業時にＰＤＣＡサ
イクルを意識した業務改
善に取り組む。（通年） 

平野区 

・より一層ＰＤＣＡサ
イクルを意識づける
ために、29 年度と同
様に課長会等での情
報共有や、職員情報紙
に掲載する等、広く周
知する。 

・日頃からＰＤＣＡサイク
ルを意識して業務に取
り組むよう、職員情報紙
に掲載したり、庁内ポー
タルに掲載されている
ＰＤＣＡサイクルに関
するページを全職員に
紹介した。 

・日頃からＰＤ
ＣＡサイクル
を意識して業
務に取り組ん
でいる職員の
割 合 に 関 し
て、目標は達
成 し て い る
が、その割合
を更に上げる
必要がある。 

・引き続き課長会や職員情
報紙等でＰＤＣＡサイク
ルを意識して業務に取り
組むよう周知する。（通
年） 

西成区 
・研修等の機会を通じ

て、ＰＤＣＡの意義・
役割や事例を紹介し、
職員全体にＰＤＣＡ

・ＰＤＣＡの意義・役割等
の情報を職員に周知し、
ＰＤＣＡサイクルの意

― ・研修等の機会を通じて、Ｐ
ＤＣＡの意義・役割や事
例を紹介し、職員全体に
ＰＤＣＡサイクルの意識
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 30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
サイクルの意識付け
を図る。 

・課長会（毎週開催）に
おいて、各担当から事
業等の情報を提供し、
情報共有を図る。 

識付けを行った。 
・課長会（毎週開催）や庶

務担当係長会（毎月開
催）において、各担当か
ら事業等についての報
告を行い、情報共有し
た。 

付けを図る。（通年） 
・課長会（毎週開催）におい

て、各担当から事業等の
情報を提供し、情報共有
を図る。（通年） 
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